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第１節  防災知識の普及 
所  管  □ 危 機 管理 監  □ 教 育 委 員 会  □ 消 防 局  □ 関 係各 局  

１  基本方針   

地 震 に よ る 被 害 を 最 小 限 度 に と ど め る た め 、 平 素 か ら あ ら ゆ る 機 会 を 通 じ て 市 民 及 び 各

種 組 織 を対 象 に 防 災 知 識 の 普及 啓 発 を 図 り 、 防 災意 識 の 高 揚 に 努 め る。  

な お 、津 波 に 対 す る 知 識 の 普及 、教 育 に つ い て は、第 ５ 章  津 波 対 策計 画・第 １ 節 の「２                  

津 波 広 報、 教 育 、 訓 練 計 画 」を 参 照 の こ と 。  

■ 体 系  

 

 

 

 

 

 

２  市民に対する防災思想の普及啓発   

（ １ ） 市民 に 対 す る 一 般 的 な普 及 啓 発  

市 は 、 市 民 が 万 一 の 災 害 時 に も 的 確 な 判 断 で 行 動 で き る よ う 、 地 震 防 止 に 関 す る 啓 発

パ ン フ レ ッ ト の 全 戸 配 布 等 に よ り 、 広 く 市 民 に 対 し て 災 害 の 正 し い 知 識 の 普 及 と 自 ら 実

施 す べ き防 災 対 策 等 に つ い て啓 発 し 、 防 災 思 想 の普 及 を 図 り 、「 自 ら の 命 は 自 ら が 守 る」

と い う 意 識 を 持 ち 、 非 常 持 ち 出 し 袋 の 持 参 と い っ た 基 本 的 な 行 動 を は じ め 、 自 ら の 判 断

で 避 難 行動 を と る こ と 及 び 早期 避 難 の 重 要 性 を 市民 に 周 知 す る 。  

ま た 、 各 自 主 防 災 組 織 に お い て 、 防 災 リ ー ダ ー の 育 成 等 、 自 助 ・ 共 助 の 取 組 が 適 切 か

つ 継 続 的に 実 施 さ れ る よ う 、水 害 ･土 砂 災 害・防 災 気 象 情 報 に 関 す る専 門 家 の 活 用 を 図 る

ほ か 、 防 災 と 福 祉 の 連 携 に よ り 、 高 齢 者 に 対 し 、 適 切 な 避 難 行 動 に 関 す る 理 解 の 促 進 を

図 る も のと す る 。さ ら に 各 種感 染 症 の 感 染 拡 大 の恐 れ が あ る 状 況 下 での 災 害 対 応 に 備 え、

感 染 症 対策 に 配 慮 し た 避 難 所開 設 ・ 運 営 訓 練 を 積極 的 に 実 施 す る も のと す る 。  

ま た 、 在 住 す る 外 国 人 に 対 し て も 、 外 国 語 パ ン フ レ ッ ト の 配 布 な ど に よ り 防 災 知 識 の

啓 発 を 図る 。  

 

 

 

 

第１節  防災知識の普及 
所  管  □ 危 機 管理 監  □ 教 育 委 員 会  □ 消 防 局  □ 関 係各 局  

１  基本方針   

地 震 に よ る 被 害 を 最 小 限 度 に と ど め る た め 、 平 素 か ら あ ら ゆ る 機 会 を 通 じ て 市 民 及 び 各

種 組 織 を対 象 に 防 災 知 識 の 普及 啓 発 を 図 り 、 防 災意 識 の 高 揚 に 努 め る。  

な お 、津 波 に 対す る 知 識 の 普及 、教 育 に つ い て は 、第 ５章  津 波 対 策計 画・第 １ 節 の「 ２                  

津 波 広 報、 教 育 、 訓 練 計 画 」を 参 照 の こ と 。  

■ 体 系  

 

 

 

 

 

 

２  市民に対する防災思想の普及啓発   

（ １ ） 市民 に 対 す る 一 般 的 な普 及 啓 発  

市 は 、 市 民 が 万 一 の 災 害 時 に も 的 確 な 判 断 で 行 動 で き る よ う 、 防 災 に 関 す る 啓 発 パン

フ レ ッ ト の 全 戸 配 布 及 び 防 災 啓 発 動 画 の 提 供 等 に よ り 、 広 く 市 民 に 対 し て 災 害 の 正 し い

知 識 の 普及 と 自 ら 実 施 す べ き防 災 対 策 等 に つ い て啓 発 し 、防 災 思 想 の普 及 を 図 り 、「 自 ら

の 命 は 自 ら が 守 る 」 と い う 意 識 を 持 ち 、 非 常 持 ち 出 し 袋 の 持 参 と い っ た 基 本 的 な 行 動 を

は じ め 、自 ら の 判 断 で 避 難 行動 を と る こ と 及 び 早期 避 難 の 重 要 性 を 市民 に 周 知 す る 。  

さ ら に 、 家 具 固 定 の 具 体 例 を 紹 介 す る 講 座 の 開 催 な ど 、 減 災 に 寄 与 す る 対 策 に つ いて

積 極 的 に周 知 啓 発 し て い く もの と す る 。  

ま た 、 各 自 主 防 災 組 織 に お い て 、 防 災 リ ー ダ ー の 育 成 等 、 自 助 ・ 共 助 の 取 組 が 適 切か

つ 継 続 的に 実 施 さ れ る よ う 、水 害 ･土 砂 災 害・防 災 気 象 情 報 に 関 す る専 門 家 の 活 用 を 図 る

ほ か 、 防 災 と 福 祉 の 連 携 に よ り 、 高 齢 者 に 対 し 、 適 切 な 避 難 行 動 に 関 す る 理 解 の 促 進 を

図 る も のと す る 。さ ら に 各 種感 染 症 の 感 染 拡 大 の恐 れ が あ る 状 況 下 での 災 害 対 応 に 備 え、

感 染 症 対策 に 配 慮 し た 避 難 所開 設 ・ 運 営 訓 練 を 積極 的 に 実 施 す る も のと す る 。  

ま た、在 住 す る 外 国 人 に 対 して も 、SNS を 用 い た平 時 の 防 災 啓 発 や 外国 語 パ ン フ レ ッ ト

の 配 布 な ど に よ り 防 災 知 識 の 啓 発 を 図 り 、 防 災 訓 練 の 参 加 等 に よ り 、 避 難 所 体 験 や 実 践

的 な 災 害対 応 の 重 要 性 を 周 知す る 。  

 

 

防 災 知 識の 普 及  市 民 に 対 す る 防 災 思 想 の 普 及

学 校 に おけ る 防 災 教 育  

市 職 員 に対 す る 防 災 研 修  

災 害 教 訓の 伝 承  

防 災 知 識の 普 及  市 民 に 対 す る 防 災 思 想 の 普 及

学 校 に おけ る 防 災 教 育  

市 職 員 に対 す る 防 災 研 修  

災 害 教 訓の 伝 承  
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（ ２ ） 自主 防 災 組 織 を 通 じ た啓 発  

市 民 は 、 日 常 生 活 の つ な が り か ら の 強 い 地 域 連 帯 感 の も と に 小 学 校 区 等 の 単 位 で 組 織

す る 自 主 防 災 組 織 の 啓 発 に 努 め 、 防 災 訓 練 ・ 研 修 会 等 を 通 じ て 防 災 に 対 す る 関 心 と 意 識

を 高 め 、 地 震 発 生 時 に 効 率 的 な 防 災 活 動 が 実 施 で き る よ う 身 近 な 実 践 的 知 識 の 習 熟 に 努

め る 。  

（ ３ ） 生涯 学 習 を 通 じ た 防 災教 育  

公 民 館 や 各 種 社 会 教 育 団 体 等 の 実 施 す る 生 涯 学 習 の 中 で 、 地 震 防 災 に 関 す る 知 識 の 普

及 啓 発 を図 る 。  

ま た 、 地 域 の 貴 重 な 文 化 財 を 地 震 災 害 か ら 守 り 、 後 世 に 継 承 す る 防 災 活 動 の 実 践 に も

努 め る 。  

（ ４ ） 普及 啓 発 の 内 容 と 方 法  

①  普 及啓 発 の 内 容  

ア  地 震災 害 に つ い て の 知 識と そ の 特 性  

イ  地 域に お け る 災 害 特 性 と危 険 箇 所 の 周 知  

・  防 災拠 点 施 設  

・  指 定避 難 場 所  

・  給 水施 設  

・  危 険物 施 設  

・  急 傾 斜 地 崩 壊 危 険 箇 所 、 地 す べ り 危 険 箇 所 、 土 砂 災 害 警 戒 区 域 、 造 成 宅 地 防

災 区 域 など  

・  水 防危 険 箇 所  

・  地 域に お け る 地 震 ・ 津 波災 害 等 の 危 険 度 、 津波 災 害 警 戒 区 域  

・  避 難路 や 避 難 時 の 心 得 ・避 難 方 法  

ウ  家 庭に お け る 地 震 対 策  

・  個 人備 蓄 の 促 進 （ 食 料 、飲 料 水 、 簡 易 ト イ レ等 ） 及 び ロ ー リ ン グス ト ッ ク  

・  非 常持 出 品 、 消 火 器 の 常備  

・  住 宅用 火 災 警 報 器 の 設 置  

・  住 宅の 耐 震 化  

・  出 火防 止 や 家 具 等 の 転 倒及 び 落 下 防 止  

・  ブ ロッ ク 塀 等 安 全 対 策  

・  災 害時 の 家 族 の 役 割 分 担、 連 絡 方 法 、 避 難 場所 の 確 認  

・  要 配慮 者 の 避 難 行 動 要 支援 者 名 簿 へ の 登 録 申請  な ど  

エ  自 主防 災 組 織 等 に お け る地 震 対 策  

・  近 隣住 民 と の 互 助 、 協 力体 制 の 確 立  

・  初 期消 火 、 救 助 、 避 難 対策  

・  避 難行 動 要 支 援 者 名 簿 の活 用  

・  応 急手 当 等 の 知 識 、 技 術の 習 得  

・  要 配慮 者 対 策 （ 乳 幼 児 、高 齢 者 、 外 国 人 等 ）  

（ ２ ） 自主 防 災 組 織 を 通 じ た啓 発  

市 民 は 、 日 常 生 活 の つ な が り か ら の 強 い 地 域 連 帯 感 の も と に 小 学 校 区 等 の 単 位 で 組織

す る 自 主 防 災 組 織 の 啓 発 に 努 め 、 防 災 訓 練 ・ 研 修 会 等 を 通 じ て 防 災 に 対 す る 関 心 と 意 識

を 高 め 、 地 震 発 生 時 に 効 率 的 な 防 災 活 動 が 実 施 で き る よ う 身 近 な 実 践 的 知 識 の 習 熟 に 努

め る 。  

（ ３ ） 生涯 学 習 を 通 じ た 防 災教 育  

公 民 館 や 各 種 社 会 教 育 団 体 等 の 実 施 す る 生 涯 学 習 の 中 で 、 地 震 防 災 に 関 す る 知 識 の普

及 啓 発 を図 る 。  

ま た 、 地 域 の 貴 重 な 文 化 財 を 地 震 災 害 か ら 守 り 、 後 世 に 継 承 す る 防 災 活 動 の 実 践 にも

努 め る 。  

（ ４ ） 普及 啓 発 の 内 容 と 方 法  

①  普 及啓 発 の 内 容  

ア  地 震災 害 に つ い て の 知 識と そ の 特 性  

イ  地 域に お け る 災 害 特 性 と危 険 箇 所 の 周 知  

・  防 災拠 点 施 設  

・  指 定避 難 場 所  

・  給 水施 設  

・  危 険物 施 設  

・  急 傾 斜 地 崩 壊 危 険 箇 所 、 地 す べ り 危 険 箇 所 、 土 砂 災 害 警 戒 区 域 、 造 成 宅 地 防

災 区 域 など  

・  水 防危 険 箇 所  

・  地 域に お け る 地 震 ・ 津 波災 害 等 の 危 険 度 、 津波 災 害 警 戒 区 域  

・  避 難路 や 避 難 時 の 心 得 ・避 難 方 法  

ウ  家 庭に お け る 地 震 対 策  

・  個 人備 蓄 の 促 進 （ 食 料 、飲 料 水 、 簡 易 ト イ レ等 ） 及 び ロ ー リ ン グス ト ッ ク  

・  非 常持 出 品 、 消 火 器 の 常備  

・  住 宅用 火 災 警 報 器 、 感 震ブ レ ー カ ー の 設 置  

・  住 宅の 耐 震 化  

・  出 火防 止 や 家 具 等 の 転 倒及 び 落 下 防 止  

・  ブ ロッ ク 塀 等 安 全 対 策  

・  災 害時 の 家 族 の 役 割 分 担、 連 絡 方 法 、 避 難 場所 の 確 認  

・  要 配慮 者 の 避 難 行 動 要 支援 者 名 簿 へ の 登 録 申請  な ど  

エ  自 主防 災 組 織 等 に お け る地 震 対 策  

・  近 隣住 民 と の 互 助 、 協 力体 制 の 確 立  

・  初 期消 火 、 救 助 、 避 難 対策  

・  避 難行 動 要 支 援 者 名 簿 、個 別 避 難 計 画 の 活 用  

・  応 急手 当 等 の 知 識 、 技 術の 習 得  

・  要 配慮 者 対 策 （ 乳 幼 児 、高 齢 者 、 外 国 人 等 ）  
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・  救 命手 当 、 応 急 手 当 等 の知 識 及 び 技 術 の 習 得   な ど  

オ  そ の他 震 災 対 策 に 必 要 な事 項  

②  普 及啓 発 の 方 法  

ア  防 災マ ッ プ 、 啓 発 パ ン フレ ッ ト 、 広 報 紙 、 ポス タ ー 等 の 発 行 、 配布  

・  地 区防 災 計 画 の 作 成  

・  防 災覚 書 き シ ー ト  

・  金 沢市 防 災 マ ッ プ 、 洪 水避 難 地 図 、 津 波 避 難地 図 、 土 砂 災 害 避 難地 図  

      液 状 化 危 険 度 予測 図  

・  防 災に 関 す る テ キ ス ト やマ ニ ュ ア ル  な ど  

イ  新 聞、 ラ ジ オ 、 テ レ ビ 等の 報 道 機 関 の 利 用  

ウ  講 演会 、 研 修 会 、 シ ン ポジ ウ ム 等 の 開 催  

・   防 災出 前 講 座 の 開 催 （ 外国 人 向 け を 含 む ）  

エ  防 災相 談 の 実 施  

オ  自 主防 災 組 織 や 市 民 組 織等 の 活 用  

カ   イ ンタ ー ネ ッ ト  

・  「 金沢 市 防 災 ホ ー ム ペ ージ 」 ･･･ア の 資 料 等を 掲 載  

キ  公 民 館 等 社 会 教 育 施 設 の 活 用 な ど 、 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ に お け る 多 様 な 主 体 の 関

わ り の 中で 防 災 に 関 す る 教 育の 普 及 推 進  

ク  そ の他 効 果 的 と 考 え ら れる 啓 発 方 法  

（ ５ ） 事業 所 を 対 象 と し た 防災 教 育  

①  普 及啓 発 の 内 容  

多 数 の 人 が 利 用 又 は 就 業 す る 事 業 所 等 が 、 顧 客 ・ 従 業 員 等 の 安 全 を 確 保 し 、 的 確

な 防 災 活 動 を 実 施 で き る よ う 、 防 災 計 画 の 作 成 を は じ め 、 自 主 防 災 体 制 の 確 立 、 情

報 の 収 集 ・ 伝 達 方 法 、 出 火 や 危 害 防 止 措 置 、 避 難 ・ 救 出 対 策 に つ い て 、 事 業 所 等 や

職 員 に 対し 地 震 災 害 に 伴 う 防災 知 識 の 普 及 を 図 る。  

ま た 、 避 難 所 の 防 犯 対 策 （ 避 難 者 へ の 注 意 喚 起 や パ ト ロ ー ル 等 ） の 重 要 性 に つ い

て 周 知 する 。  

②  普 及啓 発 の 方 法  

ア  事 業所 用 防 災 啓 発 冊 子 等の 配 布  

イ  研 修会 等 の 開 催  

ウ  防 災訓 練 の 実 施  

エ  自 主防 災 教 育 の 実 施  

（ ６ ） かな ざ わ コ ミ ュ ニ テ ィ防 災 士 の 育 成  

防 災 の 基 本 で あ る 自 助 ・ 共 助 の 推 進 の た め 、 女 性 、 企 業 や 地 域 の 防 災 リ ー ダ ー と し て

活 躍 で きる 人 材 を 育 成 す る とと も に 、 よ り 地 域 に密 着 し た 防 災 士 を 育成 す る 。  

ア  ネ ット ワ ー ク の 構 築  

イ  地 域で の 研 修 会 の 開 催  

ウ  訓 練の 実 施  

    

・  救 命手 当 、 応 急 手 当 等 の知 識 及 び 技 術 の 習 得   な ど  

オ  そ の他 震 災 対 策 に 必 要 な事 項  

②  普 及啓 発 の 方 法  

ア  防 災マ ッ プ 、 啓 発 パ ン フレ ッ ト 、 広 報 紙 、 ポス タ ー 等 の 発 行 、 配布  

・  地 区防 災 計 画 の 作 成  

・  防 災覚 書 き シ ー ト  

・  金 沢市 防 災 マ ッ プ 、 洪 水避 難 地 図 、 津 波 避 難地 図 、 土 砂 災 害 避 難地 図 、  

 液 状 化危 険 度 予 測 図  

・  防 災に 関 す る テ キ ス ト やマ ニ ュ ア ル  な ど  

イ  新 聞、 ラ ジ オ 、 テ レ ビ 等の 報 道 機 関 の 利 用  

ウ  講 演会 、 研 修 会 、 シ ン ポジ ウ ム 等 の 開 催  

・  防 災出 前 講 座 の 開 催 （ 外国 人 向 け を 含 む ）  

エ  防 災相 談 の 実 施  

オ  自 主防 災 組 織 や 市 民 組 織等 の 活 用  

カ  イ ンタ ー ネ ッ ト  

・  「 金沢 市 防 災 ホ ー ム ペ ージ 」 ･･･ア の 資 料 等を 掲 載  

キ  公 民 館 等 社 会 教 育 施 設 の 活 用 な ど 、 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ に お け る 多 様 な 主 体 の 関

わ り の 中で 防 災 に 関 す る 教 育の 普 及 推 進  

ク  そ の他 効 果 的 と 考 え ら れる 啓 発 方 法  

（ ５ ） 事業 所 を 対 象 と し た 防災 教 育  

①  普 及啓 発 の 内 容  

多 数 の 人 が 利 用 又 は 就 業 す る 事 業 所 等 が 、 顧 客 ・ 従 業 員 等 の 安 全 を 確 保 し 、 的 確

な 防 災 活 動 を 実 施 で き る よ う 、 防 災 計 画 の 作 成 を は じ め 、 自 主 防 災 体 制 の 確 立 、 情

報 の 収 集・伝 達 方法 、出 火 や 危 害 防 止措 置 、避 難・救 出 対 策 に つ い て 、事 業 所等 や 職

員 に 対 し地 震 災 害 に 伴 う 防 災知 識 の 普 及 を 図 る 。  

ま た 、 企 業 防 災 士 の 育 成 に つ い て 周 知 し 、 職 場 備 蓄 の 重 要 性 や 大 規 模 災 害 時 に 従

業 員 が 帰宅 困 難 に な ら な い よう 施 設 内 待 機 の 重 要性 に つ い て 周 知 す る。  

②  普 及啓 発 の 方 法  

ア  事 業所 用 防 災 啓 発 冊 子 等の 配 布  

イ  研 修会 等 の 開 催  

ウ  防 災訓 練 の 実 施  

エ  自 主防 災 教 育 の 実 施  

（ ６ ） かな ざ わ コ ミ ュ ニ テ ィ防 災 士 の 育 成  

防 災 の 基 本 で あ る 自 助 ・ 共 助 の 推 進 の た め 、 女 性 、 企 業 や 地 域 の 防 災 リ ー ダ ー と して

活 躍 で きる 人 材 を 育 成 す る とと も に 、 よ り 地 域 に密 着 し た 防 災 士 を 育成 す る 。  

ア  ネ ット ワ ー ク の 構 築  

イ  地 域で の 研 修 会 の 開 催  

ウ  訓 練の 実 施  
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３  学校における防災教育   

学 校 に お け る 地 震 防 災 教 育 は 、 家 庭 、 地 域 社 会 と 連 携 し な が ら 、 防 災 教 育 の ね ら い や 重

点 等 を 明 確 に し 、 そ れ ら を 学 校 の 教 育 課 程 に 位 置 付 け 、 教 育 活 動 全 体 を 通 じ て 、 体 系 的 、

計 画 的 に 指 導 す る 。 特 に 、 地 震 ・ 水 害 ・ 土 砂 災 害 の リ ス ク が あ る 学 校 に お い て は 、 避 難 訓

練 と 合 わせ た 防 災 教 育 の 実 施に 努 め る も の と す る。  

な お 、 防 災 教 育 を 含 め た 安 全 教 育 に つ い て は 、 各 学 校 で 「 学 校 安 全 計 画 」、「 危 機 管 理 マ

ニ ュ ア ル」 を 点 検 し 、 教 職 員の 共 通 理 解 の 下 で 、学 校 全 体 で 取 り 組 みを 進 め る 。  

 

 

 

（ １ ） 防災 教 育 の ね ら い  

ア  災 害時 に お け る 危 険 性 を認 識 し 、日 常 的 な 備え を 行 う と と も に、状 況 に 応 じ て、

的 確 な 判断 の も と に 、 自 ら の安 全 を 確 保 す る 行 動が で き る よ う に す る。  

イ  災 害 発 生 時 及 び 事 後 に 、 進 ん で 他 の 人 々 や 地 域 の 安 全 に 役 立 つ こ と が で き る よ

う に す る。  

ウ  自 然 災 害 の 発 生 メ カ ニ ズ ム を は じ め 、 地 域 の 自 然 環 境 、 災 害 や 防 災 の 基 礎 的 、

基 本 的 事項 を 理 解 で き る よ うに す る 。  

（ ２ ） 防災 教 育 の 重 点  

ア  防 災教 育 は 、各 地 域 に 共通 す る 内 容 と 地 域 の特 性 や 実 態 に 応 じ た内 容 に 分 け て、

重 点 的 、効 果 的 に 推 進 す る 。  

イ  児 童 ・ 生 徒 の 発 達 段 階 に 応 じ た 指 導 を 行 い 、 そ れ ら の 関 連 を 図 り 、 児 童 ・ 生 徒

一 人 ひ とり の 災 害 に 適 切 に 対応 す る 能 力 が 身 に 付け ら れ る よ う 配 慮 する 。  

ウ  大 規 模 地 震 災 害 か ら 児 童 生 徒 等 の 安 全 の 確 保 を 図 る た め 、 親 子 で 参 加 す る 防 災

講 座 や イ ベ ン ト を 充 実 す る と と も に 、 保 護 者 を は じ め 、 関 係 機 関 、 地 域 住 民 と の

連 携 を 図り 、 Ｖ Ｒ 技 術 等 を 活用 し 、 よ り 実 践 的 な防 災 訓 練 の 実 施 に 努め る 。  

エ  過 去 に 起 こ っ た 大 災 害 の 教 訓 を 活 か し 、 よ り 具 体 的 に 教 育 や 訓 練 に 盛 り 込 む こ

と に よ り、 浸 透 性 の 高 い 防 災力 の 向 上 を 図 る 。  

オ  ハ ザ ー ド マ ッ プ も 活 用 し た 身 の ま わ り や 、 日 常 的 な 視 点 を 盛 り 込 ん だ 教 育 ・ 啓

発 を 行 う。  

 

（ ３ ） 避難 （ 防 災 ） 訓 練 の 充実  

学 校 は 、 児 童 ・ 生 徒 が 集 団 で 学 習 し 生 活 を 営 む 場 で あ る と い う 特 質 か ら 、 災 害 時 に 児

童 ・ 生 徒が 集 団 で 安 全 に 避 難で き る よ う 、 日 頃 から の 避 難 訓 練 が 重 要で あ る 。  

ア  学 校 で の 訓 練 は 、 災 害 の 種 類 、 場 所 、 時 間 帯 な ど あ ら ゆ る 場 面 を 想 定 し 、 学 校

の 立 地 条件 を 考 慮 し な が ら 、年 間 を 通 じ て 計 画 的に 実 施 す る 。  

イ  登 下 校 時 に お け る 訓 練 の 効 果 を 高 め 、 学 校 が 避 難 場 所 と な っ た 場 合 な ど に 備 え

る た め 、地 域 ぐ る み の 防 災 訓練 の 実 施 に も 努 め る。  

ウ  避 難に 当 た っ て は 、在 校中 に 地 震 が 発 生 し た場 合 の 児 童 ･生 徒 引 き 渡 し へ の 対 応

３  学校における防災教育   

学 校 に お け る 地 震 防 災 教 育 は 、 家 庭 、 地 域 社 会 と 連 携 し な が ら 、 防 災 教 育 の ね ら い や 重

点 等 を 明 確 に し 、 そ れ ら を 学 校 の 教 育 課 程 に 位 置 付 け 、 教 育 活 動 全 体 を 通 じ て 、 体 系 的 、

計 画 的 に指 導 す る 。特 に 、地 震・水 害・土 砂 災 害の リ ス ク が あ る 学 校に お い て は 、避 難 訓 練

と 合 わ せた 防 災 教 育 の 実 施 に努 め る も の と す る 。  

な お 、 防 災 教 育 を 含 め た 安 全 教 育 に つ い て は 、 各 学 校 で 「 学 校 安 全 計 画 」、「 危 機 管 理 マ

ニ ュ ア ル」 を 点 検 し 、 教 職 員の 共 通 理 解 の 下 で 、学 校 全 体 で 取 り 組 みを 進 め る 。  

ま た 、 被 災 地 の 子 ど も の 学 び の 保 障 と 学 校 の 早 期 再 開 を 支 え 、 教 育 の レ ジ リ エ ン ス （ 回

復 力 ）を高 め る た め 、D-EST（ 教 職 員 や ス ク ー ルカ ウ ン セ ラ ー 等 を 被災 地 外 か ら 派 遣 す る制

度 ） の 活用 に 努 め る 。  

（ １ ） 防災 教 育 の ね ら い  

ア  災 害時 に お け る 危 険 性 を認 識 し 、日 常 的 な 備え を 行 う と と も に、状 況 に 応 じ て、

的 確 な 判断 の も と に 、 自 ら の安 全 を 確 保 す る 行 動が で き る よ う に す る。  

イ  災 害 発 生 時 及 び 事 後 に 、 進 ん で 他 の 人 々 や 地 域 の 安 全 に 役 立 つ こ と が で き る よ

う に す る。  

ウ  自 然 災 害 の 発 生 メ カ ニ ズ ム を は じ め 、 地 域 の 自 然 環 境 、 災 害 や 防 災 の 基 礎 的 、

基 本 的 事項 を 理 解 で き る よ うに す る 。  

（ ２ ） 防災 教 育 の 重 点  

ア  防 災教 育 は 、各 地 域 に 共通 す る 内 容 と 地 域 の特 性 や 実 態 に 応 じ た内 容 に 分 け て、

重 点 的 、効 果 的 に 推 進 す る 。  

イ  児 童 ・ 生 徒 の 発 達 段 階 に 応 じ た 指 導 を 行 い 、 そ れ ら の 関 連 を 図 り 、 児 童 ・ 生 徒

一 人 ひ とり の 災 害 に 適 切 に 対応 す る 能 力 が 身 に 付け ら れ る よ う 配 慮 する 。  

ウ  大 規 模 地 震 災 害 か ら 児 童 生 徒 等 の 安 全 の 確 保 を 図 る た め 、 親 子 で 参 加 す る 防 災

講 座 や イ ベ ン ト を 充 実 す る と と も に 、 保 護 者 を は じ め 、 関 係 機 関 、 コ ミ ュ ニ テ ィ

防 災 士 や 地 域 住 民 と の 連 携 を 図 り 、 Ｖ Ｒ 技 術 等 を 活 用 し 、 よ り 実 践 的 な 防 災 訓 練

の 実 施 に努 め る 。  

エ  過 去 に 起 こ っ た 大 災 害 の 教 訓 を 活 か し 、 よ り 具 体 的 に 教 育 や 訓 練 に 盛 り 込 む こ

と に よ り、 浸 透 性 の 高 い 防 災力 の 向 上 を 図 る 。  

オ  ハ ザ ー ド マ ッ プ も 活 用 し た 身 の ま わ り や 、 日 常 的 な 視 点 を 盛 り 込 ん だ 教 育 ・ 啓

発 を 行 う。  

（ ３ ） 避難 （ 防 災 ） 訓 練 の 充実  

学 校 は 、 児 童 ・ 生 徒 が 集 団 で 学 習 し 生 活 を 営 む 場 で あ る と い う 特 質 か ら 、 災 害 時 に児

童 ・ 生 徒が 集 団 で 安 全 に 避 難で き る よ う 、 日 頃 から の 避 難 訓 練 が 重 要で あ る 。  

ア  学 校 で の 訓 練 は 、 災 害 の 種 類 、 場 所 、 時 間 帯 な ど あ ら ゆ る 場 面 を 想 定 し 、 学 校

の 立 地 条件 を 考 慮 し な が ら 、年 間 を 通 じ て 計 画 的に 実 施 す る 。  

イ  登 下 校 時 に お け る 訓 練 の 効 果 を 高 め 、 学 校 が 避 難 場 所 と な っ た 場 合 な ど に 備 え

る た め 、市 民 防 災 訓 練 の 参 加な ど 地 域 ぐ る み の 防災 訓 練 の 実 施 に も 努め る 。  

ウ  避 難に 当 た っ て は 、在 校 中に 地 震 が 発 生 し た場 合 の 児 童 ･生 徒 引 き 渡 し へ の 対 応
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な ど 、 避難 時 の 心 得 や 方 法 の徹 底 を 図 る 。  

エ  実 施 に 当 た っ て は 、 実 際 の 災 害 を 想 定 し た 避 難 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン の 遂 行 や ワ ー

ク シ ョ ッ プ な ど に よ り 、 状 況 に 応 じ て 考 え な が ら 対 応 で き る 実 践 的 な 防 災 力 向 上

に 配 慮 する 。  

（ ４ ） 教職 員 の 指 導 力 ・ 災 害時 対 応 力 の 向 上  

防 災 教 育 を 充 実 す る た め 、 ① 教 職 員 の 研 修 の 充 実 や 指 導 資 料 の 作 成 （ 災 害 時 の 児 童 ・

生 徒 等 の心 の 健 康 、ボ ラ ン ティ ア へ の 対 応 に も 留意 ）、② 応 急 措 置 等の 技 能 の 習 得 な ど 災

害 時 の 対 応 力 の 向 上 に 努 め る 。 ③ 学 校 は 避 難 場 所 、 避 難 所 に 指 定 さ れ て お り 、 教 職 員 は

災 害 時 に は 支 援 的 な 役 割 が 求 め ら れ る た め 、 日 頃 よ り 非 常 時 の 利 用 を 想 定 し た 対 応 、 対

策 を 講 じる 。 ④ 金 沢 市 立 小 中学 校 に 、 防 災 士 の 資格 を 有 す る 教 員 を 配置 す る 。  

 

（ ５ ） 高等 学 校 、 大 学  

高 等 学 校 、 大 学 に あ っ て も 、 的 確 な 防 災 知 識 の 普 及 と ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 教 育 な ど 実 践

的 な 防 災 教 育 に 努 め 、 日 本 語 の 理 解 が 十 分 で な い 留 学 生 に は 外 国 語 防 災 資 料 の 提 供 な ど

日 常 か らの 防 災 教 育 に 対 す る配 慮 を 行 う 。  

 

 

 

４  市職員に対する防災研修   

市 は 、 防 災 業 務 に 従 事 す る 職 員 に 対 し 、 震 災 対 策 に 対 す る 知 識 や 心 構 え 、 判 断 力 等 を 養

い 、 専 門 性 の あ る リ ー ダ ー や 水 防 員 と し て 、 自 身 の 役 割 を 十 分 理 解 し て 、 災 害 時 に 円 滑 な

防 災 活 動が 遂 行 で き る よ う 、計 画 的 な 防 災 研 修 を実 施 す る 。  

 

 

（ １ ） 教育 内 容  

ア  地 震災 害 に つ い て の 知 識と そ の 特 性  

イ  防 災関 係 法 令 等 の 運 用  

ウ  金 沢市 地 域 防 災 計 画 と 市が 実 施 す る 震 災 対 策の 内 容  

エ  地 震発 生 時 の 職 員 動 員 体制 と 任 務 分 担  

オ  家 庭や 自 主 防 災 組 織 等 にお け る 地 震 対 策  

カ  庁 内組 織 と 他 の 防 災 関 連機 関 と の 連 携 手 法  

キ  地 域の 地 震 ・ 津 波 災 害 等の 危 険 度  

   ク  男 女 共 同 参 画 の 視点 を 取 り 入 れ た 防 災計 画 、 防 災 対 策  

   ケ  そ の 他 震 災 対 策 に必 要 な 事 項  

（ ２ ） 教育 の 方 法  

ア  講 習会 、 研 修 会 等 の 実 施  

イ  先 進都 市 へ の 派 遣 研 修 や中 央 講 習 へ の 派 遣  

ウ  見 学、 現 地 調 査 等 の 実 施  

な ど 、 避難 時 の 心 得 や 方 法 の徹 底 を 図 る 。  

エ  実 施 に 当 た っ て は 、 実 際 の 災 害 を 想 定 し た 避 難 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン の 遂 行 や ワ ー

ク シ ョ ッ プ な ど に よ り 、 状 況 に 応 じ て 考 え な が ら 対 応 で き る 実 践 的 な 防 災 力 向 上

に 配 慮 する 。  

（ ４ ） 教職 員 の 指 導 力 ・ 災 害時 対 応 力 の 向 上  

防 災 教 育 を 充 実 す る た め 、 ① 教 職 員 の 研 修 の 充 実 や 指 導 資 料 の 作 成 （ 災 害 時 の 児 童・

生 徒 等 の心 の 健 康 、ボ ラ ン ティ ア へ の 対 応 に も 留意 ）、② 応 急 措 置 等の 技 能 の 習 得 な ど 災

害 時 の 対 応 力 の 向 上 に 努 め る 。 ③ 学 校 は 避 難 場 所 、 避 難 所 に 指 定 さ れ て お り 、 教 職 員 は

災 害 時 に は 支 援 的 な 役 割 が 求 め ら れ る た め 、 日 頃 よ り 非 常 時 の 利 用 を 想 定 し た 対 応 、 対

策 を 講 じる 。 ④ 金 沢 市 立 小 中学 校 に 、 防 災 士 の 資格 を 有 す る 教 員 を 配置 す る 。  

 

（ ５ ） 高等 学 校 、 大 学  

高 等 学 校 、 大 学 に あ っ て も 、 的 確 な 防 災 知 識 の 普 及 と ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 教 育 な ど 実践

的 な 防 災 教 育 に 努 め る 。 特 に 入 学 間 も な い 学 生 は 、 土 地 勘 が な く ネ ッ ト ワ ー ク も 弱 い こ

と か ら 災 害 弱 者 と な り や す く 、 大 学 間 で 連 携 し た ネ ッ ト ワ ー ク 等 を 用 い て 防 災 啓 発 に 努

め る 。 日 本 語 の 理 解 が 十 分 で な い 留 学 生 に は 外 国 語 防 災 資 料 の 提 供 な ど 日 常 か ら の 防 災

教 育 に 対す る 配 慮 を 行 う 。  

 

４  市職員に対する防災研修   

市 は 、 防 災 業 務 に 従 事 す る 職 員 に 対 し 、 震 災 対 策 に 対 す る 知 識 や 心 構 え 、 判 断 力 等 を 養

い 、 専 門 性 の あ る リ ー ダ ー や 水 防 員 と し て 、 自 身 の 役 割 を 十 分 理 解 し て 、 災 害 時 に 円 滑 な

防 災 活 動が 遂 行 で き る よ う 、計 画 的 な 防 災 研 修 を実 施 す る 。  

ま た 、防 災 知 識 の 習 得 と 災 害対 応 能 力 の 強 化 を 図る た め 、防 災 担 当 部局 職 員 だ け で な く、

防 災 士 取得 の 支 援 な ど 広 く 防災 研 修 の 実 施 に 努 める 。  

（ １ ） 教育 内 容  

ア  地 震災 害 に つ い て の 知 識と そ の 特 性  

イ  防 災関 係 法 令 等 の 運 用  

ウ  金 沢市 地 域 防 災 計 画 と 市が 実 施 す る 震 災 対 策の 内 容  

エ  地 震発 生 時 の 職 員 動 員 体制 と 任 務 分 担  

オ  家 庭や 自 主 防 災 組 織 等 にお け る 地 震 対 策  

カ  庁 内組 織 と 他 の 防 災 関 連機 関 と の 連 携 手 法  

キ  地 域の 地 震 ・ 津 波 災 害 等の 危 険 度  

   ク  男 女 共 同 参 画 の 視点 を 取 り 入 れ た 防 災計 画 、 防 災 対 策  

   ケ  そ の 他 震 災 対 策 に必 要 な 事 項  

（ ２ ） 教育 の 方 法  

ア  講 習会 、 研 修 会 等 の 実 施  

イ  先 進都 市 へ の 派 遣 研 修 や中 央 講 習 へ の 派 遣  

ウ  見 学、 現 地 調 査 等 の 実 施  
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エ  招 集訓 練 の 実 施 、 市 民 震災 訓 練 へ の 参 加  

オ  防 災活 動 マ ニ ュ ア ル な どの 配 布  

カ  図 上訓 練 の 実 施  

キ  防 災士 取 得 の 支 援  

 

５  災害教訓の伝承   

（ １ ）  市 は 、過 去 に 起 こ った 災 害 の 教 訓 や 災 害文 化 を 確 実 に 後 世 に伝 え て い く た め 、大

災 害 に 関す る 調 査 分 析 結 果 や映 像 を 含 め た 各 種 資料 を 広 く 収 集・整 理 し 、適 切 に 保

存 す る とと も に 、 広 く 一 般 の人 々 が 閲 覧 で き る よう 公 開 に 努 め る 。  

ま た 、 災 害 に 関 す る 石 碑 や モ ニ ュ メ ン ト 等 を 適 切 に 保 存 す る と と も に 、 そ の 持 つ

意 味 を 正し く 後 世 に 伝 え て いく よ う 努 め る 。  

 

（ ２ ）  住 民 は 、 自 ら 災 害 教 訓 の 伝 承 に 努 め る も の と し 、 県 及 び 市 は 、 災 害 教 訓 の 伝 承 の

重 要 性 につ い て 啓 発 を 行 う ほか 、 住 民 が 災 害 教 訓を 伝 承 す る 取 組 を 推進 す る 。  

 

 

エ  招 集訓 練 の 実 施 、 市 民 震災 訓 練 へ の 参 加  

オ  防 災活 動 マ ニ ュ ア ル な どの 配 布  

カ  図 上訓 練 の 実 施  

キ  防 災士 取 得 の 支 援  

 

５  災害教訓の伝承   

（ １ ）  市 は 、過 去 に 起 こ った 災 害 の 教 訓 や 災 害文 化 を 確 実 に 後 世 に伝 え て い く た め 、大

災 害 に 関す る 調 査 分 析 結 果 や映 像 を 含 め た 各 種 資料 を 広 く 収 集・整 理 し 、適 切 に 保

存 す る とと も に 、 広 く 一 般 の人 々 が 閲 覧 で き る よう 公 開 に 努 め る 。  

ま た 、 災 害 に 関 す る 石 碑 や モ ニ ュ メ ン ト 等 を 適 切 に 保 存 す る と と も に 、 そ の 持 つ

意 味 を 正し く 後 世 に 伝 え て いく よ う 努 め る 。  

 

（ ２ ）  住 民 は 、 自 ら 災 害 教 訓 の 伝 承 に 努 め る も の と し 、 県 及 び 市 は 、 災 害 教 訓 の 伝 承 の

重 要 性 につ い て 啓 発 を 行 う ほか 、 住 民 が 災 害 教 訓を 伝 承 す る 取 組 を 推進 す る 。  
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第２節  市民及び事業所のとるべき措置 
所  管  □ 危 機 管理 監  □市 民 局  

１  基本方針   

地 震 災 害 時 に お け る 被 害 及 び 混 乱 を 防 止 す る た め 、 市 民 及 び 事 業 所 の 果 た す 役 割 が 極 め

て 大 き い こ と か ら 、 市 民 及 び 事 業 所 は 、 自 ら 防 災 対 策 を と り 、 冷 静 か つ 的 確 な 行 動 を と る

こ と が でき る よ う 備 え る 。な お 、津 波 に 対 す る 市民 及 び 事 業 所 の と るべ き 措 置 に つ い て は、

第 ５ 章  津 波 対 策 計 画 ・ 第 １節 の 「 ３  市 民 及 び事 業 所 の と る べ き 措置 」 を 参 照 の こ と 。  

■ 体 系  

 

 

 

 

２  市民のとるべき措置   

ア  平 素か ら 次 の こ と に 留 意し ､万 一 の 場 合 に 備え て お く 。  

 

平 

常 

時 

の 

心 

得 

○ 日 頃 か ら 出 火 の 防 止 に 努 め る 。   

・ 火 を 使 う 場 所 の 不 燃 化 及 び 整 理 整 頓 。  

・ ガ ソ リ ン 、 灯 油 等 の 危 険 物 類 の 容 器 及 び 保 管 場 所 の 注 意 。  

・ プ ロ パ ン ガ ス ボ ン ベ 等 は 固 定 し 、 止 め 金 具 、 鎖 の 緩 み 、 腐 食 を 点 検 。  

○ 消 火 用 具 を 準 備 す る 。   

・ 消 火 器 等 を 備 え 、 日 頃 か ら 点 検 し 、 い つ で も 使 用 で き る 場 所 に 設 置 。  

○ 住 宅 の 耐 震 性 を 確 認 す る 。  

・ 柱 、 土 台 や 屋 根 瓦 な ど を 点 検 し 、 老 朽 化 し て い る も の は 補 強 。  

○ 家 具 類 の 転 倒 、 落 下 防 止 及 び 窓 ガ ラ ス の 落 下 防 止 の 措 置 を 講 ず る 。  

・ タ ン ス 、 食 器 棚 、 ピ ア ノ 等 の 家 具 類 は 固 定 。  

・ 家 具 の 上 に 物 を 置 か な い 。  

・ ベ ラ ン ダ の 物 品 、 屋 根 の 工 作 物 及 び 看 板 等 の 落 下 防 止 の 措 置 。  

○ ブ ロ ッ ク 塀 等 の 点 検 補 修 を す る 。  

・ ブ ロ ッ ク 塀 、 石 垣 、 門 柱 等 を 点 検 し 、 転 倒 防 止 の 措 置 。  

○ 側 溝 や 下 水 を 清 掃 す る 。   

・ 日 頃 か ら 側 溝 や 下 水 を 清 掃 し 、 流 れ を よ く し て お く 。  

○ 食 料 や 非 常 持 出 品 な ど を 備 蓄 し 、 ロ ー リ ン グ ス ト ッ ク し て お く 。  

・ 携 帯 ト イ レ 、 簡 易 ト イ レ （ 処 理 セ ッ ト 含 む ）   

・ 家 族 が 必 要 と す る ３ 日 分 の 食 料 、 飲 料 水 。  

 

 

第２節  市民及び事業所のとるべき措置 
所  管  □ 危 機 管理 監  □市 民 局  

１  基本方針   

地 震 災 害 時 に お け る 被 害 及 び 混 乱 を 防 止 す る た め 、 市 民 及 び 事 業 所 の 果 た す 役 割 が 極 め

て 大 き い こ と か ら 、 市 民 及 び 事 業 所 は 、 自 ら 防 災 対 策 を と り 、 冷 静 か つ 的 確 な 行 動 を と る

こ と が でき る よ う 備 え る 。な お 、津 波 に 対 す る 市民 及 び 事 業 所 の と るべ き 措 置 に つ い て は、

第 ５ 章  津 波 対 策 計 画 ・ 第 １節 の 「 ３  市 民 及 び事 業 所 の と る べ き 措置 」 を 参 照 の こ と 。  

■ 体 系  

 

 

 

 

２  市民のとるべき措置   

ア  平 素か ら 次 の こ と に 留 意し ､万 一 の 場 合 に 備え て お く 。  

 

平 
常 

時 

の 

心 

得 

○ 日 頃 か ら 出 火 の 防 止 に 努 め る 。   

・ 火 を 使 う 場 所 の 不 燃 化 及 び 整 理 整 頓 。  

・ ガ ソ リ ン 、 灯 油 等 の 危 険 物 類 の 容 器 及 び 保 管 場 所 の 注 意 。  

・ プ ロ パ ン ガ ス ボ ン ベ 等 は 固 定 し 、 止 め 金 具 、 鎖 の 緩 み 、 腐 食 を 点 検 。  

○ 消 火 用 具 を 準 備 す る 。   

・ 消 火 器 等 を 備 え 、 日 頃 か ら 点 検 し 、 い つ で も 使 用 で き る 場 所 に 設 置 。  

○ 住 宅 の 耐 震 性 を 確 認 す る 。  

・ 柱 、 土 台 や 屋 根 瓦 な ど を 点 検 し 、 老 朽 化 し て い る も の は 補 強 。  

○ 家 具 類 の 転 倒 、 落 下 防 止 及 び 窓 ガ ラ ス の 落 下 防 止 の 措 置 を 講 ず る 。  

・ タ ン ス 、 食 器 棚 、 ピ ア ノ 等 の 家 具 類 は 固 定 。  

・ 家 具 の 上 に 物 を 置 か な い 。  

・ ベ ラ ン ダ の 物 品 、 屋 根 の 工 作 物 及 び 看 板 等 の 落 下 防 止 の 措 置 。  

○ ブ ロ ッ ク 塀 等 の 点 検 補 修 を す る 。  

・ ブ ロ ッ ク 塀 、 石 垣 、 門 柱 等 を 点 検 し 、 転 倒 防 止 の 措 置 。  

○ 感 震 ブ レ ー カ ー を 設 置 す る 。  

○ 側 溝 や 下 水 を 清 掃 す る 。   

・ 日 頃 か ら 側 溝 や 下 水 を 清 掃 し 、 流 れ を よ く し て お く 。  

○ 食 料 や 非 常 持 出 品 な ど を 備 蓄 し 、 ロ ー リ ン グ ス ト ッ ク し て お く 。  

・ 携 帯 ト イ レ 、 簡 易 ト イ レ （ 処 理 セ ッ ト 含 む ）   

・ 家 族 が 必 要 と す る ３ 日 分 の 食 料 、 飲 料 水 。  

 

市 民 及 び 事 業 所 の と る べ き 市 民 の とる べ き 措 置  

事 業 所 の と る べ き 措

市 民 及 び 事 業 所 の と る べ き 市 民 の とる べ き 措 置  

事 業 所 の と る べ き 措
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 (家 族 構 成 (乳 幼 児 、 高 齢 者 、 ア レ ル ギ ー 、 慢 性 疾 患 等 )を 考 慮 ) 

・ 三 角 き ん 、 ば ん そ う こ う な ど の 医 薬 品 等 。  

・ ラ ジ オ 、 懐 中 電 灯 等 の 防 災 用 品 。  

・ ロ ー プ 、 バ ー ル 、 ス コ ッ プ な ど の 避 難 救 助 用 具 等 。  

・ 自 動 車 へ の こ ま め な 満 タ ン 給 油  

○ 家 族 で 次 の 対 応 措 置 を 話 し 合 っ て お く 。   

・ 災 害 発 生 時 の 役 割 分 担 及 び 避 難 場 所 、 避 難 路 の 事 前 確 認 。  

・ 毎 日 の 行 動 予 定 及 び 災 害 時 の 連 絡 先 と 連 絡 方 法 。  

○ 防 災 訓 練 に 積 極 的 に 参 加 し 、 災 害 時 の 行 動 力 を 身 に つ け る 。  

○ 災 害 に 対 す る 広 報 、 ハ ザ ー ド マ ッ プ 等 に よ り 防 災 情 報 を 把 握 し て お く 。  

・ 自 分 の 住 ん で い る 地 域 、 家 の 周 辺 で 、 ど の よ う な 災 害 が 起 き る 可 能 性 が あ る の

か 。  

・ 災 害 時 に 自 宅 等 で 安 全 確 保 が 可 能 か 、 ど こ へ 避 難 す る の か 。  

 

イ  地 震発 生 時 に は ､次 の こ と に 留 意 し ､落 ち 着 いて 行 動 す る ｡ 
 

地 

震 

時 

の 

心 

得 

○ ま ず 、 わ が 身 の 安 全 を 図 る 。  

○ す ば や く 火 の 始 末 （ 電 気 ブ レ ー カ ー の 遮 断 も ）。  

○ 火 が 出 た ら 隣 近 所 で 初 期 消 火 。  

○ あ わ て て 外 に 飛 び 出 ず に 、 周 囲 の 状 況 を 確 認 し 落 ち 着 い て 行 動 す る 。  

○ 避 難 は 歩 い て 、 荷 物 は 少 な く 。  

○ 狭 い 路 地 、 塀 ぎ わ 、 が け 、 川 べ り に は 近 づ か な い 。  

○ 山 崩 れ 、 が け 崩 れ に 注 意 。  

○ 正 し い 情 報 を ラ ジ オ 、 テ レ ビ 、 同 報 防 災 無 線 な ど を 通 じ て 入 手 す る 。  

○ 協 力 し あ っ て 応 急 救 護 。  

○ 近 隣 に 居 住 す る 乳 幼 児 、 障 害 の あ る 人 、 病 人 、 高 齢 者 、 妊 婦 、 外 国 人 等 、 災 害 に

際 し て 必 要 な 情 報 を 得 る こ と や 迅 速 か つ 適 切 な 防 災 行 動 を と る こ と が 困 難 で あ

り ､災 害 の 犠 牲 に な り や す い 人 々 （ 以 下 「 要 配 慮 者 」 と い う 。） へ の 声 か け 、 手 助

け 。  

○ 避 難 所 へ の 移 動 を 行 う こ と が か え っ て 危 険 を 伴 う 場 合 等 や む を 得 な い い と 住 民 等

自 身 が 判 断 す る 場 合 は 、 緊 急 安 全 確 保 を 行 う 。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (家 族 構 成 (乳 幼 児 、 高 齢 者 、 ア レ ル ギ ー 、 慢 性 疾 患 等 )を 考 慮 ) 

・ 三 角 き ん 、 ば ん そ う こ う な ど の 医 薬 品 等 。  

・ ラ ジ オ 、 懐 中 電 灯 等 の 防 災 用 品 。  

・ ロ ー プ 、 バ ー ル 、 ス コ ッ プ な ど の 避 難 救 助 用 具 等 。  

・ 自 動 車 へ の こ ま め な 満 タ ン 給 油  

○ 家 族 で 次 の 対 応 措 置 を 話 し 合 っ て お く 。   

・ 災 害 発 生 時 の 役 割 分 担 及 び 避 難 場 所 、 避 難 路 の 事 前 確 認 。  

・ 毎 日 の 行 動 予 定 及 び 災 害 時 の 連 絡 先 と 連 絡 方 法 。  

○ 防 災 訓 練 に 積 極 的 に 参 加 し 、 災 害 時 の 行 動 力 を 身 に つ け る 。  

○ 災 害 に 対 す る 広 報 、 ハ ザ ー ド マ ッ プ 等 に よ り 防 災 情 報 を 把 握 し て お く 。  

・ 自 分 の 住 ん で い る 地 域 、 家 の 周 辺 で 、 ど の よ う な 災 害 が 起 き る 可 能 性 が あ る の

か 。  

・ 災 害 時 に 自 宅 等 で 安 全 確 保 が 可 能 か 、 ど こ へ 避 難 す る の か 。  

 

イ  地 震発 生 時 に は ､次 の こ と に 留 意 し ､落 ち 着 いて 行 動 す る ｡ 
 

地 

震 

時 

の 

心 

得 

○ ま ず 、 わ が 身 の 安 全 を 図 る 。  

○ す ば や く 火 の 始 末 （ 電 気 ブ レ ー カ ー の 遮 断 も ）。  

○ 火 が 出 た ら 隣 近 所 で 初 期 消 火 。  

○ あ わ て て 外 に 飛 び 出 ず に 、 周 囲 の 状 況 を 確 認 し 落 ち 着 い て 行 動 す る 。  

○ 避 難 は 歩 い て 、 荷 物 は 少 な く 。  

○ 狭 い 路 地 、 塀 ぎ わ 、 が け 、 川 べ り に は 近 づ か な い 。  

○ 山 崩 れ 、 が け 崩 れ に 注 意 。  

○ 正 し い 情 報 を ラ ジ オ 、 テ レ ビ 、 同 報 防 災 無 線 な ど を 通 じ て 入 手 す る 。  

○ 協 力 し あ っ て 応 急 救 護 。  

○ 近 隣 に 居 住 す る 乳 幼 児 、 障 害 の あ る 人 、 病 人 、 高 齢 者 、 妊 婦 、 外 国 人 等 、 災 害 に

際 し て 必 要 な 情 報 を 得 る こ と や 迅 速 か つ 適 切 な 防 災 行 動 を と る こ と が 困 難 で あ

り ､災 害 の 犠 牲 に な り や す い 人 々 （ 以 下 「 要 配 慮 者 」 と い う 。） へ の 声 か け 、 手 助

け 。  

○ 避 難 所 へ の 移 動 を 行 う こ と が か え っ て 危 険 を 伴 う 場 合 等 や む を 得 な い い と 住 民 等

自 身 が 判 断 す る 場 合 は 、 緊 急 安 全 確 保 を 行 う 。  
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３  事業所のとるべき措置   

ア  事 業所 等 は 、自 ら の 防 災計 画（ 消 防 計 画 、予 防 規 程そ の 他 の 規 程等 を 含 む 。）及

び 事 業 継続 計 画（ BC P：Busin ess  Cont in ui ty  P l an）を 策 定 し 、次 の こ と に 留 意 し

て 万 一 の場 合 に 備 え て お く 。  
 

平

常

時

の

心

得 

○ 自 主 防 災 体 制 の 確 立 を 図 る 。  

○ 情 報 の 収 集 伝 達 方 法 を 確 認 し て お く 。  

○ 事 業 所 の 耐 震 化 ・ 耐 浪 化 に 努 め る 。  

○ 設 備 器 具 及 び 窓 ガ ラ ス 等 の 転 倒 落 下 等 に よ る 危 害 防 止 措 置 を 講 ず る 。  

○ 防 災 用 品 等 に 加 え 、 食 料 、 飲 料 水 、 簡 易 ト イ レ （ 処 理 セ ッ ト 含 む ） 等 の 備 蓄 を し て

お く 。  

○ 出 火 防 止 対 策 を 講 ず る 。  

○ 従 業 員 、 顧 客 の 安 全 対 策 等 の 措 置 を 講 ず る 。  

○ 防 災 訓 練 等 の 実 施 及 び 地 域 の 防 災 訓 練 へ 積 極 的 に 参 加 す る 。  

○ 緊 急 地 震 速 報 の 特 性 や 限 界 を 十 分 理 解 す る 。  

○ 従 業 員 等 を 一 定 期 間 事 業 所 等 内 に と ど め て お く こ と が で き る よ う 、 従 業 員 に 対 す る

安 否 確 認 方 法 の 周 知 や 物 資 等 の 備 蓄 な ど 帰 宅 困 難 者 対 策 に 努 め る 。  

○ 事 業 継 続 に お け る リ ス ク 分 析 を 行 う 。  
 

な お 、 防災 計 画 及 び 事 業 継 続計 画 の 策 定 上 の 留 意事 項 は 、 次 の と お りと す る 。  
 

計

画

策

定

上

の

留

意

事

項 

○ 市 及 び 県 の 地 域 防 災 計 画 に 留 意 す る と と も に 、 事 業 所 の 立 地 条 件 （ 交 通 手 段 、 建 築

構 造 及 び 周 辺 市 街 地 の 状 況 等 ）、 事 業 内 容 等 を 考 慮 し た 実 効 性 の あ る も の に す る 。  

○ 従 業 員 、 顧 客 及 び 周 辺 住 民 の 人 命 の 安 全 、 出 火 の 防 止 、 混 乱 の 防 止 等 を 重 点 に 作 成

す る 。  

○ 責 任 者 の 不 在 時 に つ い て も 考 慮 す る 。  

○ 防 災 訓 練 等 の 実 施 及 び 地 域 の 防 災 訓 練 へ の 積 極 的 な 参 加 に 努 め る 。  

○ 他 の 防 災 又 は 保 安 等 の 規 程 が あ る 場 合 は 、 そ れ ら の 計 画 と 整 合 性 を 図 る 。  

○ 事 業 所 内 外 の 情 勢 に 応 じ て 、 逐 次 見 直 し を 行 い 、 実 情 に あ っ た も の に し て お く 。  

○ 建 築 物 の 防 火 又 は 避 難 上 重 要 な 施 設 及 び 消 防 用 設 備 等 を 点 検 し 、 使 用 に 際 し て 備 え

て お く （ 消 火 用 水 を 含 む ） 等 の 保 安 措 置 を 講 ず る 。  

○ 商 品 、 設 備 器 具 及 び 窓 ガ ラ ス 等 の 転 倒 落 下 、 破 損 防 止 措 置 を 確 認 す る 。  

○ 事 業 の 存 続 が 危 ぶ ま れ る よ う な 事 態 が 発 生 し た 場 合 に 、 ど の よ う に 事 業 を 継 続 さ せ

る か を 計 画 す る た め に 、事 業 継 続 に 当 た っ て の ボ ト ル ネ ッ ク (事 業 継 続 上 の 重 要 な 箇

所 ・ 事 象 ) を 特 定 し 、 重 要 度 ・ 緊 急 度 に 応 じ た 優 先 度 付 け を 行 う 。  

○ 国 が 示 し て い る 「 事 業 継 続 ガ イ ド ラ イ ン 」 等 を 参 考 に す る 。  

○ 帰 宅 困 難 者 や 外 来 観 光 客 な ど へ の 対 応 を 想 定 し た 取 り 決 め や 体 制 づ く り を 進 め て お

く 。  

 

 

 

 

 

 

３  事業所のとるべき措置   

ア  事 業所 等 は 、自 ら の 防 災計 画（ 消 防 計 画、予 防 規 程 そ の 他 の 規 程等 を 含 む 。）及

び 事 業 継続 計 画（ BC P：Bus ines s  Cont inui ty  P l an）を 策定 し 、次 の こ と に留 意 し

て 万 一 の場 合 に 備 え て お く 。  
 

平

常

時

の

心

得 

○ 自 主 防 災 体 制 の 確 立 を 図 る 。  

○ 情 報 の 収 集 伝 達 方 法 を 確 認 し て お く 。  

○ 事 業 所 の 耐 震 化 ・ 耐 浪 化 に 努 め る 。  

○ 設 備 器 具 及 び 窓 ガ ラ ス 等 の 転 倒 落 下 等 に よ る 危 害 防 止 措 置 を 講 ず る 。  

○ 防 災 用 品 等 に 加 え 、 食 料 、 飲 料 水 、 簡 易 ト イ レ （ 処 理 セ ッ ト 含 む ） 等 の 備 蓄 を し て

お く 。  

○ 出 火 防 止 対 策 を 講 ず る 。  

○ 企 業 防 災 士 の 養 成 に 配 意 し 、 防 災 に 対 す る 正 し い 知 識 に よ る 従 業 員 へ の 防 災 意 識 の

向 上 に 努 め る 。  

○ 従 業 員 、 顧 客 の 安 全 対 策 等 の 措 置 を 講 ず る 。  

○ 防 災 訓 練 等 の 実 施 及 び 地 域 の 防 災 訓 練 へ 積 極 的 に 参 加 す る 。  

○ 緊 急 地 震 速 報 の 特 性 や 限 界 を 十 分 理 解 す る 。  

○ 従 業 員 等 を 一 定 期 間 事 業 所 等 内 に と ど め て お く こ と が で き る よ う 、 従 業 員 に 対 す る

安 否 確 認 方 法 の 周 知 や 物 資 等 の 備 蓄 な ど 帰 宅 困 難 者 対 策 に 努 め る 。  

○ 事 業 継 続 に お け る リ ス ク 分 析 を 行 う 。  
 

な お 、 防災 計 画 及 び 事 業 継 続計 画 の 策 定 上 の 留 意事 項 は 、 次 の と お りと す る 。  
 

計

画

策

定

上

の

留

意

事

項 

○ 市 及 び 県 の 地 域 防 災 計 画 に 留 意 す る と と も に 、 事 業 所 の 立 地 条 件 （ 交 通 手 段 、 建 築

構 造 及 び 周 辺 市 街 地 の 状 況 等 ）、 事 業 内 容 等 を 考 慮 し た 実 効 性 の あ る も の に す る 。  

○ 従 業 員 、 顧 客 及 び 周 辺 住 民 の 人 命 の 安 全 、 出 火 の 防 止 、 混 乱 の 防 止 等 を 重 点 に 作 成

す る 。  

○ 責 任 者 の 不 在 時 に つ い て も 考 慮 す る 。  

○ 防 災 訓 練 等 の 実 施 及 び 地 域 の 防 災 訓 練 へ の 積 極 的 な 参 加 に 努 め る 。  

○ 他 の 防 災 又 は 保 安 等 の 規 程 が あ る 場 合 は 、 そ れ ら の 計 画 と 整 合 性 を 図 る 。  

○ 事 業 所 内 外 の 情 勢 に 応 じ て 、 逐 次 見 直 し を 行 い 、 実 情 に あ っ た も の に し て お く 。  

○ 建 築 物 の 防 火 又 は 避 難 上 重 要 な 施 設 及 び 消 防 用 設 備 等 を 点 検 し 、 使 用 に 際 し て 備 え

て お く （ 消 火 用 水 を 含 む ） 等 の 保 安 措 置 を 講 ず る 。  

○ 商 品 、 設 備 器 具 及 び 窓 ガ ラ ス 等 の 転 倒 落 下 、 破 損 防 止 措 置 を 確 認 す る 。  

○ 事 業 の 存 続 が 危 ぶ ま れ る よ う な 事 態 が 発 生 し た 場 合 に 、 ど の よ う に 事 業 を 継 続 さ せ

る か を 計 画 す る た め に 、事 業 継 続 に 当 た っ て の ボ ト ル ネ ッ ク (事 業 継 続 上 の 重 要 な 箇

所 ・ 事 象 ) を 特 定 し 、 重 要 度 ・ 緊 急 度 に 応 じ た 優 先 度 付 け を 行 う 。  

○ 国 が 示 し て い る 「 事 業 継 続 ガ イ ド ラ イ ン 」 等 を 参 考 に す る 。  

○ 帰 宅 困 難 者 や 外 来 観 光 客 な ど へ の 対 応 を 想 定 し た 取 り 決 め や 体 制 づ く り を 進 め て お

く 。  
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イ  地 震時 に は 、 次 の 事 項 に留 意 し 、 被 害 及 び 混乱 の 防 止 、 事 業 の 継続 に 努 め る 。  
 

地 

震 

時 

の 

心 

得 

○ 必 要 に 応 じ て 対 策 本 部 の 設 置 、自 衛 消 防 組 織 の 出 動 、防 災 要 員 の 動 員 及 び 配 備 等 の

体 制 を と る 。  

○ テ レ ビ 、ラ ジ オ 等 に よ り 必 要 な 情 報 を 入 手 し 、顧 客 、従 業 員 等 に 迅 速 か つ 正 確 に 伝

達 す る 。  

○ 顧 客 、 従 業 員 等 が 適 正 な 行 動 が と れ る よ う 、 事 業 所 の 利 用 状 況 等 に よ り 判 断 し て 、

指 示 、 案 内 等 を 行 う 。  

  こ の 場 合 、乳 幼 児 、障 害 の あ る 人 、 病 人 、高 齢 者 、妊 婦 、外 国 人 等 、災 害 に 際 し

て 必 要 な 情 報 を 得 る こ と や 迅 速 か つ 適 切 な 防 災 行 動 を と る こ と が 困 難 で あ り 、災 害

の 犠 牲 に な り や す い 人 々 （ 以 下 ｢要 配 慮 者 」 と い う ） の 安 全 に 特 に 留 意 す る 。  

○ 市 民 生 活 の 確 保 と 混 乱 防 止 の た め 、各 事 業 所 は 極 力 営 業 を 継 続 す る も の と し 、特 に

食 料 品 等 生 活 関 連 物 資 を 販 売（ 取 扱 い ）す る 事 業 所（ 施 設 ）に つ い て は 、原 則 と し

て 営 業 を 継 続 す る よ う に す る 。  

  た だ し 、不 特 定 多 数 の も の を 収 容 す る 劇 場 、映 画 館 及 び 超 高 層 ビ ル 、地 下 街 等 の

店 舗 に あ っ て は 、 混 乱 防 止 の た め 、 原 則 と し て 営 業 を 自 粛 す る 。  

○ 火 気 使 用 設 備 、器 具 等 地 震 発 生 に よ り 出 火 の お そ れ の あ る 機 器 は 、原 則 と し て 使 用

を 中 止 し 、や む を 得 ず 使 用 す る 場 合 は 、最 小 限 と し 、か つ 必 要 な 安 全 措 置 を 講 ず る 。 

  ま た 、 薬 品 等 の 混 触 発 火 及 び 危 険 物 等 の 流 出 、 漏 え い 防 止 に 努 め る 。  

○ 不 要 不 急 の 電 話 は 中 止 す る と と も に 、特 に 、市 、県 、警 察 、消 防 、放 送 局 、鉄 道 等

に 対 す る 問 い 合 わ せ は 控 え る 。  

○ バ ス 、 タ ク シ ー 、 生 活 物 資 輸 送 車 等 、 市 民 生 活 上 必 要 な 車 両 以 外 の 車 両 の 使 用 は 、

で き る か ぎ り 控 え る 。  

○ 救 助 、救 急 資 機 材 及 び 飲 料 水 、非 常 食 料 、医 薬 品 、照 明 器 具 等 、応 急 対 策 の 実 施 に

必 要 な 資 機 材 を 配 備 す る 。  

○ 建 築 工 事 、隧 道 工 事 及 び 金 属 溶 接 作 業 、高 速 回 転 機 械 の 運 転 等 、地 震 発 生 に よ り 危

険 が 予 想 さ れ る 作 業 は 原 則 と し て 中 止 し 、 応 急 補 強 等 必 要 な 措 置 を 講 ず る 。  

○ 一 時 的 に 帰 宅 困 難 者 や 外 来 観 光 客 な ど を 留 め て お き 、状 況 に 応 じ て 、安 全 性 を 確 保

し た 上 で 帰 宅 を 促 す な ど 、 混 乱 防 止 に 努 め る 。  

○ 豪 雨 や 暴 風 な ど で 屋 外 移 動 が 危 険 な 状 況 で あ る と き に 従 業 員 等 が 屋 外 を 移 動 す る

こ と の な い よ う 、テ レ ワ ー ク の 実 施 、時 差 出 勤 、計 画 的 休 業 な ど 不 要 不 急 の 外 出 を

控 え さ せ る た め の 適 切 な 措 置 を 講 ず る よ う 努 め る 。  

 

 

 

 

イ  地 震時 に は 、 次 の 事 項 に留 意 し 、 被 害 及 び 混乱 の 防 止 、 事 業 の 継続 に 努 め る 。  
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○ 必 要 に 応 じ て 対 策 本 部 の 設 置 、自 衛 消 防 組 織 の 出 動 、防 災 要 員 の 動 員 及 び 配 備 等 の

体 制 を と る 。  

○ テ レ ビ 、ラ ジ オ 等 に よ り 必 要 な 情 報 を 入 手 し 、顧 客 、従 業 員 等 に 迅 速 か つ 正 確 に 伝

達 す る 。  

○ 顧 客 、 従 業 員 等 が 適 正 な 行 動 が と れ る よ う 、 事 業 所 の 利 用 状 況 等 に よ り 判 断 し て 、

指 示 、 案 内 等 を 行 う 。  

  こ の 場 合 、乳 幼 児 、障 害 の あ る 人 、 病 人 、高 齢 者 、妊 婦 、外 国 人 等 、災 害 に 際 し

て 必 要 な 情 報 を 得 る こ と や 迅 速 か つ 適 切 な 防 災 行 動 を と る こ と が 困 難 で あ り 、災 害

の 犠 牲 に な り や す い 人 々 （ 以 下 ｢要 配 慮 者 」 と い う ） の 安 全 に 特 に 留 意 す る 。  

○ 市 民 生 活 の 確 保 と 混 乱 防 止 の た め 、各 事 業 所 は 極 力 営 業 を 継 続 す る も の と し 、特 に

食 料 品 等 生 活 関 連 物 資 を 販 売（ 取 扱 い ）す る 事 業 所（ 施 設 ）に つ い て は 、原 則 と し

て 営 業 を 継 続 す る よ う に す る 。  

  た だ し 、不 特 定 多 数 の も の を 収 容 す る 劇 場 、映 画 館 及 び 超 高 層 ビ ル 、地 下 街 等 の

店 舗 に あ っ て は 、 混 乱 防 止 の た め 、 原 則 と し て 営 業 を 自 粛 す る 。  

○ 火 気 使 用 設 備 、器 具 等 地 震 発 生 に よ り 出 火 の お そ れ の あ る 機 器 は 、原 則 と し て 使 用

を 中 止 し 、や む を 得 ず 使 用 す る 場 合 は 、最 小 限 と し 、か つ 必 要 な 安 全 措 置 を 講 ず る 。 

  ま た 、 薬 品 等 の 混 触 発 火 及 び 危 険 物 等 の 流 出 、 漏 え い 防 止 に 努 め る 。  

○ 不 要 不 急 の 電 話 は 中 止 す る と と も に 、特 に 、市 、県 、警 察 、消 防 、放 送 局 、鉄 道 等

に 対 す る 問 い 合 わ せ は 控 え る 。  

○ バ ス 、 タ ク シ ー 、 生 活 物 資 輸 送 車 等 、 市 民 生 活 上 必 要 な 車 両 以 外 の 車 両 の 使 用 は 、

で き る か ぎ り 控 え る 。  

○ 救 助 、救 急 資 機 材 及 び 飲 料 水 、非 常 食 料 、医 薬 品 、照 明 器 具 等 、応 急 対 策 の 実 施 に

必 要 な 資 機 材 を 配 備 す る 。  

○ 建 築 工 事 、隧 道 工 事 及 び 金 属 溶 接 作 業 、高 速 回 転 機 械 の 運 転 等 、地 震 発 生 に よ り 危

険 が 予 想 さ れ る 作 業 は 原 則 と し て 中 止 し 、 応 急 補 強 等 必 要 な 措 置 を 講 ず る 。  

○ 一 時 的 に 帰 宅 困 難 者 や 外 来 観 光 客 な ど を 留 め て お き 、状 況 に 応 じ て 、安 全 性 を 確 保

し た 上 で 帰 宅 を 促 す な ど 、 混 乱 防 止 に 努 め る 。  

○ 豪 雨 や 暴 風 な ど で 屋 外 移 動 が 危 険 な 状 況 で あ る と き に 従 業 員 等 が 屋 外 を 移 動 す る

こ と の な い よ う 、テ レ ワ ー ク の 実 施 、時 差 出 勤 、計 画 的 休 業 な ど 不 要 不 急 の 外 出 を

控 え さ せ る た め の 適 切 な 措 置 を 講 ず る よ う 努 め る 。  

 

 

 

 

第３節 防災ボランティアの活動の環境整備 
  所  管  □ 危 機 管理 監  □ 福 祉 健 康 局  

 

※ 変 更 無し  
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第４節  自主防災組織の育成 
所  管  □ 危 機 管理 監  □消 防局  □ 関 係 各 局  

１  基本方針   

地 震 に よ る 大 災 害 か ら 市 民 の 生 命 、 財 産 を 守 る た め に は 、 市 等 の 防 災 関 係 機 関 が 総 力 を

あ げ た 対 応 を と る こ と は 当 然 で あ る が 、 初 期 の 混 乱 か ら 防 災 関 係 機 関 の 防 災 対 策 の 開 始 に

は 一 定 の 時 間 を 要 し 、 ま た 中 ～ 後 期 に お い て 市 民 が 求 め る 多 様 な 要 望 す べ て に 対 応 す る こ

と が 不 可能 で あ る こ と は 、 過去 の 災 害 事 例 で も 明ら か で あ る 。  

こ の た め 、 市 民 自 ら が 災 害 発 生 直 後 か ら い ち 早 く 立 ち 上 が り 、 主 体 的 な 地 域 防 災 活 動 を

開 始 す る と と も に 、 地 域 事 業 者 や ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 な ど と の 有 機 的 な 役 割 分 担 の も と に 、

被 災 後 の 自 主 的 な 生 活 運 営 ・ 復 旧 を 図 り 、 日 常 生 活 圏 に お い て 適 時 適 切 な 市 民 防 災 活 動 を

展 開 す るこ と が 何 よ り 大 切 であ る 。  

市 民 が 「 自 分 た ち の 地 域 は 自 分 た ち で 守 る 」 た め 、 自 主 防 災 組 織 を 編 成 し て 平 素 か ら 防

災 訓 練 ・ 活 動 を 積 み 重 ね 、 事 業 所 や ボ ラ ン テ ィ ア が 助 け 合 い 、 協 働 し て 災 害 時 の 活 動 が で

き る よ う 努 め る と と も に 、 市 は こ う し た 自 主 防 災 組 織 等 の 防 災 活 動 を 補 助 制 度 の 活 用 を 促

し な が ら様 々 な 機 会 を 捉 え て積 極 的 に 支 援 し 、 活動 環 境 を 整 え る も のと す る 。  

■ 体 系  

 

 

 

 

２  市民の果たすべき役割   

地 震 防 災に 関 し 、 市 民 に 課 せら れ た 役 割 は 、 極 めて 大 き い 。  

市 民 は 「 自 分 た ち の 地 域 は 自 分 た ち で 守 る 」 と い う 自 助 の 意 識 を 持 ち 、 平 常 時 か ら 地 震

発 生 後 に至 る ま で の 次 の 事 項を 想 定 し 、 可 能 な 防災 対 策 を 着 実 に 実 施す る 必 要 が あ る 。  

（ １ ） 平常 時 か ら 実 施 す る 事項  

ア  地 震防 災 に 関 す る 知 識 の習 得 及 び 家 庭 に お ける 話 し 合 い  

イ  地 域 の 危 険 度 の 理 解 、 災 害 発 生 時 に 利 用 す る 避 難 路 、 集 合 場 所 、 避 難 場 所 及 び

最 寄 り の 医 療 救 護 施 設 の 確 認 。 ま た 、 地 震 に 伴 う 津 波 、 液 状 化 、 土 砂 崩 れ な ど の

２ 次 災 害を 想 定 し た 危 険 区 域の 確 認  

ウ  家 庭に お け る 災 害 予 防 措置 の 実 施  

・  不 燃 化 、 整 理 整 頓 、 プ ロ パ ン ガ ス ボ ン ベ の 固 定 な ど の 出 火 防 止 、 消 火 器 具 の

装 備  

 

第４節  自主防災組織の育成 
所  管  □ 危 機 管理 監  □消 防局  □ 関 係 各 局  

１  基本方針   

地 震 に よ る 大 災 害 か ら 市 民 の 生 命 、 財 産 を 守 る た め に は 、 市 等 の 防 災 関 係 機 関 が 総 力 を

あ げ た 対 応 を と る こ と は 当 然 で あ る が 、 初 期 の 混 乱 か ら 防 災 関 係 機 関 の 防 災 対 策 の 開 始 に

は 一 定 の 時 間 を 要 し 、 ま た 中 ～ 後 期 に お い て 市 民 が 求 め る 多 様 な 要 望 す べ て に 対 応 す る こ

と が 不 可能 で あ る こ と は 、 過去 の 災 害 事 例 で も 明ら か で あ る 。  

こ の た め 、 市 民 自 ら が 災 害 発 生 直 後 か ら い ち 早 く 立 ち 上 が り 、 主 体 的 な 地 域 防 災 活 動 を

開 始 す る と と も に 、 地 域 事 業 者 や ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 な ど と の 有 機 的 な 役 割 分 担 の も と に 、

被 災 後 の 自 主 的 な 生 活 運 営 ・ 復 旧 を 図 り 、 日 常 生 活 圏 に お い て 適 時 適 切 な 市 民 防 災 活 動 を

展 開 す るこ と が 何 よ り 大 切 であ る 。  

市 民 が 「 自 分 た ち の 地 域 は 自 分 た ち で 守 る 」 た め 、 自 主 防 災 組 織 を 編 成 し て 平 素 か ら 防

災 訓 練 ・ 活 動 を 積 み 重 ね 、 事 業 所 や ボ ラ ン テ ィ ア が 助 け 合 い 、 協 働 し て 災 害 時 の 活 動 が で

き る よ う 努 め る と と も に 、 市 は こ う し た 自 主 防 災 組 織 等 の 防 災 活 動 を 補 助 制 度 の 活 用 を 促

し な が ら様 々 な 機 会 を 捉 え て積 極 的 に 支 援 し 、 活動 環 境 を 整 え る も のと す る 。  

■ 体 系  

 

 

 

 

２  市民の果たすべき役割   

地 震 防 災に 関 し 、 市 民 に 課 せら れ た 役 割 は 、 極 めて 大 き い 。  

市 民 は 「 自 分 た ち の 地 域 は 自 分 た ち で 守 る 」 と い う 自 助 の 意 識 を 持 ち 、 平 常 時 か ら 地 震

発 生 後 に至 る ま で の 次 の 事 項を 想 定 し 、 可 能 な 防災 対 策 を 着 実 に 実 施す る 必 要 が あ る 。  

（ １ ） 平常 時 か ら 実 施 す る 事項  

ア  地 震防 災 に 関 す る 知 識 の習 得 及 び 家 庭 に お ける 話 し 合 い  

イ  地 域 の 危 険 度 の 理 解 、 災 害 発 生 時 に 利 用 す る 避 難 路 、 集 合 場 所 、 避 難 場 所 及 び

最 寄 り の 医 療 救 護 施 設 の 確 認 。 ま た 、 地 震 に 伴 う 津 波 、 液 状 化 、 土 砂 崩 れ な ど の

２ 次 災 害を 想 定 し た 危 険 区 域の 確 認  

ウ  家 庭に お け る 災 害 予 防 措置 の 実 施  

・  不 燃 化 、 整 理 整 頓 、 プ ロ パ ン ガ ス ボ ン ベ の 固 定 な ど の 出 火 防 止 、 消 火 器 具 の

装 備  

・  感 震ブ レ ー カ ー の 準 備  

自 主 防 災 組 織 の 育 市 民 の 果た す べ き 役 割 （ 自 助の 推 進 ）  

地 域 に お け る 自 主 防 災 活 動 の 推 進 （ 共

自 主 防 災 組 織 の 育 市 民 の 果た す べ き 役 割 （ 自 助の 推 進 ）  

地 域 に お け る 自 主 防 災 活 動 の 推 進 （ 共
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エ  家 屋の 補 強 及 び 家 具 等 の落 下 倒 壊 防 止 対 策 、ブ ロ ッ ク 塀 の 点 検 補修  

オ  食 料、 生 活 必 需 物 資 、 非常 持 出 品 の 備 蓄 及 びロ ー リ ン グ ス ト ッ ク  

・  家 族が 必 要 と す る 3 日 分の 飲 料 水 、 食 糧  

・  医 薬品 等  

・  ラ ジオ 、 懐 中 電 灯 等 の 防災 用 品  

・  ロ ープ 、 バ ー ル 、 ス コ ップ 等 の 避 難 救 助 用 具  

・  携 帯ト イ レ 、 簡 易 ト イ レ（ 処 理 セ ッ ト 含 む ）   な ど  

（ ２ ） 地震 発 生 時 に 実 施 す べき 事 項  

ア  身 の安 全 の 確 保  

イ  正 確な 情 報 の 把 握  

ウ  火 災予 防 措 置  

エ  出 口の 確 保 と 非 常 持 出 品の 装 備  

オ  地 域相 互 扶 助 に よ る 出 火防 止 及 び 初 期 消 火  

カ  地 域相 互 扶 助 に よ る 被 災者 の 救 出 活 動  

キ  負 傷者 の 応 急 手 当 及 び 軽傷 者 の 救 護 、 重 傷 者の 救 護 施 設 へ の 搬 送  

ク  適 切、安 全 な 避 難 。特 に、津 波 発 生 時 、予 想時 に は 即 時 、高 台な ど の 安 全 な 場 所

へ 避 難  

ケ  連 帯協 力 し た 避 難 生 活  

コ  自 力に よ る 日 常 生 活 の 確保  

３  地域における自主防災活動の推進   

阪 神 淡 路大 震 災 を 教 訓 に、「 自 分 た ち の 地 域 は 自分 た ち で 守 る 」と い う 地 域 の 連 帯 感 に 基

づ く 自 主 防 災 組 織 の 重 要 性 が 叫 ば れ 、 住 民 の 集 合 体 で あ る 自 主 的 な 防 災 組 織 が 地 域 を 災 害

か ら 守 る た め 、 金 沢 市 に お け る 自 主 防 災 組 織 の あ り 方 に つ い て 、 市 と 町 会 連 合 会 、 消 防 団

連 合 会 、校 下 婦 人 会 連 絡 協 議会 、 公 民 館 連 合 会 の市 民 団 体 が 検 討 を 重ね 、 平 成 8 年 3 月 、

市 民 の 合意 事 項 と し て 「 金 沢市 に お け る 自 主 防 災組 織 活 動 指 針 」 を 策定 し た 。  

こ の「 活 動 指 針 」は 、金 沢 市 に お ける 市 民 の 自 主的 な 防 災 活 動 を 積 極的 に 推 進 す る た め、

自 主 防 災 組 織 の 望 ま し い 活 動 の あ り 方 を 定 め 、 こ の 方 針 に 基 づ い て 地 域 で の 防 災 活 動 を 進

め る こ と を 目 的 と し た も の で あ る 。 以 下 、 自 主 防 災 組 織 の 充 実 と 災 害 予 防 活 動 の 概 要 に つ

い て 示 す。  

【 参 照 】資 料 １  金 沢 市 に おけ る 自 主 防 災 組 織 活動 指 針  

（ １ ） 自主 防 災 組 織 の 充 実  

①  自 主防 災 組 織 の 意 義  

地 域 住 民 が 「 自 分 た ち の 地 域 は 自 分 た ち で 守 る 」 と い う 連 帯 感 に 基 づ き 、 自 主 的

に 市 民 相 互 の 合 意 で 結 成 す る 組 織 で あ り 、 各 種 の コ ミ ュ ニ テ ィ 活 動 の 一 つ の 核 と な

る も の であ る 。  

エ  家 屋の 補 強 及 び 家 具 等 の落 下 倒 壊 防 止 対 策 、ブ ロ ッ ク 塀 の 点 検 補修  

オ  食 料、 生 活 必 需 物 資 、 非常 持 出 品 の 備 蓄 及 びロ ー リ ン グ ス ト ッ ク  

・  家 族が 必 要 と す る 3 日 分の 飲 料 水 、 食 糧  

・  医 薬品 等  

・  ラ ジオ 、 懐 中 電 灯 等 の 防災 用 品  

・  ロ ープ 、 バ ー ル 、 ス コ ップ 等 の 避 難 救 助 用 具  

・  携 帯ト イ レ 、 簡 易 ト イ レ（ 処 理 セ ッ ト 含 む ）   な ど  

（ ２ ） 地震 発 生 時 に 実 施 す べき 事 項  

ア  身 の安 全 の 確 保  

イ  正 確な 情 報 の 把 握  

ウ  火 災予 防 措 置  

エ  出 口の 確 保 と 非 常 持 出 品の 装 備  

オ  地 域相 互 扶 助 に よ る 出 火防 止 及 び 初 期 消 火  

カ  地 域相 互 扶 助 に よ る 被 災者 の 救 出 活 動  

キ  負 傷者 の 応 急 手 当 及 び 軽傷 者 の 救 護 、 重 傷 者の 救 護 施 設 へ の 搬 送  

ク  適 切 、安 全 な避 難 。特 に 、津 波 発 生 時 、予 想 時 に は 即時 、高 台 な ど の 安 全な 場 所

へ 避 難  

ケ  連 帯協 力 し た 避 難 生 活  

コ  自 力に よ る 日 常 生 活 の 確保  

３  地域における自主防災活動の推進   

阪 神 淡 路大 震 災 を 教 訓 に、「 自 分 た ち の 地 域 は 自分 た ち で 守 る 」と い う 地 域 の 連 帯 感 に 基

づ く 自 主 防 災 組 織 の 重 要 性 が 叫 ば れ 、 住 民 の 集 合 体 で あ る 自 主 的 な 防 災 組 織 が 地 域 を 災 害

か ら 守 る た め 、 金 沢 市 に お け る 自 主 防 災 組 織 の あ り 方 に つ い て 、 市 と 町 会 連 合 会 、 消 防 団

連 合 会 、校 下 婦 人 会 連 絡 協 議会 、 公 民 館 連 合 会 の市 民 団 体 が 検 討 を 重ね 、 平 成 8 年 3 月 、

市 民 の 合意 事 項 と し て 「 金 沢市 に お け る 自 主 防 災組 織 活 動 指 針 」 を 策定 し た 。  

こ の「 活動 指 針 」は 、金 沢 市に お け る 市 民 の 自 主的 な 防 災 活 動 を 積 極的 に 推 進 す る た め、

自 主 防 災 組 織 の 望 ま し い 活 動 の あ り 方 を 定 め 、 こ の 方 針 に 基 づ い て 地 域 で の 防 災 活 動 を 進

め る こ と を 目 的 と し た も の で あ る 。 以 下 、 自 主 防 災 組 織 の 充 実 と 災 害 予 防 活 動 の 概 要 に つ

い て 示 す。  

【 参 照 】資 料 １  金 沢 市 に おけ る 自 主 防 災 組 織 活動 指 針  

（ １ ） 自主 防 災 組 織 の 充 実  

①  自 主防 災 組 織 の 意 義  

地 域 住 民 が 「 自 分 た ち の 地 域 は 自 分 た ち で 守 る 」 と い う 連 帯 感 に 基 づ き 、 自 主 的

に 市 民 相 互 の 合 意 で 結 成 す る 組 織 で あ り 、 各 種 の コ ミ ュ ニ テ ィ 活 動 の 一 つ の 核 と な

る も の であ る 。  
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②  組 織の 規 模  

地 理 的 、 社 会 的 条 件 等 か ら 地 域 住 民 が 一 体 性 を 有 し 最 も 効 果 的 に 活 動 を 行 え る よ

う 、 地 域 の 実 情 に よ り 定 め る も の と す る 。 本 市 で は 多 様 な コ ミ ュ ニ テ ィ 活 動 が 概 ね

小 学 校 区 単 位 で 行 わ れ て い る こ と か ら 、 こ う し た 活 動 組 織 を 生 か し た 「 小 学 校 区 単

位 で の 組織 編 成 」 を 原 則 と して 進 め る 。  

③  自 主防 災 組 織 の 育 成  

ア  組 織づ く り の 推 進  

・  市 民 は 、 地 域 ご と に 話 し 合 い を 行 い 、 自 主 防 災 組 織 づ く り を 積 極 的 に 進 め 、

自 主 防 災組 織 を 結 成 し た と きは 、代 表 者 は 市 長 に対 し て 組 織 の 結 成 を報 告 す る 。 

・  市 は 、 組 織 名 簿 等 を 作 成 し 、 防 災 関 係 機 関 に 連 絡 し 、 災 害 時 に 機 能 的 な 活 動

が 発 揮 でき る よ う 努 め る 。  

イ  防 災リ ー ダ ー の 育 成  

・  自 主 防 災 活 動 が 活 発 に 行 わ れ る か ど う か は リ ー ダ ー の 資 質 に 負 う と こ ろ が 大

き く 、市は 、定 期 的 な 研 修 会の 開 催 や 防 災 士 の 育成 な ど を 行 い 、自 発的 な 自 助・

共 助 を 支 え る 知 識 や 情 報 の 分 析 力 な ど 防 災 リ ー ダ ー と な る 人 材 の 育 成 、 指 導 に

努 め る 。  

【 参 照 】資 料 ２  自 主 防 災 組織 一 覧 表  

④  組 織の 編 成  

ア  災 害 発 生 時 の 応 急 活 動 を 迅 速 か つ 効 果 的 に 行 う た め 、 責 任 者 と し て 長 及 び 副 長

を 置 き 、 そ の 下 に 情 報 班 、 消 火 班 、 救 出 救 護 班 、 避 難 誘 導 班 、 給 食 給 水 班 を 編 成

し 、指 揮者（ 班 長 ）を 定 め てお く な ど 、組 織 の 役割 分 担 を 明 確 化 す る。ま た 、金 沢

市 か ら 「 か な ざ わ コ ミ ュ ニ テ ィ 防 災 士 」 と し て 認 証 さ れ た 防 災 士 は 、 自 主 防 災 組

織 の 長 及び 副 長 を 補 佐 し 、自 主防 災 組 織 の 活 動 が効 果 的 に 実 施 さ れ るよ う 努 め る 。 

イ  平 日、 休 日 、 昼 間 、 夜 間等 に も 対 応 で き る 体制 を 整 備 す る 。  

ウ  避 難生 活 が 長 期 化 す る 場合 等 に は 、 適 宜 必 要な 活 動 班 を 編 成 す る。  

エ  組 織が 大 き い 場 合 に は 本部 班 な ど 連 絡 調 整 機能 を 有 す る 部 門 を 設け る 。  

⑤  自 主防 災 組 織 の 防 災 計 画の 作 成  

災 害 の 発 生 に 備 え 地 域 を 守 る た め に 必 要 な 対 策 を 立 て 、 各 人 の と る べ き 活 動 を 具

体 化 す る。  

⑥  地 区防 災 計 画 の 策 定  

平 成 26 年 ４ 月 、「 地 区 防 災計 画 制 度 」が 創 設 され 、 地 区 ご と の 細 かな ニ ー ズ に 対

応 し た 地 区 単 位 の 防 災 計 画 を 整 備 す る 。 避 難 所 へ の 円 滑 な 移 動 距 離 の 確 認 な ど 、 住

民 自 身 が 地 域 を 知 り 組 織 や 活 動 計 画 を 作 り 上 げ る こ と で 、 住 民 主 体 の 防 災 体 制 の 整

備 を 図 る。  

作 成 に あ た り 、 金 沢 市 地 域 防 災 計 画 等 を 参 考 に 、 平 常 時 の 予 防 活 動 と 災 害 時 の 応

急 活 動 を 具 体 的 に 盛 り 込 む こ と と し 、 市 は 、 各 地 区 に お け る 地 区 防 災 計 画 の 策 定 及

び 改 定 を推 進 し て い く 。 。  

⑦  消 防団 や 企 業 等 と の 連 携協 調  

消 防 団 そ の 他 の 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ 団 体 や 地 域 内 の 企 業 と 連 携 協 調 し 、 一 体 と な っ

た 地 域 自主 防 災 活 動 の 推 進 に努 め る 。  

②  組 織の 規 模  

地 理 的 、 社 会 的 条 件 等 か ら 地 域 住 民 が 一 体 性 を 有 し 最 も 効 果 的 に 活 動 を 行 え る よ

う 、 地 域 の 実 情 に よ り 定 め る も の と す る 。 本 市 で は 多 様 な コ ミ ュ ニ テ ィ 活 動 が 概 ね

小 学 校 区 単 位 で 行 わ れ て い る こ と か ら 、 こ う し た 活 動 組 織 を 生 か し た 「 小 学 校 区 単

位 で の 組織 編 成 」 を 原 則 と して 進 め る 。  

③  自 主防 災 組 織 の 育 成  

ア  組 織づ く り の 推 進  

・  市 民 は 、 地 域 ご と に 話 し 合 い を 行 い 、 自 主 防 災 組 織 づ く り を 積 極 的 に 進 め 、

自 主 防 災組 織 を 結 成 し た と きは 、代 表 者 は 市 長 に対 し て 組 織 の 結 成 を報 告 す る 。 

・  市 は 、 組 織 名 簿 等 を 作 成 し 、 防 災 関 係 機 関 に 連 絡 し 、 災 害 時 に 機 能 的 な 活 動

が 発 揮 でき る よ う 努 め る 。  

イ  防 災リ ー ダ ー の 育 成  

・  自 主 防 災 活 動 が 活 発 に 行 わ れ る か ど う か は リ ー ダ ー の 資 質 に 負 う と こ ろ が 大

き く、市 は 、定 期 的 な 研 修 会の 開 催 や 防 災 士 の 育成 な ど を 行 い、自 発 的 な 自 助・

共 助 を 支 え る 知 識 や 情 報 の 分 析 力 な ど 防 災 リ ー ダ ー と な る 人 材 の 育 成 、 指 導 に

努 め る 。  

【 参 照 】資 料 ２  自 主 防 災 組織 一 覧 表  

④  組 織の 編 成  

ア  災 害 発 生 時 の 応 急 活 動 を 迅 速 か つ 効 果 的 に 行 う た め 、 責 任 者 と し て 長 及 び 副 長

を 置 き 、 そ の 下 に 情 報 班 、 消 火 班 、 救 出 救 護 班 、 避 難 誘 導 班 、 給 食 給 水 班 を 編 成

し 、指 揮 者（ 班 長 ）を 定 め てお く な ど 、組 織 の 役割 分 担 を 明 確 化 す る 。ま た 、金 沢

市 か ら 「 か な ざ わ コ ミ ュ ニ テ ィ 防 災 士 」 と し て 認 証 さ れ た 防 災 士 は 、 自 主 防 災 組

織 の 長 及び 副 長 を 補 佐 し 、自 主 防災 組 織 の 活 動 が効 果 的 に 実 施 さ れ るよ う 努 め る 。 

イ  平 日、 休 日 、 昼 間 、 夜 間等 に も 対 応 で き る 体制 を 整 備 す る 。  

ウ  避 難生 活 が 長 期 化 す る 場合 等 に は 、 適 宜 必 要な 活 動 班 を 編 成 す る。  

エ  組 織が 大 き い 場 合 に は 本部 班 な ど 連 絡 調 整 機能 を 有 す る 部 門 を 設け る 。  

⑤  自 主防 災 組 織 の 防 災 計 画の 作 成  

災 害 の 発 生 に 備 え 地 域 を 守 る た め に 必 要 な 対 策 を 立 て 、 各 人 の と る べ き 活 動 を 具

体 化 す る。  

⑥  地 区防 災 計 画 の 策 定  

平 成 26 年 ４ 月 、「 地 区 防 災計 画 制 度 」が 創 設 され 、 地 区 ご と の 細 かな ニ ー ズ に 対

応 し た 地 区 単 位 の 防 災 計 画 を 整 備 す る 。 避 難 所 へ の 円 滑 な 移 動 距 離 の 確 認 な ど 、 住

民 自 身 が 地 域 を 知 り 組 織 や 活 動 計 画 を 作 り 上 げ る こ と で 、 住 民 主 体 の 防 災 体 制 の 整

備 を 図 る。  

作 成 に あ た り 、 金 沢 市 地 域 防 災 計 画 等 を 参 考 に 、 平 常 時 の 予 防 活 動 と 災 害 時 の 応

急 活 動 を 具 体 的 に 盛 り 込 む こ と と し 、 市 は 、 各 地 区 に お け る 地 区 防 災 計 画 の 策 定 及

び 改 定 を推 進 し て い く 。 。  

⑦  消 防団 や 企 業 等 と の 連 携協 調  

消 防 団 そ の 他 の 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ 団 体 や 地 域 内 の 企 業 と 連 携 協 調 し 、 一 体 と な っ

た 地 域 自主 防 災 活 動 の 推 進 に努 め る 。  
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（ ２ ） 災害 予 防 活 動  

①  防 災知 識 の 習 得 啓 発  

地 域 住 民 が 防 災 に 関 す る 正 確 な 知 識 と 自 覚 を 持 つ た め 、 講 演 会 、 研 究 会 そ の 他 あ

ら ゆ る 機 会 を と ら え て 、 実 際 に 役 立 つ 災 害 の 知 識 、 災 害 情 報 の 性 格 や 内 容 、 平 素 に

お け る 防 災 対 策 、 災 害 時 の 心 得 と 対 応 、 自 主 防 災 組 織 が 活 動 す べ き 内 容 、 自 主 防 災

組 織 の 構成 員 の 役 割 等 に つ いて 、 繰 り 返 し 、 継 続し た 防 災 知 識 の 習 得に 努 め る 。  

避 難 指 示 が 発 令 さ れ た 場 合 の 避 難 行 動 と し て は 、 指 定 緊 急 避 難 場 所 、 安 全 な 親

戚 ・ 知 人 宅 、 ホ テ ル ・ 旅 館 等 へ の 避 難 を 基 本 と す る も の の 、 ハ ザ ー ド マ ッ プ 等 を 踏

ま え 、 自 宅 等 で 身 の 安 全 を 確 保 す る こ と が で き る 場 合 は 、 市 民 自 ら の 判 断 で 「 屋 内

安 全 確 保 」 を 行 う こ と や 、 避 難 時 の 周 囲 の 状 況 等 に よ り 、 指 定 緊 急 避 難 場 所 等 へ の

避 難 が か え っ て 危 険 を 伴 う 場 合 は 、 「 緊 急 安 全 確 保 」 を 行 う べ き こ と に つ い て 、 日

頃 か ら 市民 等 へ の 周 知 に 努 める も の と す る 。  

②  防 災訓 練  

ア  い つ 災 害 が 発 生 し て も 適 切 な 防 災 行 動 が で き る よ う 、 自 主 防 災 組 織 は 、 平 素 か

ら 計 画 的に 、か つ 繰 り 返 し 、実践 的 な 防 災 訓 練 を実 施 し 、防 災 活 動 に必 要 な 知 識・

技 術 を 習得 し て お く 。  

イ  防 災訓 練 は 、実 施 計 画 を定 め 、図 上・部 分・個 別・総 合 訓 練 な ど適 時 、定 期 的 に

実 施 し 、情 報 の 収 集・伝 達 訓 練 、消 火 訓 練 、避 難訓 練 、安 否 確 認 訓 練、救 出 救 護 訓

練 、 避 難所 運 営 訓 練 、 炊 き 出し 訓 練 等 を 重 点 と する 。  

ウ  防 災 訓 練 に 当 た っ て は 、 防 災 関 係 機 関 の 協 力 を 得 て 、 計 画 段 階 か ら 参 加 し 、 正

し い 知 識 、 技 術 を 習 得 し 、 事 故 防 止 に 努 め 、 事 業 所 等 や ボ ラ ン テ ィ ア と の 連 携 な

ど に 十 分配 慮 す る 。  

エ  市 は 、 自 主 防 災 組 織 が 行 う 訓 練 等 に 参 加 し 、 適 切 な 指 導 を 行 う と と も に 、 総 合

的 な 防 災訓 練 を 計 画 的 に 開 催し 、 ま た 、 防 災 訓 練の 実 施 に 対 し 、 助 成を 行 う 。  

 

③  出 火防 止  

日 頃 か ら 地 域 ぐ る み で 出 火 防 止 に 心 が け 、 地 域 内 の 家 庭 か ら 絶 対 に 火 を 出 さ な い

こ と を 徹底 す る と と も に 、 十分 な 対 策 を 講 じ て おく 。  

ア  火 気使 用 設 備 器 具 等 の 点検  

・  家 庭で の 火 気 使 用 設 備 器具 の 点 検 と 周 囲 の 整理 整 頓  

・  可 燃性 危 険 物 の 安 全 保 管  

・  地 域内 で の 「 一 斉 点 検 の日 」 の 設 定 な ど に よる 啓 発  

イ  建 築物 等 の 点 検  

・  建 物の 安 全 自 己 点 検 の 実施  

・  家 具の 転 倒 防 止 や 照 明 器具 の 落 下 防 止 等 の 措置  

④  防 災資 機 材 等 の 整 備  

ア  自 主 防 災 組 織 の 情 報 連 絡 、 初 期 消 火 、 避 難 誘 導 、 救 出 救 護 、 給 食 給 水 等 の 防 災

活 動 を 的確 に 行 う た め 、 必 要な 資 機 材 等 や 防 災 倉庫 を 整 備 す る 。  

ま た 、 防災 訓 練 時 等 に 、 定 期的 な 点 検 整 備 を 行 う。  

イ  災 害時 に 地 域 内 の 企 業 等か ら 資 機 材 等 の 貸 与が 得 ら れ る よ う 連 携を 保 つ 。  

（ ２ ） 災害 予 防 活 動  

①  防 災知 識 の 習 得 啓 発  

地 域 住 民 が 防 災 に 関 す る 正 確 な 知 識 と 自 覚 を 持 つ た め 、 講 演 会 、 研 究 会 そ の 他 あ

ら ゆ る 機 会 を と ら え て 、 実 際 に 役 立 つ 災 害 の 知 識 、 災 害 情 報 の 性 格 や 内 容 、 平 素 に

お け る 防 災 対 策 、 災 害 時 の 心 得 と 対 応 、 自 主 防 災 組 織 が 活 動 す べ き 内 容 、 自 主 防 災

組 織 の 構成 員 の 役 割 等 に つ いて 、 繰 り 返 し 、 継 続し た 防 災 知 識 の 習 得に 努 め る 。  

避 難 指 示 が 発 令 さ れ た 場 合 の 避 難 行 動 と し て は 、 指 定 緊 急 避 難 場 所 、 安 全 な 親

戚 ・ 知 人 宅 、 ホ テ ル ・ 旅 館 等 へ の 避 難 を 基 本 と す る も の の 、 ハ ザ ー ド マ ッ プ 等 を 踏

ま え 、 自 宅 等 で 身 の 安 全 を 確 保 す る こ と が で き る 場 合 は 、 市 民 自 ら の 判 断 で 「 屋 内

安 全 確 保 」 を 行 う こ と や 、 避 難 時 の 周 囲 の 状 況 等 に よ り 、 指 定 緊 急 避 難 場 所 等 へ の

避 難 が か え っ て 危 険 を 伴 う 場 合 は 、 「 緊 急 安 全 確 保 」 を 行 う べ き こ と に つ い て 、 日

頃 か ら 市民 等 へ の 周 知 に 努 める も の と す る 。  

②  防 災訓 練  

ア  い つ災 害 が 発 生 し て も 命を 守 る 適 切 な 防 災 行動 が で き る よ う 、自 主防 災 組 織 は、

平 素 か ら 計 画 的 に 、 か つ 繰 り 返 し 、 実 践 的 な 防 災 訓 練 を 実 施 し 、 防 災 活 動 に 必 要

な 知 識 ・技 術 を 習 得 し て お く。  

イ  防 災訓 練 は 、実 施 計 画 を定 め 、図 上・部 分・個 別・総 合 訓 練 な ど適 時 、定 期 的 に

実 施 し 、情 報 の収 集・伝 達 訓 練 、消 火 訓 練 、避 難 訓 練 、安 否 確 認 訓 練 、救 出救 護 訓

練 、 避 難所 運 営 訓 練 、 炊 き 出し 訓 練 等 を 重 点 と する 。  

ウ  防 災 訓 練 に 当 た っ て は 、 防 災 関 係 機 関 の 協 力 を 得 て 、 計 画 段 階 か ら 参 加 し 、 正

し い 知 識 、 技 術 を 習 得 し 、 事 故 防 止 に 努 め 、 事 業 所 等 や ボ ラ ン テ ィ ア と の 連 携 な

ど に 十 分配 慮 す る 。  

エ  市 は 、 自 主 防 災 組 織 が 行 う 訓 練 等 に 参 加 し 、 適 切 な 指 導 を 行 う と と も に 、 総 合

的 な 防 災訓 練 を 計 画 的 に 開 催し 、 ま た 、 防 災 訓 練の 実 施 に 対 し 、 助 成を 行 う 。  

【 参 照 】資 料 ３  金 沢 市 自 主防 災 組 織 活 動 支 援 補助 金 交 付 要 綱  

③  出 火防 止  

日 頃 か ら 地 域 ぐ る み で 出 火 防 止 に 心 が け 、 地 域 内 の 家 庭 か ら 絶 対 に 火 を 出 さ な い

こ と を 徹底 す る と と も に 、 十分 な 対 策 を 講 じ て おく 。  

ア  火 気使 用 設 備 器 具 等 の 点検  

・  家 庭で の 火 気 使 用 設 備 器具 の 点 検 と 周 囲 の 整理 整 頓  

・  可 燃性 危 険 物 の 安 全 保 管  

・  地 域内 で の 「 一 斉 点 検 の日 」 の 設 定 な ど に よる 啓 発  

イ  建 築物 等 の 点 検  

・  建 物の 安 全 自 己 点 検 の 実施  

・  家 具の 転 倒 防 止 や 照 明 器具 の 落 下 防 止 等 の 措置  

④  防 災資 機 材 等 の 整 備  

ア  自 主 防 災 組 織 の 情 報 連 絡 、 初 期 消 火 、 避 難 誘 導 、 救 出 救 護 、 給 食 給 水 等 の 防 災

活 動 を 的確 に 行 う た め 、 必 要な 資 機 材 等 や 防 災 倉庫 を 整 備 す る 。  

ま た 、 防災 訓 練 時 等 に 、 定 期的 な 点 検 整 備 を 行 う。  

イ  災 害時 に 地 域 内 の 企 業 等か ら 資 機 材 等 の 貸 与が 得 ら れ る よ う 連 携を 保 つ 。  
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ウ  市 は、 防 災 用 資 機 材 の 購入 や 防 災 倉 庫 の 整 備に 対 し 、 助 成 を 行 う。  

【 参 照 】資 料 ３  金 沢 市 自 主防 災 組 織 防 災 資 機 材等 補 助 金 交 付 要 綱  

⑤  地 域情 報 伝 達 シ ス テ ム の整 備  

ア  自 主 防 災 組 織 内 の 情 報 伝 達 を 迅 速 に 行 う た め 、 地 域 情 報 伝 達 シ ス テ ム を 整 備 す

る 。  

イ  自 主防 災 組 織 は 、 防 災 訓練 時 等 に 定 期 的 な 点検 整 備 を 行 う 。  

ウ  市 は、 当 該 シ ス テ ム の 整備 に 対 し 、 助 成 を 行う 。  

・  補 助対 象 … 簡 易 無 線 、 衛星 電 話 な ど の 通 信 機器  

・  補 助率 … … 1／ 3 補 助 （ 但 し 、浸 水 想 定 区 域に 属 す る 自 主 防 災 組織 は 2／ 3）  

1,000 千 円 限 度  

 

 

 

ウ  市 は、 防 災 用 資 機 材 の 購入 や 防 災 倉 庫 の 整 備に 対 し 、 助 成 を 行 う。  

【 参 照 】資 料 ３  金 沢 市 自 主防 災 組 織 活 動 支 援 補助 金 交 付 要 綱  

⑤  地 域情 報 伝 達 シ ス テ ム の整 備  

ア  自 主 防 災 組 織 内 の 情 報 伝 達 を 迅 速 に 行 う た め 、 地 域 情 報 伝 達 シ ス テ ム を 整 備 す

る 。  

イ  自 主防 災 組 織 は 、 防 災 訓練 時 等 に 定 期 的 な 点検 整 備 を 行 う 。  

ウ  市 は、 当 該 シ ス テ ム の 整備 に 対 し 、 助 成 を 行う 。  

・  補 助対 象 … 簡 易 無 線 、 衛星 電 話 な ど の 通 信 機器  

・  補 助率 … … 1／ 3 補 助 （ 但 し 、浸 水 想 定 区 域に 属 す る 自 主 防 災 組織 は 2／ 3）  

1,000 千 円 限 度  
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第５節 防災訓練の充実 
  所  管  □ 危 機 管理 監  □ 消 防 局  □関 係 各 局  □ 地 区 支部  

１  基本方針   

地 震 発 生 時 に お い て 迅 速 か つ 的 確 な 震 災 応 急 防 災 対 策 が 展 開 で き る よ う 、 市 や 自 主 防 災

組 織 等 が行 う 各 種 の 防 災 訓 練に つ い て 定 め る 。  

■ 体 系  

 

 

 

 

 

 

 

 

２  計画の内容   

（ １ ） 防災 訓 練 計 画  

市 等 の 防 災 関 係 機 関 及 び 市 民 は 、 そ れ ぞ れ の 効 率 的 な 任 務 分 担 に 基 づ く 防 災 活 動 の 知

識 ・ 技 能 を 習 得 し 、 地 震 が 発 生 し た 場 合 に 秩 序 を 維 持 し 適 時 適 切 な 震 災 応 急 対 策 が 実 施

で き る よ う 、 平 素 か ら 一 体 と な っ た 防 災 体 制 を 確 立 し 、 緊 密 に 協 力 連 携 し て 具 体 的 な 訓

練 計 画 を 立 て 、 体 系 的 ・ 実 践 的 な 防 災 訓 練 を 継 続 的 に 実 施 す る 。 な お 、 訓 練 の 実 効 性 を

高 め る た め 、 訓 練 終 了 後 、 評 価 及 び 課 題 の 整 理 等 を 行 い 、 事 後 の 訓 練 等 や 防 災 計 画 、 各

種 マ ニ ュア ル の 見 直 し に 反 映す る 。  

ま た 、 各 種 感 染 症 の 拡 大 の お そ れ が あ る 状 況 下 で の 災 害 対 応 に 備 え 、 感 染 症 対 策 に 配

慮 し た 避難 所 開 設 ・ 運 営 訓 練を 積 極 的 に 実 施 す る。  

（ ２ ） 訓練 実 施 に 当 た っ て の留 意 事 項  

①  訓 練場 所  

訓 練 対 象 者 及 び 目 的 、 規 模 等 に 応 じ て 、 訓 練 場 所 を 決 定 し 、 一 部 の 対 象 者 、 地 域

に 偏 る こと の な い よ う 実 施 する 。  

②  訓 練日 時 ・ 種 別  

訓 練 を 行 う に 当 た っ て は 、 訓 練 の 目 的 を 具 体 的 に 設 定 し た う え で 、 冬 季 ・ 夜 間 と

い っ た 実 施 時 間 等 の 訓 練 環 境 な ど に つ い て 具 体 的 な 設 定 を 行 い 、 場 合 に よ っ て は 災

害 図 上 訓練 の 実 施 に も 配 慮 する 。  

第５節 防災訓練の充実 
  所  管  □ 危 機 管理 監  □ 消 防 局  □関 係 各 局  □ 地 区 支部  

１  基本方針   

地 震 発 生 時 に お い て 迅 速 か つ 的 確 な 震 災 応 急 防 災 対 策 が 展 開 で き る よ う 、 市 や 自 主 防 災

組 織 等 が行 う 各 種 の 防 災 訓 練に つ い て 定 め る 。  

■ 体 系  

 

 

 

 

 

 

 

 

２  計画の内容   

（ １ ） 防災 訓 練 計 画  

市 等 の 防 災 関 係 機 関 及 び 市 民 は 、 そ れ ぞ れ の 効 率 的 な 任 務 分 担 に 基 づ く 防 災 活 動 の知

識 ・ 技 能 を 習 得 し 、 地 震 が 発 生 し た 場 合 に 秩 序 を 維 持 し 適 時 適 切 な 震 災 応 急 対 策 が 実 施

で き る よ う 、 平 素 か ら 一 体 と な っ た 防 災 体 制 を 確 立 し 、 緊 密 に 協 力 連 携 し て 具 体 的 な 訓

練 計 画 を 立 て 、 体 系 的 ・ 実 践 的 な 防 災 訓 練 を 継 続 的 に 実 施 す る 。 な お 、 訓 練 の 実 効 性 を

高 め る た め 、 訓 練 終 了 後 、 評 価 及 び 課 題 の 整 理 等 を 行 い 、 事 後 の 訓 練 等 や 防 災 計 画 、 各

種 マ ニ ュア ル の 見 直 し に 反 映す る 。  

ま た 、 各 種 感 染 症 の 拡 大 の お そ れ が あ る 状 況 下 で の 災 害 対 応 に 備 え 、 感 染 症 対 策 に配

慮 し た 避難 所 開 設 ・ 運 営 訓 練を 積 極 的 に 実 施 す る。  

（ ２ ） 訓練 実 施 に 当 た っ て の留 意 事 項  

①  訓 練場 所  

訓 練 対 象 者 及 び 目 的 、 規 模 等 に 応 じ て 、 訓 練 場 所 を 決 定 し 、 一 部 の 対 象 者 、 地 域

に 偏 る こと の な い よ う 実 施 する 。  

②  訓 練日 時 ・ 種 別  

訓 練 を 行 う に 当 た っ て は 、 訓 練 の 目 的 を 具 体 的 に 設 定 し た う え で 、 冬 季 ・ 夜 間 と

い っ た 実 施 時 間 等 の 訓 練 環 境 な ど に つ い て 具 体 的 な 設 定 を 行 い 、 場 合 に よ っ て は 災

害 図 上 訓練 の 実 施 に も 配 慮 する 。  

防 災 訓 練の 充 実  計 画 の 内容  

市 民 参 加の 防 災 訓 練  

防 災 関 係機 関 の 防 災 訓 練  

県 等 の 実 施 す る 訓 練 へ の 参

市 が 機 関 と し て 行 う 防 災 訓

防 災 訓 練の 充 実  計 画 の 内容  

市 民 参 加の 防 災 訓 練  

防 災 関 係機 関 の 防 災 訓 練  

県 等 の 実 施 す る 訓 練 へ の 参

市 が 機 関 と し て 行 う 防 災 訓
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ま た 、 訓 練 の シ ナ リ オ に 緊 急 地 震 速 報 を 取 り 入 れ る な ど 、 地 震 発 生 時 の 対 応 行 動

の 習 熟 を図 る よ う 努 め る 。  

③  訓 練対 象 者 及 び 指 導 者  

計 画 段 階 か ら 十 分 な 打 合 せ を 行 っ て 、 ペ ッ ト 同 行 避 難 や 要 配 慮 者 （ 乳 幼 児 、 高 齢

者 、 障 害 の あ る 人 、 外 国 人 等 ） を 含 め た 市 民 等 の 積 極 的 な 参 加 を 求 め 、 訓 練 後 の 検

討 会 に より 訓 練 内 容 の 見 直 し、 改 善 に 努 め る 。  

正 し い 知 識 、 技 術 を 習 得 す る た め 、 で き る だ け 防 災 関 係 機 関 の 指 導 、 協 力 を 受 け

る 。  

④  訓 練方 法  

ア   実 践 的 な 技 術 を 習 得 す る 。 実 動 訓 練 及 び イ メ ー ジ ト レ ー ニ ン グ と な る 図 上 訓  

練 を バ ラン ス よ く 実 施 し 、 総合 的 な 防 災 力 の 向 上に 努 め る 。  

イ  訓 練に 伴 う 混 乱 や 事 故 を防 止 す る た め 、 事 前に 必 要 な 広 報 、 予 備措 置 を 行 う 。  

ウ   隣 接の 自 主 防 災 組 織 や 地域 の 事 業 者 、 ボ ラ ンテ ィ ア と の 連 携 に 努め る 。  

エ  訓 練 内 容 は 、 ペ ッ ト と の 同 行 避 難 者 や 要 配 慮 者 （ 乳 幼 児 、 高 齢 者 、 障 害 の あ る

人 、 外 国人 等 ） へ の 対 応 も 想定 す る 。  

３  市民参加の防災訓練   

市 民 が 参 加 す る 防 災 訓 練 は 、 総 合 防 災 訓 練 、 地 域 防 災 訓 練 、 個 別 ・ 部 分 訓 練 、 図 上 訓 練

の 区 分 に応 じ て 、 市 又 は 自 主防 災 組 織 等 が 計 画 的に 実 施 す る 。  

（ １ ） 総合 防 災 訓 練  

市 は 、 自 主 防 災 組 織 や 消 防 団 、 自 衛 隊 等 の 防 災 関 係 機 関 と 一 体 と な っ て 、 地 域 特 性 に

留 意 し 、 地 震 災 害 を は じ め と す る 各 種 自 然 災 害 を 想 定 し 、 広 く 市 民 に 対 し 防 災 技 術 の 習

得 と 防 災思 想 の 普 及 高 揚 を 図る こ と を 目 的 に 、 総合 防 災 訓 練 を 実 施 する 。  

本 市 で は、 平 成 4 年 度 か ら 拠点 会 場 を 巡 回 し て 「震 災 訓 練 」 を 開 催 し、 阪 神 淡 路 大 震

災 を 教 訓に 、 平 成 7 年 度 か ら＜ 自 分 た ち の 地 域 は自 分 た ち で 守 る ＞ を基 本 趣 旨 に 、 市 民

参 加 に よる「 市 民 震 災 訓 練 」を 計 画的 に 実 施 し てき た 。平 成 21 年度 か ら は 、地 震 に 限 ら

ず 、 各 種 自 然 災 害 に 対 応 で き 、 市 民 協 働 の 理 念 に 基 づ く 「 市 民 防 災 訓 練 」 と し て 実 施 し

て い る 。  

①  訓 練対 象 者  

ア  一 般市 民  

イ  自 主防 災 組 織 及 び 各 種 市民 団 体  

ウ  市 職員 及 び 消 防 団 員  

エ  警 察、 自 衛 隊 、 電 気 通 信事 業 者 、 交 通 機 関 等防 災 関 係 機 関  

オ  そ の他 防 災 活 動 協 力 団 体・ 事 業 者 、 隣 接 自 治体 な ど  

②  訓 練内 容  

ア  事 前 ････････当 日 の み でな く 、 図 上 訓 練 等 の事 前 訓 練 も 重 視 し た内 容  

           ・ 図上 訓 練 、 避 難 所 運 営ゲ ー ム  

           ・ 防災 体 制 の 見 直 し  など  

イ  訓 練 当 日 ････災 害 発 生 を 時 系 列 で シ ミ ュ レ ー シ ョ ン し た 地 域 と 行 政 の 情 報 リ レ

ま た 、 訓 練 の シ ナ リ オ に 緊 急 地 震 速 報 を 取 り 入 れ る な ど 、 地 震 発 生 時 の 対 応 行 動

の 習 熟 を図 る よ う 努 め る 。  

③  訓 練対 象 者 及 び 指 導 者  

計 画 段 階 か ら 十 分 な 打 合 せ を 行 っ て 、 ペ ッ ト 同 行 避 難 や 要 配 慮 者 （ 乳 幼 児 、 高 齢

者 、 障 害 の あ る 人 、 外 国 人 等 ） を 含 め た 市 民 等 の 積 極 的 な 参 加 を 求 め 、 訓 練 後 の 検

討 会 に より 訓 練 内 容 の 見 直 し、 改 善 に 努 め る 。  

正 し い 知 識 、 技 術 を 習 得 す る た め 、 で き る だ け 防 災 関 係 機 関 の 指 導 、 協 力 を 受 け

る 。  

④  訓 練方 法  

ア   実 践 的 な 技 術 を 習 得 す る 。 実 動 訓 練 及 び イ メ ー ジ ト レ ー ニ ン グ と な る 図 上 訓  

練 を バ ラン ス よ く 実 施 し 、 総合 的 な 防 災 力 の 向 上に 努 め る 。  

イ  訓 練に 伴 う 混 乱 や 事 故 を防 止 す る た め 、 事 前に 必 要 な 広 報 、 予 備措 置 を 行 う 。  

ウ   隣 接の 自 主 防 災 組 織 や 地域 の 事 業 者 、 ボ ラ ンテ ィ ア と の 連 携 に 努め る 。  

エ  訓 練 内 容 は 、 ペ ッ ト と の 同 行 避 難 者 や 要 配 慮 者 （ 乳 幼 児 、 高 齢 者 、 障 害 の あ る

人 、 外 国人 等 ） へ の 対 応 も 想定 す る 。  

３  市民参加の防災訓練   

市 民 が 参加 す る 防 災 訓 練 は 、総 合 防災 訓 練 、地 域 防 災 訓練 、個 別・部 分 訓 練 、図 上 訓 練 の

区 分 に 応じ て 、 市 又 は 自 主 防災 組 織 等 が 計 画 的 に実 施 す る 。  

（ １ ） 総合 防 災 訓 練  

市 は 、 自 主 防 災 組 織 や 消 防 団 、 自 衛 隊 等 の 防 災 関 係 機 関 と 一 体 と な っ て 、 地 域 特 性に

留 意 し 、 地 震 災 害 を は じ め と す る 各 種 自 然 災 害 を 想 定 し 、 広 く 市 民 に 対 し 防 災 技 術 の 習

得 と 防 災思 想 の 普 及 高 揚 を 図る こ と を 目 的 に 、 総合 防 災 訓 練 を 実 施 する 。  

本 市 で は、 平 成 4 年 度 か ら 拠点 会 場 を 巡 回 し て 「震 災 訓 練 」 を 開 催 し、 阪 神 淡 路 大 震

災 を 教 訓に 、 平 成 7 年 度 か ら＜ 自 分 た ち の 地 域 は自 分 た ち で 守 る ＞ を基 本 趣 旨 に 、 市 民

参 加 に よる「 市 民 震 災 訓 練」を 計 画 的 に 実 施 し てき た 。平 成 21 年度 か ら は 、地 震 に 限ら

ず 、 各 種 自 然 災 害 に 対 応 で き 、 市 民 協 働 の 理 念 に 基 づ く 「 市 民 防 災 訓 練 」 と し て 実 施 し

て い る 。  

①  訓 練対 象 者  

ア  一 般市 民  

イ  自 主防 災 組 織 及 び 各 種 市民 団 体  

ウ  市 職員 及 び 消 防 団 員  

エ  警 察、 自 衛 隊 、 電 気 通 信事 業 者 、 交 通 機 関 等防 災 関 係 機 関  

オ  そ の他 防 災 活 動 協 力 団 体・ 事 業 者 、 隣 接 自 治体 な ど  

②  訓 練内 容  

ア  事 前 ････････当 日 の み でな く 、 図 上 訓 練 等 の事 前 訓 練 も 重 視 し た内 容  

           ・ 図上 訓 練 、 避 難 所 運 営ゲ ー ム  

           ・ 防災 体 制 の 見 直 し  など  

イ  訓 練 当 日 ････災 害 発 生 を 時 系 列 で シ ミ ュ レ ー シ ョ ン し た 地 域 と 行 政 の 情 報 リ レ
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ー を 中 心と し た 内 容  

・ 安 否 確認 、 情 報 収 集 訓 練  

・ 消 火 訓練  

・ 救 出 ・応 急 救 護 訓 練  

・ 避 難 訓練 、 避 難 所 運 営 訓 練  

・ 食 料 、飲 料 水 等 の 生 活 必 需物 資 供 給 訓 練  

・ 関 係 機関 に よ る 支 援 訓 練 など  

（ ２ ） 地域 に お け る 自 主 的 な防 災 訓 練  

自 主 防 災 組 織 及 び 地 域 市 民 団 体 は 、 自 主 的 に 防 災 訓 練 を 開 催 し 、 地 震 発 生 初 動 期 に お

い て 、 地域 に お い て 市 民 が 行う べ き 防 災 活 動 に つい て の 実 践 的 な 訓 練を 行 う 。  

ま た 、 市 は 、 自 主 防 災 組 織 が 行 う 各 種 訓 練 の 一 層 の 充 実 を 図 る た め 、 訓 練 の 技 術 指 導

や 防 災 訓練 の 映 像 に よ る 発 信等 、 体 験 訓 練 等 を 行う 上 で 必 要 な 支 援 を実 施 す る 。  

①  対 象者  

自 主 防 災組 織 及 び 地 域 市 民 団体  

市 及 び 消防 局 、 警 察 等 の 防 災関 係 機 関 は 、 積 極 的に 協 力 、 支 援 す る 。  

②  訓 練内 容  

ア   情 報収 集 ・ 伝 達 訓 練  

イ   消 火訓 練  

ウ   救 出・ 応 急 救 護 訓 練  

エ   集 団避 難 ・ 誘 導 訓 練  

オ   給 食・ 給 水 訓 練  

カ   図 上訓 練 （ DIG： Disaster〔 災 害 〕 Imagination〔 想 像 力 〕 Game〔 ゲ ー ム 〕）  
キ  避 難所 開 設 ･運 営 訓 練  

ク   安 否確 認 訓 練  

ケ   災 害ボ ラ ン テ ィ ア セ ン ター 開 設 ･運 営 訓 練  

コ   そ の他 必 要 な 防 災 訓 練  

（ ３ ） 個別 ・ 部 分 防 災 訓 練  

①  個 別防 災 訓 練  

身 近 な 町 会 や 事 業 所 、 各 種 市 民 団 体 は 、 独 自 の 機 会 又 は 集 会 等 を 利 用 し て 、 防 災

関 係 機 関 の 指 導 、 協 力 を 得 て 、 近 隣 住 民 や 事 業 所 、 団 体 レ ベ ル で 、 上 記 （ ２ ） の ②

に 掲 げ る訓 練 の 中 の 個 別 項 目を 行 う 防 災 訓 練 を 随時 に 実 施 す る 。  

②  部 分防 災 訓 練  

町 会 や 事 業 所 、 市 民 団 体 は 、 日 常 的 な 機 会 を と ら え て 、 次 に 例 示 す る 部 分 訓 練 を

随 時 に 実施 す る 。  

ア  消 火器 、 防 火 バ ケ ツ 、 可搬 式 動 力 ポ ン プ 等 によ る 消 火 活 動  

イ  チ ェー ン ソ ー 、 バ ー ル 、鋸 等 の 救 助 資 機 材 を使 用 し た 救 助 方 法  

ウ  応 急手 当 、 人 工 呼 吸 な どの 救 命 ・ 救 護 活 動  

エ  テ ント 、 簡 易 ト イ レ の 組立 て 、 浄 水 機 、 炊 飯機 等 の 備 蓄 資 機 材 の使 用 取 扱 い  

オ  安 否確 認 訓 練  

ー を 中 心と し た 内 容  

・ 安 否 確認 、 情 報 収 集 訓 練  

・ 消 火 訓練  

・ 救 出 ・応 急 救 護 訓 練  

・ 避 難 訓練 、 避 難 所 運 営 訓 練  

・ 食 料 、飲 料 水 等 の 生 活 必 需物 資 供 給 訓 練  

・ 関 係 機関 に よ る 支 援 訓 練 など  

（ ２ ） 地域 に お け る 自 主 的 な防 災 訓 練  

自 主 防 災 組 織 及 び 地 域 市 民 団 体 は 、 自 主 的 に 防 災 訓 練 を 開 催 し 、 地 震 発 生 初 動 期 にお

い て 、 地域 に お い て 市 民 が 行う べ き 防 災 活 動 に つい て の 実 践 的 な 訓 練を 行 う 。  

ま た 、 市 は 、 自 主 防 災 組 織 が 行 う 各 種 訓 練 の 一 層 の 充 実 を 図 る た め 、 訓 練 の 技 術 指導

や 防 災 訓練 の 映 像 に よ る 発 信等 、 体 験 訓 練 等 を 行う 上 で 必 要 な 支 援 を実 施 す る 。  

①  対 象者  

自 主 防 災組 織 及 び 地 域 市 民 団体  

市 及 び 消防 局 、 警 察 等 の 防 災関 係 機 関 は 、 積 極 的に 協 力 、 支 援 す る 。  

②  訓 練内 容  

ア   情 報収 集 ・ 伝 達 訓 練  

イ   消 火訓 練  

ウ   救 出・ 応 急 救 護 訓 練  

エ   集 団避 難 ・ 誘 導 訓 練  

オ   給 食・ 給 水 訓 練  

カ   図 上訓 練 （ DIG： Disaster〔 災 害 〕 Imagination〔 想 像 力 〕 Game〔 ゲ ー ム 〕）  
キ  避 難所 開 設 ･運 営 訓 練  

ク   安 否確 認 訓 練  

ケ   災 害ボ ラ ン テ ィ ア セ ン ター 開 設 ･運 営 訓 練  

コ   そ の他 必 要 な 防 災 訓 練  

（ ３ ） 個別 ・ 部 分 防 災 訓 練  

①  個 別防 災 訓 練  

身 近 な 町 会 や 事 業 所 、 各 種 市 民 団 体 は 、 独 自 の 機 会 又 は 集 会 等 を 利 用 し て 、 防 災

関 係 機 関 の 指 導 、 協 力 を 得 て 、 近 隣 住 民 や 事 業 所 、 団 体 レ ベ ル で 、 上 記 （ ２ ） の ②

に 掲 げ る訓 練 の 中 の 個 別 項 目を 行 う 防 災 訓 練 を 随時 に 実 施 す る 。  

②  部 分防 災 訓 練  

町 会 や 事 業 所 、 市 民 団 体 は 、 日 常 的 な 機 会 を と ら え て 、 次 に 例 示 す る 部 分 訓 練 を

随 時 に 実施 す る 。  

ア  消 火器 、 防 火 バ ケ ツ 、 可搬 式 動 力 ポ ン プ 等 によ る 消 火 活 動  

イ  チ ェー ン ソ ー 、 バ ー ル 、鋸 等 の 救 助 資 機 材 を使 用 し た 救 助 方 法  

ウ  応 急手 当 、 人 工 呼 吸 な どの 救 命 ・ 救 護 活 動  

エ  テ ント 、 簡 易 ト イ レ の 組立 て 、 浄 水 機 、 炊 飯機 等 の 備 蓄 資 機 材 の使 用 取 扱 い  

オ  安 否確 認 訓 練  
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４  市が機関として行う防災訓練   

（ １ ） 情報 収 集 伝 達 訓 練  

市 は 、 地 震 発 生 直 後 に お け る 応 急 対 策 を 実 施 す る う え で 最 も 重 要 な 要 素 と な る 災 害 情

報 及 び 避 難 情 報 等 を 迅 速 か つ 的 確 に 収 集 伝 達 し 、 正 確 な 情 報 の 共 有 化 を 図 る た め 、 県 及

び 防 災 関係 機 関 等 と 連 携 し て、 定 期 的 に 情 報 収 集伝 達 訓 練 を 実 施 す る。  

①  訓 練対 象 者  

ア  市 （災 害 対 策 本 部 要 員 及び 地 区 支 部 員 、 消 防団 員 ）  

イ  県 、気 象 台 等 （ 防 災 担 当者 ）  

ウ  警 察、 自 衛 隊 、 電 気 通 信事 業 者 、 交 通 機 関 等防 災 関 係 機 関  

エ  民 間防 災 活 動 協 力 団 体  

オ  応 援協 定 締 結 地 方 公 共 団体  な ど  

②  訓 練内 容  

ア  県 、気 象 台 等 か ら の 津 波予 報 、津 波・地 震 情報 、災 害 情 報 、被害 情 報 及 び 避 難 情

報 等 の 情報 収 集 訓 練  

イ  災 害対 策 本 部 と 県（ 防 災 担 当 者）、防 災 関 係機 関 、避 難 場 所 と なる 地 区 支 部 と の

情 報 収 集伝 達 訓 練  

ウ  災 害 対 策 本 部 と 民 間 防 災 活 動 協 力 団 体 及 び 応 援 協 定 締 結 地 方 公 共 団 体 と の 協

力 ・ 応 援要 請 情 報 伝 達 訓 練  

エ  同 報防 災 無 線 、電 光 情 報表 示 シ ス テ ム 及 び 災害 情 報 共 有 シ ス テ ム（ Ｌ ア ラ ー ト）

等 を 活 用し た 市 民 へ の 情 報 伝達 訓 練  

オ  防 災情 報 シ ス テ ム の 連 携実 践 訓 練  

 

 

（ ２ ） 職員 防 災 訓 練  

災 害 対 策 本 部 を 中 心 と す る 初 動 体 制 を 確 立 し 、 地 域 防 災 計 画 に 定 め ら れ た 防 災 対 応 を

習 熟 、 検 証 す る た め 、 あ ら か じ め 定 め ら れ た 配 備 体 制 基 準 に 基 づ き 、 交 通 手 段 の 制 限 、

勤 務 時 間内 外 の 条 件 等 を 設 定し て 、 定 期 的 に 職 員防 災 訓 練 を 実 施 す る。  

①  訓 練対 象 者  

市 職 員    

②  訓 練内 容  

ア  災 害対 策 本 部 要 員 及 び 地区 支 部 要 員 の 参 集 指令 及 び 集 合 配 置  

イ  任 務に 応 じ た 災 害 対 策 本部 又 は 避 難 場 所 と なる 地 区 支 部 へ の 集 合  

ウ  災 害 対 策 本 部 長 へ の 災 害 状 況 等 の 報 告 、 対 応 等 の 指 示 及 び 本 部 各 部 間 の 情 報 伝

達  

エ  災 害対 策 本 部 と 地 区 支 部と の 情 報 収 集 伝 達 訓練  

オ  そ の他 必 要 な 訓 練  

４  市が機関として行う防災訓練   

（ １ ） 情報 収 集 伝 達 訓 練  

市 は 、 地 震 発 生 直 後 に お け る 応 急 対 策 を 実 施 す る う え で 最 も 重 要 な 要 素 と な る 災 害情

報 及 び 避 難 情 報 等 を 迅 速 か つ 的 確 に 収 集 伝 達 し 、 正 確 な 情 報 の 共 有 化 を 図 る た め 、 県 及

び 防 災 関係 機 関 等 と 連 携 し て、 定 期 的 に 情 報 収 集伝 達 訓 練 を 実 施 す る。  

①  訓 練対 象 者  

ア  市 （災 害 対 策 本 部 要 員 及び 地 区 支 部 員 、 消 防団 員 ）  

イ  県 、気 象 台 等 （ 防 災 担 当者 ）  

ウ  警 察、 自 衛 隊 、 電 気 通 信事 業 者 、 交 通 機 関 等防 災 関 係 機 関  

エ  民 間防 災 活 動 協 力 団 体  

オ  応 援協 定 締 結 地 方 公 共 団体  な ど  

②  訓 練内 容  

ア  県 、気 象 台 等か ら の 津 波予 報 、津 波・地 震 情 報 、災 害 情 報 、被 害 情 報 及 び避 難 情

報 等 の 情報 収 集 訓 練  

イ  災 害対 策 本 部 と 県（ 防 災 担当 者 ）、防 災 関 係機 関 、避 難 場 所 と なる 地 区 支 部 と の

情 報 収 集伝 達 訓 練  

ウ  災 害 対 策 本 部 と 民 間 防 災 活 動 協 力 団 体 及 び 応 援 協 定 締 結 地 方 公 共 団 体 と の 協

力 ・ 応 援要 請 情 報 伝 達 訓 練  

エ  同 報防 災 無 線 、電 光 情 報表 示 シ ス テ ム 及 び 災害 情 報 共 有 シ ス テ ム（ Ｌ ア ラ ー ト）

等 を 活 用し た 市 民 へ の 情 報 伝達 訓 練  

オ  防 災情 報 シ ス テ ム の 連 携実 践 訓 練  

カ  国・県 と 連 携 し て 物 資 調達・輸 送 調 整 等 支 援シ ス テ ム（ B-Plo）を 活 用 した 物 資

調 達 訓 練  

（ ２ ） 職員 防 災 訓 練  

災 害 対 策 本 部 を 中 心 と す る 初 動 体 制 を 確 立 し 、 地 域 防 災 計 画 に 定 め ら れ た 防 災 対 応を

習 熟 、 検 証 す る た め 、 あ ら か じ め 定 め ら れ た 配 備 体 制 基 準 に 基 づ き 、 交 通 手 段 の 制 限 、

勤 務 時 間内 外 の 条 件 等 を 設 定し て 、 定 期 的 に 職 員防 災 訓 練 を 実 施 す る。  

①  訓 練対 象 者  

市 職 員    

②  訓 練内 容  

ア  災 害対 策 本 部 要 員 及 び 地区 支 部 要 員 の 参 集 指令 及 び 集 合 配 置  

イ  任 務に 応 じ た 災 害 対 策 本部 又 は 避 難 場 所 と なる 地 区 支 部 へ の 集 合  

ウ  災 害 対 策 本 部 長 へ の 災 害 状 況 等 の 報 告 、 対 応 等 の 指 示 及 び 本 部 各 部 間 の 情 報 伝

達  

エ  災 害対 策 本 部 と 地 区 支 部と の 情 報 収 集 伝 達 訓練  

オ  そ の他 必 要 な 訓 練  
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（ ３ ） 災害 図 上 訓 練  

災 害 の イ メ ー ジ 力 と 状 況 判 断 、 即 時 対 応 力 を 養 成 す る た め 、 シ ナ リ オ 非 公 開 で 災 害 状

況 の 付 与 に よ り 地 図 上 で 状 況 把 握 し 対 応 を 決 断 す る ロ ー ル プ レ イ ン グ 方 式 の 災 害 図 上 訓

練 を 実 施す る 。  

①  訓 練対 象 者  

市 職 員 、防 災 関 係 機 関  

②  訓 練内 容  

ア  被 害状 況 の 把 握 と 災 害 対策 本 部 の 設 置  

イ  被 害状 況 に 応 じ た 避 難 指示 と 避 難 所 の 開 設  

ウ  災 害対 策 本 部 、 各 局 、 関係 機 関 の 情 報 共 有 と対 応  

エ  時 間経 過 に 応 じ た 災 害 対応 方 針 の 決 定  

   オ  参 加 者 の 役 割 等 に応 じ た 災 害 対 応 （ ロー ル プ レ イ ）  

（ ４ ） 各局 の 応 急 対 策 活 動 訓練  

各 局 は 、 地 震 災 害 時 に お い て 道 路 、 下 水 道 、 住 宅 な ど の 土 木 公 共 施 設 を は じ め 、 上 水

道 、 ガ ス 、 医 療 ・ 保 健 衛 生 、 教 育 活 動 な ど 、 分 掌 す る 災 害 対 策 本 部 業 務 に つ い て 的 確 に

災 害 状 況 を 把 握 し 緊 急 な 対 策 活 動 が 適 切 に 講 じ ら れ る よ う 、 適 宜 訓 練 計 画 を 定 め 、 個 別

に 応 急 対策 活 動 訓 練 を 実 施 する 。  

【 参 照 】資 料 ４  金 沢 市 災 害対 策 本 部 の 事 務 分 掌  

５  県等の実施する訓練への参加   

県 、 隣 接 自 治 体 又 は 災 害 時 相 互 応 援 協 定 を 締 結 し て い る 地 方 公 共 団 体 が 実 施 す る 地 震 防

災 訓 練 に積 極 的 に 参 加 し 、 ある い は 参 加 し て も らう な ど 、 相 互 の 連 携強 化 を 図 る 。  

ま た 、 県 獣 医 師 会 と 連 携 し た ペ ッ ト 同 行 避 難 を 想 定 し た 防 災 訓 練 の 開 催 や 、 観 光 客 向 け

の 避 難 訓練 に つ い て も 同 様 に連 携 を 図 る 。  

６  防災関係機関の防災訓練   

防 災 関 係 機 関 は 、 職 員 に 対 す る 防 災 体 制 の 周 知 等 を 図 る た め 、 必 要 に 応 じ て 他 機 関 あ る

い は 住 民 、 防 災 士 、 災 害 ボ ラ ン テ ィ ア コ ー デ ィ ネ ー タ ー 等 の 参 加 を 得 て 、 そ れ ぞ れ が 所 管

す る 業 務に 関 し て 、 防 災 訓 練を 実 施 す る 。  

ま た 、 物 資 及 び 人 の 支 援 に 関 わ る 防 災 訓 練 を 行 う 際 に は 、 金 沢 市 災 害 時 受 援 マ ニ ュ ア ル

を 活 用 する 。  

 

 

 

（ ３ ） 災害 図 上 訓 練  

災 害 の イ メ ー ジ 力 と 状 況 判 断 、 即 時 対 応 力 を 養 成 す る た め 、 シ ナ リ オ 非 公 開 で 災 害状

況 の 付 与 に よ り 地 図 上 で 状 況 把 握 し 対 応 を 決 断 す る ロ ー ル プ レ イ ン グ 方 式 の 災 害 図 上 訓

練 を 実 施す る 。  

①  訓 練対 象 者  

市 職 員 、防 災 関 係 機 関  

②  訓 練内 容  

ア  被 害状 況 の 把 握 と 災 害 対策 本 部 の 設 置  

イ  被 害状 況 に 応 じ た 避 難 指示 と 避 難 所 の 開 設  

ウ  災 害対 策 本 部 、 各 局 、 関係 機 関 の 情 報 共 有 と対 応  

エ  時 間経 過 に 応 じ た 災 害 対応 方 針 の 決 定  

   オ  参 加 者 の 役 割 等 に応 じ た 災 害 対 応 （ ロー ル プ レ イ ）  

（ ４ ） 各局 の 応 急 対 策 活 動 訓練  

各 局 は 、 地 震 災 害 時 に お い て 道 路 、 下 水 道 、 住 宅 な ど の 土 木 公 共 施 設 を は じ め 、 上水

道 、ガ ス 、医 療・保 健 衛 生 、教 育 活動 な ど 、分 掌 す る 災害 対 策 本 部 業務 に つ い て 的 確 に 災

害 状 況 を 把 握 し 緊 急 な 対 策 活 動 が 適 切 に 講 じ ら れ る よ う 、 適 宜 訓 練 計 画 を 定 め 、 個 別 に

応 急 対 策活 動 訓 練 を 実 施 す る。  

【 参 照 】資 料 ４  金 沢 市 災 害対 策 本 部 の 事 務 分 掌  

５  県等の実施する訓練への参加   

県 、 隣 接 自 治 体 又 は 災 害 時 相 互 応 援 協 定 を 締 結 し て い る 地 方 公 共 団 体 が 実 施 す る 地 震 防

災 訓 練 に積 極 的 に 参 加 し 、 ある い は 参 加 し て も らう な ど 、 相 互 の 連 携強 化 を 図 る 。  

ま た 、 県 獣 医 師 会 や 災 害 時 協 力 協 定 団 体 等 と 連 携 し た ペ ッ ト 同 行 避 難 を 想 定 し た 防 災 訓

練 の 開 催や 、 観 光 客 向 け の 避難 訓 練 に つ い て も 同様 に 連 携 を 図 る 。  

６  防災関係機関の防災訓練   

防 災 関 係 機 関 は 、 職 員 に 対 す る 防 災 体 制 の 周 知 等 を 図 る た め 、 必 要 に 応 じ て 他 機 関 あ る

い は 住 民 、 防 災 士 、 災 害 ボ ラ ン テ ィ ア コ ー デ ィ ネ ー タ ー 等 の 参 加 を 得 て 、 そ れ ぞ れ が 所 管

す る 業 務に 関 し て 、 防 災 訓 練を 実 施 す る 。  

ま た 、 物 資 及 び 人 の 支 援 に 関 わ る 防 災 訓 練 を 行 う 際 に は 、 金 沢 市 災 害 時 受 援 マ ニ ュ ア ル

を 活 用 する 。  
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第６節  防災体制の整備 
所  管  □ 危 機 管理 監  □ 関 係 各 局  

１  基本方針   

地 震 災 害 時 に お け る 応 急 、 復 旧 対 策 を 円 滑 に 推 進 す る に は 、 平 常 時 か ら 防 災 に 係 る 組 織

体 制 の 整 備 、 充 実 に 努 め る と と も に 、 各 対 策 に 必 要 な 機 能 を で き る 限 り 集 約 化 し て い く こ

と が 必 要 で あ る 。 こ の た め 、 県 及 び 市 は 、 応 急 復 旧 活 動 の み な ら ず 、 予 防 活 動 に も 活 用 で

き る 拠 点と し て 防 災 活 動 施 設を 整 備 す る 。  

ま た 、 県 、 市 及 び 防 災 関 係 機 関 は 、 洪 水 浸 水 想 定 区 域 、 津 波 災 害 警 戒 区 域 、 土 砂 災 害 警

戒 区 域 に 配 慮 し つ つ 、 そ れ ぞ れ の 機 関 の 防 災 中 枢 機 能 を 果 た す 施 設 、 設 備 の 充 実 及 び 災 害

に 対 す る 安 全 性 の 確 保 、 総 合 的 な 防 災 機 能 を 有 す る 拠 点 ・ 街 区 の 整 備 、 推 進 に 努 め る と と

も に 、 保 有 す る 施 設 、 設 備 に つ い て 、 代 替 エ ネ ル ギ ー シ ス テ ム や 電 源 車 の 活 用 を 含 め 自 家

発 電 設 備 、LP ガ ス 災 害 用 バ ルク 、燃 料 貯 蔵 設 備 等の 整 備 を 図 り 、十 分 な 期 間（ 最 低 ３ 日 間）

の 発 電 が可 能 と な る よ う な 燃料 の 備 蓄 等 を 行 い 、平 常 時 か ら 点 検 、 訓練 等 に 努 め る 。  

さ ら に 、 地 域 に お け る 生 活 者 の 多 様 な 視 点 を 反 映 し た 防 災 対 策 の 実 施 に よ り 地 域 の 防 災

力 向 上 を 図 る た め 、 防 災 に 関 す る 政 策 ・ 方 針 決 定 過 程 及 び 防 災 の 現 場 に お け る 女 性 の 参 画

を 拡 大 し、  男 女 共 同 参 画 その 他 の 多 様 な 視 点 を取 り 入 れ た 防 災 体 制の 確 立 に 努 め る ほ か、

各 種 感 染 症 の 拡 大 防 止 を 図 る た め 、 避 難 所 に お け る 避 難 者 の 過 密 抑 制 な ど 感 染 症 対 策 に 努

め る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６節  防災体制の整備 
所  管  □ 危 機 管理 監  □ 関 係 各 局  

１  基本方針   

地 震 災 害 時 に お け る 応 急 、 復 旧 対 策 を 円 滑 に 推 進 す る に は 、 平 常 時 か ら 防 災 に 係 る 組 織

体 制 の 整 備 、 充 実 に 努 め る と と も に 、 各 対 策 に 必 要 な 機 能 を で き る 限 り 集 約 化 し て い く こ

と が 必 要 で あ る 。 こ の た め 、 県 及 び 市 は 、 応 急 復 旧 活 動 の み な ら ず 、 予 防 活 動 に も 活 用 で

き る 拠 点と し て 防 災 活 動 施 設を 整 備 す る 。  

さ ら に 、 地 域 に お け る 生 活 者 の 多 様 な 視 点 を 反 映 し た 防 災 対 策 の 実 施 に よ り 地 域 の 防 災

力 向 上 を 図 る た め 、 防 災 に 関 す る 政 策 ・ 方 針 決 定 過 程 及 び 防 災 の 現 場 に お け る 女 性 の 参 画

を 拡 大 し、  男 女 共 同 参 画 その 他 の 多 様 な 視 点 を取 り 入 れ た 防 災 体 制の 確 立 に 努 め る ほ か、

各 種 感 染 症 の 拡 大 防 止 を 図 る た め 、 避 難 所 に お け る 避 難 者 の 過 密 抑 制 な ど 感 染 症 対 策 に 努

め る 。  

ま た 、 災 害 時 に 市 町 村 で 発 生 す る 災 害 対 業 務 の イ メ ー ジ よ り 、 初 動 期 か ら 復 旧 ・ 復 興 期

に 想 定 さ れ る 業 務 を 予 測 し 、 業 務 の 整 理 、 人 員 の 配 置 及 び 部 局 横 断 型 の プ ロ ジ ェ ク ト チ ー

ム を 立 上げ す る な ど 対 応 に あた る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災 害 時 に市 町 村 で 発 生 す る 災害 対 業 務 の イ メ ー ジ  

出 典：内 閣 府（ 防 災 ）「市 町 村 の た め の 人 的 応 援 の受 入 れ に 関 す る 受 援計 画 作 成 の 手 引 き」 

 

さ ら に 近年 、総 務 省 に よ る 応急 対 策 職 員 派 遣 制 度の 災 害 マ ネ ジ メ ン ト総 括 支 援 員（ GADM）

や 対 口 支 援 （ 被 災 市 区 町 村 を １ 対 １ で 担 当 す る 団 体 が 、 自 己 完 結 的 に 支 援 を 行 う も の ） 及

び 防 災 関 係 機 関 に よ る 災 害 対 策 リ エ ゾ ン が 派 遣 さ れ る こ と か ら 、 円 滑 な 受 入 れ 、 情 報 共 有
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■ 体 系  

 

 

 

 

 

２  県の活動体制  ［※２と３入替］  

本 市 と 密 接 な 連 携 の も と に 災 害 応 急 対 策 を 実 施 す る 石 川 県 は 、 災 害 対 策 本 部 要 員 等 の 確

保 、 地 域 防 災 計 画 に 基 づ く 防 災 活 動 要 領 （ マ ニ ュ ア ル ） 等 の 整 備 、 災 害 対 策 本 部 室 （ 専 用

室 ） の 整備 、 県 庁 舎 内 で の 災害 対 策 本 部 職 員 用 の物 資 備 蓄 を 進 め て いる 。  

３  市の活動体制   

市 は 、 震度 5 弱 以上 の 地 震 が発 生 し た 時 に 災 害 対策 本 部 を 速 や か に 設置 で き る よ う 災 害

対 策 本 部 室 の 場 所 、 設 置 手 順 等 を 定 め る と と も に 、 職 員 の 動 員 、 配 備 、 任 務 等 を あ ら か じ

め 明 確 に定 め る な ど 、 そ れ ぞれ の 責 務 を 遂 行 す るた め に 必 要 な 活 動 体制 を 整 備 す る 。  

（ １ ） 災害 対 策 本 部 要 員 等 の確 保  

市 は 、 災 害 発 生 時 に 災 害 対 策 本 部 を 速 や か に 設 置 で き る よ う 災 害 対 策 本 部 室 の 場 所 、

設 置 手 順 等 を 定 め る と と も に 、 職 員 の 動 員 、 配 備 、 任 務 等 を あ ら か じ め 明 確 に 定 め る な

ど 、 そ れぞ れ の 責 務 を 遂 行 する た め に 必 要 な 活 動体 制 を 整 備 す る 。  

（ ２ ） 災害 情 報 の 収 集  

市 は 、 災 害 情 報 の 収 集 に 当 た っ て は 平 常 時 か ら 校 下 ・ 地 区 ご と に 収 集 伝 達 体 制 を 整 え

る 。  

（ ３ ） 情報 発 信  

市 は 、避難 所 、校 下・地 区 ご と の 情 報 伝 達 体 制 を点 検 し 、必 要 な 整 備を 図 り 、防 災・減

災 に 向 けた シ ス テ ム 等 の Ｉ ＣＴ 化 を 推 進 し 、 各 避難 所 と の 情 報 共 有 を図 る 。  

な お 、 在 宅 被 災 者 な ど 、 避 難 所 以 外 に お け る 情 報 提 供 が 十 分 確 保 さ れ る よ う 努 め る と

と も に 、 居 住 地 以 外 の 市 町 村 に 避 難 す る 被 災 者 を 想 定 し 、 被 災 者 の 所 在 地 等 の 情 報 を 避

難 元 と 避難 先 の 地 方 公 共 団 体が 共 有 す る 仕 組 み の円 滑 な 運 用 ・ 強 化 を図 る 。  

（ ４ ） 国、 県 、 専 門 家 等 と の連 絡 体 制 等 の 整 備  

市 は 、避 難指 示 等 に つ い て はそ れ ら の 解 除 を 行 う際 に 、国 、県 又 は 専門 家 等 に 必 要 な 助

言 を 求 める こ と が で き る よ う 、連 絡 調 整 窓 口 、連 絡の 方 法 を 取 り 決 めて お く と と も に 、連

な ど に 努め る 。  

■ 体 系  

 

 

 

 

 

２  市の活動体制   

市 は 、 震度 5 弱 以 上 の 地 震 が発 生 し た 時 に 災 害 対策 本 部 を 速 や か に 設置 で き る よ う 災 害

対 策 本 部 室 の 場 所 、 設 置 手 順 等 を 定 め る と と も に 、 職 員 の 動 員 、 配 備 、 任 務 等 を あ ら か じ

め 明 確 に定 め る な ど 、 そ れ ぞれ の 責 務 を 遂 行 す るた め に 必 要 な 活 動 体制 を 整 備 す る 。  

（ １ ） 災害 対 策 本 部 要 員 等 の確 保  

市 は 、 災 害 発 生 時 に 災 害 対 策 本 部 を 速 や か に 設 置 で き る よ う 災 害 対 策 本 部 室 の 場 所、

設 置 手 順 等 を 定 め る と と も に 、 職 員 の 動 員 、 配 備 、 任 務 等 を あ ら か じ め 明 確 に 定 め る な

ど 、 そ れぞ れ の 責 務 を 遂 行 する た め に 必 要 な 活 動体 制 を 整 備 す る 。  

ま た 、 長期 化 を 見 す え た 交 替体 制 の 構 築 や 職 場 備蓄 に つ い て も 必 要 な準 備 を 整 え る 。  

（ ２ ） 災害 情 報 の 収 集  

市 は 、 災 害 情 報 の 収 集 に 当 た っ て は 平 常 時 か ら 校 下 ・ 地 区 ご と に 収 集 伝 達 体 制 を 整 え

る 。  

大 規 模 災 害 発 生 時 は 、 市 民 か ら の 救 援 要 請 や 各 種 問 い 合 わ せ が 殺 到 す る た め 、 早 期に

問 い 合 わせ 窓 口 の 設 置 に 努 める 。  

 

（ ３ ） 情報 発 信  

市 は 、避 難 所 、校 下・地 区 ご と の 情報 伝 達 体 制 を点 検 し 、必 要 な 整 備を 図 り 、防 災・減

災 に 向 けた シ ス テ ム 等 の Ｉ ＣＴ 化 を 推 進 し 、 各 避難 所 と の 情 報 共 有 を図 る 。  

な お 、 在 宅 被 災 者 な ど 、 避 難 所 以 外 に お け る 情 報 提 供 が 十 分 確 保 さ れ る よ う 努 め ると

と も に 、 居 住 地 以 外 の 市 町 村 に 避 難 す る 被 災 者 を 想 定 し 、 被 災 者 の 所 在 地 等 の 情 報 を 避

難 元 と 避難 先 の 地 方 公 共 団 体が 共 有 す る 仕 組 み の円 滑 な 運 用 ・ 強 化 を図 る 。  

（ ４ ） 国、 県 、 専 門 家 等 と の連 絡 体 制 等 の 整 備  

市 は、避 難 指 示 等 に つ い て はそ れ ら の 解 除 を 行 う際 に 、国 、県 又 は 専門 家 等 に 必 要 な 助

言 を 求 める こ と が で き る よ う、連 絡 調 整 窓 口、連 絡 の 方 法 を 取 り 決 めて お く と と も に、連

絡 先 の 共有 を 徹 底 し て お く など 、 必 要 な 準 備 を 整え る 。  

ま た 、 避難 所 運 営 や ペ ッ ト 対応 、 外 国 人 対 応 な ど様 々 な 分 野 に お け る災 害 対 応 に 関 し 、

専 門 的 な知 識・経 験 を 有 す る専 門 家 や Ｎ Ｐ Ｏ 法 人等 と の 連 携 を 図 る ため 、協 力 協 定 の 締 結

防 災 体 制の 整 備  県 の 活 動体 制  

市 の 活 動体 制  

防 災 関 係機 関 の 活 動 体 制  

防 災 体 制の 整 備  県 の 活 動体 制  

市 の 活 動体 制  

防 災 関 係機 関 の 活 動 体 制  
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絡 先 の 共有 を 徹 底 し て お く など 、 必 要 な 準 備 を 整え る 。  

ま た 、 避難 所 運 営 や ペ ッ ト 対応 、 外 国 人 対 応 な ど様 々 な 分 野 に お け る災 害 対 応 に 関 し 、

専 門 的 な知 識・経 験 を 有 す る専 門 家 や Ｎ Ｐ Ｏ 法 人等 と の 連 携 を 図 る ため 、協 力 協 定 の 締 結

を 推 進 する と と も に 、 平 時 より 継 続 的 な 連 携 訓 練の 実 施 に 努 め る 。  

（ ５ ） 他の 地 方 公 共 団 体 等 との 応 援 協 定 締 結 の 推進  

市 は 、 応 急 活 動 及 び 復 旧 活 動 に 関 し 、 相 互 応 援 の 協 定 を 締 結 す る な ど 、 平 常 時 よ り 連

携 を 強 化 し て お く も の と す る 。 な お 、 相 互 応 援 協 定 の 締 結 に 当 た っ て は 、 近 隣 の 地 方 公

共 団 体 に 加 え て 、 大 規 模 な 地 震 災 害 等 に よ る 同 時 被 災 を 避 け る 観 点 か ら 、 遠 方 に 所 在 す

る 地 方 公 共 団 体 と の 間 の 協 定 締 結 も 考 慮 す る 。 災 害 時 協 力 協 定 締 結 先 に つ い て は 、 以 下

の 内 容 につ い て 拡 充 を 検 討 する 。  

・ 各 種 災害 用 ト イ レ の 提 供  

・ ペ ッ ト飼 養 用 品 （ ケ ー ジ 、餌 、 ト イ レ 道 具 等 ）  

・ 外 国 人観 光 客 対 応  

・ 福 祉 支援  な ど  

（ ６ ） 協力 団 体 等 と の 災 害 時協 力 協 定 の 強 化  

市 は 、迅 速 な 応急・復 旧 活 動を 行 う た め 、各 種 協 力 団 体と の 災 害 時 協力 協 定 に つ い て、

相 互 に 内 容 確 認 や 必 要 に 応 じ 見 直 し を 行 う と と も に 、 実 践 に 即 し た 連 携 訓 練 の 実 施 等 に

よ り 自 発的 な 協 力 行 動 を 促 すな ど 、 平 常 時 よ り 連携 を 強 化 す る 。  

ま た 、 協 定 締 結 先 に つ い て 、 幅 広 い 分 野 に お い て 拡 充 を 検 討 す る と と も に 、 専 門 的 知

識 を 有 する Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 等 と の協 定 締 結 を 積 極 的 に進 め る 。  

 

（ ７ ） 防災 マ ニ ュ ア ル （ 業 務継 続 計 画 ） の 策 定 等  

市 は 、 地 震 発 生 時 の 災 害 応 急 対 策 等 の 実 施 や 優 先 度 の 高 い 通 常 業 務 の 継 続 の た め 、 防

災 マ ニ ュ ア ル （ 業 務 継 続 計 画 ） の 策 定 な ど に よ り 、 業 務 継 続 性 の 確 保 を 図 る 。 ま た 、 実

効 性 あ る 業 務 継 続 体 制 を 確 保 す る た め 、 必 要 な 資 源 の 継 続 的 な 確 保 、 定 期 的 な 教 育 ・ 訓

練 ・ 点 検 等 の 実 施 、 訓 練 等 を 通 じ た 経 験 の 蓄 積 や 状 況 の 変 化 等 に 応 じ た 体 制 の 見 直 し 、

計 画 の 改訂 な ど を 行 う 。  

 

 

 

（ ８ ） り災 証 明 交 付 体 制 の 確立  

市 は 、 速や か に り 災 証 明 を 交付 で き る よ う 、 平 常時 か ら 次 の 措 置 を 講ず る 。  

ア  り 災 証 明 交 付 の た め の 調 査 や 発 行 事 務 の 効 率 化 を 図 る た め 、 マ ニ ュ ア ル の 作 成

に 努 め る と と も に 、 先 導 的 な 事 例 や Ｇ Ｉ Ｓ 、 被 災 者 支 援 シ ス テ ム 等 の 活 用 に つ い

て 検 討 を行 い 、 所 要 の 体 制 の整 備 を 図 る 。  

イ  自 治体 間 の 支 援 体 制 を 確立 す る た め の 協 定 など を 締 結 す る 。  

ウ  国 、県 等 が 実 施 す る り 災証 明 事 務 等 の 研 修 に対 し 、職 員 を 積 極 的に 参 加 さ せ る。 

を 推 進 する と と も に 、 平 時 より 継 続 的 な 連 携 訓 練の 実 施 に 努 め る 。  

市 は 、学 識 経験 者 の 防 災 ア ドバ イ ザ ー を 設 置 し 、平 時に お け る 各 種 防災 施 策 へ の 助 言 や

災 害 時 にお け る 災 害 応 急 対 策へ の 助 言 を 得 る な どし て 、 危 機 管 理 体 制の 強 化 を 図 る 。  

（ ５ ） 他の 地 方 公 共 団 体 等 との 応 援 協 定 締 結 の 推進  

市 は 、 応 急 活 動 及 び 復 旧 活 動 に 関 し 、 相 互 応 援 の 協 定 を 締 結 す る な ど 、 平 常 時 よ り連

携 を 強 化 し て お く も の と す る 。 な お 、 相 互 応 援 協 定 の 締 結 に 当 た っ て は 、 近 隣 の 地 方 公

共 団 体 に 加 え て 、 大 規 模 な 地 震 災 害 等 に よ る 同 時 被 災 を 避 け る 観 点 か ら 、 遠 方 に 所 在 す

る 地 方 公 共 団 体 と の 間 の 協 定 締 結 も 考 慮 す る 。 災 害 時 協 力 協 定 締 結 先 に つ い て は 、 以 下

の 内 容 につ い て 拡 充 を 検 討 する 。  

・ 各 種 災害 用 ト イ レ の 提 供  

・ ペ ッ ト飼 養 用 品 （ ケ ー ジ 、餌 、 ト イ レ 道 具 等 ）  

・ 外 国 人観 光 客 対 応  

・ 福 祉 支援  な ど  

（ ６ ） 協力 団 体 等 と の 災 害 時協 力 協 定 の 強 化  

市 は 、迅速 な 応 急・復 旧 活 動を 行 う た め 、各 種 協力 団 体 と の 災 害 時 協力 協 定 に つ い て、

連 携 担 当 班 を 明 確 に し て お く こ と で 、 相 互 に 内 容 確 認 や 必 要 に 応 じ 見 直 し を 行 う と と も

に 、 実 践 に 即 し た 連 携 訓 練 の 実 施 等 に よ り 自 発 的 な 協 力 行 動 を 促 す な ど 、 平 常 時 よ り 連

携 を 強 化す る 。  

ま た 、 協 定 締 結 先 に つ い て 、 幅 広 い 分 野 に お い て 拡 充 を 検 討 す る と と も に 、 専 門 的知

識 を 有 す る Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 等 と の 協 定 締 結 を 積 極 的 に 進 め る 。 市 と し て 不 足 す る 連 携 す べ き

分 野 を 洗い 出 し 、 国 の 被 災 者援 護 協 力 団 体 の 登 録制 度 を 活 用 し て 不 足分 野 を 補 足 す る 。  

（ ７ ） 防災 マ ニ ュ ア ル （ 業 務継 続 計 画 ） の 活 用 等  

市 は 、 地 震 発 生 時 の 災 害 応 急 対 策 等 の 実 施 や 優 先 度 の 高 い 通 常 業 務 の 継 続 の た め 、防

災 マ ニ ュア ル（ 業 務 継 続 計 画 ）を 活用 し 、業 務 継 続 性 の確 保 を 図 る 。ま た 、実 効 性 あ る 業

務 継 続 体 制 を 確 保 す る た め 、 必 要 な 資 源 の 継 続 的 な 確 保 、 定 期 的 な 教 育 ・ 訓 練 ・ 点 検 等

の 実 施 、 訓 練 等 を 通 じ た 経 験 の 蓄 積 や 状 況 の 変 化 等 に 応 じ た 体 制 の 見 直 し 、 計 画 の 改 訂

な ど を 行う 。  

同 マ ニ ュ ア ル は 災 害 対 策 本 部 各 班 の 業 務 に つ い て 規 定 し て い る が 、 あ て は ま ら な い業

務 や 人 員 を 必 要 と す る 業 務 な ど が 生 じ た 場 合 は 、 部 局 横 断 型 の プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム を 立

上 げ 対 応す る 。  

（ ８ ） り災 証 明 交 付 体 制 の 確立  

市 は 、 速や か に り 災 証 明 を 交付 で き る よ う 、 平 常時 か ら 次 の 措 置 を 講ず る 。  

ア  り 災 証 明 交 付 の た め の 調 査 や 発 行 事 務 の 効 率 化 を 図 る た め 、 マ ニ ュ ア ル の 作 成

に 努 め る と と も に 、 先 導 的 な 事 例 や Ｇ Ｉ Ｓ 、 被 災 者 支 援 シ ス テ ム 等 の 活 用 に つ い

て 検 討 を行 い 、 所 要 の 体 制 の整 備 を 図 る 。  

イ  自 治体 間 の 支 援 体 制 を 確立 す る た め の 協 定 など を 締 結 す る 。  

ウ  国 、県 等 が 実 施 す る り 災証 明 事 務 等 の 研 修 に対 し 、 職 員 を 積 極 的に 参 加 さ せ る。 
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エ  民 間の 調 査 要 員 の 確 保 策に つ い て 検 討 す る 。  

（ ９ ） 応急 仮 設 住 宅 の 建 設 地等 の 事 前 選 定  

市 は 、 平 常 時 か ら 、 応 急 危 険 度 判 定 対 象 建 築 物 及 び 仮 設 住 宅 建 設 戸 数 と 建 設 予 定 地 を

設 定 し て お く も の と す る 。 但 し 、 仮 設 住 宅 建 設 地 の 事 前 選 定 に は 、 津 波 や 土 砂 災 害 等 の

危 険 区 域か ら の 除 外 に つ い て考 慮 す る 。  

（ 10） 災害 廃 棄 物 の 仮 置 場 の確 保  

市 は 、 災害 廃 棄 物 処 理 計 画 に基 づ き 、 災 害 廃 棄 物の 仮 置 場 の 確 保 に 努め る 。  

（ 11） 被災 者 生 活 再 建 支 援 制度 等 の 周 知  

市 は 、 被 災 者 の 早 期 生 活 再 建 を 図 る た め 、 平 常 時 か ら 、 被 災 者 生 活 再 建 支 援 制 度 、 り

災 証 明 制度 及 び 住 宅 応 急 修 理制 度 に つ い て 市 民 にわ か り や す い 制 度 周知 に 努 め る 。  

（ 12） 情報 の バ ッ ク ア ッ プ 化  

市 は 、 円 滑 な 災 害 復 旧 を 図 る た め 、 あ ら か じ め 自 ら 保 有 す る コ ン ピ ュ ー タ ・ シ ス テ ム

や 各 種 デー タ (戸 籍 、住 民 基 本 台帳 、地 籍 、建 築 物 、権利 関 係 、施 設 、地 下埋 設 物 等 情 報

及 び 測 量図 面 、 情 報 図 面 等 )の 総 合 的 な 整 備 保 全及 び バ ッ ク ア ッ プ 体制 の 整 備 に 努 め る。 

（ 13） かな ざ わ 災 害 時 等 協 力事 業 所 登 録 制 度 の 登録  

市 は 、 災 害 時 に 協 力 活 動 可 能 な 事 業 所 に 対 し て 、 か な ざ わ 災 害 時 等 協 力 事 業 所 登 録 制

度 の 登 録を 推 進 す る 。  

 

（ 14） 動物 へ の 対 応  

市 は 、 市 内 の ペ ッ ト へ の マ イ ク ロ チ ッ プ の 普 及 ・ 啓 発 や 盲 導 犬 等 の ケ ア に つ い て 、 県

獣 医 師 会 と の 連 携 を 検 討 す る 。 収 容 施 設 や 飼 育 用 品 の 提 供 等 に 関 す る 関 係 団 体 と の 災 害

時 協 力 協定 の 締 結 に 努 め る 。  

 

 

（ 15） 受援 計 画 の 策 定 等  

ア  金 沢 市 災 害 時 受 援 マ ニ ュ ア ル に は 、 災 害 の 規 模 や 被 災 地 の ニ ー ズ に 応 じ て 円 滑

に 他 の 地 方 公 共 団 体 及 び 防 災 関 係 機 関 か ら 応 援 を 受 け る こ と が で き る よ う に 、

受 援 先 の指 定 、受 援 に 関 す る連 絡・要 請 の 手 順 、災 害 対 策 本 部 と の 役割 分 担・連

絡 調 整 体制 、応 援 機 関 の 活 動拠 点 、応 援 要 員 の 集合・配 置 体 制 や 資 機材 等 の 集 積・

輸 送 体 制等 に つ い て 必 要 な 準備 を 整 え る 。  

イ  市 は、国 や 他 の 地 方 公 共団 体 等 か ら の 応 援 職員 を 迅 速・的 確 に 受け 入 れ て 直 ち に

エ  民 間の 調 査 要 員 の 確 保 策に つ い て 検 討 す る 。  

（ ９ ） 応急 仮 設 住 宅 の 建 設 地等 の 事 前 選 定  

市 は 、 平 常 時 か ら 、 応 急 危 険 度 判 定 対 象 建 築 物 及 び 仮 設 住 宅 建 設 戸 数 と 建 設 予 定 地を

設 定 し て お く も の と す る 。 但 し 、 仮 設 住 宅 建 設 地 の 事 前 選 定 に は 、 津 波 や 土 砂 災 害 等 の

危 険 区 域か ら の 除 外 に つ い て考 慮 す る 。  

（ 10） 災害 廃 棄 物 の 仮 置 場 の確 保  

市 は 、 災害 廃 棄 物 処 理 計 画 に基 づ き 、 災 害 廃 棄 物の 仮 置 場 の 確 保 に 努め る 。  

（ 11） 被災 者 生 活 再 建 支 援 制度 等 の 周 知  

市 は 、 被 災 者 の 早 期 生 活 再 建 を 図 る た め 、 平 常 時 か ら 、 被 災 者 生 活 再 建 支 援 制 度 、り

災 証 明 制度 及 び 住 宅 応 急 修 理制 度 に つ い て 市 民 にわ か り や す い 制 度 周知 に 努 め る 。  

（ 12） 情報 の バ ッ ク ア ッ プ 化  

市 は 、 円 滑 な 災 害 復 旧 を 図 る た め 、 あ ら か じ め 自 ら 保 有 す る コ ン ピ ュ ー タ ・ シ ス テム

や 各 種 デー タ (戸 籍 、住 民 基 本 台 帳 、地 籍 、建 築 物 、権 利 関 係 、施 設 、地 下 埋 設 物 等 情 報

及 び 測 量図 面 、 情 報 図 面 等 )の 総 合 的 な 整 備 保 全及 び バ ッ ク ア ッ プ 体制 の 整 備 に 努 め る 。 

（ 13） かな ざ わ 災 害 時 等 協 力事 業 所 登 録 制 度 の 登録  

市 は 、 災 害 時 に 協 力 活 動 可 能 な 事 業 所 に 対 し て 、 か な ざ わ 災 害 時 等 協 力 事 業 所 登 録制

度 の 登 録を 推 進 す る 。  

 

（ 14） 動物 へ の 対 応  

市 は 、 市 内 の ペ ッ ト へ の マ イ ク ロ チ ッ プ の 普 及 ・ 啓 発 や 盲 導 犬 等 の ケ ア に つ い て 、県

獣 医 師 会や 災 害 時 協 力 協 定 団体 と の 連 携 し 、 収 容施 設 や 飼 育 用 品 の 提供 等 に 努 め る 。  

ま た 、 災 害 時 に お け る ペ ッ ト 同 行 避 難 事 例 集 を 作 成 し 、 平 時 か ら の ペ ッ ト 防 災 に 関す

る 啓 発 や 在 宅 避 難 や 車 中 泊 避 難 な ど の 避 難 手 法 に 応 じ た 注 意 点 な ど に つ い て 周 知 を 図

る 。  

（ 15） 受援 計 画 の 策 定 等  

ア  金 沢市 災 害 時 受 援 マ ニ ュア ル に は 、災 害 の 規模 や 被 災 地 の ニ ー ズに 応 じ て 円 滑 に  

他 の 地 方公 共 団 体 及 び 防 災 関係 機 関 か ら 応 援 を 受け る こ と が で き る よう に 、受 援 先  

の 指 定 、受援 に 関 す る 連 絡・要請 の 手 順 、災 害 対 策本 部 と の 役 割 分 担・連 絡 調 整 体  

制 、応 援 機関 の 活 動 拠 点 、応 援要 員 の 集 合・配 置 体制 や 資 機 材 等 の 集積・輸 送 体 制  

等 に つ いて 必 要 な 準 備 を 整 える 。  

イ  市 は、国 や 他 の 地 方 公 共団 体 等 か ら の 応 援 職員 を 迅 速・的 確 に 受け 入 れ て 直 ち に
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活 動 が でき る よ う に 、情 報 共 有 や 各 種 調 整、総 合 窓 口 の 早 期 開 設 等 を行 う た め の 受

援 体 制 の整 備 に 努 め る。特 に 、庁内 全 体 及 び 各 業務 担 当 部 署 に お け る受 援 担 当 者 の

選 定 や 応援 職 員 等 の 執 務 ス ペー ス の 確 保 を 行 う。ま た 、各 種 感 染 症 対策 と し て 、避

難 者 の 過密 抑 制 な ど 感 染 症 対策 に 努 め る 。  

ウ  市 は ，訓練 等 を 通 じ て ，応 急対 策 職 員 派 遣 制度 を 活 用 し た 応 援 職員 の 受 け 入 れ に  

つ い て ，活 用 方 法 の 習 熟 ， 発災 時 に お け る 円 滑 な活 用 の 促 進 に 努 め る。  

エ  市 は ，他の 公 共 団 体 等 にお い て 災 害 が 発 生 した 場 合 、災 害 の 規 模や 被 災 地 の ニ ー  

ズ に 応 じた 支 援 や 応 援 活 動 がで き る よ う 、 支 援 力の 強 化 を 検 討 す る 。  

 

 

 

（ 16） 帰宅 困 難 者 対 策 の 確 立  

市 は 、 大 規 模 地 震 の 発 生 に 伴 う 交 通 の 途 絶 に よ り 金 沢 駅 周 辺 等 に お い て 多 く の 帰 宅 困

難 者 の 発 生 が 予 測 さ れ る た め 、 混 乱 を 速 や か に 抑 制 し 円 滑 な 避 難 誘 導 が で き る よ う 、 帰

宅 困 難 者対 応 マ ニ ュ ア ル を 策定 し 、 平 常 時 か ら 次の 措 置 を 講 ず る 。  

ア  帰 宅困 難 者 の 一 斉 帰 宅 を抑 制 し 、混 乱 や 危 険を 回 避 す る た め 、あ ら か じめ 施 設 管

理 者 と 協 議 し た 上 で 、 公 共 ・ 商 業 ・ 交 通 施 設 な ど を 一 時 滞 在 施 設 ・ 場 所 と し て 確

保 す る 。 ま た 、 帰 宅 困 難 者 等 へ 迅 速 に 情 報 を 伝 達 す る た め 、 観 光 案 内 所 等 に デ ジ

タ ル サ イネ ー ジ 等 の 情 報 設 備を 整 備 す る 。  

 

イ  平 時よ り 、金 沢 駅 周 辺 にお け る 混 乱 を 防 止 する た め 、交 通 事 業 者、駅 周 辺 事 業 者

を 交 え た 避 難 ・ 誘 導 訓 練 を 実 施 す る 。 ま た 、 ひ が し 茶 屋 街 な ど 主 要 な 観 光 地 周 辺

に お い て も 観 光 客 等 の 帰 宅 困 難 者 に 対 し て 円 滑 な 避 難 誘 導 を 行 う た め 、 観 光 ボ ラ

ン テ ィ アガ イ ド へ の 研 修 な どに よ り 、 連 携 体 制 を整 え て お く 。  

 

ウ  事 業所 を 有 す る 企 業 等 に対 し 、発 災 後 の 一 斉帰 宅 の 抑 制 を 周 知 する と と も に 、社

内 備 蓄 の 推 進 や 安 全 確 保 を 促 す 。 ま た 、 市 は 正 し い 防 災 知 識 に よ る 社 内 教 育 の た

め 企 業 防災 士 の 資 格 取 得 や 育成 を 支 援 す る 。  

（ 17） 要支 援 者 対 策  

市 は 、 要 支 援 者 に 関 す る 迅 速 な 把 握 と 災 害 対 策 本 部 へ の 速 や か な 情 報 提 供 に 向 け た 手

段 の 確 立に 努 め る 。  

（ 18） 物資 の 備 蓄 ・ 受 入 れ 体制 の 整 備  

市 は 、 備 蓄 計 画 に つ い て 、 食 料 や 毛 布 等 、 各 都 市 に 共 通 す る 備 蓄 品 を 県 内 市 及 び 中 核

市 災 害 時 相 互 応 援 協 定 等 を 活 用 し て 確 保 す る 。 併 せ て 家 庭 内 備 蓄 の 啓 発 や 、 流 通 備 蓄 の

活 用 に つい て 研 究 す る 。ま た 、分 散 備 蓄 に つ い て 、県 と連 携 し 物 流 拠点 等 の 充 実 を 図 る。 

ま た 、 国 か ら の プ ッ シ ュ 型 支 援 物 資 の 受 入 に つ い て は 、 大 量 の ト ラ ッ ク 配 送 が 想 定 さ

れ る た め、 民 間 倉 庫 の 活 用 に向 け て 民 間 倉 庫 業 者と の 連 携 体 制 を 整 える 。  

活 動 が でき る よ う に 、情 報 共 有 や 各 種 調 整、総 合 窓 口 の 早 期 開 設 等 を行 う た め の 受

援 体 制 の整 備 に 努 め る。特 に 、庁 内全 体 及 び 各 業務 担 当 部 署 に お け る受 援 担 当 者 の

選 定 や 応援 職 員 等 の 執 務 ス ペー ス の 確 保 を 行 う 。ま た 、各 種 感 染 症 対策 と し て 、避

難 者 の 過密 抑 制 な ど 感 染 症 対策 に 努 め る 。  

ウ  市 は ，訓練 等 を 通 じ て ，応 急対 策 職 員 派 遣 制度 を 活 用 し た 応 援 職員 の 受 け 入 れ に  

つ い て ，活 用 方 法 の 習 熟 ， 発災 時 に お け る 円 滑 な活 用 の 促 進 に 努 め る。  

エ  市 は ，他の 公 共 団 体 等 にお い て 災 害 が 発 生 した 場 合 、災 害 の 規 模や 被 災 地 の ニ ー  

ズ に 応 じた 支 援 や 応 援 活 動 がで き る よ う 、 支 援 力の 強 化 を 検 討 す る 。  

オ  市 は、金 沢 市 災 害 時 受 援マ ニ ュ ア ル に つ い て、県 の 受 援 マ ニ ュ アル と の 整 合 を 図

り つ つ、応 援 職 員 の 活 動 拠 点や 仮 設 住 宅 等 の 候 補地 を 再 検 証 し、よ り 実 効 性 の 高

い マ ニ ュア ル へ の 整 備 を 行 う。  

（ 16） 帰宅 困 難 者 対 策 の 確 立  

市 は 、 大 規 模 地 震 の 発 生 に 伴 う 交 通 の 途 絶 に よ り 金 沢 駅 周 辺 等 に お い て 外 国 人 観 光客

を 含 む 多 く の 帰 宅 困 難 者 の 発 生 が 予 測 さ れ る た め 、 混 乱 を 速 や か に 抑 制 し 円 滑 な 避 難 誘

導 が で きる よ う 、 帰 宅 困 難 者対 応 マ ニ ュ ア ル を 策定 し 、 平 常 時 か ら 次の 措 置 を 講 ず る 。  

ア  公 共 交 通 機 関 の 利 用 者 や 商 業 施 設 か ら の 一 斉 帰 宅 を 抑 制 し 、 混 乱 や 危 険 を 回 避

す る た め 、 あ ら か じ め 施 設 管 理 者 と 協 議 し た 上 で 、 公 共 ・ 商 業 ・ 交 通 施 設 な ど を

一 時 滞 在 施 設 ・ 場 所 と し て 確 保 す る と と も に 、 防 災 用 備 蓄 品 の 配 備 に 努 め る 。 ま

た 、 帰 宅 困 難 者 等 へ 迅 速 に 情 報 を 伝 達 す る た め 、 観 光 案 内 所 等 に 大 型 ビ ジ ョ ン や

デ ジ タ ルサ イ ネ ー ジ 等 の 情 報設 備 を 整 備 す る 。  

イ  平 時よ り 、金 沢 駅 周 辺 にお け る 混 乱 を 防 止 する た め 、金 沢 駅 の 近隣 事 業 者（ 交通

事 業 者 、 駅 周 辺 事 業 者 ） と の 連 絡 会 及 び 合 同 訓 練 を 定 期 的 に 実 施 す る 。 ま た 、 ひ

が し 茶 屋 街 な ど 主 要 な 観 光 地 周 辺 に お い て も 観 光 客 等 の 帰 宅 困 難 者 に 対 し て 円 滑

な 避 難 誘 導 を 行 う た め 、 観 光 ボ ラ ン テ ィ ア ガ イ ド へ の 研 修 な ど に よ り 、 連 携 体 制

を 整 え てお く 。  

ウ  事 業所 を 有 す る 企 業 等 に対 し 、発 災 後 の 一 斉帰 宅 の 抑 制 を 周 知 する と と も に 、社

内 備 蓄 の 推 進 や 安 全 確 保 を 促 す 。 ま た 、 市 は 正 し い 防 災 知 識 に よ る 社 内 教 育 の た

め 企 業 防災 士 の 資 格 取 得 や 育成 を 支 援 す る 。  

（ 17） 要支 援 者 対 策  

市 は 、 災 害 時 要 支 援 者 名 簿 や 個 別 避 難 計 画 等 を 活 用 し 、 要 支 援 者 に 関 す る 迅 速 な 安否

情 報 の 把握 と 災 害 対 策 本 部 への 速 や か な 情 報 提 供に 向 け た 手 段 の 確 立に 努 め る 。  

（ 18） 物資 の 備 蓄 ・ 受 入 れ 体制 の 整 備  

市 は 、 備 蓄 計 画 に つ い て 、 食 料 や 毛 布 等 、 各 都 市 に 共 通 す る 備 蓄 品 を 県 内 市 及 び 中核

市 災 害 時 相 互 応 援 協 定 等 を 活 用 し て 確 保 す る 。 併 せ て 家 庭 内 備 蓄 の 啓 発 や 、 流 通 備 蓄 の

活 用 に つい て 研 究 す る 。ま た、分 散 備 蓄 に つ い て、県 と 連 携 し 物 流 拠点 等 の 充 実 を 図 る。 

ま た 、 国 か ら の プ ッ シ ュ 型 支 援 物 資 の 受 入 に つ い て は 、 大 量 の ト ラ ッ ク 配 送 が 想 定さ

れ る た め、 民 間 倉 庫 の 活 用 に向 け て 民 間 倉 庫 業 者と の 連 携 体 制 を 整 える 。  
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（ 19） 男女 共 同 参 画 の 視 点 を取 り 入 れ た 防 災 体 制  

市 は ，男 女共 同 参 画 そ の 他 の多 様 な 視 点 か ら ，男 女共 同 参 画 担 当 部 局が 災 害 対 応 に つ い

て 庁 内 及び 避 難 所 等 に お け る連 絡 調 整 を 行 い ，ま た，男 女 共 同 参 画 セン タ ー が 地 域 に お け

る 防 災 活 動 の 推 進 拠 点 と な る よ う ， 平 常 時 及 び 災 害 時 に お け る 男 女 共 同 参 画 担 当 部 局 及

び 男 女 共 同 参 画 セ ン タ ー の 役 割 に つ い て ， 防 災 担 当 部 局 と 男 女 共 同 参 画 担 当 部 局 が 連 携

し 明 確 化し て お く よ う 努 め るも の と す る 。  

（ 20） 事業 継 続 力 強 化 支 援 計画 の 策 定  

市 は 、中 小企 業 等 に よ る 事 業継 続 力 強 化 計 画 に 基づ く 取 組 等 の 防 災・減災 対 策 の 普 及 を

促 進 す るた め ，商 工 会・商 工 会 議 所 と 連 携 し て，事 業 継 続 力 強 化 支 援計 画 の 策 定 に 努 め る。 

（ 21） 災害 発 生 時 の 中 小 企 業等 の 被 害 状 況 の 把 握  

市 は 、あ らか じ め 商 工 会・商 工会 議 所 等 と 連 携 体制 を 構 築 す る な ど 、災害 発 生 時 に 中 小

企 業 等 の被 害 状 況 を 迅 速 か つ適 切 に 把 握 で き る 体制 の 整 備 に 努 め る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

４  防災関係機関の活動体制   

防 災 関 係 機 関 は 、 地 震 が 発 生 し た 時 に 応 急 対 策 活 動 を 円 滑 に 行 え る よ う 職 員 の 動 員 、 配

備 、 任 務 等 を あ ら か じ め 明 確 に 定 め る な ど 、 そ れ ぞ れ の 責 務 を 遂 行 す る た め に 必 要 な 活 動

体 制 を 整備 す る 。  

 

 

（ 19） 男女 共 同 参 画 の 視 点 を取 り 入 れ た 防 災 体 制  

市 は ，男 女 共同 参 画 そ の 他 の多 様 な 視 点 か ら ，男 女 共同 参 画 担 当 部 局が 災 害 対 応 に つ い

て 庁 内 及び 避 難 所 等 に お け る連 絡 調 整 を 行 い ，ま た ，男 女 共 同 参 画 セン タ ー が 地 域 に お け

る 防 災 活 動 の 推 進 拠 点 と な る よ う ， 平 常 時 及 び 災 害 時 に お け る 男 女 共 同 参 画 担 当 部 局 及

び 男 女 共 同 参 画 セ ン タ ー の 役 割 に つ い て ， 防 災 担 当 部 局 と 男 女 共 同 参 画 担 当 部 局 が 連 携

し 明 確 化し て お く よ う 努 め るも の と す る 。  

（ 20） 事業 継 続 力 強 化 支 援 計画 の 策 定  

市 は 、中 小 企業 等 に よ る 事 業継 続 力 強 化 計 画 に 基づ く 取 組 等 の 防 災・減 災対 策 の 普 及 を

促 進 す るた め ，商 工 会・商 工 会 議 所と 連 携 し て ，事 業 継続 力 強 化 支 援計 画 の 策 定 に 努 め る。 

（ 21） 災害 発 生 時 の 中 小 企 業等 の 被 害 状 況 の 把 握  

市 は、あ ら か じ め 商 工 会・商 工 会 議 所 等 と 連 携 体制 を 構 築 す る な ど、災 害 発 生 時 に 中 小

企 業 等 の被 害 状 況 を 迅 速 か つ適 切 に 把 握 で き る 体制 の 整 備 に 努 め る 。  

 

３  県の活動体制   

本 市 と 密接 な 連 携 の も と に 災害 応 急 対 策 を 実 施 する 石 川 県 は 、 令 和 7 年 9 月 に 石 川 県 地

域 防 災 計 画 を 改 定 し 、 職 員 の 災 害 対 応 能 力 の 向 上 、 災 害 対 策 本 部 の 指 揮 命 令 系 統 及 び 各 部

局 対 応 業 務 の 明 確 化 、 部 局 横 断 チ ー ム の 設 置 、 地 域 防 災 計 画 に 基 づ く 防 災 活 動 要 領 （ マ ニ

ュ ア ル ）等 の 整備 、災 害 対 策本 部 室（ 専 用 室 ）の 機 能 強化 、防 災 専 門人 材 の 育 成 な ど を 進め

る こ と とし て い る 。  

 

４  防災関係機関の活動体制   

防 災 関 係 機 関 は 、 地 震 が 発 生 し た 時 に 応 急 対 策 活 動 を 円 滑 に 行 え る よ う 職 員 の 動 員 、 配

備 、 任 務 等 を あ ら か じ め 明 確 に 定 め る な ど 、 そ れ ぞ れ の 責 務 を 遂 行 す る た め に 必 要 な 活 動

体 制 を 整備 す る 。  
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第７節  地震災害の予防 
所  管  □ 消 防 局  □ 都 市 整 備 局  □土 木 局  □ 危 機 管 理監  □ 関 係 各 局  

１  基本方針   

自 助・共 助・公 助 を 基 本 に、地 震 に 起 因 す る 火 災の 発 生 、建 物 の 倒 壊、土 砂 災 害 、水 害な

ど 複 雑 多 様 な 災 害 に 柔 軟 に 対 応 で き る 予 防 対 策 を 進 め る と と も に 、 被 災 者 の 救 出 対 策 及 び

生 活 確 保の た め の 措 置 な ど の平 常 時 か ら 防 災 力 を高 め 、 減 災 社 会 の 実現 を 目 指 す 。  

■ 体 系  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  火災の予防対策   

地 震 発 生 時 に は 、 特 に 市 街 地 に お け る 火 災 の 同 時 多 発 が 予 想 さ れ 、 状 況 に よ っ て は 大 火

災 に 進 展 す る 可 能 性 が あ る こ と か ら 、 日 ご ろ か ら 火 気 そ の 他 出 火 危 険 の あ る も の の 取 り 扱

い に つ いて 管 理 状 況 等 を 整 備し 、 応 急 対 策 を 円 滑に 講 ず る 体 制 を 確 保す る 必 要 が あ る 。  

こ の た め、 市 、 防 災 関 係 機 関、 事 業 所 及 び 住 民 が一 体 と な っ て 火 災 予防 の 徹 底 を 図 る 。  

（ １ ） 消防 機 関 に お け る 対 策  

①  危 険物 施 設 、 少 量 危 険 物取 扱 所  

危 険 物 製 造 所 等 の 施 設 の 安 全 向 上 に つ い て 指 導 を 行 う と と も に 、 関 係 事 業 者 等 を

第７節  地震災害の予防 
所  管  □ 消 防 局  □ 都 市 整 備 局  □土 木 局  □ 危 機 管 理監  □ 関 係 各 局  

１  基本方針   

自 助・共 助・公 助 を 基 本 に 、地 震 に起 因 す る 火 災の 発 生 、建 物 の 倒 壊 、土 砂災 害 、水 害 な

ど 複 雑 多 様 な 災 害 に 柔 軟 に 対 応 で き る 予 防 対 策 を 進 め る と と も に 、 被 災 者 の 救 出 対 策 及 び

生 活 確 保の た め の 措 置 な ど の平 常 時 か ら 防 災 力 を高 め 、 減 災 社 会 の 実現 を 目 指 す 。  

■ 体 系  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  火災の予防対策   

地 震 発 生 時 に は 、 特 に 市 街 地 に お け る 火 災 の 同 時 多 発 が 予 想 さ れ 、 状 況 に よ っ て は 大 火

災 に 進 展 す る 可 能 性 が あ る こ と か ら 、 日 ご ろ か ら 火 気 そ の 他 出 火 危 険 の あ る も の の 取 り 扱

い に つ いて 管 理 状 況 等 を 整 備し 、 応 急 対 策 を 円 滑に 講 ず る 体 制 を 確 保す る 必 要 が あ る 。  

こ の た め、 市 、 防 災 関 係 機 関、 事 業 所 及 び 住 民 が一 体 と な っ て 火 災 予防 の 徹 底 を 図 る 。  

（ １ ） 消防 機 関 に お け る 対 策  

①  危 険物 施 設 、 少 量 危 険 物取 扱 所  

危 険 物 製 造 所 等 の 施 設 の 安 全 向 上 に つ い て 指 導 を 行 う と と も に 、 関 係 事 業 者 等 を

地 震 災 害の 予 防  火 災 の 予防 対 策  

危 険 物 施設 等 の 災 害 予 防 対 策  

文 化 財 に対 す る 防 災 対 策  

危 険 地 域 に お け る 災 害 の 予 防 対

落 下 倒 壊危 険 物 対 策  

建 築 物 等の 耐 震 対 策  

水 害 及 び土 砂 災 害 の 予 防 対 策  

津 波 の 災害 予 防 対 策  

地 震 防 災戦 略 の 策 定  

防 災 パ トロ ー ル  

地 震 災 害の 予 防  火 災 の 予防 対 策  

危 険 物 施設 等 の 災 害 予 防 対 策  

文 化 財 に対 す る 防 災 対 策  

危 険 地 域 に お け る 災 害 の 予 防 対

落 下 倒 壊危 険 物 対 策  

建 築 物 等の 耐 震 対 策  

水 害 及 び土 砂 災 害 の 予 防 対 策  

津 波 の 災害 予 防 対 策  

地 震 防 災戦 略 の 策 定  

防 災 パ トロ ー ル  
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対 象 に 地震 発 生 時 に お け る 安全 対 策 を 徹 底 す る 。  

②  不 特定 多 数 の 者 を 収 容 する 施 設  

劇 場 、 百 貨 店 、 雑 居 ビ ル 、 地 下 街 、 旅 館 等 の 不 特 定 多 数 の 人 を 収 容 す る 施 設 に お

け る 出 火 防 止 対 策 に つ い て 、 研 修 会 等 を 開 催 し 、 立 入 検 査 に よ っ て 個 別 指 導 を 実 施

す る 。  

③  雑 居ビ ル 、 地 下 街 等 の 都市 ガ ス 等  

雑 居 ビ ル 、 地 下 街 等 に お け る 点 検 の 強 化 、 ガ ス 漏 れ 警 報 設 備 の 設 置 、 通 報 体 制 の

整 備 、 ガス 遮 断 装 置 の 設 置 等を 指 導 す る 。  

④  病 院・ 社 会 福 祉 施 設 等 の要 配 慮 者 収 容 施 設  

病 院 や 社 会 福 祉 施 設 に つ い て は 、 入 院 患 者 や 高 齢 者 、 児 童 、 障 害 の あ る 人 な ど 災

害 時 に 特 に 配 慮 を 要 す る 要 配 慮 者 が 利 用 ・ 入 院 し て い る こ と か ら 、 施 設 防 火 管 理 者

や 施 設 職員 に 対 す る 防 災 教 育を 実 施 し 、 被 害 の 未然 防 止 に 努 め る よ う指 導 す る 。  

施 設 管 理 者 は 、 施 設 の 立 地 条 件 や 建 物 の 構 造 等 を 十 分 把 握 し 、 消 防 職 員 の 立 ち 入

り 検 査 に よ る 指 導 を 受 け 、 地 域 住 民 や 自 主 防 災 組 織 等 の 協 力 を 得 な が ら 、 防 災 訓 練

等 の 計 画の 策 定 及 び 実 施 に より 、 防 火 管 理 ・ 避 難誘 導 体 制 の 充 実 を 図る 。  

（ ２ ） 一般 家 庭 等 に お け る 対策  

ア  燃 焼器 具 の 対 策  

・  石 油ス ト ー ブ … 耐 震 自 動遮 断 装 置 付 以 外 の もの は 使 用 し な い 。  

・ 液 体 燃 料器 具 … 使 用 し ない 時 は 、石 油 タ ン クの 元 バ ル ブ を 閉 止 する と と も に ､

タ ン ク 転倒 防 止 の た め 固 定 措置 を 講 ず る 。  

・  Ｌ Ｐ ガ ス …  使 用 し な い 時 は 、 Ｌ Ｐ ガ ス 容 器 の 容 器 バ ル ブ を 閉 止 す る と と

も に 、 鎖等 に よ る 容 器 の 転 倒防 止 措 置 を 講 ず る 。  

・  都 市 ガ ス …  使 用 し ない 時 は 、 元 バ ル ブ を閉 止 す る 。  

イ  出 火 危 険 の あ る 次 の 物 品 に つ い て は 、 保 管 場 所 に 十 分 配 慮 し 、 転 落 、 転 倒 、 漏

え い 防 止措 置 を 講 ず る 。  

・ 缶 入 り 灯 油 、ベ ン ジ ン 、エ ア ゾ ー ル 、卓 上 コ ン ロ 用 ボ ン ベ 、ア ル コ ー ル 、ガ ソ

リ ン 、 塗料 溶 剤 、 農 薬 類 等  

ウ  住 宅 用 火 災 警 報 器 設 置 指 示 と 設 置 済 み 住 宅 に 対 す る 自 主 点 検 な ど の 指 導 徹 底 を

行 い 、 住宅 火 災 に お け る 逃 げ遅 れ を 防 止 す る 。  

エ  火 気 器 具 の 取 り 扱 い 、 住 宅 用 防 災 機 器 の 常 備 と 使 用 方 法 な ど を 指 導 し 、 一 般 家

庭 か ら の出 火 防 止 対 策 を 図 る。  

 

（ ３ ） 火災 発 生 防 止 の 緊 急 広報 等  

地 震 発 生 時 に は 、 市 民 に 対 し て 火 災 発 生 防 止 を 徹 底 す る た め 、 同 報 防 災 無 線 や 広 報 車

及 び 報 道機 関 の 協 力 を 得 て 、火 災 予 防 上 必 要 な 事項 に つ い て 緊 急 広 報を 行 う 。  

対 象 に 地震 発 生 時 に お け る 安全 対 策 を 徹 底 す る 。  

②  不 特定 多 数 の 者 を 収 容 する 施 設  

劇 場 、 百 貨 店 、 雑 居 ビ ル 、 地 下 街 、 旅 館 等 の 不 特 定 多 数 の 人 を 収 容 す る 施 設 に お

け る 出 火 防 止 対 策 に つ い て 、 研 修 会 等 を 開 催 し 、 立 入 検 査 に よ っ て 個 別 指 導 を 実 施

す る 。  

③  雑 居ビ ル 、 地 下 街 等 の 都市 ガ ス 等  

雑 居 ビ ル 、 地 下 街 等 に お け る 点 検 の 強 化 、 ガ ス 漏 れ 警 報 設 備 の 設 置 、 通 報 体 制 の

整 備 、 ガス 遮 断 装 置 の 設 置 等を 指 導 す る 。  

④  病 院・ 社 会 福 祉 施 設 等 の要 配 慮 者 収 容 施 設  

病 院 や 社 会 福 祉 施 設 に つ い て は 、 入 院 患 者 や 高 齢 者 、 児 童 、 障 害 の あ る 人 な ど 災

害 時 に 特 に 配 慮 を 要 す る 要 配 慮 者 が 利 用 ・ 入 院 し て い る こ と か ら 、 施 設 防 火 管 理 者

や 施 設 職員 に 対 す る 防 災 教 育を 実 施 し 、 被 害 の 未然 防 止 に 努 め る よ う指 導 す る 。  

施 設 管 理 者 は 、 施 設 の 立 地 条 件 や 建 物 の 構 造 等 を 十 分 把 握 し 、 消 防 職 員 の 立 ち 入

り 検 査 に よ る 指 導 を 受 け 、 地 域 住 民 や 自 主 防 災 組 織 等 の 協 力 を 得 な が ら 、 防 災 訓 練

等 の 計 画の 策 定 及 び 実 施 に より 、 防 火 管 理 ・ 避 難誘 導 体 制 の 充 実 を 図る 。  

（ ２ ） 一般 家 庭 等 に お け る 対策  

ア  燃 焼器 具 の 対 策  

・  石 油ス ト ー ブ … 耐 震 自 動遮 断 装 置 付 以 外 の もの は 使 用 し な い 。  

・ 液体 燃 料 器 具 … 使 用 し ない 時 は 、石 油 タ ン クの 元 バ ル ブ を 閉 止 する と と も に ､

タ ン ク 転倒 防 止 の た め 固 定 措置 を 講 ず る 。  

・  Ｌ Ｐ ガ ス …  使 用 し な い 時 は 、 Ｌ Ｐ ガ ス 容 器 の 容 器 バ ル ブ を 閉 止 す る と と

も に 、 鎖等 に よ る 容 器 の 転 倒防 止 措 置 を 講 ず る 。  

・  都 市 ガ ス …  使 用 し ない 時 は 、 元 バ ル ブ を閉 止 す る 。  

イ  出 火 危 険 の あ る 次 の 物 品 に つ い て は 、 保 管 場 所 に 十 分 配 慮 し 、 転 落 、 転 倒 、 漏

え い 防 止措 置 を 講 ず る 。  

・ 缶 入り 灯 油 、ベ ン ジ ン、エ ア ゾ ー ル 、卓 上コ ン ロ 用 ボ ン ベ 、アル コ ー ル 、ガ ソ

リ ン 、 塗料 溶 剤 、 農 薬 類 等  

ウ  住 宅 用 火 災 警 報 器 設 置 指 示 と 設 置 済 み 住 宅 に 対 す る 自 主 点 検 な ど の 指 導 徹 底 を

行 い 、 住宅 火 災 に お け る 逃 げ遅 れ を 防 止 す る 。  

エ  火 気 器 具 の 取 り 扱 い 、 住 宅 用 防 災 機 器 の 常 備 と 使 用 方 法 な ど を 指 導 し 、 一 般 家

庭 か ら の出 火 防 止 対 策 を 図 る。  

オ  感 震ブ レ ー カ ー 設 置 を 啓発 し 、 通 電 火 災 防 止を 図 る 。  

（ ３ ） 火災 発 生 防 止 の 緊 急 広報 等  

地 震 発 生 時 に は 、 市 民 に 対 し て 火 災 発 生 防 止 を 徹 底 す る た め 、 同 報 防 災 無 線 や 広 報車

及 び 報 道機 関 の 協 力 を 得 て 、火 災 予 防 上 必 要 な 事項 に つ い て 緊 急 広 報を 行 う 。  
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３  危険物施設等の災害予防対策   

発 火 性 又 は 引 火 性 物 品 、 あ る い は 毒 物 劇 物 等 の 危 険 物 品 は 、 地 震 発 生 時 に は 直 ち に 災 害

の 原 因 と な る と と も に 、 災 害 を 拡 大 す る 重 要 な 要 因 と も な る お そ れ が あ る こ と か ら 、 地 震

発 生 に 係 る 緊 急 措 置 の 徹 底 を 図 る と と も に 、 こ れ ら 施 設 の 立 入 検 査 、 従 事 者 に 対 す る 取 扱

い の 指 導及 び 訓 練 を 通 し て 災害 の 防 止 を 図 る 。  

（ １ ） 消防 機 関 に お け る 対 策  

①  危 険物 施 設 等 の 現 況 把 握  

危 険 物 施 設 等 の 所 在 地 、 施 設 の 規 模 、 形 態 、 危 険 物 の 種 類 、 取 扱 数 量 等 の 状 況 を

把 握 し 、災 害 予 防 計 画 に 反 映す る 。  

②  施 設の 安 全 指 導  

関 係 法 令 に 基 づ き 、 立 入 検 査 、 査 察 等 を 実 施 し 、 法 令 上 の 技 術 基 準 へ の 適 合 に つ

い て 指 導を 行 う 。  

③  保 安教 育 及 び 訓 練 の 実 施  

危 険 物 施 設 等 の 管 理 責 任 者 、 防 火 管 理 者 、 危 険 物 取 扱 者 等 に 対 し 、 保 安 管 理 の 向

上 を 図 るた め の 講 習 会 、 研 修会 を 実 施 す る 。  

（ ２ ） 施設 管 理 者 等 に お け る対 策  

①  自 衛消 防 組 織 の 充 実  

自 衛 消 防隊 の 組 織 化 を 促 進 し、 自 主 的 な 災 害 予 防体 制 を 確 立 す る 。  

②  保 安教 育 等 の 実 施  

保 安 教 育計 画 の 作 成 及 び 保 安教 育 を 実 施 す る 。  

③  資 機材 の 整 備  

施 設 に おけ る 必 要 な 防 災 資 機材 の 確 保 を 図 る 。  

（ ３ ） 学校 ・ 研 究 施 設 等 の 対策  

学 校 や 研 究 施 設 に は 、 規 制 量 以 下 の 少 量 の 危 険 物 、 毒 ・ 劇 物 や 薬 品 が 保 管 さ れ て い る

場 合 が あ る が 、 こ れ ら は 地 震 動 に よ り 転 倒 、 落 下 し 、 混 触 や 酸 化 に よ り 発 火 し 、 火 災 を

発 生 さ せる お そ れ が あ る こ とか ら 、 施 設 管 理 者 に対 す る 指 導 を 行 う 。  

４  水害及び土砂災害の予防対策   

地 震 発 生に 伴 う 河 川 、ダ ム 、た め池 等 の 堤 防 亀 裂 、沈 下 、崩 れ 及 び 、護岸 、水 門 、樋 門 等

の 構 造 物 の 破 損 は 、 直 接 水 害 と な っ て 後 背 地 に 被 害 を 及 ぼ す こ と と な る ほ か 、 地 震 発 生 後

の 豪 雨 又 は 高 潮 ・ 高 波 に よ る 二 次 災 害 に つ い て も 懸 念 さ れ る た め 、 金 沢 市 水 防 計 画 の 定 め

に 準 じ 、所 要 の 警 戒 措 置 を とる 。  

（ １ ） 水防 計 画 に 基 づ く 危 険区 域 の 監 視  

３  危険物施設等の災害予防対策   

発 火 性 又 は 引 火 性 物 品 、 あ る い は 毒 物 劇 物 等 の 危 険 物 品 は 、 地 震 発 生 時 に は 直 ち に 災 害

の 原 因 と な る と と も に 、 災 害 を 拡 大 す る 重 要 な 要 因 と も な る お そ れ が あ る こ と か ら 、 地 震

発 生 に 係 る 緊 急 措 置 の 徹 底 を 図 る と と も に 、 こ れ ら 施 設 の 立 入 検 査 、 従 事 者 に 対 す る 取 扱

い の 指 導及 び 訓 練 を 通 し て 災害 の 防 止 を 図 る 。  

（ １ ） 消防 機 関 に お け る 対 策  

①  危 険物 施 設 等 の 現 況 把 握  

危 険 物 施 設 等 の 所 在 地 、 施 設 の 規 模 、 形 態 、 危 険 物 の 種 類 、 取 扱 数 量 等 の 状 況 を

把 握 し 、災 害 予 防 計 画 に 反 映す る 。  

②  施 設の 安 全 指 導  

関 係 法 令 に 基 づ き 、 立 入 検 査 、 査 察 等 を 実 施 し 、 法 令 上 の 技 術 基 準 へ の 適 合 に つ

い て 指 導を 行 う 。  

③  保 安教 育 及 び 訓 練 の 実 施  

危 険 物 施 設 等 の 管 理 責 任 者 、 防 火 管 理 者 、 危 険 物 取 扱 者 等 に 対 し 、 保 安 管 理 の 向

上 を 図 るた め の 講 習 会 、 研 修会 を 実 施 す る 。  

（ ２ ） 施設 管 理 者 等 に お け る対 策  

①  自 衛消 防 組 織 の 充 実  

自 衛 消 防隊 の 組 織 化 を 促 進 し、 自 主 的 な 災 害 予 防体 制 を 確 立 す る 。  

②  保 安教 育 等 の 実 施  

保 安 教 育計 画 の 作 成 及 び 保 安教 育 を 実 施 す る 。  

③  資 機材 の 整 備  

施 設 に おけ る 必 要 な 防 災 資 機材 の 確 保 を 図 る 。  

（ ３ ） 学校 ・ 研 究 施 設 等 の 対策  

学 校 や 研 究 施 設 に は 、 規 制 量 以 下 の 少 量 の 危 険 物 、 毒 ・ 劇 物 や 薬 品 が 保 管 さ れ て いる

場 合 が あ る が 、 こ れ ら は 地 震 動 に よ り 転 倒 、 落 下 し 、 混 触 や 酸 化 に よ り 発 火 し 、 火 災 を

発 生 さ せる お そ れ が あ る こ とか ら 、 施 設 管 理 者 に対 す る 指 導 を 行 う 。  

４  水害及び土砂災害の予防対策   

地 震 発 生に 伴 う 河 川 、ダ ム 、た め 池 等 の 堤 防 亀 裂 、沈 下 、崩 れ 及 び 、護 岸 、水 門 、樋 門 等

の 構 造 物 の 破 損 は 、 直 接 水 害 と な っ て 後 背 地 に 被 害 を 及 ぼ す こ と と な る ほ か 、 地 震 発 生 後

の 豪 雨 又 は 高 潮 ・ 高 波 に よ る 二 次 災 害 に つ い て も 懸 念 さ れ る た め 、 金 沢 市 水 防 計 画 の 定 め

に 準 じ 、所 要 の 警 戒 措 置 を とる 。  

（ １ ） 水防 計 画 に 基 づ く 危 険区 域 の 監 視  
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水 防 管 理者 は 、地 震 発 生 に 伴う 河 川 、ダ ム 、た め池 等 の 堤 防 亀 裂 、沈下 、崩 れ 及 び 、護

岸 、 水 門 、 樋 門 等 の 構 造 物 の 破 損 に よ る 水 害 が 発 生 若 し く は そ の お そ れ が あ る と き 、 又

は 地 震 発 生 後 の 豪 雨 又 は 高 潮 ・ 高 波 に よ る 二 次 災 害 が 予 想 さ れ る と き は 、 水 防 計 画 の 定

め る 危 険区 域 に つ い て 、 堤 防巡 視 を 行 い 、 監 視 のた め の 水 防 団 員 を 配置 す る 。  

（ ２ ） 水防 資 機 材 の 点 検 配 備  

水 防 管 理 者 は 、 水 防 倉 庫 内 格 納 資 機 材 の 点 検 を 定 期 的 に 行 う と と も に 、 堤 防 監 視 の 結

果 や 出 水 状 況 に 応 じ て 水 防 作 業 の し や す い 位 置 に 資 機 材 の 配 備 を 行 い 、 使 用 後 は 直 ち に

不 足 分 を補 充 す る 。  

（ ３ ） 水防 作 業 人 員 の 確 保  

水 防 管 理者 は 、地 震 発 生 に 伴う 河 川 、ダ ム 、た め池 等 の 堤 防 亀 裂 、沈下 、崩 れ 及 び 、護

岸 、 水 門 、 樋 門 等 の 構 造 物 の 破 損 に よ る 水 害 が 発 生 若 し く は そ の お そ れ が あ る と き 、 又

は 地 震 発 生 後 の 豪 雨 又 は 高 潮 ・ 高 波 に よ る 二 次 災 害 が 予 想 さ れ る と き は 、 消 防 機 関 又 は

消 防 団 に 出 動 の 準 備 を さ せ 、 消 防 長 又 は 消 防 団 長 は 水 防 作 業 上 必 要 な 人 員 確 保 の た め 、

消 防 職 員又 は 消 防 団 員 に 自 宅待 機 等 の 所 要 の 措 置を 講 ず る 。  

（ ４ ） 避難 準 備 措 置 の 確 立  

市 長 は 、地震 発 生 に 伴 う 河 川 、ダ ム 、た め 池 等 の堤 防 亀 裂 、沈 下 、崩 れ及 び 、護 岸 、水

門 、 樋 門 等 の 構 造 物 の 破 損 に よ る 水 害 が 発 生 若 し く は そ の お そ れ が あ る と き 、 又 は 地 震

発 生 後 の 豪 雨 又 は 高 潮 ・ 高 波 に よ る 二 次 災 害 が 予 想 さ れ る と き は 、 そ の 状 況 に 応 じ て 溢

水 あ る い は 破 堤 に よ り 又 は 土 石 流 、 地 す べ り 、 が け 崩 れ 、 山 崩 れ 等 に よ っ て 直 接 被 害 を

受 け る お そ れ の あ る 集 落 等 に 対 し 、 速 や か に 高 齢 者 等 避 難 、 避 難 指 示 を 発 令 す る な ど 、

人 の 生 命又 は 身 体 を 災 害 か ら保 護 す る た め の 避 難準 備 措 置 を 講 ず る 。  

ま た 、 平時 か ら 洪 水 避 難 地 図等 に よ り 水 害 危 険 につ い て 市 民 へ 周 知 を図 る 。  

（ ５ ） 地下 空 間 の 浸 水 対 策  

①  市 は 、 地 下 街 、 ビ ル の 地 階 な ど の 地 下 空 間 に つ い て 、 浸 水 防 止 施 設 の 設 置 を 推 進

す る た め、 施 設 の 具 体 的 事 例等 必 要 な 情 報 を 地 下空 間 の 管 理 者 等 に 提供 す る 。  

②  地 下 空 間 の 管 理 者 は 、 浸 水 防 止 施 設 の 設 置 に 努 め る と と も に 、 円 滑 な 避 難 誘 導 が

で き る よう 避 難 誘 導 計 画 等 の整 備 に 努 め る 。  

③  道 路 管 理 者 は 、 地 下 道 の 冠 水 に よ る 事 故 を 未 然 に 防 止 す る た め 、 道 路 状 況 等 を 把

握 す る た め に 必 要 と な る 監 視 カ メ ラ 等 の 施 設 整 備 を 図 る と と も に 、 警 察 機 関 及 び 消

防 機 関 との 連 携 の 下 で 、 適 切な 道 路 管 理 に 努 め るも の と す る 。  

（ ６ ） 水防 施 設 等 の 耐 震 対 策  

震 災 対 策 上 重 要 な 水 防 施 設 等 に つ い て は 、 適 切 な 耐 震 性 を 有 す る よ う 所 要 の 措 置 を 講

ず る 。  

（ ７ ） 橋梁 な ど 河 川 横 断 構 造物 の 設 計 段 階 で の 配慮  

橋 梁 な ど 河 川 横 断 構 造 物 の 設 計 に あ た っ て は 、 洪 水 流 下 を 阻 害 し な い よ う 、 橋 脚 な ど

の 河 川 内構 造 物 の 配 置 、 形 状に 留 意 す る も の と する 。  

水 防 管 理者 は 、地 震 発 生 に 伴う 河 川 、ダ ム 、た め 池 等 の堤 防 亀 裂 、沈 下 、崩 れ 及 び 、護

岸 、 水 門 、 樋 門 等 の 構 造 物 の 破 損 に よ る 水 害 が 発 生 若 し く は そ の お そ れ が あ る と き 、 又

は 地 震 発 生 後 の 豪 雨 又 は 高 潮 ・ 高 波 に よ る 二 次 災 害 が 予 想 さ れ る と き は 、 水 防 計 画 の 定

め る 危 険区 域 に つ い て 、 堤 防巡 視 を 行 い 、 監 視 のた め の 水 防 団 員 を 配置 す る 。  

（ ２ ） 水防 資 機 材 の 点 検 配 備  

水 防 管 理 者 は 、 水 防 倉 庫 内 格 納 資 機 材 の 点 検 を 定 期 的 に 行 う と と も に 、 堤 防 監 視 の結

果 や 出 水 状 況 に 応 じ て 水 防 作 業 の し や す い 位 置 に 資 機 材 の 配 備 を 行 い 、 使 用 後 は 直 ち に

不 足 分 を補 充 す る 。  

（ ３ ） 水防 作 業 人 員 の 確 保  

水 防 管 理者 は 、地 震 発 生 に 伴う 河 川 、ダ ム 、た め 池 等 の堤 防 亀 裂 、沈 下 、崩 れ 及 び 、護

岸 、 水 門 、 樋 門 等 の 構 造 物 の 破 損 に よ る 水 害 が 発 生 若 し く は そ の お そ れ が あ る と き 、 又

は 地 震 発 生 後 の 豪 雨 又 は 高 潮 ・ 高 波 に よ る 二 次 災 害 が 予 想 さ れ る と き は 、 消 防 機 関 又 は

消 防 団 に 出 動 の 準 備 を さ せ 、 消 防 長 又 は 消 防 団 長 は 水 防 作 業 上 必 要 な 人 員 確 保 の た め 、

消 防 職 員又 は 消 防 団 員 に 自 宅待 機 等 の 所 要 の 措 置を 講 ず る 。  

（ ４ ） 避難 準 備 措 置 の 確 立  

市 長 は 、地 震 発 生に 伴 う 河 川 、ダ ム 、た め 池 等 の堤 防 亀 裂 、沈 下 、崩 れ 及 び 、護 岸 、水

門 、 樋 門 等 の 構 造 物 の 破 損 に よ る 水 害 が 発 生 若 し く は そ の お そ れ が あ る と き 、 又 は 地 震

発 生 後 の 豪 雨 又 は 高 潮 ・ 高 波 に よ る 二 次 災 害 が 予 想 さ れ る と き は 、 そ の 状 況 に 応 じ て 溢

水 あ る い は 破 堤 に よ り 又 は 土 石 流 、 地 す べ り 、 が け 崩 れ 、 山 崩 れ 等 に よ っ て 直 接 被 害 を

受 け る お そ れ の あ る 集 落 等 に 対 し 、 速 や か に 高 齢 者 等 避 難 、 避 難 指 示 を 発 令 す る な ど 、

人 の 生 命又 は 身 体 を 災 害 か ら保 護 す る た め の 避 難準 備 措 置 を 講 ず る 。  

ま た 、 平時 か ら 洪 水 避 難 地 図等 に よ り 水 害 危 険 につ い て 市 民 へ 周 知 を図 る 。  

（ ５ ） 地下 空 間 の 浸 水 対 策  

①  市 は 、 地 下 街 、 ビ ル の 地 階 な ど の 地 下 空 間 に つ い て 、 浸 水 防 止 施 設 の 設 置 を 推進

す る た め、 施 設 の 具 体 的 事 例等 必 要 な 情 報 を 地 下空 間 の 管 理 者 等 に 提供 す る 。  

②  地 下 空 間 の 管 理 者 は 、 浸 水 防 止 施 設 の 設 置 に 努 め る と と も に 、 円 滑 な 避 難 誘 導が

で き る よう 避 難 誘 導 計 画 等 の整 備 に 努 め る 。  

③  道 路 管 理 者 は 、 地 下 道 の 冠 水 に よ る 事 故 を 未 然 に 防 止 す る た め 、 道 路 状 況 等 を把

握 す る た め に 必 要 と な る 監 視 カ メ ラ 等 の 施 設 整 備 を 図 る と と も に 、 警 察 機 関 及 び 消

防 機 関 との 連 携 の 下 で 、 適 切な 道 路 管 理 に 努 め るも の と す る 。  

（ ６ ） 水防 施 設 等 の 耐 震 対 策  

震 災 対 策 上 重 要 な 水 防 施 設 等 に つ い て は 、 適 切 な 耐 震 性 を 有 す る よ う 所 要 の 措 置 を講

ず る 。  

（ ７ ） 橋梁 な ど 河 川 横 断 構 造物 の 設 計 段 階 で の 配慮  

橋 梁 な ど 河 川 横 断 構 造 物 の 設 計 に あ た っ て は 、 洪 水 流 下 を 阻 害 し な い よ う 、 橋 脚 など

の 河 川 内構 造 物 の 配 置 、 形 状に 留 意 す る も の と する 。  
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（ ８ ） 河岸 樹 木 な ど の 整 理  

水 害 の 発 生 に つ い て は 、 河 道 内 、 河 岸 の 樹 木 が 、 流 下 能 力 の 低 下 を 招 き 、 あ る い は 出

水 に よ り倒 さ れ 流 木 と な っ て河 道 を 塞 ぎ 、被 害拡 大 を 引 き 起 こ す ケ ース が あ る こ と か ら、 

倒 木 の リス ク の あ る 樹 木 の 伐採 な ど 、 適 切 な 樹 木管 理 を 実 施 又 は 要 請す る 。  

５  津波の災害予防対策   

津 波 に 対 す る 災 害 予 防 対 策 に つ い て は 、 第 ５ 章 津 波 対 策 計 画 ・ 第 １ 節 の 以 下 の 項 目 を 参

照 の こ と。  

「 ４  津 波 情 報 受 伝 達 体 制 の確 立 」  

「 ５  避 難 体 制 の 構 築 」  

「 ６  津 波 防 護 施 設 等 の 整 備」  

６  建築物等の耐震対策   

建 築 物 の 構 造 に つ い て は 、 建 築 基 準 法 等 に よ り 安 全 性 が 要 求 さ れ て い る が 、 地 震 は 地 盤

な ど 多 様な 要 素 が 複 雑 に 関 わり あ い 、阪 神・淡 路 大 震 災（ 1995 年 1 月 17 日 ）で は 建 築 物 に

予 想 外 に 大 き い 被 害 を 与 え た 例 も 少 な く な く 、 特 に 一 般 住 宅 の 安 全 確 保 が 重 大 な 課 題 と な

っ て い る。  

災 害 に 強 い ま ち づ く り を 進 め る に は 、 公 共 、 民 間 建 築 物 を 問 わ ず 、 着 実 に 建 築 物 の 耐 震

性 、 不 燃 性 を 高 め る よ う 努 め る と と も に 、 と り わ け 古 い 一 般 住 宅 の 多 い 本 市 に あ っ て は 適

切 な 補 強、 防 火 対 策 を 講 じ なけ れ ば な ら な い 。  

（ １ ） 建築 主 等 が 行 う 耐 震 対策  

ア  瓦 や 外 装 材 等 の 落 下 物 対 策 、 ブ ロ ッ ク 塀 等 の 改 善 、 ガ ラ ス の 飛 散 防 止 及 び 軟 弱

地 盤 対 策を 講 ず る 。  

イ  所 有す る 建 築 物 等 の 耐 震性 を 診 断 し 、 必 要 な耐 震 補 強 措 置 を 講 ずる 。  

ウ  老 朽建 築 物 等 の 耐 震 性 、不 燃 性 建 築 物 へ の 改良 を 促 進 す る 。  

（ ２ ） 市が 行 う 耐 震 対 策  

ア  「 金 沢 市 建 築 物 耐 震 改 修 促 進 計 画 」 に 基 づ き 、 効 果 の 高 い 建 物 耐 震 化 策 を 推 進

す る 。  

イ  市 民、 事 業 者 か ら の 「 建築 耐 震 相 談 窓 口 」 を設 置 し 、 技 術 指 導 する 。  

ウ  既 存建 築 物 耐 震 ア ド バ イザ ー を 派 遣 す る 。  

エ  緊 急輸 送 道 路 を 避 難 路 とし て 指 定 し 、 沿 道 建築 物 の 耐 震 化 を 促 進す る 。  

オ  住 宅 の 耐 震 診 断 を 奨 励 し 、 耐 震 補 強 等 の 普 及 啓 発 を 図 る （ 広 報 等 に よ る 注 意 喚

起 、 自 主防 災 組 織 等 と 連 携 して 説 明 会 等 を 実 施）。  

 

カ  避 難所 等 と な る 公 共 建 築物 の 耐 震 診 断 及 び 耐震 補 強 を 推 進 す る 。  

（ ８ ） 河岸 樹 木 な ど の 整 理  

水 害 の 発 生 に つ い て は 、 河 道 内 、 河 岸 の 樹 木 が 、 流 下 能 力 の 低 下 を 招 き 、 あ る い は出

水 に よ り倒 さ れ 流 木 と な っ て河 道 を 塞 ぎ 、被 害 拡大 を 引 き 起 こ す ケ ース が あ る こ と か ら、 

倒 木 の リス ク の あ る 樹 木 の 伐採 な ど 、 適 切 な 樹 木管 理 を 実 施 又 は 要 請す る 。  

５  津波の災害予防対策   

津 波 に 対 す る 災 害 予 防 対 策 に つ い て は 、 第 ５ 章 津 波 対 策 計 画 ・ 第 １ 節 の 以 下 の 項 目 を 参

照 の こ と。  

「 ４  津 波 情 報 受 伝 達 体 制 の確 立 」  

「 ５  避 難 体 制 の 構 築 」  

「 ６  津 波 防 護 施 設 等 の 整 備」  

６  建築物等の耐震対策   

建 築 物 の 構 造 に つ い て は 、 建 築 基 準 法 等 に よ り 安 全 性 が 要 求 さ れ て い る が 、 地 震 は 地 盤

な ど 多 様な 要 素 が 複 雑 に 関 わり あ い 、阪 神・淡 路 大 震 災（ 1995 年 1 月 17 日 ）で は 建 築 物 に

予 想 外 に 大 き い 被 害 を 与 え た 例 も 少 な く な く 、 特 に 一 般 住 宅 の 安 全 確 保 が 重 大 な 課 題 と な

っ て い る。  

災 害 に 強 い ま ち づ く り を 進 め る に は 、 公 共 、 民 間 建 築 物 を 問 わ ず 、 着 実 に 建 築 物 の 耐 震

性 、 不 燃 性 を 高 め る よ う 努 め る と と も に 、 と り わ け 古 い 一 般 住 宅 の 多 い 本 市 に あ っ て は 適

切 な 補 強、 防 火 対 策 を 講 じ なけ れ ば な ら な い 。  

（ １ ） 建築 主 等 が 行 う 耐 震 対策  

ア  瓦 や 外 装 材 等 の 落 下 物 対 策 、 ブ ロ ッ ク 塀 等 の 改 善 、 ガ ラ ス の 飛 散 防 止 及 び 軟 弱

地 盤 対 策を 講 ず る 。  

イ  所 有す る 建 築 物 等 の 耐 震性 を 診 断 し 、 必 要 な耐 震 補 強 措 置 を 講 ずる 。  

ウ  老 朽建 築 物 等 の 耐 震 性 、不 燃 性 建 築 物 へ の 改良 を 促 進 す る 。  

（ ２ ） 市が 行 う 耐 震 対 策  

ア  「 金 沢 市 建 築 物 耐 震 改 修 促 進 計 画 」 に 基 づ き 、 効 果 の 高 い 建 物 耐 震 化 策 を 推 進

す る 。  

イ  市 民、 事 業 者 か ら の 「 建築 耐 震 相 談 窓 口 」 を設 置 し 、 技 術 指 導 する 。  

ウ  既 存建 築 物 耐 震 ア ド バ イザ ー を 派 遣 す る 。  

エ  緊 急輸 送 道 路 を 避 難 路 とし て 指 定 し 、 沿 道 建築 物 の 耐 震 化 を 促 進す る 。  

オ  住 宅 の 耐 震 診 断 を 奨 励 し 、 耐 震 補 強 等 の 普 及 啓 発 を 図 る （ 広 報 等 に よ る 注 意 喚

起、自 主 防 災 組 織 等 と 連 携 して 説 明 会 等 を 実 施）。特に 未 耐 震 の 建 築物 が 多 い エ リ

ア に つ いて は 、 戸 別 訪 問 を 実施 す る な ど 、 効 果 的な 周 知 啓 発 に 努 め る。  

カ  避 難所 等 と な る 公 共 建 築物 の 耐 震 診 断 及 び 耐震 補 強 を 推 進 す る 。  
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キ  緊 急 輸 送 路 、 避 難 路 沿 い 建 築 物 の 看 板 及 び 外 装 材 の 落 下 防 止 指 導 並 び に ブ ロ ッ

ク 塀 の 調査 及 び 改 善 を 促 進 する 。  

ク  老 朽 危 険 建 築 物 に つ い て 、 建 築 物 の 構 造 、 敷 地 、 危 険 度 等 に つ い て 調 査 し 、 除

去 、 移 転、 補 修 、 改 築 、 使 用禁 止 等 の 措 置 を 講 ずる 。  

ケ  多 くの 人 が 利 用 す る 旅 館、百 貨 店 、マ ー ケ ット 、病 院 、興 業 場、集 会 場 等 特 殊 建

築 物 及 び 中 高 層 建 築 物 並 び に そ の 設 備 に つ い て は 、 特 に 安 全 に 対 す る 配 慮 が 求 め

ら れ 、 定 期 的 な 所 有 者 等 か ら の 状 況 報 告 又 は 実 地 調 査 に 基 づ き 、 適 切 な 指 導 を 行

う 。  

コ  地 盤 に 液 状 化 の お そ れ が あ る 場 合 は 、 周 知 を 図 る と と も に 、 基 礎 や 地 盤 改 良 等

の 指 導 を行 い 液 状 化 被 害 予 防対 策 を 促 す 。  

（ ３ ） 建築 主 、 建 築 設 計 者 等へ の 啓 発  

①  新 築建 築 物  

建 築 基 準法 及 び 構 造 関 連 指 針に 基 づ く 設 計 、 工 事監 理 の 徹 底 を 指 導 する 。  

②  既 存建 築 物  

「 誰 で も で き る わ が 家 の 耐 震 診 断 」 、 「 金 沢 市 建 築 物 耐 震 改 修 促 進 計 画 」 、 「 金

沢 市 伝 統構 法 木 造 建 築 物 耐 震性 向 上 マ ニ ュ ア ル（ 町 家 編）」、「 木 造 住 宅 の 耐震 診 断

と 補 強 方 法 」 、 「 既 存 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 建 築 物 の 耐 震 診 断 基 準 ・ 改 修 設 計 指 針 」

等 に よ る耐 震 診 断 及 び 耐 震 補強 を 促 進 す る 。  

木 造 住 宅の 加 震 実 験 映 像 を 活用 し 、 講 習 会 等 を 開催 す る 。  

③  市 が実 施 、 支 援 す る 既 存建 築 物 耐 震 改 修 工 事補 助 事 業  

災 害 に 強い ま ち づ く り の 実 現に 向 け 、 既 存 建 築 物（ 昭 和 56 年 5 月 31 日 以前 に 建

築 ） や 、 地 震 に よ り 耐 震 性 が 低 下 し た 建 築 物 を 対 象 に 耐 震 診 断 ・ 設 計 及 び 改 修 工 事

の 一 部 につ い て 補 助 金 交 付 する 。  

 

区  分  基  準  補 助 率  限 度 額  

木 

造 

住 

宅 

耐 震 診 断  

特 定 住 宅に 係 る も の  耐 震 診 断に 要 す る 費 用 の 全 額  

高 齢 者 等住 宅 に 係 る も の  ４ ／ ５  16 万円  

上 記 以 外の 建 築 に 係 る も の  ３ ／ ４  15 万円  

耐 震 設 計  
特 定 住 宅に 係 る も の  

耐 震 設 計 （ 必 要 最 小 限 度 の 部 分 改 修 に

限 る ） に 要 す る 費 用 の 全 額  

共 同 住 宅、 長 屋 、 寄 宿 舎    ２ ／ ３  23 万 円  

改 修 工 事  

特 定 住 宅に 係 る も の  
耐 震 改 修工 事（ 必 要 最 少 限 度の 部 分 改

修 に 限 る） に 要 す る 費 用 の 全額  

共 同 住 宅 、 長 屋 、 寄 宿 舎 ※ １  ２ ／ ３  60 万円 ／ 戸  

上 記 以 外 の 建 築 に 係 る も の ※ ２ 10／ 10 250 万 円 ※ ３  

非

木

造

建

築

物 

耐 震 診 断  

一 戸 建 て住 宅  

２ ／ ３  

20 万円  

共 同 住 宅、 長 屋 、 寄 宿 舎  
200 万 円  

緊 急 輸 送道 路 沿 道 建 築 物 ※ ４  

上 記 以 外 の 不 特 定 多 数 の 人 が １ ／ ３  100 万 円  

キ  緊 急 輸 送 路 、 避 難 路 沿 い 建 築 物 の 看 板 及 び 外 装 材 の 落 下 防 止 指 導 並 び に ブ ロ ッ

ク 塀 の 調査 及 び 改 善 を 促 進 する 。  

ク  老 朽 危 険 建 築 物 に つ い て 、 建 築 物 の 構 造 、 敷 地 、 危 険 度 等 に つ い て 調 査 し 、 除

去 、 移 転、 補 修 、 改 築 、 使 用禁 止 等 の 措 置 を 講 ずる 。  

ケ  多 くの 人 が 利 用 す る 旅 館 、百 貨 店 、マ ー ケ ット 、病 院 、興 業 場 、集 会 場 等特 殊 建

築 物 及 び 中 高 層 建 築 物 並 び に そ の 設 備 に つ い て は 、 特 に 安 全 に 対 す る 配 慮 が 求 め

ら れ 、 定 期 的 な 所 有 者 等 か ら の 状 況 報 告 又 は 実 地 調 査 に 基 づ き 、 適 切 な 指 導 を 行

う 。  

コ  地 盤 に 液 状 化 の お そ れ が あ る 場 合 は 、 周 知 を 図 る と と も に 、 基 礎 や 地 盤 改 良 等

の 指 導 を行 い 液 状 化 被 害 予 防対 策 を 促 す 。  

（ ３ ） 建築 主 、 建 築 設 計 者 等へ の 啓 発  

①  新 築建 築 物  

建 築 基 準法 及 び 構 造 関 連 指 針に 基 づ く 設 計 、 工 事監 理 の 徹 底 を 指 導 する 。  

②  既 存建 築 物  

「 誰 で も で き る わ が 家 の 耐 震 診 断 」 、 「 金 沢 市 建 築 物 耐 震 改 修 促 進 計 画 」 、 「 金

沢 市 伝 統構 法 木 造 建 築 物 耐 震性 向 上 マ ニ ュ ア ル（ 町家 編 ）」、「 木 造 住宅 の 耐 震 診 断

と 補 強 方 法 」 、 「 既 存 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 建 築 物 の 耐 震 診 断 基 準 ・ 改 修 設 計 指 針 」

等 に よ る耐 震 診 断 及 び 耐 震 補強 を 促 進 す る 。  

木 造 住 宅の 加 震 実 験 映 像 を 活用 し 、 講 習 会 等 を 開催 す る 。  

③  市 が実 施 、 支 援 す る 既 存建 築 物 耐 震 改 修 工 事補 助 事 業  

災 害 に 強い ま ち づ く り の 実 現に 向 け 、 既 存 建 築 物（ 昭 和 56 年 5 月 31 日 以 前 に 建

築 ） や 、 地 震 に よ り 耐 震 性 が 低 下 し た 建 築 物 を 対 象 に 耐 震 診 断 ・ 設 計 及 び 改 修 工 事

の 一 部 につ い て 補 助 金 交 付 する 。  

 

区  分  基  準  補 助 率  限 度 額  

木 

造 

住 

宅 

耐 震 診 断  

特 定 住 宅に 係 る も の  耐 震 診 断に 要 す る 費 用 の 全 額  

高 齢 者 等住 宅 に 係 る も の  ４ ／ ５  16 万円  

上 記 以 外の 建 築 に 係 る も の  ３ ／ ４  15 万円  

耐 震 設 計  
特 定 住 宅に 係 る も の  

耐 震 設 計 （ 必 要 最 小 限 度 の 部 分 改 修 に

限 る ） に 要 す る 費 用 の 全 額  

共 同 住 宅、 長 屋 、 寄 宿 舎    ２ ／ ３  23 万 円  

改 修 工 事  

特 定 住 宅に 係 る も の  
耐 震 改 修工 事（ 必 要 最 少 限 度の 部 分 改

修 に 限 る） に 要 す る 費 用 の 全額  

共 同 住 宅 、 長 屋 、 寄 宿 舎 ※ １  ２ ／ ３  60 万円 ／ 戸  

上 記 以 外 の 建 築 に 係 る も の ※ ２ 10／ 10 280 万 円 ※ ３  

非

木

造

建

築

物 

耐 震 診 断  

一 戸 建 て住 宅  

２ ／ ３  

20 万円  

共 同 住 宅、 長 屋 、 寄 宿 舎  
200 万 円  

緊 急 輸 送道 路 沿 道 建 築 物 ※ ４  

上 記 以 外 の 不 特 定 多 数 の 人 が １ ／ ３  100 万 円  
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利 用 す る施 設  

耐 震 設 計  

一 戸 建 て住 宅  

２ ／ ３  

10 万円  

共 同 住 宅、 長 屋 、 寄 宿 舎  

100 万 円  
緊 急 輸 送道 路 沿 道 建 築 物 ※ ４  

上 記 以 外 の 不 特 定 多 数 の 人 が

利 用 す る施 設  
１ ／ ３  50 万円  

要 緊 急 安 全 確 認 大 規 模 建 築 物

に 係 る もの  
１ ／ ３ ※５  な し ※ ６  

改 修 工 事  

一 戸 建 て住 宅  

２ ／ ３  

170 万 円  

共 同 住 宅、 長 屋 、 寄 宿 舎 ※ １  

100 万 円 ／ 戸  

と １ 億 円  

の い ず れか 低 い 額  

緊 急 輸 送道 路 沿 道 建 築 物 ※ ４  １ 億 円  

要 緊 急 安 全 確 認 大 規 模 建 築 物

に 係 る もの  
４ ４ ． ８％  な し  

上 記 以 外 の 不 特 定 多 数 の 人 が

利 用 す る施 設  
７ ． ６ ％※ ７  2,000 万 円  

被

災

木

造

住

宅 

耐 震 診 断  
被 災 し た 木 造 住 宅 ※ ８  

（ 設 計 を含 む ）  
３ ／ ４  15 万円  

耐 震 改 修  

工 事  

被 災 し た 木 造 住 宅  

（ 傾 斜 修復 を 含 む ）  
10／ 10 

 

250 万 円 ※ ３  

 

建 替 え  

工 事  

被 災 し た 木 造 住 宅 の 建 替 え  

（ 原 則 、現 地 で の 建 替 え ）  

 

10／ 10 

 

250 万 円  

高

齢

者

等

住

宅 

除 却 工 事  

 

耐 震 診 断 の 結 果 、 倒 壊 の 危 険 性

が あ る と 判 断 さ れ た 高 齢 者 等 住

宅 ※ ９  

 

２ ３ ％  50 万円  

※ １  限 度 額 の 根 拠 と な る 住 戸 数 は 別 途 算 定 し ま す 。  

※ ２  過 去 に 耐 震 設 計 補 助 を 受 け た 場 合 、 別 途 の 補 助 率 お よ び 限 度 額 を 適 用 。  

※ ３  利 子 補 給 制 度 を 利 用 す る 場 合 は 192.5 万 円 が 上 限 で す 。  

※ ４  緊 急 輸 送 道 路 は 「 石 川 県 地 域 防 災 計 画 」 で 定 め ら れ た も の を い う 。  

※ ５  設 計 費 が  150 万 円 以 下 と な る 場 合 、補 助 率「 １ ／ ３ 」と あ る の は 、緊 急 輸  送 道 路 建

築 物 に 該 当 す る も の は 「 ５ ／ ６ 」 、 そ の 他 の 建 築 物 は 「 ７ ／ １ ２ 」  と 読 み 替 え ま す 。 

※ ６  設 計 費 が  150 万 円 を 超 え る 場 合 、 緊 急 輸 送 道 路 沿 道 建 築 物 に 該 当 す る も の  は 補 助

額 に 75 万 円 、 そ の 他 の 建 築 物 は 37.5 万 円 が 加 算 さ れ ま す 。  

※ ７  国 の 補 助 要 件 を 満 た し た 場 合 は 、 １ ５ .２ ％ 。  

※ ８  令 和 6 年 能 登 半 島 地 震 に よ り 被 災 し 、 り 災 証 明 書 が 発 行 さ れ た 建 築 物 を 対 象 と し ま

利 用 す る施 設  

耐 震 設 計  

一 戸 建 て住 宅  

２ ／ ３  

10 万円  

共 同 住 宅、 長 屋 、 寄 宿 舎  

100 万 円  
緊 急 輸 送道 路 沿 道 建 築 物 ※ ４  

上 記 以 外 の 不 特 定 多 数 の 人 が

利 用 す る施 設  
１ ／ ３  50 万円  

要 緊 急 安 全 確 認 大 規 模 建 築 物

に 係 る もの  
１ ／ ３ ※５  な し ※ ６  

改 修 工 事  

一 戸 建 て住 宅  

２ ／ ３  

170 万 円  

共 同 住 宅、 長 屋 、 寄 宿 舎 ※ １  

100 万 円 ／ 戸  

と １ 億 円  

の い ず れか 低 い 額  

緊 急 輸 送道 路 沿 道 建 築 物 ※ ４  １ 億 円  

要 緊 急 安 全 確 認 大 規 模 建 築 物

に 係 る もの  
４ ４ ． ８％  な し  

上 記 以 外 の 不 特 定 多 数 の 人 が

利 用 す る施 設  
７ ． ６ ％※ ７  2,000 万 円  

被

災

木

造

住

宅 

耐 震 診 断  
被 災 し た 木 造 住 宅 ※ ８  

（ 設 計 を含 む ）  
３ ／ ４  15 万円  

耐 震 改 修  

工 事  

被 災 し た 木 造 住 宅  

（ 傾 斜 修復 を 含 む ）  
10／ 10 

 

250 万 円 ※ ３  

 

建 替 え  

工 事  

被 災 し た 木 造 住 宅 の 建 替 え  

（ 原 則 、現 地 で の 建 替 え ）  

 

10／ 10 

 

250 万 円  

高

齢

者

等

住

宅 
除 却 工 事  

 

耐 震 診 断 の 結 果 、 倒 壊 の 危 険 性

が あ る と 判 断 さ れ た 高 齢 者 等 住

宅 ※ ９  

 

２ ３ ％  50 万円  

※ １  限 度 額 の 根 拠 と な る 住 戸 数 は 別 途 算 定 し ま す 。  

※ ２  過 去 に 耐 震 設 計 補 助 を 受 け た 場 合 、 別 途 の 補 助 率 お よ び 限 度 額 を 適 用 。  

※ ３  利 子 補 給 制 度 を 利 用 す る 場 合 は 192.5 万 円 が 上 限 で す 。  

※ ４  緊 急 輸 送 道 路 は 「 石 川 県 地 域 防 災 計 画 」 で 定 め ら れ た も の を い う 。  

※ ５  設 計 費 が  150 万 円 以 下 と な る 場 合 、補 助 率「 １ ／ ３ 」と あ る の は 、緊 急 輸  送 道 路 建

築 物 に 該 当 す る も の は 「 ５ ／ ６ 」 、 そ の 他 の 建 築 物 は 「 ７ ／ １ ２ 」  と 読 み 替 え ま す 。 

※ ６  設 計 費 が  150 万 円 を 超 え る 場 合 、 緊 急 輸 送 道 路 沿 道 建 築 物 に 該 当 す る も の  は 補 助

額 に 75 万 円 、 そ の 他 の 建 築 物 は 37.5 万 円 が 加 算 さ れ ま す 。  

※ ７  国 の 補 助 要 件 を 満 た し た 場 合 は 、 １ ５ .２ ％ 。  

※ ８  令 和 6 年 能 登 半 島 地 震 に よ り 被 災 し 、 り 災 証 明 書 が 発 行 さ れ た 建 築 物 を 対 象 と し ま
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す 。  

※ ９  木 造 住 宅 が 密 集 し て い る 地 域 内 に 立 地 し て い る 場 合 に 補 助 の 対 象 と な り ま す 。  

 

④  建 築設 備  

既 存 の 電気 設 備 、 空 調 設 備 、給 排 水 設 備 等 の 耐 震診 断 及 び 耐 震 補 強 を促 進 す る 。  

ま た 、 地 震 動 に よ る エ レ ベ ー タ ー 閉 じ 込 め 等 を 防 止 す る た め 、 点 検 ・ 改 修 の 指 導

に 努 め る と と も に 、 新 た に 設 置 す る 場 合 に は 、 施 工 、 設 置 基 準 を 遵 守 す る よ う 安 全

性 の 確 保に 努 め る 。  

（ ４ ） 被災 建 築 物 等 に 対 す る安 全 対 策  

市 は 、 災 害 時 に お け る 建 築 物 の 応 急 危 険 度 判 定 を 円 滑 に 実 施 す る た め 、 石 川 県 と 連 携

し て 応 急危 険 度 判 定 体 制 を 整え る 。  

（ ５ ） コン ピ ュ ー タ の 安 全 対策  

本 市 自 ら 保 有 す る コ ン ピ ュ ー タ ・ シ ス テ ム に つ い て は 、 金 沢 市 情 報 セ キ ュ リ テ ィ ポ リ

シ ー に 基 づ き 所 要 の 対 策 を 推 進 す る と と も に 、 コ ン ピ ュ ー タ を 扱 う 企 業 に 対 し 、 安 全 対

策 実 施 につ い て 啓 発 を 行 う 。  

７  落下倒壊危険物対策    

（ １ ） 構造 物 等 の 点 検 、 補 修、 補 強 等  

地 震 の 発 生 に よ り 、 道 路 及 び そ の 周 辺 の 構 造 物 等 が 落 下 、 倒 壊 す る こ と に よ る 被 害 を

予 防 す る た め 、 特 に 緊 急 輸 送 路 、 避 難 路 に つ い て 、 道 路 管 理 者 、 公 安 委 員 会 、 北 陸 電 力

株 式 会 社 、 西 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社 、 そ の 他 の 所 有 者 、 設 置 者 は 、 次 に よ り そ れ ぞ れ 道

路 周 辺 等の 構 造 物 等 の 点 検 、補 修 、 補 強 等 を 行 う。  

表 ２ － ７－ １   落 下 倒 壊 危 険物 対 策 一 覧 表  

物 件 名  対 策 実 施 者  措 置 等  

横 断 歩 道 橋  道 路 管 理 者  耐 震 診 断 を 行 い 、落 橋 防 止 を 図 り 、道 路 の 安 全 確 保 に 努 め る 。 

道 路 標 識 、  

交 通 信 号 機 等  
管 理 者  

施 設 の 点 検 を 行 い 、 速 や か に 改 善 し 、 危 険 の 防 止 を 図 る 。  

枯 死 街 路 樹 等  樹 木 除 去 等 適 切 な 管 理 を 講 ず る よ う 努 め る 。  

電 柱 、 街 路 灯  設 置 状 態 の 点 検 を 行 い 、 倒 壊 等 の 防 止 を 図 る 。  

ア ー ケ ー ド 、  

バ ス 停 上 屋 等  

設 置 者  

 

管 理 者  

新 設 に つ い て は 、 安 全 性 を 厳 密 に 審 査 す る 。  

既 存 の も の は 、 各 施 設 管 理 者 に よ る 点 検 、 補 強 を 進 め る 。  

設 置 者 又 は 管 理 者 は 、 こ れ ら の 対 策 、 措 置 に 努 め る 。  

看 板 、 広 告 等  

許 可 及 び 許 可 の 更 新 に 際 し 、安 全 管 理 の 実 施 を 許 可 条 件 と す

る 。許 可 の 更 新 時 期 に 至 っ て い な い も の に つ い て は 、関 係 者

の 協 力 を 求 め 安 全 性 の 向 上 を 図 る 。  

設 置 者 又 は 管 理 者 は 、許 可 条 件 を 遵 守 す る と と も に 、安 全 性

の 向 上 に 努 め る 。  

ブ ロ ッ ク 塀  所 有 者  

既 存 の ブ ロ ッ ク 塀 の 危 険 度 を 点 検 し 、 危 険 な も の に つ い て

は 、 改 良 又 は 生 け 垣 化 等 を す る 。  

新 設 す る も の に つ い て は 、 安 全 な ブ ロ ッ ク 塀 を 設 置 す る 。  

す 。  

※ ９  木 造 住 宅 が 密 集 し て い る 地 域 内 に 立 地 し て い る 場 合 に 補 助 の 対 象 と な り ま す 。  

 

④  建 築設 備  

既 存 の 電気 設 備 、 空 調 設 備 、給 排 水 設 備 等 の 耐 震診 断 及 び 耐 震 補 強 を促 進 す る 。  

ま た 、 地 震 動 に よ る エ レ ベ ー タ ー 閉 じ 込 め 等 を 防 止 す る た め 、 点 検 ・ 改 修 の 指 導

に 努 め る と と も に 、 新 た に 設 置 す る 場 合 に は 、 施 工 、 設 置 基 準 を 遵 守 す る よ う 安 全

性 の 確 保に 努 め る 。  

（ ４ ） 被災 建 築 物 等 に 対 す る安 全 対 策  

市 は 、 災 害 時 に お け る 建 築 物 の 応 急 危 険 度 判 定 を 円 滑 に 実 施 す る た め 、 石 川 県 と 連携

し て 応 急危 険 度 判 定 体 制 を 整え る 。  

（ ５ ） コン ピ ュ ー タ の 安 全 対策  

本 市 自 ら 保 有 す る コ ン ピ ュ ー タ ・ シ ス テ ム に つ い て は 、 金 沢 市 情 報 セ キ ュ リ テ ィ ポリ

シ ー に 基 づ き 所 要 の 対 策 を 推 進 す る と と も に 、 コ ン ピ ュ ー タ を 扱 う 企 業 に 対 し 、 安 全 対

策 実 施 につ い て 啓 発 を 行 う 。  

７  落下倒壊危険物対策    

（ １ ） 構造 物 等 の 点 検 、 補 修、 補 強 等  

地 震 の 発 生 に よ り 、 道 路 及 び そ の 周 辺 の 構 造 物 等 が 落 下 、 倒 壊 す る こ と に よ る 被 害を

予 防 す るた め 、特 に 緊 急 輸 送路 、避 難 路 に つ い て 、道 路管 理 者 、公 安 委 員 会 、北 陸 電 力 株

式 会 社 、 西 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社 、 そ の 他 の 所 有 者 、 設 置 者 は 、 次 に よ り そ れ ぞ れ 道 路

周 辺 等 の構 造 物 等 の 点 検 、 補修 、 補 強 等 を 行 う 。  

表 ２ － ７－ １   落 下 倒 壊 危 険物 対 策 一 覧 表  

物 件 名  対 策 実 施 者  措 置 等  

横 断 歩 道 橋  道 路 管 理 者  耐 震 診 断 を 行 い 、落 橋 防 止 を 図 り 、道 路 の 安 全 確 保 に 努 め る 。 

道 路 標 識 、  

交 通 信 号 機 等  
管 理 者  

施 設 の 点 検 を 行 い 、 速 や か に 改 善 し 、 危 険 の 防 止 を 図 る 。  

枯 死 街 路 樹 等  樹 木 除 去 等 適 切 な 管 理 を 講 ず る よ う 努 め る 。  

電 柱 、 街 路 灯  設 置 状 態 の 点 検 を 行 い 、 倒 壊 等 の 防 止 を 図 る 。  

ア ー ケ ー ド 、  

バ ス 停 上 屋 等  

設 置 者  

 

管 理 者  

新 設 に つ い て は 、 安 全 性 を 厳 密 に 審 査 す る 。  

既 存 の も の は 、 各 施 設 管 理 者 に よ る 点 検 、 補 強 を 進 め る 。  

設 置 者 又 は 管 理 者 は 、 こ れ ら の 対 策 、 措 置 に 努 め る 。  

看 板 、 広 告 等  

許 可 及 び 許 可 の 更 新 に 際 し 、安 全 管 理 の 実 施 を 許 可 条 件 と す

る 。許 可 の 更 新 時 期 に 至 っ て い な い も の に つ い て は 、関 係 者

の 協 力 を 求 め 安 全 性 の 向 上 を 図 る 。  

設 置 者 又 は 管 理 者 は 、許 可 条 件 を 遵 守 す る と と も に 、安 全 性

の 向 上 に 努 め る 。  

ブ ロ ッ ク 塀  所 有 者  

既 存 の ブ ロ ッ ク 塀 の 危 険 度 を 点 検 し 、 危 険 な も の に つ い て

は 、 改 良 又 は 生 け 垣 化 等 を す る 。  

新 設 す る も の に つ い て は 、 安 全 な ブ ロ ッ ク 塀 を 設 置 す る 。  



【新旧対応表】地域防災計画_計画編_第１編_震災対策計画_第２章_災害予防計画 

旧_R7.5 末時点 新（見直し後） 
 

2-35 

ガ ラ ス 窓 等  
所 有 者  

管 理 者  

破 損 、 落 下 に よ り 通 行 人 に 危 害 を 及 ぼ さ な い よ う 補 強 す る 。 

自 動 販 売 機  
転 倒 に よ り 、 道 路 の 通 行 及 び 安 全 上 支 障 の な い よ う 措 置 す

る 。  

樹 木 、 煙 突  所 有 者  倒 壊 等 の お そ れ の あ る も の 、 不 要 な も の は 除 去 に 努 め る 。  

（ ２ ） 広報 活 動  

道 路 区 域 内 に お け る 不 法 占 用 の 防 止 及 び 撤 去 の た め の 広 報 を 実 施 し 、 道 路 利 用 者 、 沿

道 の 住 民及 び 事 業 者 へ 危 険 防止 を 周 知 す る 。  

８  危険地域における災害の予防対策   

地 震 発 生時 に お け る 地 す べ り、が け 崩 れ 、山 崩れ 、急 傾 斜 地 等 の 崩 壊、津 波 、洪 水 、液状

化 等 の 災 害 を 防 止 す る た め 、 県 及 び 市 は 、 危 険 地 区 の 現 況 を 把 握 し 、 区 域 の 指 定 と 周 知 、

警 戒 避 難体 制 の 確 立 を 図 り 、障 害 物 の 除 去 及 び 防災 施 設 の 整 備 を 促 進す る 。  

ま た 、宅 地 造 成 及 び 特 定 盛 土等 規 制 法 の 施 行 を 踏ま え 、盛 土 等 に 伴 う災 害 の 防 止 の た め、

新 た な 規制 区 域 を 指 定 す る 県と 連 携 を 図 る 。  

 

（ １ ） 土砂 災 害 警 戒 区 域 等 にお け る 土 砂 災 害 防 止対 策 の 推 進  

①  基 礎調 査 の 推 進  

県 は 、「 土 砂 災 害 警 戒 区 域 等 に お け る 土 砂 災 害 防 止 対 策 の 推 進 に 関 す る 法 律 」（ 以

下 「 土 砂 災 害 防 止 法 」 と い う ） に 基 づ き 、 土 砂 災 害 に よ り 住 民 等 に 危 害 が 生 じ る お

そ れ の ある 土 地 を 調 査 し 、 その 結 果 を 市 長 に 通 知す る と と も に 公 表 する 。  

②  土 砂災 害 警 戒 区 域 に お ける 対 策  

ア  県 は 、あら か じ め 、市 長 の 意見 を 聴 い て 土 砂災 害 警 戒 区 域（ 以 下「 警 戒 区域 」

と い う）の 指 定 に 努 め る 。ま た 、県 は 、警 戒 区 域の 指 定 を す る と き は、そ の 旨 並

び に 指 定 の 区 域 及 び 土 砂 災 害 の 発 生 原 因 と な る 自 然 現 象 の 種 類 に つ い て 、 住 民

へ の 周 知 を 図 る と と も に 、 市 地 域 防 災 計 画 に お い て 、 警 戒 避 難 体 制 に 関 す る 事

項 を 定 める に あ た り 必 要 な 情報 を 、 当 該 警 戒 区 域を 含 む 市 に 提 供 す る。  

イ  市 は 、 警 戒 区 域 の 指 定 が あ っ た と き は 、 市 地 域 防 災 計 画 に お い て 、 当 該 警 戒

区 域 ご とに 、 以 下 の 事 項 に つい て 定 め る 。  

(ｱ) 土 砂 災 害に 関 す る 情 報 の収 集 及 び 伝 達 並 び に予 報 ま た は 警 報 の 発令 及 び 伝

達 に 関 する 事 項  

(ｲ) 避 難施 設 そ の 他 の 避 難 場所 及 び 避 難 路 そ の 他の 避 難 経 路 に 関 す る事 項  

(ｳ) 災 害 対 策基 本 法 第 ４ ８ 条第 １ 項 の 防 災 訓 練 とし て 市 長 が 行 う 土 砂災 害 に 係

る 避 難 訓練 の 実 施 に 関 す る 事項  

(ｴ) 警 戒 区 域内 に 、 社 会 福 祉施 設 、 医 療 施 設 そ の他 の 主 と し て 防 災 上の 配 慮 を

要 す る 者 が 利 用 す る 施 設 で あ っ て 、 土 砂 災 害 が 発 生 す る お そ れ が あ る 場 合 に

お け る 当 該 施 設 を 利 用 し て い る 者 の 円 滑 か つ 迅 速 な 避 難 を 確 保 す る 必 要 が あ

る と 認 めら れ る も の が あ る 場合 に あ っ て は 、 こ れら の 施 設 の 名 称 及 び所 在 地  

(ｵ) 救 助に 関 す る 事 項  

ガ ラ ス 窓 等  
所 有 者  

管 理 者  

破 損 、 落 下 に よ り 通 行 人 に 危 害 を 及 ぼ さ な い よ う 補 強 す る 。 

自 動 販 売 機  
転 倒 に よ り 、 道 路 の 通 行 及 び 安 全 上 支 障 の な い よ う 措 置 す

る 。  

樹 木 、 煙 突  所 有 者  倒 壊 等 の お そ れ の あ る も の 、 不 要 な も の は 除 去 に 努 め る 。  

（ ２ ） 広報 活 動  

道 路 区 域 内 に お け る 不 法 占 用 の 防 止 及 び 撤 去 の た め の 広 報 を 実 施 し 、 道 路 利 用 者 、沿

道 の 住 民及 び 事 業 者 へ 危 険 防止 を 周 知 す る 。  

８  危険地域における災害の予防対策   

地 震 発 生時 に お け る 地 す べ り 、が け崩 れ 、山 崩 れ 、急 傾 斜 地 等 の 崩 壊 、津 波 、洪 水 、液 状

化 等 の 災 害 を 防 止 す る た め 、 県 及 び 市 は 、 危 険 地 区 の 現 況 を 把 握 し 、 区 域 の 指 定 と 周 知 、

警 戒 避 難体 制 の 確 立 を 図 り 、障 害 物 の 除 去 及 び 防災 施 設 の 整 備 を 促 進す る 。  

ま た 、宅 地 造 成 及 び 特 定 盛 土等 規 制 法 の 施 行 を 踏ま え 、盛 土 等 に 伴 う災 害 の 防 止 の た め、

新 た な 規制 区 域 を 指 定 す る 県と 連 携 を 図 る 。  

 

（ １ ） 土砂 災 害 警 戒 区 域 等 にお け る 土 砂 災 害 防 止対 策 の 推 進  

①  基 礎調 査 の 推 進  

県 は 、「 土 砂 災 害 警 戒 区 域 等 に お け る 土 砂 災 害 防 止 対 策 の 推 進 に 関 す る 法 律 」（ 以

下 「 土 砂 災 害 防 止 法 」 と い う ） に 基 づ き 、 土 砂 災 害 に よ り 住 民 等 に 危 害 が 生 じ る お

そ れ の ある 土 地 を 調 査 し 、 その 結 果 を 市 長 に 通 知す る と と も に 公 表 する 。  

②  土 砂災 害 警 戒 区 域 に お ける 対 策  

ア  県 は、あ ら か じ め、市 長 の 意 見 を 聴 い て 土 砂災 害 警 戒 区 域（ 以 下「 警 戒 区域 」

と い う ）の 指 定に 努 め る 。ま た 、県 は 、警 戒 区 域の 指 定 を す る と き は 、そ の旨 並

び に 指 定 の 区 域 及 び 土 砂 災 害 の 発 生 原 因 と な る 自 然 現 象 の 種 類 に つ い て 、 住 民

へ の 周 知 を 図 る と と も に 、 市 地 域 防 災 計 画 に お い て 、 警 戒 避 難 体 制 に 関 す る 事

項 を 定 める に あ た り 必 要 な 情報 を 、 当 該 警 戒 区 域を 含 む 市 に 提 供 す る。  

イ  市 は 、 警 戒 区 域 の 指 定 が あ っ た と き は 、 市 地 域 防 災 計 画 に お い て 、 当 該 警 戒

区 域 ご とに 、 以 下 の 事 項 に つい て 定 め る 。  

(ｱ) 土 砂 災 害 に関 す る 情 報 の収 集 及 び 伝 達 並 び に予 報 ま た は 警 報 の 発令 及 び 伝

達 に 関 する 事 項  

(ｲ) 避 難施 設 そ の 他 の 避 難 場所 及 び 避 難 路 そ の 他の 避 難 経 路 に 関 す る事 項  

(ｳ) 災 害 対 策 基本 法 第 ４ ８ 条第 １ 項 の 防 災 訓 練 とし て 市 長 が 行 う 土 砂災 害 に 係

る 避 難 訓練 の 実 施 に 関 す る 事項  

(ｴ) 警 戒 区 域 内に 、 社 会 福 祉施 設 、 医 療 施 設 そ の他 の 主 と し て 防 災 上の 配 慮 を

要 す る 者 が 利 用 す る 施 設 で あ っ て 、 土 砂 災 害 が 発 生 す る お そ れ が あ る 場 合 に

お け る 当 該 施 設 を 利 用 し て い る 者 の 円 滑 か つ 迅 速 な 避 難 を 確 保 す る 必 要 が あ

る と 認 めら れ る も の が あ る 場合 に あ っ て は 、 こ れら の 施 設 の 名 称 及 び所 在 地  

(ｵ) 救 助に 関 す る 事 項  
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(ｶ) 前 各 号 に掲 げ る も の の ほか 、 警 戒 区 域 に お ける 土 砂 災 害 を 防 止 する た め に

必 要 な 警戒 避 難 体 制 に 関 す る事 項  

ウ  市 は、前 項 (ｴ)に 記 載 す る事 項 を 定 め る と き は、当 該 市 地 域 防 災 計画 に お い て 、

土 砂 災 害 が 発 生 す る お そ れ が あ る 場 合 に お け る 同 号 に 規 定 す る 施 設 を 利 用 し て

い る 者 の円 滑 か つ 迅 速 な 避 難を 確 保 す る た め、同 項 (ｱ)に 掲 げ る 事 項 とし て 土 砂

災 害 に 関す る 情 報 、 予 報 及 び警 報 の 伝 達 に 関 す る事 項 を 定 め る 。  

エ  警 戒 区 域 を そ の 区 域 に 含 む 市 長 は 、 土 砂 災 害 防 止 法 に 基 づ き 、 土 砂 災 害 に 関

す る 情 報 の 伝 達 方 法 、 避 難 場 所 、 そ の 他 土 砂 災 害 警 戒 区 域 に お け る 円 滑 な 警 戒

避 難 を 確 保 す る 上 で 必 要 な 事 項 等 市 地 域 防 災 計 画 に 定 め ら れ た 事 項 を 記 載 し た

土 砂 災 害ハ ザ ー ド マ ッ プ 等 を作 成 し 、 住 民 に 周 知す る 。  

オ  県 及 び 市 は、協 力 し て 土 砂災 害 に 対 し て 住 民 等を 啓 発 す る た め の 防災 教 育 や 防

災 訓 練 の 実 施 に 努 め る も の と す る 。 ま た 、 警 戒 区 域 を そ の 区 域 に 含 む 市 は 、 土

砂 災 害 に係 る 避 難 訓 練 を 毎 年１ 回 以 上 実 施 す る こと を 基 本 と す る 。  

  ③  土 砂 災 害 特 別 警 戒 区域 に お け る 対 策  

県 は、「 土 砂 災 害 防 止 法 」に 基 づ き 、土 砂 災 害 警戒 区 域 農 地 、建 築 物 に 損 壊 が生 じ、

住 民 等 の 身 体 に 著 し い 危 害 が 生 じ る お そ れ の あ る 区 域 を 、 市 の 意 見 を 聴 い て 土 砂 災

害 特 別 警戒 区 域 と し て 指 定 し、 以 下 の 措 置 を 講 ずる 。  

ア  住 宅分 譲 地 や 社 会 福 祉 施設 等 の た め の 開 発 行為 に 関 す る 許 可  

イ  建 築基 準 法 に 基 づ く 建 築物 の 構 造 規 制  

ウ  土 砂災 害 時 に 著 し い 危 害が 生 じ る お そ れ の ある 建 築 物 に 対 す る 移転 等 の 勧 告  

エ  勧 告に よ る 移 転 者 へ の 融資 、 資 金 の 確 保  

（ ２ ） 山間 地 の 孤 立 す る 可 能性 の あ る 地 区 の 選 定  

土 砂 災 害 危 険 箇 所 等 の 地 区 及 び 現 地 調 査 に よ り 災 害 時 に 孤 立 す る 可 能 性 の あ る 地 区 を

把 握 し 、土 砂 災 害 警 戒 区 域 等と 整 合 を 図 り な が ら、 そ の 対 応 と 措 置 を講 ず る 。  

（ ３ ） 危険 地 区 の 指 定 及 び 周知  

県 及 び 市 は 、 市 民 の 生 命 と 財 産 を 保 護 す る た め 、 危 険 地 区 の 現 況 を 調 査 し 、 法 令 に 基

づ き 県 が 指 定 す る 土 砂 災 害 警 戒 区 域 や そ の 他 危 険 地 区 を 地 域 防 災 計 画 に 明 示 し 、 周 辺 住

民 に 対 し 災 害 の 危 険 性 に つ い て 周 知 徹 底 を 図 る 。 ま た 、 地 区 に よ り 起 こ り う る 災 害 特 性

が 異 な るた め 、 地 区 の 特 性 にあ っ た わ か り や す いハ ザ ー ド マ ッ プ の 作成 に も 配 慮 す る 。  

【 参 照 】資 料 ８  が け 地 等 危険 箇 所  

資 料 ９  落 石 等 注 意 箇 所  

資 料 10 降 雨 情 報 連 絡 装 置場 所  

（ ４ ） 警戒 体 制 の 確 立  

市 は 、 関 係 機 関 と 連 携 を 密 に し 、 定 期 的 に 危 険 地 区 の 巡 視 ・ 点 検 を 実 施 し 、 災 害 の 未

然 防 止 に努 め る 。  

地 震 発 生 後 に 地 す べ り 、 が け 崩 れ 、 山 崩 れ 、 急 傾 斜 地 等 の 崩 壊 、 洪 水 、 液 状 化 等 の お

そ れ が あ る と 認 め る と き は 、 危 険 地 区 の 巡 視 ・ 警 戒 を 行 う と と も に 、 当 該 危 険 地 区 に 警

戒 要 員 を 配 置 し 、 兆 候 把 握 の た め の 観 測 機 器 を 設 置 す る な ど の 所 要 の 措 置 を 講 ず る 。 な

(ｶ) 前 各 号 に 掲げ る も の の ほか 、 警 戒 区 域 に お ける 土 砂 災 害 を 防 止 する た め に

必 要 な 警戒 避 難 体 制 に 関 す る事 項  

ウ  市 は、前 項 (ｴ)に 記 載 す る事 項 を 定 め る と き は、当 該 市 地 域 防 災 計画 に お い て 、

土 砂 災 害 が 発 生 す る お そ れ が あ る 場 合 に お け る 同 号 に 規 定 す る 施 設 を 利 用 し て

い る 者 の円 滑 か つ 迅 速 な 避 難を 確 保 す る た め、同 項 (ｱ)に掲 げ る 事 項 とし て 土 砂

災 害 に 関す る 情 報 、 予 報 及 び警 報 の 伝 達 に 関 す る事 項 を 定 め る 。  

エ  警 戒 区 域 を そ の 区 域 に 含 む 市 長 は 、 土 砂 災 害 防 止 法 に 基 づ き 、 土 砂 災 害 に 関

す る 情 報 の 伝 達 方 法 、 避 難 場 所 、 そ の 他 土 砂 災 害 警 戒 区 域 に お け る 円 滑 な 警 戒

避 難 を 確 保 す る 上 で 必 要 な 事 項 等 市 地 域 防 災 計 画 に 定 め ら れ た 事 項 を 記 載 し た

土 砂 災 害ハ ザ ー ド マ ッ プ 等 を作 成 し 、 住 民 に 周 知す る 。  

オ  県 及 び 市 は、協 力 し て 土 砂災 害 に 対 し て 住 民 等を 啓 発 す る た め の 防災 教 育 や 防

災 訓 練 の 実 施 に 努 め る も の と す る 。 ま た 、 警 戒 区 域 を そ の 区 域 に 含 む 市 は 、 土

砂 災 害 に係 る 避 難 訓 練 を 毎 年１ 回 以 上 実 施 す る こと を 基 本 と す る 。  

  ③  土 砂 災 害 特 別 警 戒 区域 に お け る 対 策  

県 は、「 土 砂 災 害 防 止 法 」に基 づ き 、土 砂 災 害 警戒 区 域 農 地 、建 築 物に 損 壊 が 生 じ、

住 民 等 の 身 体 に 著 し い 危 害 が 生 じ る お そ れ の あ る 区 域 を 、 市 の 意 見 を 聴 い て 土 砂 災

害 特 別 警戒 区 域 と し て 指 定 し、 以 下 の 措 置 を 講 ずる 。  

ア  住 宅分 譲 地 や 社 会 福 祉 施設 等 の た め の 開 発 行為 に 関 す る 許 可  

イ  建 築基 準 法 に 基 づ く 建 築物 の 構 造 規 制  

ウ  土 砂災 害 時 に 著 し い 危 害が 生 じ る お そ れ の ある 建 築 物 に 対 す る 移転 等 の 勧 告  

エ  勧 告に よ る 移 転 者 へ の 融資 、 資 金 の 確 保  

（ ２ ） 山間 地 の 孤 立 す る 可 能性 の あ る 地 区 の 選 定  

土 砂 災 害 危 険 箇 所 等 の 地 区 及 び 現 地 調 査 に よ り 災 害 時 に 孤 立 す る 可 能 性 の あ る 地 区を

把 握 し 、土 砂 災 害 警 戒 区 域 等と 整 合 を 図 り な が ら、 そ の 対 応 と 措 置 を講 ず る 。  

（ ３ ） 危険 地 区 の 指 定 及 び 周知  

県 及 び 市 は 、 市 民 の 生 命 と 財 産 を 保 護 す る た め 、 危 険 地 区 の 現 況 を 調 査 し 、 法 令 に基

づ き 県 が 指 定 す る 土 砂 災 害 警 戒 区 域 や そ の 他 危 険 地 区 を 地 域 防 災 計 画 に 明 示 し 、 周 辺 住

民 に 対 し 災 害 の 危 険 性 に つ い て 周 知 徹 底 を 図 る 。 ま た 、 地 区 に よ り 起 こ り う る 災 害 特 性

が 異 な るた め 、 地 区 の 特 性 にあ っ た わ か り や す いハ ザ ー ド マ ッ プ の 作成 に も 配 慮 す る 。  

【 参 照 】資 料 ８  が け 地 等 危険 箇 所  

資 料 ９  落 石 等 注 意 箇 所  

資 料 10 降 雨 情 報 連 絡 装 置場 所  

（ ４ ） 警戒 体 制 の 確 立  

市 は 、 関 係 機 関 と 連 携 を 密 に し 、 定 期 的 に 危 険 地 区 の 巡 視 ・ 点 検 を 実 施 し 、 災 害 の未

然 防 止 に努 め る 。  

地 震 発 生後 に 地 す べ り 、が け 崩 れ 、山 崩 れ 、急 傾 斜 地 等の 崩 壊 、洪 水 、液 状 化 等 の お そ

れ が あ る と 認 め る と き は 、 危 険 地 区 の 巡 視 ・ 警 戒 を 行 う と と も に 、 当 該 危 険 地 区 に 警 戒

要 員 を 配置 し 、兆 候 把 握 の ため の 観 測 機 器 を 設 置す る な ど の 所 要 の 措置 を 講 ず る 。な お 、
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お 、 巡 視 ・ 警 戒 に 当 た る べ き 時 期 を 失 し な い よ う 、 関 係 機 関 と 連 絡 を 密 に し 、 降 雨 量 の

把 握 に 努め る と と も に 、 雨 量計 設 置 機 関 は 逐 次 情報 の 提 供 に 努 め る 。  

（ ５ ） 避難 体 制 の 確 立  

市 長 は 、 災 害 が 発 生 し 、 又 は 発 生 す る お そ れ が あ る 場 合 に お い て 、 当 該 地 域 住 民 の 生

命 、身 体 を 災 害 か ら 保 護 し 、そ の 災 害 の 拡 大 を 防止 す る た め 必 要 が ある と 認 め る と き は、

当 該 地 域 の 住 民 、 滞 在 者 そ の 他 の 者 に 対 し て 高 齢 者 等 避 難 、 避 難 指 示 、 緊 急 安 全 確 保 を

状 況 に 応じ て 発 令 す る 。  

ま た 、 地 域 の 実 情 に 最 も 適 し た 避 難 場 所 、 避 難 経 路 及 び 避 難 誘 導 方 法 等 を 定 め 、 広 報

紙 、 パ ンフ レ ッ ト 等 に よ り 地域 住 民 に 対 し て 周 知徹 底 を 図 る 。  

さ ら に 、 危 険 地 区 な ど に お い て は 、 差 し 迫 っ た 状 況 で 避 難 所 へ の 避 難 が 困 難 な 場 合 に

備 え て 、２ 階 以 上 (斜 面 と 反対 側 の 部 屋 )に 避 難 す る こ と 、周 囲 の 比較 的 高 い 建 物 (鉄 筋 コ

ン ク リ ート 等 の 堅 固 な 構 造 物 )に 避 難 す る 等 、近 隣 に 一 時 避 難 先 を 決め て お く こ と な ど 啓

発 を 行 う。  

（ ６ ） 住宅 移 転 事 業 の 促 進  

県 及 び 市 は 、 危 険 箇 所 に 居 住 す る も の に 対 し て 、 必 要 な 指 導 を 行 う と と も に 、 各 種 制

度 の 活 用に よ り 、住 民 の 生 命 、財 産 等を 災 害 か ら保 護 す る た め に 、危 険 住 宅 の移 転 促 進 に

努 め る 。  

（ ７ ） 宅地 造 成 地 等 災 害 予 防  

県 及 び 市は 、宅 地 の 造 成 に 伴う が け 崩 れ 又 は 土 砂の 流 出 等 崩 壊 の 発 生を 防 止 す る た め、

宅 地 造 成工 事 規 制 区 域 を 指 定し 、 宅 地 造 成 に 関 する 工 事 の 適 切 な 規 制、 指 導 を 行 う 。  

（ ８ ） 複合 災 害 へ の 対 応  

複 合 災 害 （ 同 時 又 は 連 続 し て ２ 以 上 の 災 害 が 発 生 し 、 そ れ ら の 影 響 が 複 合 化 す る こと

に よ り 、被 害 が 深 刻 化 し 、 災害 応 急 対 応 が 困 難 にな る 事 象 ） が 起 こ りう る こ と を 想 定 し 、

被 害 を 軽減 す る 対 策 を 講 じ る。  

な お 、市 、県及 び 防 災 関 連 機関 は 、平 素 か ら 備 えを 充 実 す る と と も に 、本 計 画 各 編 に 記

載 す る 対策 の 内 容 を 踏 ま え ると と も に 、複 合 災 害へ の 対 応 に 留 意 し 、所 要 の 措置 を 講 じ る。 

ア  複 合 災 害 が 発 生 し た 場 合 に お い て 、 災 害 に あ た る 要 員 、 資 機 材 等 に つ い て 、 不 足

が 生 じ る な ど 、 望 ま し い 配 分 が で き な い 可 能 性 が あ る こ と に 留 意 し つ つ 、 要 員 ・ 資

機 材 等 の 資 源 配 分 に 関 し て 調 整 を 行 い 、 外 部 か ら の 支 援 を 早 期 に 要 請 す る こ と も 定

め る よ う努 め る 。  

イ  様 々 な 複 合 災 害 を 想 定 し た 机 上 訓 練 を 行 い 、 結 果 を 踏 ま え て 災 害 ご と の 対 応 計 画

の 見 直 し に 努 め る も の と す る 。 さ ら に 、 地 域 特 性 に 応 じ て 発 生 可 能 性 が 高 い 複 合 災

害 を 想 定 し 、 職 員 の 参 集 、 合 同 の 災 害 対 策 本 部 の 立 上 げ 等 の 実 働 訓 練 の 実 施 に 努 め

る も の とす る 。  

ウ  複 合 災 害 が 発 生 し た 場 合 に お い て 、 対 策 本 部 が 複 数 設 置 さ れ た 場 合 は 、 重 複 す る

要 員 の 所在 調 整 、情 報 の 収 集・連 絡・調 整 の た めの 要 員 の 相 互 派 遣 、合同 会 議 の 開 催

等 に 努 め、 連 携 方 策 を あ ら かじ め 定 め て お く も のと す る 。  

巡 視 ・ 警 戒 に 当 た る べ き 時 期 を 失 し な い よ う 、 関 係 機 関 と 連 絡 を 密 に し 、 降 雨 量 の 把 握

に 努 め ると と も に 、 雨 量 計 設置 機 関 は 逐 次 情 報 の提 供 に 努 め る 。  

（ ５ ） 避難 体 制 の 確 立  

市 長 は 、 災 害 が 発 生 し 、 又 は 発 生 す る お そ れ が あ る 場 合 に お い て 、 当 該 地 域 住 民 の生

命 、身 体 を 災 害 か ら 保 護 し 、そ の 災 害 の 拡 大 を 防止 す る た め 必 要 が ある と 認 め る と き は、

当 該 地 域 の 住 民 、 滞 在 者 そ の 他 の 者 に 対 し て 高 齢 者 等 避 難 、 避 難 指 示 、 緊 急 安 全 確 保 を

状 況 に 応じ て 発 令 す る 。  

ま た 、 地 域 の 実 情 に 最 も 適 し た 避 難 場 所 、 避 難 経 路 及 び 避 難 誘 導 方 法 等 を 定 め 、 広報

紙 、 パ ンフ レ ッ ト 等 に よ り 地域 住 民 に 対 し て 周 知徹 底 を 図 る 。  

さ ら に 、 危 険 地 区 な ど に お い て は 、 差 し 迫 っ た 状 況 で 避 難 所 へ の 避 難 が 困 難 な 場 合に

備 え て 、２ 階 以 上 (斜 面 と 反対 側 の 部 屋 )に 避 難 す る こ と 、周 囲 の 比較 的 高 い 建 物 (鉄 筋 コ

ン ク リ ート 等 の 堅 固 な 構 造 物 )に 避 難 す る 等 、近隣 に 一 時 避 難 先 を 決め て お く こ と な ど 啓

発 を 行 う。  

（ ６ ） 住宅 移 転 事 業 の 促 進  

県 及 び 市 は 、 危 険 箇 所 に 居 住 す る も の に 対 し て 、 必 要 な 指 導 を 行 う と と も に 、 各 種 制

度 の 活 用に よ り 、住 民 の 生 命 、財 産 等 を 災 害 か ら保 護 す る た め に 、危 険住 宅 の 移 転 促 進 に

努 め る 。  

（ ７ ） 宅地 造 成 地 等 災 害 予 防  

県 及 び 市 は 、 宅 地 の 造 成 に 伴 う が け 崩 れ 又 は 土 砂 の 流 出 等 崩 壊 の 発 生 を 防 止 す る た め 、 宅

地 造 成 工事 規 制 区 域 を 指 定 し、 宅 地 造 成 に 関 す る工 事 の 適 切 な 規 制 、指 導 を 行 う 。  

（ ８ ） 複合 災 害 へ の 対 応  

複 合 災 害 （ 同 時 又 は 連 続 し て ２ 以 上 の 災 害 が 発 生 し 、 そ れ ら の 影 響 が 複 合 化 す る こ と

に よ り 、被 害 が 深 刻 化 し 、 災害 応 急 対 応 が 困 難 にな る 事 象 ） が 起 こ りう る こ と を 想 定 し 、

被 害 を 軽減 す る 対 策 を 講 じ る。  

な お、市 、県及 び 防 災 関 連 機関 は 、平 素 か ら 備 えを 充 実 す る と と も に、本 計 画 各 編 に 記

載 す る 対策 の 内 容 を 踏 ま え ると と も に 、複 合 災 害へ の 対 応 に 留 意 し 、所 要 の 措置 を 講 じ る。 

ア  複 合 災 害 が 発 生 し た 場 合 に お い て 、 災 害 に あ た る 要 員 、 資 機 材 等 に つ い て 、 不 足

が 生 じ る な ど 、 望 ま し い 配 分 が で き な い 可 能 性 が あ る こ と に 留 意 し つ つ 、 要 員 ・ 資

機 材 等 の 資 源 配 分 に 関 し て 調 整 を 行 い 、 外 部 か ら の 支 援 を 早 期 に 要 請 す る こ と も 定

め る よ う努 め る 。  

イ  様 々 な 複 合 災 害 を 想 定 し た 机 上 訓 練 を 行 い 、 結 果 を 踏 ま え て 災 害 ご と の 対 応 計 画

の 見 直 し に 努 め る も の と す る 。 さ ら に 、 地 域 特 性 に 応 じ て 発 生 可 能 性 が 高 い 複 合 災

害 を 想 定 し 、 職 員 の 参 集 、 合 同 の 災 害 対 策 本 部 の 立 上 げ 等 の 実 働 訓 練 の 実 施 に 努 め

る も の とす る 。  

ウ  複 合 災 害 が 発 生 し た 場 合 に お い て 、 対 策 本 部 が 複 数 設 置 さ れ た 場 合 は 、 重 複 する

要 員 の 所 在 調 整 、 情 報 の 収 集 ・ 連 絡 ・ 調 整 の た め の 要 員 の 相 互 派 遣 、 合 同 会 議 の 開

催 等 に 努め 、 連 携 方 策 を あ らか じ め 定 め て お く もの と す る 。  
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９  文化財に対する防災対策   

（ １ ） 安全 対 策 の 方 針  

文 化 財 の 地 震 対 策 は 、 文 化 財 建 造 物 の 管 理 状 況 、 特 に 危 険 な 建 物 等 の 実 態 を 把 握 し 、

防 災 体 制 の 整 備 、 防 災 施 設 の 配 備 点 検 、 消 防 水 利 の 確 保 、 防 災 訓 練 の 実 施 等 常 に 安 全 確

保 に 留 意し 、 可 能 な 修 理 補 強等 を 実 施 す る 。  

ま た 、 史 跡 、 名 勝 等 に つ い て は 、 崩 壊 倒 木 な ど の 危 険 箇 所 の 整 備 を 促 進 し 、 安 全 を 確

保 す る 。  

（ ２ ） 市の 対 応 方 針  

文 化 財 の実 態 を 把 握 す る と とも に 、防 災 対 策 に つい て 、文 化 財 所 有 者 、管 理者 に 対 し、

防 災 施 設 の 点 検 や 可 能 な 修 理 補 強 等 を 指 導 し 、 安 全 の 確 保 と 文 化 財 に 対 す る 防 災 意 識 の

啓 発 を 図る と と も に 、 文 化 財保 護 の た め 平 常 時 から 民 間 団 体 と の 連 携を 強 化 す る 。  

 防 災 対策 の 実 施 に 当 た っ ては 、 別 途 定 め る 歴 史遺 産 防 災 管 理 対 応 マニ ュ ア ル に 従 う 。  

10  地震防災戦略の策定   

（ １ ） 地震 防 災 戦 略 の 位 置 づけ  

東 海 地 震 、 東 南 海 ・ 南 海 地 震 な ど の 大 規 模 地 震 に 対 し て は 、 具 体 的 な 被 害 軽 減 量 を 数

値 目 標 と し て 定 め 、 そ れ に 向 け て 、 被 害 要 因 の 分 析 を 通 じ た 効 果 的 な 対 策 を 選 択 し 、 戦

略 的 に 集 中 し て 推 進 し て い く こ と が 必 要 と さ れ る 。 中 央 防 災 会 議 で は 、 人 的 被 害 、 経 済

被 害 の 軽 減 に つ い て 達 成 時 期 を 含 め た 具 体 的 目 標 （ 減 災 目 標 ） を 定 め る こ と な ど を 内 容

と す る 「地 震 防 災 戦 略 」 を 平成 17 年 3 月 に 策 定し た 。  

さ ら に 、 大 規 模 地 震 以 外 の 地 震 に つ い て も 、 地 方 公 共 団 体 は 、 地 域 特 性 を 踏 ま え た 被

害 想 定 を 実 施 し 、 そ れ に 基 づ く 減 災 目 標 を 策 定 し 、 効 果 的 か つ 効 率 的 な 地 震 対 策 を 推 進

す る 必 要が あ る と さ れ て い る。  

（ ２ ） 地震 防 災 戦 略 の 構 成  

地 震 防 災 戦 略 は 、 減 災 目 標 及 び 具 体 目 標 等 か ら 構 成 す る 。 な お 、 想 定 さ れ る 地 震 に 対

す る 全 体 的 な 減 災 目 標 及 び 具 体 目 標 に 対 し 、 個 々 の 地 方 公 共 団 体 に お け る 目 標 を 「 地 域

目 標 」 と言 う 。  

①  減 災目 標  

被 害 想 定 を も と に 被 害 の 軽 減 に つ い て 達 成 時 期 を 定 め た 具 体 的 な 被 害 軽 減 量 を 示

す 数 値 目標 で あ る 。  

②  具 体目 標  

減 災 目 標 の 達 成 に 必 要 と な る 各 事 項 の 達 成 す べ き 数 値 目 標 、 達 成 時 期 、 対 策 の 内

容 等 を 定め る も の で あ る 。  

 

９  文化財に対する防災対策   

（ １ ） 安全 対 策 の 方 針  

文 化 財 の 地 震 対 策 は 、 文 化 財 建 造 物 の 管 理 状 況 、 特 に 危 険 な 建 物 等 の 実 態 を 把 握 し、

防 災 体 制 の 整 備 、 防 災 施 設 の 配 備 点 検 、 消 防 水 利 の 確 保 、 防 災 訓 練 の 実 施 等 常 に 安 全 確

保 に 留 意し 、 可 能 な 修 理 補 強等 を 実 施 す る 。  

ま た 、 史 跡 、 名 勝 等 に つ い て は 、 崩 壊 倒 木 な ど の 危 険 箇 所 の 整 備 を 促 進 し 、 安 全 を確

保 す る 。  

（ ２ ） 市の 対 応 方 針  

文 化 財 の実 態 を 把 握 す る と とも に 、防 災 対 策 に つい て 、文 化 財 所 有 者、管 理 者 に 対 し、

防 災 施 設 の 点 検 や 可 能 な 修 理 補 強 等 を 指 導 し 、 安 全 の 確 保 と 文 化 財 に 対 す る 防 災 意 識 の

啓 発 を 図る と と も に 、 文 化 財保 護 の た め 平 常 時 から 民 間 団 体 と の 連 携を 強 化 す る 。  

 防 災 対策 の 実 施 に 当 た っ ては 、 別 途 定 め る 歴 史遺 産 防 災 管 理 対 応 マニ ュ ア ル に 従 う 。  

10  地震防災戦略の策定   

（ １ ） 地震 防 災 戦 略 の 位 置 づけ  

東 海 地 震 、 東 南 海 ・ 南 海 地 震 な ど の 大 規 模 地 震 に 対 し て は 、 具 体 的 な 被 害 軽 減 量 を数

値 目 標 と し て 定 め 、 そ れ に 向 け て 、 被 害 要 因 の 分 析 を 通 じ た 効 果 的 な 対 策 を 選 択 し 、 戦

略 的 に 集 中 し て 推 進 し て い く こ と が 必 要 と さ れ る 。 中 央 防 災 会 議 で は 、 人 的 被 害 、 経 済

被 害 の 軽 減 に つ い て 達 成 時 期 を 含 め た 具 体 的 目 標 （ 減 災 目 標 ） を 定 め る こ と な ど を 内 容

と す る 「地 震 防 災 戦 略 」 を 平成 17 年 3 月 に 策 定し た 。  

さ ら に 、 大 規 模 地 震 以 外 の 地 震 に つ い て も 、 地 方 公 共 団 体 は 、 地 域 特 性 を 踏 ま え た被

害 想 定 を 実 施 し 、 そ れ に 基 づ く 減 災 目 標 を 策 定 し 、 効 果 的 か つ 効 率 的 な 地 震 対 策 を 推 進

す る 必 要が あ る と さ れ て い る。  

（ ２ ） 地震 防 災 戦 略 の 構 成  

地 震 防 災 戦 略 は 、 減 災 目 標 及 び 具 体 目 標 等 か ら 構 成 す る 。 な お 、 想 定 さ れ る 地 震 に対

す る 全 体 的 な 減 災 目 標 及 び 具 体 目 標 に 対 し 、 個 々 の 地 方 公 共 団 体 に お け る 目 標 を 「 地 域

目 標 」 と言 う 。  

①  減 災目 標  

被 害 想 定 を も と に 被 害 の 軽 減 に つ い て 達 成 時 期 を 定 め た 具 体 的 な 被 害 軽 減 量 を 示

す 数 値 目標 で あ る 。  

②  具 体目 標  

減 災 目 標 の 達 成 に 必 要 と な る 各 事 項 の 達 成 す べ き 数 値 目 標 、 達 成 時 期 、 対 策 の 内

容 等 を 定め る も の で あ る 。  



【新旧対応表】地域防災計画_計画編_第１編_震災対策計画_第２章_災害予防計画 

旧_R7.5 末時点 新（見直し後） 
 

2-39 

（ ３ ） 金沢 市 の 減 災 目 標  

中 央 防 災 会 議 で は 、 東 海 地 震 、 東 南 海 ・ 南 海 地 震 に つ い て 、 被 害 想 定 結 果 を 踏 ま え 、

減 災 目 標を 策 定 し て い る 。金 沢 市 で は 森 本・富 樫 断 層 帯 に よ る 地 震 の被 害 想 定 を 実 施 し、

経 済 被 害 額 は 算 出 し て い な い が 、 人 的 被 害 を 明 ら か に し て い る 。 し た が っ て 、 ま ず 、 人

的 被 害 につ い て 中 央 防 災 会 議と 同 様 の 目 標 を 定 める 。  

な お 、 各 種 対 策 と 被 害 と の 関 係 の 定 量 的 把 握 が 困 難 な も の が あ る た め 、 各 種 投 資 と 減

災 効 果 の把 握 に 関 す る 手 法 の検 討 も 併 せ て 進 め てい く こ と と す る 。  

11  防災パトロール   

市 を は じ め と す る 防 災 関 係 機 関 は 、 異 常 な 気 象 条 件 の も と で 発 生 す る 各 種 の 災 害 に 対 処

す る た め 、 防 災 上 重 要 な 施 設 や 危 険 個 所 に つ い て 総 合 的 に 調 査 検 討 を 行 い 、 災 害 の 未 然 防

止 、 拡 大 防 止 及 び 応 急 対 策 に 資 す る と と も に 、 防 災 体 制 の 確 立 を 図 る た め 、 随 時 、 防 災 パ

ト ロ ー ルを 実 施 す る 。  

（ １ ） 調査 対 象  

ア  河 川、 道 路 、 橋 り ょ う 、港 湾 施 設 等 防 災 上 重要 な 施 設  

イ  地 すべ り 、 山 崩 れ 、 が け崩 れ 等 の 危 険 個 所 及び 過 去 の 災 害 発 生 個所  

ウ  孤 立予 想 集 落 及 び 臨 時 離着 陸 場  

（ ２ ） 実施 方 法  

防 災 関 係 機 関 は 、 現 地 へ 出 向 き 、 又 は ヘ リ コ プ タ ー 等 の 航 空 機 に よ り 上 空 か ら パ ト ロ

ー ル を 実施 す る ｡ 

（ ３ ） 実施 機 関  

ア  市     関 係 各 課 、 消防 機 関  

イ  県     関 係 各 課 （ 出先 機 関 ）  

ウ  国     金 沢 河 川 国 道事 務 所 、 金 沢 港 湾 ・空 港 整 備 事 務 所 、 海上 保 安 部  

エ  警 察    警 察 本 部 、 警察 署  

オ  自 衛隊   陸 上 自 衛 隊第 14 普 通 科 連 隊  

（ ４ ） 調査 結 果  

市 は 、防 災 パ ト ロ ー ル の 調 査結 果 を 取 り ま と め 、防 災 関 係 機 関 に そ の内 容 を 通 知 す る。

各 防 災 関係 機 関 は 、 調 査 結 果を 踏 ま え 、 適 切 な 予防 措 置 を 講 ず る 。  

 

 

（ ３ ） 金沢 市 の 減 災 目 標  

中 央 防 災会 議 で は 、東 海 地 震 、東 南海・南 海 地 震に つ い て 、被 害 想 定結 果 を 踏 ま え 、減

災 目 標 を 策 定 し て い る 。 金 沢 市 で は 森 本 ・ 富 樫 断 層 帯 に よ る 地 震 の 被 害 想 定 を 実 施 し 、

経 済 被 害 額 は 算 出 し て い な い が 、 人 的 被 害 を 明 ら か に し て い る 。 し た が っ て 、 ま ず 、 人

的 被 害 につ い て 中 央 防 災 会 議と 同 様 の 目 標 を 定 める 。  

な お 、 各 種 対 策 と 被 害 と の 関 係 の 定 量 的 把 握 が 困 難 な も の が あ る た め 、 各 種 投 資 と減

災 効 果 の把 握 に 関 す る 手 法 の検 討 も 併 せ て 進 め てい く こ と と す る 。  

11  防災パトロール   

市 を は じ め と す る 防 災 関 係 機 関 は 、 異 常 な 気 象 条 件 の も と で 発 生 す る 各 種 の 災 害 に 対 処

す る た め 、 防 災 上 重 要 な 施 設 や 危 険 個 所 に つ い て 総 合 的 に 調 査 検 討 を 行 い 、 災 害 の 未 然 防

止 、 拡 大 防 止 及 び 応 急 対 策 に 資 す る と と も に 、 防 災 体 制 の 確 立 を 図 る た め 、 随 時 、 防 災 パ

ト ロ ー ルを 実 施 す る 。  

（ １ ） 調査 対 象  

ア  河 川、 道 路 、 橋 り ょ う 、港 湾 施 設 等 防 災 上 重要 な 施 設  

イ  地 すべ り 、 山 崩 れ 、 が け崩 れ 等 の 危 険 個 所 及び 過 去 の 災 害 発 生 個所  

ウ  孤 立予 想 集 落 及 び 臨 時 離着 陸 場  

（ ２ ） 実施 方 法  

防 災 関 係 機 関 は 、 現 地 へ 出 向 き 、 又 は ヘ リ コ プ タ ー 等 の 航 空 機 に よ り 上 空 か ら パ トロ

ー ル を 実施 す る ｡ 

（ ３ ） 実施 機 関  

ア  市     関 係 各 課 、 消防 機 関  

イ  県     関 係 各 課 （ 出先 機 関 ）  

ウ  国     金 沢 河 川 国 道事 務 所 、 金 沢 港 湾 ・空 港 整 備 事 務 所 、 海上 保 安 部  

エ  警 察    警 察 本 部 、 警察 署  

オ  自 衛隊   陸 上 自 衛 隊第 14 普 通 科 連 隊  

（ ４ ） 調査 結 果  

市 は、防 災 パ ト ロ ー ル の 調 査結 果 を 取 り ま と め、防 災 関 係 機 関 に そ の内 容 を 通 知 す る。

各 防 災 関係 機 関 は 、 調 査 結 果を 踏 ま え 、 適 切 な 予防 措 置 を 講 ず る 。  
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第８節  地震災害応急対策の備え 

所  管  
□ 消 防 局  □ 危 機 管 理 監  □福 祉 健 康 局  □ 都 市整 備 局  

□ 土 木 局  □ 教 育 委 員 会  □企 業 局  □ 関 係 各 局  

１  基本方針   

迅 速 か つ 円 滑 な 震 災 応 急 対 策 を 実 施 す る た め 、 金 沢 市 に お け る 平 時 か ら の 備 え に つ い て

定 め る 。  

■ 体 系  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  被災者の救出救命活動対策   

建 物 の 倒 壊 等 に よ る 被 災 者 に 対 す る 救 出 救 命 活 動 が 迅 速 か つ 的 確 に 行 わ れ る よ う 、 県 及

び 関 係 機関 と の 連 携 体 制 の 強化 を 図 る と と も に 、平 時 か ら 次 の 措 置 を行 う 。  

（ １ ） 市が 実 施 す べ き 事 項  

ア  市 民 、 自 主 防 災 組 織 、 事 業 者 等 に 対 す る 地 域 相 互 扶 助 に よ る 救 出 救 命 活 動 の 意

識 啓 発  

第８節  地震災害応急対策の備え 

所  管  
□ 消 防 局  □ 危 機 管 理 監  □福 祉 健 康 局  □ 都 市整 備 局  

□ 土 木 局  □ 教 育 委 員 会  □企 業 局  □ 関 係 各 局  

１  基本方針   

迅 速 か つ 円 滑 な 震 災 応 急 対 策 を 実 施 す る た め 、 金 沢 市 に お け る 平 時 か ら の 備 え に つ い て

定 め る 。  

■ 体 系  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  被災者の救出救命活動対策   

建 物 の 倒 壊 等 に よ る 被 災 者 に 対 す る 救 出 救 命 活 動 が 迅 速 か つ 的 確 に 行 わ れ る よ う 、 県 及

び 関 係 機関 と の 連 携 体 制 の 強化 を 図 る と と も に 、平 時 か ら 次 の 措 置 を行 う 。  

（ １ ） 市が 実 施 す べ き 事 項  

ア  市 民 、 自 主 防 災 組 織 、 事 業 者 等 に 対 す る 地 域 相 互 扶 助 に よ る 救 出 救 命 活 動 の 意

識 啓 発  

地 震 災 害応 急 対 策 の 備 え  被 災 者 の救 出 救 命 活 動 対 策  

避 難 体 制の 整 備  

学 校 防 災計 画 の 充 実  

避 難 行 動要 支 援 者 、 避 難 行 動支 援 対 策  

生 活 の 確保  

医 療 体 制の 整 備  

公 共 土 木施 設 等 の 復 旧 用 資 材の 備 蓄  

災 害 時 の行 動 マ ニ ュ ア ル な どの 整 備  

連 絡 体 制の 構 築  

地 震 災 害応 急 対 策 の 備 え  被 災 者 の救 出 救 命 活 動 対 策  

避 難 体 制の 整 備  

医 療 体 制の 整 備  

生 活 の 確保  

避 難 行 動要 支 援 者 、避 難 行 動支 援 対 策  

学 校 防 災計 画 の 充 実  

公 共 土 木施 設 等 の 復 旧 用 資 材の 備 蓄  

連 絡 体 制の 構 築  

災 害 時 の行 動 マ ニ ュ ア ル な どの 整 備  

要 配 慮 者対 策  

中 山 間 地域 の 孤 立 集 落 の 備 え  



【新旧対応表】地域防災計画_計画編_第１編_震災対策計画_第２章_災害予防計画 

旧_R7.5 末時点 新（見直し後） 
 

2-41 

イ  市 民 、 自 主 防 災 組 織 、 事 業 者 等 へ の 自 動 体 外 式 除 細 動 器 （ Ａ Ｅ Ｄ ） の 使 用 に 関

す る 講 習会 の 開 催  

ウ  消 防機 関 及 び 消 防 団 の 救出 救 護 活 動 用 資 機 材の 配 備  

エ  救 出技 術 、 応 急 手 当 の 知識 及 び 技 術 の 教 育 、救 出 救 護 活 動 の 指 導  

オ  自 主防 災 組 織 の 救 出 救 護活 動 用 資 機 材 の 整 備支 援  

カ  避 難行 動 要 支 援 者 名 簿 の整 備 と 自 主 防 災 組 織等 関 係 機 関 へ の 配 備  

キ  救 出救 護 資 機 材 の 活 用 にお け る 、 民 間 事 業 者等 と の 連 携   

（ ２ ） 自主 防 災 組 織 、 事 業 所等 が 実 施 す べ き 事 項  

ア  救 出技 術 、 応 急 手 当 の 知識 及 び 技 術 の 習 得  

イ  救 出救 護 活 動 用 資 機 材 の整 備 ・ 点 検 及 び 訓 練の 実 施  

ウ  自 主防 災 組 織 と 事 業 者 等と の 地 域 連 携 体 制 の確 立 と 訓 練 の 実 施  

   エ  地 域 に お け る 要 配慮 者 の 事 前 把 握  

３  避難体制の整備   

市 は 、 地 震 に 伴 う 建 物 倒 壊 及 び 出 火 ・ 延 焼 、 津 波 等 の 災 害 に 備 え て 、 避 難 場 所 、 避 難 路

の 確 保 整備 に 努 め 、 防 災 に 関す る 諸 活 動 の 推 進 に当 た り 、 公 共 用 地 の有 効 活 用 を 図 る 。  

ま た 、 避 難 場 所 に つ い て は 、 救 護 所 及 び 仮 設 ト イ レ の 設 備 な ど 生 活 環 境 の 整 備 や 施 設 等

の 耐 震 性 の 向 上 に 努 め る と と も に 、 町 会 連 合 会 、 自 主 防 災 組 織 等 を 通 じ て 住 民 に 周 知 徹 底

を 図 る 。  

 

 

 

（ １ ） 避難 場 所 の 指 定 等  

市 は 、 地 震 災 害 時 に 住 民 が 安 全 か つ 迅 速 に 避 難 で き る よ う 次 の 事 項 に 留 意 し 、 避 難 場

所 を 指 定し 、 避 難 路 を 確 保 する と と も に 、 住 民 に対 し て 周 知 徹 底 を 図る 。  

ま た 、 高 齢 者 や 障 害 の あ る 人 は 一 般 の 避 難 所 で は 健 康 の 維 持 ・ 確 保 が 困 難 な 要 素 が 多

い こ と から 、 校 下 ・ 地 区 ご との 福 祉 避 難 所 の 指 定な ど 受 入 ・ 支 援 体 制の 整 備 を 図 る 。  

な お 、避難 所 の 規 模（ 収 容 量）・設 備 内 容 に つ いて 、定 期 的 に 点 検 を行 い 、適 正 な 配 置

に 努 め る と と も に 、 避 難 が 長 期 化 し た 場 合 に 備 え て 、 被 災 者 の 健 康 管 理 等 の 観 点 か ら 、

あ ら か じめ 公 営 や 民 間 の 宿 泊施 設 の 指 定 に 努 め る。  

 

①   避 難場 所  

ア  土 砂崩 れ 、 が け 崩 れ 、 雪崩 、 浸 水 な ど に 対 する 安 全 性  

イ  津 波に 対 す る 安 全 性  

沿 岸 地 域及 び 河 川 の 下 流 域 にあ っ て は 、 標 高 の 高い 所 で あ る こ と 。  

ウ  火 災に 対 す る 安 全 性 等  

周 囲 か ら 火 災 が 迫 っ て き た 場 合 で も 、 避 難 所 内 で 住 民 に 身 体 の 安 全 が 確 保 で き

イ  市 民 、 自 主 防 災 組 織 、 事 業 者 等 へ の 自 動 体 外 式 除 細 動 器 （ Ａ Ｅ Ｄ ） の 使 用 に 関

す る 講 習会 の 開 催  

ウ  消 防機 関 及 び 消 防 団 の 救出 救 護 活 動 用 資 機 材の 配 備  

エ  救 出技 術 、 応 急 手 当 の 知識 及 び 技 術 の 教 育 、救 出 救 護 活 動 の 指 導  

オ  自 主防 災 組 織 の 救 出 救 護活 動 用 資 機 材 の 整 備支 援  

カ  避 難行 動 要 支 援 者 名 簿 の整 備 と 自 主 防 災 組 織等 関 係 機 関 へ の 配 備  

キ  救 出救 護 資 機 材 の 活 用 にお け る 、 民 間 事 業 者等 と の 連 携   

（ ２ ） 自主 防 災 組 織 、 事 業 所等 が 実 施 す べ き 事 項  

ア  救 出技 術 、 応 急 手 当 の 知識 及 び 技 術 の 習 得  

イ  救 出救 護 活 動 用 資 機 材 の整 備 ・ 点 検 及 び 訓 練の 実 施  

ウ  自 主防 災 組 織 と 事 業 者 等と の 地 域 連 携 体 制 の確 立 と 訓 練 の 実 施  

   エ  地 域 に お け る 要 配慮 者 の 事 前 把 握  

３  避難体制の整備   

市 は 、地 震 に 伴う 建 物 倒 壊 及び 出 火・延 焼 、津 波 等 の 災害 に 備 え て 、避 難 場所 、避 難 路 の

確 保 整 備に 努 め 、 防 災 に 関 する 諸 活 動 の 推 進 に 当た り 、 公 共 用 地 の 有効 活 用 を 図 る 。  

ま た 、 避 難 場 所 に お い て は 、 災 害 関 連 死 を 防 止 す る た め 救 護 所 及 び 仮 設 ト イ レ の 設 備 な

ど 生 活 環 境 の 整 備 や 施 設 等 の 耐 震 性 の 向 上 に 努 め る と と も に 、 町 会 連 合 会 、 自 主 防 災 組 織

等 を 通 じて 住 民 に 周 知 徹 底 を図 る 。  

さ ら に 、 近 年 の 大 規 模 災 害 で は 家 屋 の 被 災 状 況 や 家 庭 環 境 、 避 難 所 環 境 に よ り 、 や む を

得 ず 在 宅 避 難 や 車 中 泊 避 難 を 選 択 す る ケ ー ス も あ っ た こ と か ら 、 様 々 な 避 難 手 法 に 応 じ た

対 応 に 努め る 。  

（ １ ） 避難 場 所 の 指 定 等  

市 は 、 地 震 災 害 時 に 住 民 が 安 全 か つ 迅 速 に 避 難 で き る よ う 次 の 事 項 に 留 意 し 、 避 難場

所 を 指 定し 、 避 難 路 を 確 保 する と と も に 、 住 民 に対 し て 周 知 徹 底 を 図る 。  

ま た 、 高 齢 者 や 障 害 の あ る 人 は 一 般 の 避 難 所 で は 健 康 の 維 持 ・ 確 保 が 困 難 な 要 素 が多

い こ と から 、 校 下 ・ 地 区 ご との 福 祉 避 難 所 の 指 定な ど 受 入 ・ 支 援 体 制の 整 備 を 図 る 。  

な お 、避 難 所 の 1 人 あ た り 面積 を ス フ ィ ア 基 準 にあ わ せ た 3.5 ㎡と し 、規 模（収 容 量）・

設 備 内 容 に つ い て 、 定 期 的 に 点 検 を 行 い 、 適 正 な 配 置 に 努 め る と と も に 、 避 難 が 長 期 化

し た 場 合 に 備 え て 、 被 災 者 の 健 康 管 理 等 の 観 点 か ら 、 あ ら か じ め 公 営 や 民 間 の 宿 泊 施 設

の 指 定 に努 め る 。  

①   避 難場 所  

ア  土 砂崩 れ 、 が け 崩 れ 、 雪崩 、 浸 水 な ど に 対 する 安 全 性  

イ  津 波に 対 す る 安 全 性  

沿 岸 地 域及 び 河 川 の 下 流 域 にあ っ て は 、 標 高 の 高い 所 で あ る こ と 。  

ウ  火 災に 対 す る 安 全 性 等  

周 囲 か ら 火 災 が 迫 っ て き た 場 合 で も 、 避 難 所 内 で 住 民 に 身 体 の 安 全 が 確 保 で き
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る 広 さ を有 す る と と も に 、 危険 物 等 が 蓄 積 さ れ てい な い 所 で あ る こ と。  

エ  公 共性  

い つ で も 避 難 所 と し て 容 易 に 活 用 で き 、 付 近 住 民 に 認 知 さ れ て い る 施 設 で あ る

こ と 。  

オ  生 活必 需 品 等 の 供 給  

避 難 所 に は 長 時 間 滞 在 す る こ と も 予 想 さ れ る の で 、 指 定 さ れ た 避 難 場 所 又 は そ

の 近 傍 で 地 域 完 結 型 の 備 蓄 施 設 を 確 保 し 、 食 料 、 飲 料 水 、 携 帯 ト イ レ ・ 簡 易 ト イ

レ 、 医 薬品 、 マ ス ク 、 消 毒 液等 避 難 生 活 に 必 要 な物 資 等 の 備 蓄 に 努 める こ と 。  

ま た 、避 難 場 所 に お け る 貯 水槽 、井 戸 、仮 設 ト イレ 、非 常 用 電 源 、衛 星 携 帯 電 話

等 の 通 信 機 器 等 の ほ か 、 空 調 、 洋 式 ト イ レ な ど 高 齢 者 、 乳 幼 児 、 妊 産 婦 等 の 要 配

慮 者 に も配 慮 し た 施 設 ･設 備 や 相 談 等 の 支 援 を 受け る こ と が で き る 体制 を 整 備 し 、

必 要 に 応 じ 指 定 避 難 所 の 電 力 容 量 の 拡 大 の 整 備 に 努 め る こ と 。 と り わ け 、 学 校 施

設 が 避 難 場 所 と し て 多 く 使 用 さ れ る こ と か ら 、 防 災 機 能 の 強 化 を 図 る た め 、 貯 水

槽 、 備 蓄 倉 庫 、 ト イ レ 、 自 家 発 電 装 置 等 の 整 備 に 努 め る と と も に 、 拠 点 避 難 所 等

に お い て マ ン ホ ー ル ト イ レ 等 の 整 備 を 推 進 す る 。 さ ら に 、 テ レ ビ 、 ラ ジ オ 等 被 災

者 に よ る災 害 情 報 の 入 手 に 資す る 機 器 の 整 備 を 図る こ と 。  

②  避 難路  

ア  土 砂崩 れ 、 が け 崩 れ 、 雪崩 、 浸 水 な ど の 危 険性 が な い 所 で あ る こと 。  

イ  道 路付 近 に 延 焼 の 危 険 のあ る 建 物 、 危 険 物 施設 が な い こ と 。  

ウ  地 盤が 堅 固 で 、 地 下 に 危険 な 埋 設 物 が な い こと 。  

エ  津 波や 浸 水 の 危 険 の な い道 路 で あ る こ と 。  

オ  自 動車 の 交 通 量 が 少 な い道 路 で あ る こ と 。  

（ ２ ） 避難 所 運 営 体 制 の 整 備  

市 は 、 地 域 団 体 、 避 難 者 、 市 の 避 難 所 担 当 職 員 、 避 難 所 の 施 設 管 理 者 等 が 連 携 し て そ

れ ぞ れ の役 割 を 果 た し 、 迅 速か つ 円 滑 な 避 難 所 運営 に 向 け 、 必 要 な 体制 を 整 備 す る 。  

 

①  市 の体 制 整 備  

ア  市 は、 全 庁 的 な 職 員 の 派遣 体 制 を 強 化 す る 。  

イ  市 は 、 避 難 所 運 営 に 関 す る 研 修 等 を 計 画 的 に 実 施 し 、 職 員 の 運 営 能 力 の 強 化 を

図 る 。  

ウ  市 は 、 避 難 所 と 災 害 対 策 本 部 等 と の 情 報 連 絡 が 迅 速 に 行 わ れ る よ う 、 通 信 手 段

を 確 保 する と と も に 、 体 制 を強 化 す る 。  

エ  市 は 、 避 難 所 の 施 設 管 理 者 、 自 主 防 災 組 織 と 事 前 協 議 を 行 い 、 避 難 所 の 開 設 準

備 や 運 営 に 関 し 協 力 を 求 め る と と も に 、 施 設 管 理 者 と 連 携 し て 避 難 所 の 安 全 性 を

定 期 的 に確 認 す る 。  

オ  ［ 追加 ］  

 

 

②  避 難所 施 設 の 体 制 整 備  

ア  避 難 所 の 施 設 管 理 者 は 、 市 と の 事 前 協 議 を 踏 ま え 、 避 難 所 と し て の 開 放 区 域 や

る 広 さ を有 す る と と も に 、 危険 物 等 が 蓄 積 さ れ てい な い 所 で あ る こ と。  

エ  公 共性  

い つ で も 避 難 所 と し て 容 易 に 活 用 で き 、 付 近 住 民 に 認 知 さ れ て い る 施 設 で あ る

こ と 。  

オ  生 活必 需 品 等 の 供 給  

避 難 所 に は 長 時 間 滞 在 す る こ と も 予 想 さ れ る の で 、 指 定 さ れ た 避 難 場 所 、 又 は

そ の 近 傍 で 地 域 完 結 型 の 備 蓄 施 設 を 確 保 し 、 食 料 、 飲 料 水 、 携 帯 ト イ レ ・ 簡 易 ト

イ レ 、 医薬 品 、 マ ス ク 、 消 毒液 等 避 難 生 活 に 必 要な 物 資 等 の 備 蓄 に 努め る こ と 。  

ま た 、避 難 場 所に お け る 貯 水槽 、井 戸 、仮 設 ト イレ 、非 常 用 電 源 、衛 星 携 帯電 話

等 の 通 信 機 器 等 の ほ か 、 空 調 、 洋 式 ト イ レ な ど 高 齢 者 、 乳 幼 児 、 妊 産 婦 等 の 要 配

慮 者 に も配 慮 し た 施 設 ･設 備 や 相 談 等 の 支 援 を 受け る こ と が で き る 体制 を 整 備 し 、

必 要 に 応 じ 指 定 避 難 所 の 電 力 容 量 の 拡 大 の 整 備 に 努 め る こ と 。 と り わ け 、 学 校 施

設 が 避 難 場 所 と し て 多 く 使 用 さ れ る こ と か ら 、 防 災 機 能 の 強 化 を 図 る た め 、 貯 水

槽 、 備 蓄 倉 庫 、 ト イ レ 、 自 家 発 電 装 置 等 の 整 備 に 努 め る と と も に 、 拠 点 避 難 所 等

に お い て マ ン ホ ー ル ト イ レ 等 の 整 備 を 推 進 す る 。 さ ら に 、 テ レ ビ 、 ラ ジ オ 等 被 災

者 に よ る災 害 情 報 の 入 手 に 資す る 機 器 の 整 備 を 図る こ と 。  

②  避 難路  

ア  土 砂崩 れ 、 が け 崩 れ 、 雪崩 、 浸 水 な ど の 危 険性 が な い 所 で あ る こと 。  

イ  道 路付 近 に 延 焼 の 危 険 のあ る 建 物 、 危 険 物 施設 が な い こ と 。  

ウ  地 盤が 堅 固 で 、 地 下 に 危険 な 埋 設 物 が な い こと 。  

エ  津 波や 浸 水 の 危 険 の な い道 路 で あ る こ と 。  

オ  自 動車 の 交 通 量 が 少 な い道 路 で あ る こ と 。  

（ ２ ） 避難 所 運 営 体 制 の 整 備  

市 は 、 地 域 団 体 、 避 難 者 、 市 の 避 難 所 担 当 職 員 、 避 難 所 の 施 設 管 理 者 等 が 連 携 し てそ

れ ぞ れ の 役 割 を 果 た し 、 迅 速 か つ 円 滑 な 避 難 所 の 運 営 と 災 害 関 連 死 の 防 止 に 向 け 、 必 要

な 体 制 を整 備 す る 。  

①  市 の体 制 整 備  

ア  市 は、 全 庁 的 な 職 員 の 派遣 体 制 を 強 化 す る 。  

イ  市 は 、 避 難 所 運 営 に 関 す る 研 修 等 を 計 画 的 に 実 施 し 、 職 員 の 運 営 能 力 の 強 化 を

図 る 。  

ウ  市 は 、 避 難 所 と 災 害 対 策 本 部 等 と の 情 報 連 絡 が 迅 速 に 行 わ れ る よ う 、 通 信 手 段

を 確 保 する と と も に 、 体 制 を強 化 す る 。  

エ  市 は 、 避 難 所 の 施 設 管 理 者 、 自 主 防 災 組 織 と 事 前 協 議 を 行 い 、 避 難 所 の 開 設 準

備 や 運 営 に 関 し 協 力 を 求 め る と と も に 、 施 設 管 理 者 と 連 携 し て 避 難 所 の 安 全 性 を

定 期 的 に確 認 す る 。  

オ  地 区 支 部 要 員 等 の 被 災 な ど に よ る 避 難 所 開 設 に 遅 延 が 生 じ る こ と が な い よ う 、

拠 点 避 難 所 等 に お い て 、 地 震 の 揺 れ で 自 動 的 に ボ ッ ク ス の 鍵 が 解 錠 す る 自 動 解 除

キ ー ボ ック ス を 設 置 す る 。  

②  避 難所 施 設 の 体 制 整 備  

ア  避 難 所 の 施 設 管 理 者 は 、 市 と の 事 前 協 議 を 踏 ま え 、 避 難 所 と し て の 開 放 区 域 や
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レ イ ア ウ ト 、 空 調 設 備 の 利 用 範 囲 等 を あ ら か じ め 定 め て お く と と も に 、 施 設 職 員

に よ る 運営 支 援 体 制 を 整 え る。  

イ  避 難 所 解 錠 要 員 等 の 被 災 な ど に よ る 避 難 所 開 設 に 遅 延 が 生 じ る こ と が な い よ

う 、 拠 点避 難 所 等 に お い て 自動 解 錠 方 式 に よ る 収納 キ ー ボ ッ ク ス を 設置 す る 。  

 

③  地 域に お け る 体 制 整 備  

ア  市 は 、 町 会 連 合 会 、 自 主 防 災 組 織 等 に お い て 、 避 難 所 運 営 に 係 る 役 割 分 担 や 訓

練 等 が 円滑 に 行 わ れ る よ う 、事 前 協 議 等 を 通 じ て体 制 整 備 を 促 進 す る。  

 

④  避 難所 運 営 の 強 化  

ア  市 は 、 避 難 所 の 運 営 に 携 わ る 関 係 者 の 役 割 を 示 し 、 共 通 の 理 解 の 下 に 組 織 的 か

つ 効 率 的 な 運 営 を 実 施 す る た め 、 避 難 所 運 営 マ ニ ュ ア ル を 策 定 す る と と も に 、 必

要 に 応 じ定 期 的 に 見 直 し を 行う 。  

イ  市 は 、 様 々 な 機 会 を と ら え て 、 避 難 所 運 営 訓 練 の 実 施 を 推 進 す る と と も に 、 市

の 避 難 所 担 当 職 員 は 防 災 訓 練 に 積 極 的 に 参 加 し 、 町 会 連 合 会 、 自 主 防 災 組 織 等 や

施 設 管 理者 と の 連 携 強 化 に 努め る 。  

ウ  市 は 、 避 難 所 運 営 の 迅 速 化 ・ 効 率 化 を 図 る た め 、 受 付 や 開 設 状 況 等 の デ ー タ 処

理 に 関 して Ｄ Ｘ 化 を 推 進 す る。  

エ  市 は 、 避 難 所 運 営 に 係 る 人 員 不 足 が 生 じ な い よ う 、 必 要 に 応 じ 民 間 業 者 や 団 体

等 と 連 携し 、 運 営 体 制 の 強 化を 図 る 。  

オ ［ 追 加］  

 

 

⑤  ［ 追加 ］  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ３ ） 二次 避 難 支 援 体 制 の 整備  ［ 削 除 ］  

高 齢 者 や 障 害 の あ る 人 等 は 一 般 の 避 難 所 で は 健 康 の 維 持 ・ 確 保 が 困 難 な 要 素 が 多 い こ

と か ら 、市 は 、 地 区 ご と の 福祉 避 難 所 の 指 定 な ど受 入 ・ 支 援 体 制 の 整備 を 図 る 。  

ま た 、 二 次 避 難 支 援 マ ニ ュ ア ル な ど を 作 成 し 、 関 係 団 体 と の 連 携 に よ り 、 要 配 慮 者 の

一 般 の 避 難 場 所 か ら 福 祉 避 難 所 へ の 避 難 、 ま た は 、 社 会 福 祉 施 設 へ の 緊 急 入 所 、 も し く

は 、 医 療機 関 へ の 緊 急 入 院 を円 滑 に 行 う 体 制 の 確保 に 努 め る 。  

レ イ ア ウ ト 、 空 調 設 備 の 利 用 範 囲 等 を あ ら か じ め 定 め て お く と と も に 、 施 設 職 員

に よ る 運営 支 援 体 制 を 整 え る。  

イ  避 難 所 等 に お け る 災 害 関 連 死 を 防 止 す る た め 、 効 果 的 な 避 難 所 運 営 に 向 け ア ド

バ イ ザ ー を 派 遣 す る な ど 、 実 効 性 の 高 い 地 区 防 災 計 画 に 見 直 し す る よ う 地 域 住 民

に 啓 発 し、 訓 練 等 を 通 じ て 検証 に 努 め る 。  

③  地 域に お け る 体 制 整 備  

市 は 、 町 会 連 合 会 、 自 主 防 災 組 織 等 に お い て 、 避 難 所 運 営 に 係 る 役 割 分 担 や 訓

練 等 が 円 滑 に 行 わ れ る よ う 、 事 前 協 議 や 避 難 所 開 設 ・ 運 営 訓 練 等 を 通 じ て 体 制 整

備 を 促 進す る 。  

④  避 難所 運 営 の 強 化  

ア  市 は 、 避 難 所 の 運 営 に 携 わ る 関 係 者 の 役 割 を 示 し 、 共 通 の 理 解 の 下 に 組 織 的 か

つ 効 率 的 な 運 営 を 実 施 す る た め 、 避 難 所 運 営 マ ニ ュ ア ル （ ※ ） を 策 定 す る と と も

に 、 必 要に 応 じ 定 期 的 に 見 直し を 行 う 。  

イ  市 は 、 様 々 な 機 会 を と ら え て 、 避 難 所 運 営 訓 練 の 実 施 を 推 進 す る と と も に 、 市

の 避 難 所 担 当 職 員 は 防 災 訓 練 に 積 極 的 に 参 加 し 、 町 会 連 合 会 、 自 主 防 災 組 織 等 や

施 設 管 理者 と の 連 携 強 化 に 努め る 。  

ウ  市 は 、 避 難 所 の 受 付 や 開 設 状 況 等 の デ ー タ 処 理 に 関 し て 、 か な ざ わ デ ジ タ ル 市

民 パ ス ポー ト「 か な パ ス 」等 を活 用 し 、避 難 者 の迅 速 な 受 付 と Ｄ Ｘ 化を 推 進 す る 。 

エ  市 は 、 避 難 所 運 営 に 係 る 人 員 不 足 が 生 じ な い よ う 、 必 要 に 応 じ 民 間 業 者 や 団 体

等 と 連 携し 、 運 営 体 制 の 強 化を 図 る 。  

オ  市 は、 学 生 な ど の 運 営 支援 者 の 育 成 に よ り 、避 難 所 運 営 体 制 の 強化 を 図 る 。  

※ 避 難 所 運 営 マ ニ ュ ア ル と は 、 避 難 所 運 営 の 主 体 や タ イ ム ラ イ ン に 応 じ た 対 応 ポ イ

ン ト や 避難 所 の 集 約 、 閉 所 等に つ い て 記 載 し た 市全 般 の 見 本 と な る もの 。  

⑤  避 難所 に お け る ペ ッ ト の飼 養  

ア  避 難 所 で は ペ ッ ト を 屋 外 で 飼 育 す る 「 同 行 避 難 」 を 原 則 と し 、 ペ ッ ト の ケ ー ジ

や 餌 等 、 飼 養 に 必 要 な 器 具 に つ い て は 、 原 則 自 助 対 応 を 啓 発 す る 。 市 は 、 ペ ッ ト

の た め の避 難 ス ペ ー ス の 確 保等 に 努 め る 。  

イ  ペ ッ ト と 一 緒 に 避 難 所 の 室 内 で 避 難 す る 「 同 伴 避 難 」 に つ い て は 、 自 主 防 災 組

織 や 施 設管 理 者 と 事 前 協 議 を行 い 、室 内 で の 飼 養管 理 が 可 能 な ス ペ ース の 確 保 や 、

ペ ッ ト 同 伴 避 難 に 特 化 し た 一 時 避 難 所 に つ い て 引 き 続 き 検 討 す る と と も に 、 民 間

団 体 等 と連 携 を 図 り 、 民 間 施設 等 の 活 用 を 検 討 する 。  

ウ  飼 い主 向 け の 災 害 時 ペ ット 対 策 事 例 集 を 取 りま と め 、 周 知 に 努 める 。  
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さ ら に 、 他 の 公 共 団 体 等 に お い て 災 害 が 発 生 し た 場 合 、 市 は 、 災 害 の 規 模 や 被 災 地 の

ニ ー ズ に 応 じ 、 被 災 者 の 受 入 や 被 災 地 で の 支 援 活 動 が で き る よ う 、 体 制 の 強 化 を 検 討 す

る 。  

（ ４ ） 交通 規 制  

警 察 は 、 地 震 時 の 避 難 を 容 易 に す る た め 、 避 難 場 所 の 周 辺 及 び 周 辺 道 路 に お い て 、 交

通 規 制 を実 施 す る な ど 交 通 混乱 の 防 止 を 図 る 。  

（ ５ ） 避難 場 所 の 表 示 標 識 の設 置  

市 は 、 避 難 場 所 に つ い て 、 町 会 連 合 会 、 自 主 防 災 組 織 等 を 通 じ て 周 知 徹 底 す る と と も

に 、 避 難場 所 の 表 示 標 識 を 設置 す る 。  

ま た 、 ピ ク ト グ ラ ム の 活 用 や 多 言 語 対 応 な ど 、 外 国 人 を 含 む 観 光 客 等 土 地 に 不 慣 れ な

方 に も わか り や す い 視 認 性 の良 い 避 難 誘 導 標 識 等の 設 置 に 努 め る 。  

（ ６ ） 安全 確 保 計 画  

①   児 童生 徒 の 安 全 確 保  

教 育 委 員 会 及 び 学 校 長 は 、 あ ら か じ め 災 害 に 応 じ た 避 難 場 所 の 複 数 化 や 二 次 避 難

場 所 の 設 定 を 含 む 避 難 誘 導 計 画 を 策 定 し 、 避 難 経 路 の 安 全 を 確 認 す る と と も に 、 市

長 、 PTA 等 と 協 議 し 、 保 護 者 等 と の 連 絡 方 法 や 引 き 渡 し 、 下 校 の 方 法 、 及 び 飲 料

水 ・ 医 薬品 等 の 調 達 等 に つ いて も 定 め て お く 。  

ま た 、 平素 か ら こ の 計 画 に 基づ く 訓 練 等 を 実 施 し、 避 難 に 万 全 を 期 す。  

②   事 業所 等 の 安 全 確 保  

病 院 、 社 会 福 祉 施 設 、 興 業 場 、 事 業 所 等 多 人 数 が 利 用 、 入 所 、 又 は 勤 務 す る 施 設

そ の 他 防 災 上 重 要 な 施 設 の 管 理 者 は 、 あ ら か じ め 設 備 等 の 定 期 確 認 、 避 難 等 の 計 画

を 定 め 、 関 係 職 員 に 周 知 徹 底 を 図 る と と も に 、 訓 練 等 を 実 施 し 、 避 難 に 万 全 を 期

す 。  

③  要 配慮 者 の 安 全 確 保  

国 が 示 し て い る 「 避 難 行 動 要 支 援 者 の 避 難 行 動 支 援 に 関 す る 取 扱 指 針 」（ 平 成 25

年 8 月 ） を 補 強 す る 形 で 、 東日 本 大 震 災 の 教 訓 を踏 ま え 、 平 成 25 年 の 災 害 対 策 基

本 法 の 改 正 に お い て 、 避 難 行 動 要 支 援 者 名 簿 を 活 用 し た 実 効 性 の あ る 避 難 行 動 支 援

の 実 施 が 定 め ら れ た 。 （ 避 難 行 動 要 支 援 者 ： 市 内 に 居 住 す る 要 配 慮 者 の う ち 、 災 害

が 発 生 し 、 又 は 災 害 が 発 生 す る お そ れ が あ る 場 合 に 、 自 ら 避 難 す る こ と が 困 難 な 者

で あ っ て、 そ の 円 滑 か つ 迅 速な 避 難 の 確 保 を 図 るた め 特 に 支 援 を 要 する も の ）  

こ れ に 従 っ て 、 市 レ ベ ル で の 避 難 支 援 の 対 象 者 の 範 囲 、 要 配 慮 者 情 報 の 収 集 ・ 共

有 の 方 法 、 避 難 支 援 体 制 な ど 要 配 慮 者 対 策 の 取 り 組 み 方 針 を 明 ら か に し た 避 難 支 援

プ ラ ン を早 期 に 策 定 し 、 具 体的 な 避 難 支 援 計 画 の策 定 を 行 う 。（「 ７  避 難行 動 要 支

援 者 の 避難 行 動 支 援 対 策 」 参照 の こ と ）  

④  外 来者 、 帰 宅 困 難 者 の 安全 確 保  

本 市 へ 訪 れ た 観 光 客 な ど の 外 来 者 や 自 宅 へ 帰 宅 す る こ と が 困 難 な 帰 宅 困 難 者 が 中

心 市 街 地 や 観 光 地 な ど に お い て 発 生 す る こ と か ら 、 「 む や み に 移 動 を 開 始 し な い 」

と い う 基 本 原 則 を も と に 避 難 場 所 の 確 保 や 安 否 な ど の 連 絡 シ ス テ ム の 整 備 を 行 う 。

 

 

 

（ ３ ） 交通 規 制  

警 察 は 、 地 震 時 の 避 難 を 容 易 に す る た め 、 避 難 場 所 の 周 辺 及 び 周 辺 道 路 に お い て 、交

通 規 制 を実 施 す る な ど 交 通 混乱 の 防 止 を 図 る 。  

（ ４ ） 避難 場 所 の 表 示 標 識 の設 置  

市 は 、 避 難 場 所 に つ い て 、 町 会 連 合 会 、 自 主 防 災 組 織 等 を 通 じ て 周 知 徹 底 す る と とも

に 、 避 難場 所 の 表 示 標 識 を 設置 す る 。  

ま た 、 ピ ク ト グ ラ ム の 活 用 や 多 言 語 対 応 な ど 、 外 国 人 を 含 む 観 光 客 等 土 地 に 不 慣 れな

方 に も わか り や す い 視 認 性 の良 い 避 難 誘 導 標 識 等の 設 置 に 努 め る 。  

（ ５ ） 安全 確 保 計 画  

①   児 童生 徒 の 安 全 確 保  

教 育 委 員 会 及 び 学 校 長 は 、 あ ら か じ め 災 害 に 応 じ た 避 難 場 所 の 複 数 化 や 二 次 避 難

場 所 の 設 定 を 含 む 避 難 誘 導 計 画 を 策 定 し 、 避 難 経 路 の 安 全 を 確 認 す る と と も に 、 市

長 、 PTA 等 と 協 議 し 、 保 護 者 等 と の 連 絡 方 法 や 引 き 渡 し 、 下 校 の 方 法 、 及 び 飲 料

水 ・ 医 薬品 等 の 調 達 等 に つ いて も 定 め て お く 。  

ま た 、 平素 か ら こ の 計 画 に 基づ く 訓 練 等 を 実 施 し、 避 難 に 万 全 を 期 す。  

②   事 業所 等 の 安 全 確 保  

病 院 、 社 会 福 祉 施 設 、 興 業 場 、 事 業 所 等 多 人 数 が 利 用 、 入 所 、 又 は 勤 務 す る 施 設

そ の 他 防 災 上 重 要 な 施 設 の 管 理 者 は 、 あ ら か じ め 設 備 等 の 定 期 確 認 、 避 難 等 の 計 画

を 定 め 、 関 係 職 員 に 周 知 徹 底 を 図 る と と も に 、 訓 練 等 を 実 施 し 、 避 難 に 万 全 を 期

す 。  

③  要 配慮 者 の 安 全 確 保  

国 が 示 し て い る 「 避 難 行 動 要 支 援 者 の 避 難 行 動 支 援 に 関 す る 取 扱 指 針 」（ 平 成 25

年 8 月 ） を補 強 す る 形 で 、 東日 本 大 震 災 の 教 訓 を踏 ま え 、 平 成 25 年 の 災 害 対 策 基

本 法 の 改 正 に お い て 、 避 難 行 動 要 支 援 者 名 簿 を 活 用 し た 実 効 性 の あ る 避 難 行 動 支 援

の 実 施 が 定 め ら れ た 。 （ 避 難 行 動 要 支 援 者 ： 市 内 に 居 住 す る 要 配 慮 者 の う ち 、 災 害

が 発 生 し 、 又 は 災 害 が 発 生 す る お そ れ が あ る 場 合 に 、 自 ら 避 難 す る こ と が 困 難 な 者

で あ っ て、 そ の 円 滑 か つ 迅 速な 避 難 の 確 保 を 図 るた め 特 に 支 援 を 要 する も の ）  

こ れ に 従 っ て 、 市 レ ベ ル で の 避 難 支 援 の 対 象 者 の 範 囲 、 要 配 慮 者 情 報 の 収 集 ・ 共

有 の 方 法 、 避 難 支 援 体 制 な ど 要 配 慮 者 対 策 の 取 り 組 み 方 針 を 明 ら か に し た 避 難 支 援

プ ラ ン を早 期 に 策 定 し 、 具 体的 な 避 難 支 援 計 画 の策 定 を 行 う 。（「 ７  避 難行 動 要 支

援 者 の 避難 行 動 支 援 対 策 」 参照 の こ と ）  

④  外 来者 、 帰 宅 困 難 者 の 安全 確 保  

本 市 へ 訪 れ た 観 光 客 な ど の 外 来 者 や 自 宅 へ 帰 宅 す る こ と が 困 難 な 帰 宅 困 難 者 が 中

心 市 街 地 や 観 光 地 な ど に お い て 発 生 す る こ と か ら 、 「 む や み に 移 動 を 開 始 し な い 」

と い う 基 本 原 則 を も と に 避 難 場 所 の 確 保 や 安 否 な ど の 連 絡 シ ス テ ム の 整 備 を 行 う 。
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企 業 等 に 対 し て は 、 従 業 員 等 を 一 定 期 間 留 め て お く こ と を 求 め る と と も に 、 帰 宅 困

難 者 の 受け 入 れ 及 び 確 認 を 行う た め の 訓 練 の 実 施を 働 き か け る 。  

（ ７ ） 避難 所 に お け る ペ ッ トの 飼 養  

避 難 所 で は ペ ッ ト を 屋 外 で 飼 育 す る 「 同 行 避 難 」 を 原 則 と し 、 市 は 、 ペ ッ ト の た め の

避 難 ス ペ ー ス の 確 保 等 に 努 め る 。 な お 、 ペ ッ ト と 一 緒 に 避 難 所 の 室 内 で 避 難 す る 「 同 伴

避 難 」 に つ い て は 、 自 主 防 災 組 織 や 施 設 管 理 者 と 事 前 協 議 を 行 い 、 室 内 で の 飼 養 管 理 が

可 能 な 施 設 の 選 定 や ス ペ ー ス の 確 保 に つ い て 引 き 続 き 検 討 す る と と も に 、 民 間 団 体 等 と

連 携 を 図り 、 民 間 施 設 等 の 活用 を 検 討 す る 。  

ま た 、 飼い 主 向 け の 災 害 時 ペッ ト 対 策 事 例 集 を 取り ま と め 、 周 知 に 努め る 。  

（ ８）［ 追 加 ］  

 

 

 

 

（ ９）［ 追 加 ］  

 

 

 

 

４  医療体制の整備   

地 震 発 生 時 に は 、 家 屋 の 倒 壊 、 道 路 の 損 壊 、 火 災 等 に よ り 多 数 の 負 傷 者 が 発 生 し 、 更 に

医 療 機 関 の 被 災 や ラ イ フ ラ イ ン の 機 能 停 止 に よ る 診 療 機 能 の 低 下 が 予 想 さ れ る 。 こ の よ う

な 混 乱 した 状 況 の も と で 、 市民 の 生 命 と 安 全 を 守る た め 、 迅 速 な 医 療救 護 が 要 求 さ れ る 。  

こ の た め 、 市 は 、 県 及 び 防 災 関 係 機 関 と 緊 密 な 連 携 を 図 り な が ら 、 被 災 者 の 救 護 に 万 全

を 期 す た め 、 医 療 救 護 体 制 の 整 備 に 努 め る 。 ま た 、 医 療 機 関 は 、 被 災 時 に あ っ て も 診 療 機

能 を 維 持 す る た め の 施 設 ・ 設 備 の 整 備 に 努 め る と と も に 、 そ れ ぞ れ の 役 割 に 応 じ た 医 療 救

護 活 動 を実 施 す る た め の 体 制を 整 備 す る な ど 、 平素 か ら 地 震 の 発 生 に備 え る 。  

（ １ ） 医療 に 関 す る 役 割 分 担  

①  市 が実 施 す べ き 事 項  

ア  医 療救 護 班 の 派 遣 等 医 療救 護 計 画 の 作 成  

イ  金 沢市 医 師 会 と の 医 療 救護 班 編 成 に つ い て の協 議  

ウ  医 療救 護 所 で 使 用 す る 資機 材 の 備 蓄 又 は 調 達計 画 の 作 成  

エ  重 傷病 者 の 収 容 計 画 及 び搬 送 計 画 の 作 成  

オ  医 療救 護 所 等 に お け る 被災 者 の 健 康 対 策 、 精神 保 健 に 関 す る 計 画の 作 成  

企 業 等 に 対 し て は 、 従 業 員 等 を 一 定 期 間 留 め て お く こ と を 求 め る と と も に 、 帰 宅 困

難 者 の 受け 入 れ 及 び 確 認 を 行う た め の 訓 練 の 実 施を 働 き か け る 。  

（ ７ ） 在宅 避 難 者 へ の 対 応  

様 々 な 事情 に よ り 、在 宅 で 避難 す る 住 民 等 の 把 握や 生 活 環 境 の 悪 化 を防 ぐ た め 、NPO 等

と 連 携 した 戸 別 訪 問 に よ る 見守 り サ ー ビ ス 等 の 実施 に 努 め る 。  

 

 

（ ８ ） 車中 泊 避 難 者 へ の 対 応  

  エ コ ノ ミ ー ク ラ ス 症 候 群 等 の 健 康 被 害 や 防 犯 上 の 懸 念 か ら 、 市 と し て 車 中 泊 避 難 を 推

奨 し て い な い が 、 過 去 の 大 規 模 災 害 を 鑑 み 、 一 定 数 発 生 す る 見 込 ま れ 、 一 時 避 難 場 所 の

事 前 指 定や 円 滑 な 避 難 場 所 運営 に 努 め る 。  

（ ９ ） 届出 避 難 所 制 度 の 創 設  

市 は 、 想 定 避 難 者 数 に 対 し て 避 難 ス ペ ー ス が 不 足 す る 地 域 等 に 対 し 、 市 指 定 避 難 所と

は 別 に 、 町 会 や 自 主 防 災 組 織 が 自 主 的 に 開 設 す る 避 難 所 を 「 届 出 避 難 所 」 と し て 事 前 登

録 し 、 地域 住 民 が 自 主 的 に 避難 す る こ と が で き る場 所 を 確 保 す る 。  

対 象 施 設 は 、 町 会 等 の 申 請 に よ る 地 域 の 集 会 所 や 民 間 施 設 等 と し 、 未 耐 震 の 建 築 物や

土 砂 災 害の 危 険 性 の あ る 区 域は 除 く も の と す る 。  

４  医療体制の整備   

地 震 発 生 時 に は 、 家 屋 の 倒 壊 、 道 路 の 損 壊 、 火 災 等 に よ り 多 数 の 負 傷 者 が 発 生 し 、 更 に

医 療 機 関 の 被 災 や ラ イ フ ラ イ ン の 機 能 停 止 に よ る 診 療 機 能 の 低 下 が 予 想 さ れ る 。 こ の よ う

な 混 乱 した 状 況 の も と で 、 市民 の 生 命 と 安 全 を 守る た め 、 迅 速 な 医 療救 護 が 要 求 さ れ る 。  

こ の た め 、 市 は 、 県 及 び 防 災 関 係 機 関 と 緊 密 な 連 携 を 図 り な が ら 、 被 災 者 の 救 護 に 万 全 を

期 す た め 、 医 療 救 護 体 制 の 整 備 に 努 め る 。 ま た 、 医 療 機 関 は 、 被 災 時 に あ っ て も 診 療 機 能

を 維 持 す る た め の 施 設 ・ 設 備 の 整 備 に 努 め る と と も に 、 そ れ ぞ れ の 役 割 に 応 じ た 医 療 救 護

活 動 を 実施 す る た め の 体 制 を整 備 す る な ど 、 平 素か ら 地 震 の 発 生 に 備え る 。  

（ １ ） 医療 に 関 す る 役 割 分 担  

①  市 が実 施 す べ き 事 項  

ア  医 療救 護 班 の 派 遣 等 医 療救 護 計 画 の 作 成  

イ  金 沢市 医 師 会 と の 医 療 救護 班 編 成 に つ い て の協 議  

ウ  医 療救 護 所 で 使 用 す る 資機 材 の 備 蓄 又 は 調 達計 画 の 作 成  

エ  重 傷病 者 の 収 容 計 画 及 び搬 送 計 画 の 作 成  

オ  医 療救 護 所 等 に お け る 被災 者 の 健 康 対 策 、 精神 保 健 に 関 す る 計 画の 作 成  
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カ  医 薬品 の 拠 点 備 蓄 と 分 散備 蓄 の 推 進  

 

 

 

②  市 民が 実 施 す べ き 事 項  

ア  軽 度の 傷 病 に つ い て は 、自 分 で 手 当 て を 行 える 程 度 の 医 薬 品 の 準備  

イ  医 療、 救 護 を 受 け る ま での 応 急 処 置 、 救 急 看護 技 術 の 習 得  

ウ  献 血へ の 協 力  

③  自 主防 災 組 織 等 が 中 心 とな っ て 実 施 す べ き 事項  

ア  応 急救 護 活 動 を 行 う 救 出救 護 班 の 編 成  

イ  医 療関 係 団 体 等 の 協 力 によ り 、 応 急 処 置 、 救急 看 護 技 術 の 習 得  

ウ  担 架、 救 急 医 療 セ ッ ト 等の 応 急 看 護 資 機 材 等の 整 備  

④  医 療機 関 が 実 施 す べ き 事項  

ア  医 療施 設 等 の 耐 震 性 の 強化  

イ  防 災活 動 要 領 （ マ ニ ュ アル ） の 作 成  

ウ  防 災訓 練 の 実 施  

エ  震 災時 の ラ イ フ ラ イ ン （水 、 電 気 等 ） の 維 持体 制 の 確 立  

（ ２ ） 医療 救 護 計 画 の 策 定  

①  市 の体 制 整 備  

ア  市 は 、 市 の 実 情 に あ わ せ た 医 療 救 護 班 を 編 成 し て お く 。 た だ し 、 市 独 自 で 医 療

救 護 編 成が 不 可 能 な 場 合 は 、広 域 圏 で 編 成 す る 。  

イ  医 療救 護 班 編 成 に 当 た って は 、 市 医 師 会 、 公的 病 院 等 医 療 機 関 の協 力 を 得 る 。  

ウ  医 療 救 護 班 は 、 原 則 と し て 医 師 １ 名 、 看 護 師 ２ 名 、 補 助 者 ２ 名 （ 運 転 手 、 連 絡

員 ）を 一 班 と す るよ う 編 成 し 、で き るだ け 薬 剤 師も １ 名 加 え る よ う 努め る 。ま た 、

連 絡 体 制 に つ い て も 定 め て お く 。 な お 、 市 で 編 成 す る 医 療 救 護 班 に つ い て は 県 へ

報 告 し 、変 更 し た 場 合 も 同 様と す る 。  

   エ  市 は 、 円 滑 な 医 療 救 護 活 動 を 実 施 す る た め 、 あ ら か じ め 責 任 者 を 定 め る と と も

に 、 県 が 設 置 す る 地 域 医 療 救 護 活 動 支 援 室 へ の 当 該 責 任 者 の 参 加 及 び 連 携 に つ い

て 定 め てお く 。  

オ  市 は 、 震 災 時 に 重 症 患 者 等 の 処 置 及 び 収 容 を 行 う 病 院 を あ ら か じ め 指 定 し て お

く 。  

カ  市 は 、 震 災 が 発 生 し た 場 合 、 直 ち に 医 療 救 護 活 動 が 円 滑 に 開 始 で き る よ う 応 急

救 護 設 備等 の 整 備 に 努 め る とと も に 、 常 に 点 検 を行 っ て お く 。  

キ  市 は 、 避 難 所 に お け る 救 護 所 の 設 置 に つ い て 、 あ ら か じ め 当 該 管 理 者 と 協 議 し

て お く 。  

ク  市 は 、 病 院 、 救 護 所 の 被 害 状 況 や 傷 病 者 の 受 入 情 報 等 の 収 集 方 法 を あ ら か じ め

定 め て おく 。  

ケ  市 は 、 エ コ ノ ミ ー ク ラ ス 症 候 群 対 策 の た め 、 弾 性 ス ト ッ キ ン グ の 提 供 に 関 わ る

災 害 時 協力 協 定 締 結 団 体 の 拡充 を 検 討 す る 。  

カ  医 薬品 の 拠 点 備 蓄 と 分 散備 蓄 の 推 進  

キ  医 療福 祉 団 体 と の 連 携 構築  
ク  健 康危 機 管 理 体 制 の 整 備と 強 化  
ケ  災 害時 に 機 動 的 に 活 動 でき る 人 材 の 育 成 （ 対応 の 迅 速 化 ）  

②  市 民が 実 施 す べ き 事 項  

ア  軽 度の 傷 病 に つ い て は 、自 分 で 手 当 て を 行 える 程 度 の 医 薬 品 の 準備  

イ  医 療、 救 護 を 受 け る ま での 応 急 処 置 、 救 急 看護 技 術 の 習 得  

ウ  献 血へ の 協 力  

③  自 主防 災 組 織 等 が 中 心 とな っ て 実 施 す べ き 事項  

ア  応 急救 護 活 動 を 行 う 救 出救 護 班 の 編 成  
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④  医 療機 関 が 実 施 す べ き 事項  

ア  医 療施 設 等 の 耐 震 性 の 強化  

イ  防 災活 動 要 領 （ マ ニ ュ アル ） の 作 成  

ウ  防 災訓 練 の 実 施  

エ  震 災時 の ラ イ フ ラ イ ン （水 、 電 気 等 ） の 維 持体 制 の 確 立  

（ ２ ） 医療 救 護 計 画 の 策 定  

①  市 の体 制 整 備  

ア  市 は 、 市 の 実 情 に あ わ せ た 医 療 救 護 班 を 編 成 し て お く 。 た だ し 、 市 独 自 で 医 療
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員 ）を 一 班と す る よ う 編 成 し 、で き る だ け 薬 剤 師も １ 名 加 え る よ う 努め る 。ま た 、

連 絡 体 制 に つ い て も 定 め て お く 。 な お 、 市 で 編 成 す る 医 療 救 護 班 に つ い て は 県 へ

報 告 し 、変 更 し た 場 合 も 同 様と す る 。  

   エ  市 は 、 円 滑 な 医 療 救 護 活 動 を 実 施 す る た め 、 あ ら か じ め 責 任 者 を 定 め る と と も

に 、 県 が 設 置 す る 地 域 医 療 救 護 活 動 支 援 室 へ の 当 該 責 任 者 の 参 加 及 び 連 携 に つ い

て 定 め てお く 。  

オ  市 は 、 震 災 時 に 重 症 患 者 等 の 処 置 及 び 収 容 を 行 う 病 院 を あ ら か じ め 指 定 し て お

く 。  

カ  市 は 、 震 災 が 発 生 し た 場 合 、 直 ち に 医 療 救 護 活 動 が 円 滑 に 開 始 で き る よ う 応 急

救 護 設 備等 の 整 備 に 努 め る とと も に 、 常 に 点 検 を行 っ て お く 。  

キ  市 は 、 避 難 所 に お け る 救 護 所 の 設 置 に つ い て 、 あ ら か じ め 当 該 管 理 者 と 協 議 し

て お く 。  

ク  市 は 、 病 院 、 救 護 所 の 被 害 状 況 や 傷 病 者 の 受 入 情 報 等 の 収 集 方 法 を あ ら か じ め

定 め て おく 。  

ケ  市 は 、 エ コ ノ ミ ー ク ラ ス 症 候 群 対 策 の た め 、 弾 性 ス ト ッ キ ン グ の 提 供 に 関 わ る

災 害 時 協力 協 定 締 結 団 体 の 拡充 を 検 討 す る 。  
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②  県 との 協 力  

市 の 医 療 救 護 で は 不 足 す る 場 合 に 備 え 、 県 が 県 医 師 会 、 大 学 附 属 病 院 、 公 的 病 院

及 び 日 本 赤 十 字 社 石 川 県 支 部 等 の 協 力 を 得 て 確 立 す る 災 害 時 の 医 療 救 護 体 制 か ら 応

援 、 補 完を 受 け る 。  

ま た 、 県 が 関 係 機 関 と 連 携 し て 確 立 す る ヘ リ コ プ タ ー 等 に よ る 患 者 の 広 域 搬 送 体

制 を 活 用す る 。  

（ ３ ） 情報 連 絡 体 制  

①  医 療救 護 活 動 に 係 る 情 報連 絡 体 制  

情 報 連 絡 の 系 統 図 は 、 次 の と お り で あ る 。 被 災 地 内 医 療 施 設 及 び 救 護 所 に 係 る 情

報 連 絡 体 制 に つ い て は 市 が 、 災 害 時 後 方 医 療 体 制 に 係 る 情 報 連 絡 体 制 に つ い て は 県

が 整 備 する 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (注 )「 9 県 1 市 」 は 、 災 害 応 援 協 定 を 締 結 し て い る 次 の 県 市 で あ る 。  

協 定 名  ： 中 部 9 県 1 市 災 害 時 等 応 援 に 関 す る 協 定 （ 平 成 7 年 11 月 4 日 締 結 、 平

成 19 年 9 月 26 日 改 訂 ）  

協 定 県 市 ： 石 川 県 、 富 山 県 、 福 井 県 、 長 野 県 、 岐 阜 県 、 静 岡 県 、 愛 知 県 、 三 重 県 、

滋 賀 県 、 名 古 屋 市  

図 ２ － ８－ １  医 療 救 護 活 動系 統 図  

②  災 害・ 救 急 医 療 情 報 シ ステ ム に よ る 連 絡 体 制  

県 は 、 災 害 時 に お い て 、 医 療 機 関 の 稼 働 状 況 、 医 師 、 看 護 師 等 ス タ ッ フ の 状 況 、

ラ イ フ ラ イ ン の 確 保 状 況 、 医 薬 品 等 の 備 蓄 状 況 な ど の 災 害 医 療 に 係 る 総 合 的 な 情 報

収 集 及 び 提 供 を 行 う 石 川 県 災 害 ・ 救 急 医 療 情 報 シ ス テ ム が 有 効 に 機 能 す る よ う 体 制

を 整 備 して お り 、 本 市 消 防 局も こ の シ ス テ ム に 参加 し て い る 。  
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ア  平 常 時 の 救 急 医 療 活 動 へ の 情 報 支 援 と と も に 、 災 事 時 に お け る 情 報 の 混 乱 を 防

止 し 、 速 や か な 情 報 伝 達 と 救 急 救 命 活 動 ・ 救 急 医 療 活 動 を 支 援 す る こ と を 目 的 に

平 成 9 年 1 月 か ら 運 用 開 始  

イ  シ ステ ム 参 加 機 関  

医 療 機 関、 消 防 局 ・ 消 防 本 部、 医 師 会 、 保 健 福 祉セ ン タ ー 等  

ウ  災 害時 情 報  

診 療 可 否状 況 、 医 薬 品 等 在 庫状 況 、 ラ イ フ ラ イ ン状 況 、 ボ ラ ン テ ィ ア情 報 等  

③  災 害時 優 先 電 話 の 確 保  

市 及 び 防 災 関 係 機 関 は 、 災 害 時 の 優 先 電 話 の 確 保 な ど 災 害 に 強 い 通 信 の 整 備 に 努

め る 。  

④  医 療救 護 班 連 絡 会 の 開 催及 び 運 営 に 関 す る 訓練 等  

県 及 び 市 は 、 関 係 機 関 の 協 力 を 得 な が ら 、 災 害 時 に お い て 医 療 救 護 活 動 が 円 滑 に

行 わ れ るよ う 、平 常 時 か ら、医 療 救 護 班 連 絡 会 の開 催 や 運 営 等 に 関 する 研 修 や 訓 練

の 実 施 に努 め る と と も に、関 係 機 関 と の 合 同 初 動訓 練 の 実 施 に よ り、活 動 体 制 を 整

え る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２ － ８－ ２  石 川 県 災 害 ･救 急 医 療 情 報 シ ス テム 概 念 図  
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図 ２ － ８－ ２  石 川 県 災 害 ･救 急 医 療 情 報 シ ス テム 概 念 図  
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５  生活の確保   

地 震 が 発生 し た 場 合 の 生 活 を確 保 す る た め 、 平 常時 か ら 次 の 措 置 を とる 。  

 

 

 

 

 

 

 

（ １ ） 食料 及 び 生 活 必 需 品 の確 保  

大 規 模 な 災 害 が 発 生 し た 場 合 の 被 害 及 び 外 部 支 援 の 時 期 を 想 定 し 、 孤 立 が 想 定 さ れ る

な ど 地 域 の 地 理 的 条 件 や 過 去 の 災 害 等 も 踏 ま え て 、 発 災 直 後 か ら 被 災 者 に 対 し て 円 滑 に

食 料 、 飲 料 水 、 生 活 必 需 品 、 燃 料 、 ブ ル ー シ ー ト 、 土 の う 袋 そ の 他 の 物 資 の 供 給 が 行 わ

れ る よ う 物 資 の 備 蓄 ・ 調 達 ・ 輸 送 体 制 の 整 備 を 図 る と と も に 、 物 資 調 達 ・ 輸 送 調 整 等 支

援 シ ス テ ム を 活 用 し 、 あ ら か じ め 、 備 蓄 物 資 や 物 資 の 拠 点 の 登 録 に 努 め る 。 な お 、 こ の

際 、 要 配 慮 者 や 高 齢 者 へ の 配 慮 及 び 食 料 の 質 の 確 保 に 留 意 す る 。 女 性 の 視 点 に 立 っ た 支

援 物 資 の備 蓄 ・ 供 給 （ 生 理 用品 な ど ） 等 の 取 り 組み を 一 層 推 進 す る 。  

ま た 、 市 は 過 去 の 大 災 害 に お け る 課 題 を 踏 ま え 、 今 後 の 備 蓄 の あ り 方 等 に 関 す る 基 本

的 な 方 針 を 示 す 「 金 沢 市 防 災 備 蓄 計 画 」 を 策 定 し 、 公 的 な 備 蓄 の ほ か 、 市 民 に よ る 日 頃

か ら の 家 庭 内 備 蓄 及 び 自 主 防 災 組 織 を 含 め た 地 域 で の 備 蓄 や 、 ロ ー リ ン グ ス ト ッ ク の 実

施 な ど を規 定 し 、 大 規 模 災 害に も 対 応 可 能 な 備 蓄体 制 の 構 築 に 努 め る。  

併 せ て 、 物 資 の 供 給 に あ た り 、 小 口 ・ 混 載 の 支 援 物 資 を 送 る こ と は 被 災 地 方 公 共 団 体

の 負 担 にな る こ と な ど 、 被 災地 支 援 に 関 す る 知 識の 普 及 に 努 め る 。  

①  市 が実 施 す べ き 事 項  

市 は 、 大 規 模 な 地 震 災 害 が 発 生 し た 場 合 に は 、 物 資 の 調 達 や 輸 送 が 平 時 の よ う に

実 施 で き な い と い う 視 点 に 立 っ て 初 期 の 対 応 に 十 分 な 量 を 備 蓄 す る ほ か 、 被 災 地 に

お け る 迅 速 な 対 応 を 図 る た め 、 防 災 備 蓄 倉 庫 （ 拠 点 備 蓄 ） と 学 校 備 蓄 倉 庫 （ 分 散 備

蓄 ） の 設 置 を 計 画 的 に 進 め 、 飲 食 物 な ど の 必 要 な 品 目 の 分 散 備 蓄 を 充 実 す る と と も

に 、ア レ ル ギ ー対 応 食 品 や 、要 配 慮者 向 け の 柔 らか い 食 品 等 の 備 蓄 、給 水 用具 、洋 式

仮 設 ト イレ 、簡 易 ト イ レ セ ット 、マ ス ク 、消 毒 液 、間 仕 切り 、炊 き 出 し 道具 、毛 布 な

ど 避 難 生 活 に 必 要 な 物 資 や 基 本 的 な 福 祉 用 具 の ほ か 感 染 症 対 策 に 必 要 な 物 資 の 拡 充

を 図 り なが ら 適 時・適 切 に 配備 す る 。ま た 備 蓄 品は 、要 配 慮 者 、女 性 、子 供 に も 配 慮

し 調 達 す る も の と す る 。 平 常 時 に お い て は 、 各 備 蓄 倉 庫 の 備 蓄 状 況 を 確 認 し 、 消 費

期 限 や 耐 用 年 数 を 考 慮 し て 必 要 に 応 じ て 数 量 や 種 類 を 見 直 し な が ら 適 正 な 周 期 で 計

画 的 な 更 新 ・ 整 備 に 努 め る 。 仮 設 ト イ レ の 提 供 や 要 配 慮 者 対 応 物 資 に つ い て は 、 災

害 時 協 力協 定 締 結 団 体 の 拡 充・ 締 結 促 進 に 努 め る。  

ま た 、 災 害 時 の 調 達 を 円 滑 に 行 う た め 、 他 の 自 治 体 と の 災 害 援 助 協 定 の 締 結 、 事

５  生活の確保   

大 規 模 な 地 震 や 風 水 害 等 の 発 生 直 後 は 、 交 通 ・ 通 信 イ ン フ ラ の 寸 断 等 に よ り 流 通 機 能 が

停 止 し 、 発 災 後 ３ 日 間 程 度 は 被 災 地 外 か ら の 支 援 物 資 が 届 か な い こ と が 想 定 さ れ る 。 こ の

こ と か ら 、 市 は 防 災 備 蓄 計 画 を 定 め 、 必 要 な 備 蓄 物 資 が 最 低 ３ 日 間 以 上 確 保 で き る よ う 、

発 災 １ 日 目 は 自 助 ・ 共 助 備 蓄 、 ２ 日 目 は 市 の 備 蓄 、 ３ 日 目 以 降 は 支 援 物 資 等 で 対 応 で き る

体 制 を 確 保 す る よ う 努 め る 。 ま た 、 想 定 避 難 者 数 に 基 づ き 市 が 備 蓄 ・ 調 達 す べ き 品 目 ・ 数

量 及 び 配 備 年 数 等 を 規 定 し て い る ほ か 、 市 民 に よ る 日 頃 か ら の 家 庭 内 備 蓄 及 び 自 主 防 災 組

織 を 含 め た 地 域 で の 備 蓄 に つ い て 規 定 し 、 大 規 模 災 害 で も 対 応 可 能 な 備 蓄 体 制 の 構 築 に 努

め る 。  

（ １ ） 食料 及 び 生 活 必 需 品 の確 保  

大 規 模 な 災 害 が 発 生 し た 場 合 の 被 害 及 び 外 部 支 援 の 時 期 を 想 定 し 、 孤 立 が 想 定 さ れる

な ど 地 域 の 地 理 的 条 件 や 過 去 の 災 害 等 も 踏 ま え て 、 発 災 直 後 か ら 被 災 者 に 対 し て 円 滑 に

食 料 、飲 料 水 、生 活 必 需 品 及び 燃 料 等 の 備 蓄・調 達・輸 送 体 制 の 整 備を 図 る 。要 配 慮 者 や

高 齢 者 へ 配 慮 し た 手 す り や 車 い す な ど の 福 祉 用 具 の 配 備 に 努 め る 。 女 性 の 視 点 に 立 っ た

支 援 物 資（ 生 理 用 品 な ど ） の備 蓄 ・ 供 給 等 の 取 り組 み を 一 層 推 進 す る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

①  市 が実 施 す べ き 事 項  

市 は 、 大 規 模 な 地 震 災 害 が 発 生 し た 場 合 に は 、 物 資 の 調 達 や 輸 送 が 平 時 の よ う に

実 施 で き な い と い う 視 点 に 立 っ て 初 期 の 対 応 に 十 分 な 量 を 備 蓄 す る ほ か 、 被 災 地 に

お け る 迅 速 な 対 応 を 図 る た め 、 防 災 備 蓄 倉 庫 （ 拠 点 備 蓄 ） と 学 校 備 蓄 倉 庫 （ 分 散 備

蓄 ） の 設置 を 計 画 的 に 進 め る。  

ま た 、 備 蓄 品 目 に つ い て は 、 避 難 者 の 生 命 と 生 活 環 境 に 不 可 欠 な 物 資 で あ る 基 本

８ 品 目（ 食 料 、毛 布 、育 児 用 調 製 粉 乳 、乳 児・小 児 用 お むつ 、大 人 用 お む つ 、携 帯 ト

イ レ・簡 易 ト イ レ 、ト イ レ ット ペ ー パ ー 、生 理 用 品 ）の ほ か 、避 難 所 環 境 の 整備 に 必

要 な 冷 暖 房 機 器 、 感 染 症 対 策 に 必 要 マ ス ク や 消 毒 液 等 の 配 備 に 努 め る 。 平 常 時 に お

い て は 、 各 備 蓄 倉 庫 の 備 蓄 状 況 を 確 認 し 、 適 正 な 備 蓄 数 量 の 公 表 に 努 め 、 消 費 期 限

や 耐 用 年 数 を 考 慮 し て 必 要 に 応 じ て 数 量 や 種 類 を 見 直 し な が ら 適 正 な 周 期 で 計 画 的

な 更 新 とフ ー ド バ ン ク 団 体 等と 連 携 し た 備 蓄 品 の利 活 用 に 努 め る 。  

加 え て 、 災 害 時 の 調 達 を 円 滑 に 行 う た め 、 他 の 自 治 体 と の 災 害 援 助 協 定 の 締 結 、

事 業 者 等 と 「 災 害 時 に お け る 食 料 物 資 等 の 供 給 協 力 に 関 す る 協 定 」 の 締 結 を 進 め 、
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業 者 等 と 「 災 害 時 に お け る 食 料 物 資 等 の 供 給 協 力 に 関 す る 協 定 」 の 締 結 を 進 め 、 緊

急 に 調 達し 得 る 調 達 体 制 の 整備 を 講 じ て お く 。  

同 時 に 、 被 災 者 に 物 資 が 迅 速 に 供 給 で き る よ う に 、 そ れ ぞ れ の 救 援 物 資 等 の 集

積 、 保 管 、 配 送 等 の た め の 集 配 予 定 地 を あ ら か じ め 定 め る と と も に 、 平 時 か ら 、 訓

練 等 を 通 じ て 、 物 資 の 備 蓄 状 況 や 輸 送 手 段 の 確 認 を 行 う と と も に 、 災 害 協 定 を 締 結

し た 事 業者 団 体 等 の 発 災 時 の連 絡 先 、 要 請 手 続 等の 確 認 を 行 う よ う 努め る 。  

 

 

 

②  市 民が 実 施 す べ き 事 項  

大 規 模 災 害 時 に は 、 市 が 発 災 直 後 か ら 生 活 関 連 物 資 を 円 滑 に 確 保 、 供 給 す る こ と

は 不 可 能 で あ る こ と か ら 、 家 庭 や 職 場 に お い て 、 3 日 間 程 度 生 活 が で き る 食 料 や 飲

料 水 、 携 帯 ト イ レ や 簡 易 ト イ レ 等 の 備 蓄 に 努 め 、 非 常 持 出 し 品 を 準 備 し て お く も の

と す る 。  

 

表 ２ － ８－ １   備 蓄 倉 庫  

 区  分  名     称  備  蓄  内  容  

拠 

点 

倉 

庫 

災 害 時 に 必 要 と な る 基 本 備 蓄 品  

防 災 備 蓄 倉

庫  

大 和 町 防 災 備 蓄 倉 庫 （ 大 和 町 ）  

大 桑 防 災 備 蓄 倉 庫 （ 大 桑 ３ 丁 目 ）  

泉 本 町 防 災 備 蓄 倉 庫 （ 泉 本 町 ５ 丁 目 ）  

金 沢 ス タ ジ ア ム 防 災 備 蓄 倉 庫 （ 磯 部 町 ）  

毛 布 、 食 料 、  

発 電 機 、 炊 飯 用 大 釜 、  

テ ン ト 、 オ ム ツ 、  

救 急 セ ッ ト 、  

緊 急 用 の ト イ レ 、  

非 常 用 保 存 水 等  

学 校 備 蓄 倉

庫 等  

犀 桜 小 学 校 、 長 町 中 学 校  

小 立 野 小 学 校 、 旧 材 木 町 小 学 校 、  

兼 六 小 学 校 、 森 山 町 小 学 校 、  

中 村 町 小 学 校 、 中 央 小 学 校 、 森 本 小 学 校 、 旧

馬 場 小 学 校 、 金 石 町 小 学 校 、 泉 小 学 校 、  

旧 野 町 小 学 校 、 泉 野 小 学 校 、 富 樫 小 学 校 、  

松 ケ 枝 緑 地 倉 庫 、 此 花 町 緑 地 倉 庫 、  

金 沢 市 も の づ く り 会 館 （ 粟 崎 町 ４ 丁 目 ）  

金 沢 南 総 合 運 動 公 園 （ 富 樫 ３ 丁 目 ）  

安 原 ス ポ ー ツ 広 場 （ 下 安 原 町 ）  

初

動

時

活

用

倉

庫 

初 動 時 に 避 難 所 運 営 に 最 低 限 必 要 と な る 備 蓄 品  

学 校 備 蓄 倉

庫  

上 記 以 外 の  

そ の 他 の す べ て の 金 沢 市 立 小 中 学 校 等  

 68 校  

毛 布 、  

ス ト ー ブ 、炊 飯 用 大 釜 、 

ブ ル ー シ ー ト  

公 民 館  金 沢 市 内 の す べ て の 公 民 館     61 館  毛 布  

体 育 館 等  避 難 所 と し て 想 定 さ れ る 体 育 館   12 館  毛 布  

 
 

 

緊 急 に 調 達 し 得 る 調 達 体 制 の 整 備 を 講 じ て お く 。 ま た 、 新 た な 備 蓄 手 法 と し て 、 災

害 時 協 力 協 定 団 体 と の 流 通 備 蓄 に つ い て 検 討 に 努 め 、 保 管 ス ペ ー ス の 確 保 や 平 時 に

お け る 適 正 な 維 持 管 理 そ し て 災 害 時 に お け る 備 蓄 確 保 に 努 め 、 浸 水 想 定 区 域 内 に あ

る 備 蓄 倉庫 の 移 設 に つ い て も検 討 す る 。  

同 時 に、被 災 者 に 物 資 が 迅 速に 供 給 で き る よ う に、そ れ ぞ れ の 救 援 物資 等 の 集 積 、

保 管 、 配 送 等 の た め の 集 配 予 定 地 を あ ら か じ め 定 め る と と も に 、 平 時 か ら 、 物 資 調

達 ・ 輸 送 調 整 等 支 援 シ ス テ ム を 活 用 し た 訓 練 等 を 通 じ て 、 物 資 の 備 蓄 状 況 や 輸 送 手

段 の 確 認 を 行 う と と も に 、 災 害 協 定 を 締 結 し た 事 業 者 団 体 等 の 発 災 時 の 連 絡 先 、 要

請 手 続 等の 確 認 を 行 う よ う 努め る 。  

②  市 民が 実 施 す べ き 事 項  

大 規 模 災 害 時 に は 、 市 が 発 災 直 後 か ら 生 活 関 連 物 資 を 円 滑 に 確 保 、 供 給 す る こ と

は 不 可 能 で あ る こ と か ら 、 家 庭 や 職 場 に お い て 、 3 日 間 程 度 生 活 が で き る 食 料 や 飲

料 水 、 携 帯 ト イ レ や 簡 易 ト イ レ 等 の 備 蓄 に 努 め 、 非 常 持 出 し 品 を 準 備 し て お く も の

と す る 。  

 

表 ２ － ８－ １   備 蓄 倉 庫  

 区  分  名     称  備  蓄  内  容  

拠 

点 

倉 

庫 

災 害 時 に 必 要 と な る 基 本 備 蓄 品  

防 災 備 蓄 倉

庫  

大 和 町 防 災 備 蓄 倉 庫 （ 大 和 町 ）  

大 桑 防 災 備 蓄 倉 庫 （ 大 桑 ３ 丁 目 ）  

泉 本 町 防 災 備 蓄 倉 庫 （ 泉 本 町 ５ 丁 目 ）  

金 沢 ス タ ジ ア ム 防 災 備 蓄 倉 庫 （ 磯 部 町 ）  
毛 布 、 食 料 、  

発 電 機 、 炊 飯 用 大 釜 、  

テ ン ト 、 オ ム ツ 、  

救 急 セ ッ ト 、  

簡 易 ト イ レ 、  

非 常 用 保 存 水 、  

ブ ル ー シ ー ト  な ど  

学 校 備 蓄 倉

庫 等  

犀 桜 小 学 校 、 長 町 中 学 校  

小 立 野 小 学 校 、 旧 材 木 町 小 学 校 、  

兼 六 小 学 校 、 森 山 町 小 学 校 、  

中 村 町 小 学 校 、 中 央 小 学 校 、 森 本 小 学 校 、 旧

馬 場 小 学 校 、 金 石 町 小 学 校 、 泉 小 学 校 、  

旧 野 町 小 学 校 、 泉 野 小 学 校 、 富 樫 小 学 校 、  

松 ケ 枝 緑 地 倉 庫 、 此 花 町 緑 地 倉 庫 、  

金 沢 市 も の づ く り 会 館 （ 粟 崎 町 ４ 丁 目 ）  

金 沢 南 総 合 運 動 公 園 （ 富 樫 ３ 丁 目 ）  

安 原 ス ポ ー ツ 広 場 （ 下 安 原 町 ）  

初

動

時

活

用

倉

庫 

初 動 時 に 避 難 所 運 営 に 最 低 限 必 要 と な る 備 蓄 品  

学 校 備 蓄 倉
庫  

上 記 以 外 の  
そ の 他 の す べ て の 金 沢 市 立 小 中 学 校 等  

 68 校  

毛 布 、 救 急 セ ッ ト 、  
発 電 機 、 テ ン ト 、  
ス ト ー ブ 、炊 飯 用 大 釜 、 
簡 易 ト イ レ 、  
ブ ル ー シ ー ト  

公 民 館  
金 沢 市 内 の す べ て の 公 民 館     61 館  毛 布 、 テ ン ト 、  

簡 易 ト イ レ  

体 育 館 等  
避 難 所 と し て 想 定 さ れ る 体 育 館   12 館  毛 布 、 テ ン ト 、  

簡 易 ト イ レ  
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表 ２ － ８－ ２    金 沢 市 災 害時 防 災 活 動 協 力 協 定締 結 団 体  

協 力 活 動  団 体 名  所 在 地  電 話  Ｆ Ａ Ｘ  

飲 料 ・ 食

料 ・  

生 活 必 需

物 資 供 給  

金 沢 市 農 業 協 同 組 合  
松 寺 町 末 59-

1 
237- 00 02  237- 22 09  

金 沢 中 央 農 業 協 同 組 合  入 江 1-1 291- 50 00  291- 41 11  

(一社)金沢市中央市場運営協会  西 念 4-7-1 220- 27 17  222- 29 03  

(社 )石 川 県 パ ン 協 同 組 合  武 蔵 町 8-2 221- 16 53  同 左  

石 川 県 製 麺 工 業 協 同 組 合  増 泉 5-10-24  247- 33 05  247- 33 06  

(一社) 石 川 県 食 品 協 会  鞍 月 2-20 268- 24 00  268- 60 82  

協 同 組 合 金 沢 問 屋 セ ン タ ー  問 屋 町 2-61 237- 85 85  237- 52 40  

石 川 県 生 活 協 同 組 合 連 合 会  

生 活 協 同 組 合 コ ー プ い し か わ  

古 府 2-189 

白 山 市 行 町

西 １  

259-59 62  

275- 98 54  

259- 59 63  

275- 99 51  

ユ ニ ー ㈱  

ア ピ タ 金 沢 店  

ピ ア ゴ 金 沢 ベ イ 店  

広 岡 3-3-77 

中 村 町 10-20 

無 量 寺 町 4-

56 

235- 35 12

  

226- 31 11  

225- 25 11  

235- 35 19  

226- 31 19  

225- 25 18  

北 陸 ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞ ﾄﾘﾝ ｸﾞ㈱  
東 蚊 爪 町 1-

33-1 

239- 23 50  239- 91 77  

コ ー シ ン ｻ ﾝ ﾄ ﾘ ｰ ﾋ ﾞ ﾊ ﾞ ﾚ ｯ ｼ ﾞ ｻ ｰ ﾋ ﾞ ｽ

㈱  

野 々 市 市 押

野  

2-219 

248- 88 50  248- 52 97  

 

 

 

【 参 照 】資 料 11  食 料 等 の 備蓄 状 況 （ 令 和 ５ 年 度末 ）  

（ ２ ） 飲料 水 等 の 確 保  

①  市 が実 施 す べ き 事 項  

ア  水 道の 基 幹 施 設 の 耐 震 化と 復 旧 用 資 機 材 の 備蓄  

イ  学 校防 災 井 戸 の 設 置 及 び消 雪 用 井 戸 の 計 画 的改 良  

ウ  仮 設給 水 栓 、 給 水 袋 等 の応 急 給 水 資 機 材 の 整備  

エ  市 民、 自 主 防 災 組 織 に 対す る 貯 水 、 応 急 給 水に つ い て の 指 導  

オ  民 間団 体 と の 応 急 給 水 ・応 急 復 旧 に 関 す る 協力 協 定 の 締 結  

カ  災 害時 協 力 井 戸 の 活 用 強化 、非 常 時 に 使 用 可能 な 給 水 設 備（ 手 押 し 式 ポ ン プ 等）

の 装 備 促進 な ど に よ る 生 活 用水 の 確 保  

②  市 民が 実 施 す べ き 事 項  

ア  家 庭に お け る 貯 水  

・  貯 水す べ き 水 量 は 、 １ 人１ 日 ３ ㍑ を 基 準 。 世帯 人 数 の ３ 日 分 を 目標 と す る 。  

・  貯 水は 、 水 道 水 等 衛 生 的な 水 を 使 用 す る 。  

表 ２ － ８－ ２    金 沢 市 災 害時 防 災 活 動 協 力 協 定締 結 団 体  

協 力 活 動  団 体 名  所 在 地  電 話  Ｆ Ａ Ｘ  

飲 料 ・ 食

料 ・  

生 活 必 需

物 資 供 給  

金 沢 市 農 業 協 同 組 合  
松 寺 町 末 59-

1 
237- 00 02  237- 22 09  

金 沢 中 央 農 業 協 同 組 合  入 江 1-1 291- 50 00  291- 41 11  

(一社)金沢市中央市場運営協会  西 念 4-7-1 220- 27 17  222- 29 03  

(社 )石 川 県 パ ン 協 同 組 合  武 蔵 町 8-2 221- 16 53  同 左  

石 川 県 製 麺 工 業 協 同 組 合  増 泉 5-10-24  247- 33 05  247- 33 06  

(一社) 石 川 県 食 品 協 会  鞍 月 2-20 268- 24 00  268- 60 82  

協 同 組 合 金 沢 問 屋 セ ン タ ー  問 屋 町 2-61 237- 85 85  237- 52 40  

石 川 県 生 活 協 同 組 合 連 合 会  

生 活 協 同 組 合 コ ー プ い し か わ  

古 府 2-189 

白 山 市 行 町

西 １  

259-59 62  

275- 98 54  

259- 59 63  

275- 99 51  

ユ ニ ー ㈱  

ア ピ タ 金 沢 店  

ピ ア ゴ 金 沢 ベ イ 店  

広 岡 3-3-77 

中 村 町 10-20 

無 量 寺 町 4-

56 

235- 35 12

  

226- 31 11  

225- 25 11  

235- 35 19  

226- 31 19  

225- 25 18  

北 陸 ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞ ﾄﾘﾝ ｸﾞ㈱  
東 蚊 爪 町 1-

33-1 

239- 23 50  239- 91 77  

コ ー シ ン ｻ ﾝ ﾄ ﾘ ｰ ﾋ ﾞ ﾊ ﾞ ﾚ ｯ ｼ ﾞ ｻ ｰ ﾋ ﾞ ｽ

㈱  

野 々 市 市 押

野  

2-219 

248- 88 50  248- 52 97  

 ス ギ ホ ー ル デ ィ ン グ ス ㈱  
   

 

【 参 照 】資 料 11  食 料 等 の 備蓄 状 況 （ 令 和 ５ 年 度末 ）  

（ ２ ） 飲料 水 等 の 確 保  

①  市 が実 施 す べ き 事 項  

ア  水 道の 基 幹 施 設 の 耐 震 化と 復 旧 用 資 機 材 の 備蓄  

イ  学 校防 災 井 戸 の 設 置 及 び消 雪 用 井 戸 の 計 画 的改 良  

ウ  仮 設給 水 栓 、 給 水 袋 等 の応 急 給 水 資 機 材 の 整備  

エ  市 民、 自 主 防 災 組 織 に 対す る 貯 水 、 応 急 給 水に つ い て の 指 導  

オ  民 間団 体 と の 応 急 給 水 ・応 急 復 旧 に 関 す る 協力 協 定 の 締 結  

カ  災 害時 協 力 井 戸 の 活 用 強化 、非 常 時 に 使 用 可能 な 給 水 設 備（ 手 押 し 式 ポ ン プ 等）

の 装 備 促進 な ど に よ る 生 活 用水 の 確 保  

②  市 民が 実 施 す べ き 事 項  

ア  家 庭に お け る 貯 水  

・  貯 水す べ き 水 量 は 、 １ 人１ 日 ３ ㍑ を 基 準 。 世帯 人 数 の ３ 日 分 を 目標 と す る 。  

・  貯 水は 、 水 道 水 等 衛 生 的な 水 を 使 用 す る 。  
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・  容 器 は 、 衛 生 的 で 安 全 性 が 高 く 、 地 震 動 に よ り 水 漏 れ 、 破 損 し な い も の を 用

い る 。  

イ  自 主防 災 組 織 に お け る 飲料 水 の 確 保  

・  応 急給 水 を 円 滑 に 行 う 給水 班 等 の 編 成 を 準 備す る 。  

・  非 常 時 に 利 用 予 定 の 井 戸 等 の 水 は 水 質 検 査 を 実 施 し 、 利 用 方 法 を あ ら か じ め

検 討 し てお く 。  

・ 給 水 ポ ンプ 、ポ リ タ ン ク等 応 急 給 水 に 必 要 な資 機 材 の 整 備 と 操 作訓 練 に よ り ､

取 扱 い に習 熟 す る 。  

（ ３ ） 清掃 、 防 疫 及 び 保 健 衛生 活 動  

清 潔 な 生活 環 境 を 維 持 す る ため 、 次 の 対 策 を 講 ずる 。  

①  市 が実 施 す べ き 事 項  

ア  ご み、 し 尿 処 理 及 び 防 疫実 施 計 画 の 作 成  

イ  ご み、 し 尿 処 分 地 の 選 定及 び 仮 設 ト イ レ の 備蓄  

ウ  防 疫薬 剤 の 備 蓄 及 び 消 毒用 機 器 の 整 備  

エ  市 民が 行 う ご み 、 し 尿 処理 及 び 防 疫 対 策 の 指導  

オ  防 疫活 動 に 必 要 と す る 薬剤 の 調 達 計 画 の 作 成  

カ  被 災動 物 の 保 護 収 容 施 設の 設 置 及 び 救 護 活 動計 画 の 策 定  

②  市 民が 実 施 す べ き 事 項  

ア  ご み、 し 尿 等 の 自 家 処 理に 必 要 な 資 材 、 器 具の 準 備  

イ  ペ ッ ト 動 物 の 飼 育 に 必 要 な ペ ッ ト 用 品 （ エ サ ・ ゲ ー ジ な ど ） の 確 保 と 逃 亡 を 防

ぐ 処 置  

（ ４ ） 燃   料  

ガ ソ リ ン 、 重 油 、 軽 油 、 灯 油 、 Ｌ Ｐ ガ ス 等 の 燃 料 供 給 に 関 し 、 関 係 団 体 と 協 力 協 定 を

締 結 す る等 、 優 先 的 確 保 に 努め る 。  

表 ２ － ８－ ３    金 沢 市 災 害時 防 災 活 動 協 力 協 定締 結 団 体  

協 力 活 動  団 体 名  住 所  電 話  Ｆ Ａ Ｘ  

燃 料 等 供 給  

石 川 県 ｴﾙﾋﾟｰｶﾞｽ協 会 金 沢 支 部  古 府 3-16 249- 23 00  249- 23 20  

石 川 県 石 油 販 売 協 同 組 合  

石 川 県 石 油 販 売 協 同 組 合 金 沢 支 部  
鞍 月 5-177  256- 53 30  238- 33 30  

（ ５ ） 義援 金 ・ 物 資 の 受 け 入れ ・ 配 分 マ ニ ュ ア ルの 作 成  

県 及 び 市 は 、 発 災 直 後 か ら 義 援 金 ・ 物 資 の 円 滑 な 受 け 入 れ 等 を 図 る た め 、 具 体 的 な 受

け 入 れ ・配 分 に 関 す る マ ニ ュア ル の 作 成 に 努 め る。  

６  要配慮者対策   

震 災 発 生時 に は 、乳 幼 児 、障 害の あ る 人 、病 人 、高 齢者 、妊 婦 、外 国 人な ど の 、災 害 に 際

し て 必 要 な 情 報 を 得 る こ と や 迅 速 か つ 適 切 な 防 災 行 動 を と る こ と が 困 難 で あ り 、 災 害 の 犠

・  容 器 は 、 衛 生 的 で 安 全 性 が 高 く 、 地 震 動 に よ り 水 漏 れ 、 破 損 し な い も の を 用

い る 。  

イ  自 主防 災 組 織 に お け る 飲料 水 の 確 保  

・  応 急給 水 を 円 滑 に 行 う 給水 班 等 の 編 成 を 準 備す る 。  

・  非 常 時 に 利 用 予 定 の 井 戸 等 の 水 は 水 質 検 査 を 実 施 し 、 利 用 方 法 を あ ら か じ め

検 討 し てお く 。  

・ 給水 ポ ン プ 、ポ リ タ ン ク等 応 急 給 水 に 必 要 な資 機 材 の 整 備 と 操 作訓 練 に よ り ､

取 扱 い に習 熟 す る 。  

（ ３ ） 清掃 、 防 疫 及 び 保 健 衛生 活 動  

清 潔 な 生活 環 境 を 維 持 す る ため 、 次 の 対 策 を 講 ずる 。  

①  市 が実 施 す べ き 事 項  

ア  ご み、 し 尿 処 理 及 び 防 疫実 施 計 画 の 作 成  

イ  ご み、 し 尿 処 分 地 の 選 定及 び 仮 設 ト イ レ の 備蓄  

ウ  防 疫薬 剤 の 備 蓄 及 び 消 毒用 機 器 の 整 備  

エ  市 民が 行 う ご み 、 し 尿 処理 及 び 防 疫 対 策 の 指導  

オ  防 疫活 動 に 必 要 と す る 薬剤 の 調 達 計 画 の 作 成  

カ  被 災動 物 の 保 護 収 容 施 設の 設 置 及 び 救 護 活 動計 画 の 策 定  

②  市 民が 実 施 す べ き 事 項  

ア  ご み、 し 尿 等 の 自 家 処 理に 必 要 な 資 材 、 器 具の 準 備  

イ  ペ ッ ト 動 物 の 飼 育 に 必 要 な ペ ッ ト 用 品 （ エ サ ・ ゲ ー ジ な ど ） の 確 保 と 逃 亡 を 防

ぐ 処 置  

（ ４ ） 燃   料  

ガ ソ リ ン 、重 油 、軽 油 、灯 油 、Ｌ Ｐ ガ ス 等 の 燃 料供 給 に 関 し 、関 係 団 体 と 協力 協 定 を 締

結 す る 等、 優 先 的 確 保 に 努 める 。  

表 ２ － ８－ ３    金 沢 市 災 害時 防 災 活 動 協 力 協 定締 結 団 体  

協 力 活 動  団 体 名  住 所  電 話  Ｆ Ａ Ｘ  

燃 料 等 供 給  

石 川 県 ｴﾙﾋﾟｰｶﾞｽ協 会 金 沢 支 部  古 府 3-16 249- 23 00  249- 23 20  

石 川 県 石 油 販 売 協 同 組 合  

石 川 県 石 油 販 売 協 同 組 合 金 沢 支 部  
鞍 月 5-177  256- 53 30  238- 33 30  

（ ５ ） 義援 金 ・ 物 資 の 受 け 入れ ・ 配 分 マ ニ ュ ア ルの 作 成  

県 及 び 市 は 、 発 災 直 後 か ら 義 援 金 ・ 物 資 の 円 滑 な 受 け 入 れ 等 を 図 る た め 、 具 体 的 な受

け 入 れ ・配 分 に 関 す る マ ニ ュア ル の 作 成 に 努 め る。  

６  要配慮者対策   

震 災 発 生時 に は 、乳 幼 児 、障 害 の あ る人 、病 人 、高 齢 者 、妊 婦 、外 国 人 な ど の 、災 害 に 際

し て 必 要 な 情 報 を 得 る こ と や 迅 速 か つ 適 切 な 防 災 行 動 を と る こ と が 困 難 で あ り 、 災 害 の 犠
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牲 に な りや す い 人 々 で あ る 要配 慮 者 が 被 害 を 受 ける 可 能 性 が 高 い 。  

こ の た め 、 市 、 県 及 び 社 会 福 祉 施 設 等 の 関 係 機 関 は 、 地 域 住 民 、 自 主 防 災 組 織 等 の 協 力

を 得 な がら 災 害 か ら 要 配 慮 者を 守 る た め の 防 災 対策 の 一 層 の 充 実 を 図る 。  

（ １ ） 在宅 の 要 配 慮 者 へ の 配慮  

①  要 配慮 者 の 日 常 的 把 握  

市 は 、 防 災 関 係 部 局 と 福 祉 関 係 部 局 等 と の 連 携 の 下 、 平 常 時 か ら 県 と の 連 携 及 び

民 生 ・ 児 童 委 員 、 ホ ー ム ヘ ル パ ー 、 自 主 防 災 組 織 、 ボ ラ ン テ ィ ア 、 自 治 会 等 の 活 動

を 通 じ て 、 高 齢 者 、 障 害 の あ る 人 等 と い っ た 要 配 慮 者 の 所 在 等 を 把 握 し 、 電 子 デ ー

タ 、 フ ァ イ ル 等 で 管 理 す る と と も に 、  一 人 一 人 の 要 配 慮 者 に 対 し て 複 数 の 避 難 支

援 者 を 定 め る な ど 、 災 害 時 に お い て 、 迅 速 か つ 一 元 的 に 避 難 誘 導 ・ 安 否 確 認 等 が で

き る 体 制を 整 備 す る 。  

②  要 配慮 者 の 避 難 支 援 計 画の 策 定  

市 は 、 防 災 関 係 部 局 と 福 祉 関 係 部 局 、 警 察 本 部 等 と の 連 携 の 下 、 消 防 団 、 自 主 防

災 組 織 等 、 ま た 、 平 常 時 か ら 要 配 慮 者 と 接 し て い る 社 会 福 祉 協 議 会 、 地 区 民 生 委 員

協 議 会 、 介 護 サ ー ビ ス 事 業 者 、 障 害 者 団 体 等 の 福 祉 関 係 機 関 と 協 力 し て 、 個 人 情 報

保 護 や プ ラ イ バ シ ー に 配 慮 し つ つ 、 要 配 慮 者 に 関 す る 情 報 の 共 有 、 避 難 支 援 プ ラ ン

の 策 定 等に 努 め る 。  

特 に 、 市 レ ベ ル で の 避 難 支 援 の 対 象 者 の 範 囲 、 要 配 慮 者 情 報 の 収 集 ・ 共 有 の 方

法 、 避 難 支 援 体 制 な ど 要 配 慮 者 対 策 の 取 り 組 み 方 針 を 明 ら か に し た 避 難 支 援 プ ラ ン

の 全 体 計画 を 早 期 に 作 成 す るも の と す る 。  

（「 ７ 避 難 行 動 要 支 援 者 の 避難 行 動 支 援 対 策 」 参照 の こ と ）  

③  緊 急通 報 シ ス テ ム 等 の 整備  

市 は 、 在 宅 の 要 配 慮 者 の 対 応 能 力 を 考 慮 し た 緊 急 情 報 シ ス テ ム の 整 備 を 進 め る と

と も に 、地 域 ぐ る み の 避 難 誘導 体 制 の 確 立 を 図 る。  

④  防 災マ ッ プ の 作 成  

市 は 、 要 配 慮 者 の 円 滑 な 避 難 等 に 資 す る た め 、 防 災 意 識 の 普 及 啓 発 及 び 災 害 時 に

活 用 で きる 、 コ ミ ュ ニ テ ィ 単位 の 防 災 マ ッ プ の 作成 に 努 め る 。  

⑤  要 配慮 者 避 難 支 援 マ ッ プの 作 成  

市 は 、 要 配 慮 者 の 円 滑 な 避 難 支 援 の た め に 、 防 災 関 係 者 が 活 用 す る コ ミ ュ ニ テ ィ

単 位 の 防災 マ ッ プ の 作 成 に 努め る 。  

⑥  防 災知 識 の 普 及 及 び 防 災訓 練 の 充 実  

市 は 、 要 配 慮 者 及 び そ の 家 族 に 対 し て 、 パ ン フ レ ッ ト 配 布 等 に よ る 防 災 知 識 の 普

及 を 図 る と と も に 、 地 域 の 防 災 訓 練 に 参 加 で き る よ う 訓 練 内 容 を 工 夫 す る 。 ま た 、

か な ざ わ コ ミ ュ ニ テ ィ 防 災 士 の 育 成 に お い て 、 要 配 慮 者 対 応 に 関 す る 知 識 や 対 応 に

つ い て 強化 す る 。  

⑦  福 祉避 難 所 の 指 定  

市 は 、 高 齢 者 や 障 害 の あ る 人 等 は 避 難 所 内 の 一 般 避 難 ス ペ ー ス で は 健 康 の 維 持 ・

確 保 が 困難 な 要 素 が 多 い こ とか ら 、 地 区 ご と の 福祉 避 難 所 の 指 定 を 進め る 。  

ア  要 配慮 者 の 円 滑 な 利 用 を確 保 す る た め の 措 置が 講 じ ら れ て い る こと 。  

イ  災 害 が 発 生 し た 場 合 に お い て 要 配 慮 者 が 相 談 等 の 支 援 を 受 け る こ と が で き る

牲 に な りや す い 人 々 で あ る 要配 慮 者 が 被 害 を 受 ける 可 能 性 が 高 い 。  

こ の た め 、 市 、 県 及 び 社 会 福 祉 施 設 等 の 関 係 機 関 は 、 地 域 住 民 、 自 主 防 災 組 織 等 の 協 力 を

得 な が ら災 害 か ら 要 配 慮 者 を守 る た め の 防 災 対 策の 一 層 の 充 実 を 図 る。  

（ １ ） 在宅 の 要 配 慮 者 へ の 配慮  

①  要 配慮 者 の 日 常 的 把 握  

市 は 、 防 災 関 係 部 局 と 福 祉 関 係 部 局 等 と の 連 携 の 下 、 平 常 時 か ら 県 と の 連 携 及 び

民 生 ・ 児 童 委 員 、 ホ ー ム ヘ ル パ ー 、 自 主 防 災 組 織 、 ボ ラ ン テ ィ ア 、 自 治 会 等 の 活 動

を 通 じ て 、 高 齢 者 、 障 害 の あ る 人 等 と い っ た 要 配 慮 者 の 所 在 等 を 把 握 し 、 電 子 デ ー

タ 、 フ ァ イ ル 等 で 管 理 す る と と も に 、  一 人 一 人 の 要 配 慮 者 に 対 し て 複 数 の 避 難 支

援 者 を 定 め る な ど 、 災 害 時 に お い て 、 迅 速 か つ 一 元 的 に 避 難 誘 導 ・ 安 否 確 認 等 が で

き る 体 制を 整 備 す る 。  

②  要 配慮 者 の 避 難 支 援 計 画の 策 定  

市 は 、 防 災 関 係 部 局 と 福 祉 関 係 部 局 、 警 察 本 部 等 と の 連 携 の 下 、 消 防 団 、 自 主 防

災 組 織 等 、 ま た 、 平 常 時 か ら 要 配 慮 者 と 接 し て い る 社 会 福 祉 協 議 会 、 地 区 民 生 委 員

協 議 会 、 介 護 サ ー ビ ス 事 業 者 、 障 害 者 団 体 等 の 福 祉 関 係 機 関 と 協 力 し て 、 個 人 情 報

保 護 や プ ラ イ バ シ ー に 配 慮 し つ つ 、 要 配 慮 者 に 関 す る 情 報 の 共 有 、 避 難 支 援 プ ラ ン

の 策 定 等に 努 め る 。  

特 に 、 市 レ ベ ル で の 避 難 支 援 の 対 象 者 の 範 囲 、 要 配 慮 者 情 報 の 収 集 ・ 共 有 の 方

法 、 避 難 支 援 体 制 な ど 要 配 慮 者 対 策 の 取 り 組 み 方 針 を 明 ら か に し た 避 難 支 援 プ ラ ン

の 全 体 計画 を 早 期 に 作 成 す るも の と す る 。  

（「 ７ 避 難 行 動 要 支 援 者 の 避難 行 動 支 援 対 策 」 参照 の こ と ）  

③  緊 急通 報 シ ス テ ム 等 の 整備  

市 は 、 在 宅 の 要 配 慮 者 の 対 応 能 力 を 考 慮 し た 緊 急 情 報 シ ス テ ム の 整 備 を 進 め る と

と も に 、地 域 ぐ る み の 避 難 誘導 体 制 の 確 立 を 図 る。  

④  防 災マ ッ プ の 作 成  

市 は 、 要 配 慮 者 の 円 滑 な 避 難 等 に 資 す る た め 、 防 災 意 識 の 普 及 啓 発 及 び 災 害 時 に

活 用 で きる 、 コ ミ ュ ニ テ ィ 単位 の 防 災 マ ッ プ の 作成 に 努 め る 。  

⑤  要 配慮 者 避 難 支 援 マ ッ プの 作 成  

市 は 、 要 配 慮 者 の 円 滑 な 避 難 支 援 の た め に 、 防 災 関 係 者 が 活 用 す る コ ミ ュ ニ テ ィ

単 位 の 防災 マ ッ プ の 作 成 に 努め る 。  

⑥  防 災知 識 の 普 及 及 び 防 災訓 練 の 充 実  

市 は 、 要 配 慮 者 及 び そ の 家 族 に 対 し て 、 パ ン フ レ ッ ト 配 布 等 に よ る 防 災 知 識 の 普

及 を 図 る と と も に 、 地 域 の 防 災 訓 練 に 参 加 で き る よ う 訓 練 内 容 を 工 夫 す る 。 ま た 、

か な ざ わ コ ミ ュ ニ テ ィ 防 災 士 の 育 成 に お い て 、 要 配 慮 者 対 応 に 関 す る 知 識 や 対 応 に

つ い て 強化 す る 。  

⑦  福 祉避 難 所 の 指 定  

市 は 、 高 齢 者 や 障 害 の あ る 人 等 は 避 難 所 内 の 一 般 避 難 ス ペ ー ス で は 健 康 の 維 持 ・

確 保 が 困難 な 要 素 が 多 い こ とか ら 、 地 区 ご と の 福祉 避 難 所 の 指 定 を 進め る 。  

ア  要 配慮 者 の 円 滑 な 利 用 を確 保 す る た め の 措 置が 講 じ ら れ て い る こと 。  

イ  災 害 が 発 生 し た 場 合 に お い て 要 配 慮 者 が 相 談 等 の 支 援 を 受 け る こ と が で き る
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体 制 が 整備 さ れ て い る こ と 。  

ウ  主 と し て 要 配 慮 者 を 滞 在 さ せ る た め に 必 要 な 居 室 が 可 能 な 限 り 確 保 さ れ る こ

と 。  

エ  ［ 追加 ］  

 

⑧  二 次避 難 支 援 体 制 の 整 備  

市 は 、 県 の 被 災 者 の 生 活 改 善 や 相 談 対 応 、 福 祉 避 難 所 へ の 誘 導 な ど 、 福 祉 サ ー ビ

ス 面 で の 支 援 を 行 う 災 害 派 遣 福 祉 チ ー ム を 派 遣 す る 体 制 を 整 備 し 、 関 係 団 体 や 市 と

の 協 力 体制 の 構 築 を 図 る 。  

市 は 、 国 の 福 祉 避 難 所 の 確 保 ・ 運 営 ガ イ ド ラ イ ン を 踏 ま え 、 福 祉 避 難 所 マ ニ ュ ア

ル を 作 成 し 、 関 係 団 体 と の 連 携 に よ り 、 福 祉 避 難 所 へ の 避 難 、 緊 急 入 所 や 緊 急 入 院

の 必 要 な要 配 慮 者 の 受 入 体 制の 確 保 に 努 め る 。  

⑨  災 害ケ ー ス マ ネ ジ メ ン トの 活 用  

市 は 、災 害ケ ー ス マ ネ ジ メ ント な ど の 被 災 者 支 援の 仕 組 み を 整 備 す るよ う 努 め る 。 

（ ２ ） 社会 福 祉 施 設 等 に お ける 整 備  

①  防 災組 織 体 制 の 整 備  

社 会 福 祉 施 設 等 の 管 理 者 は 、 市 や 県 が 示 す 指 針 を 活 用 す る な ど し 、 施 設 の 実 情 に

応 じ た 「 具 体 的 な 防 災 計 画 」 を 定 め 、 施 設 職 員 の 任 務 分 担 、 動 員 計 画 、 緊 急 連 絡 体

制 を 明 確化 す る 。  

ま た 、 社 会 福 祉 施 設 の 管 理 者 は 、 平 常 時 か ら 関 係 機 関 、 地 域 住 民 及 び 自 主 防 災 組

織 等 と の 連 携 を 密 に し 、 利 用 者 の 実 態 に 応 じ た 協 力 が 得 ら れ る よ う な 体 制 づ く り に

努 め る 。  

市 は 、 小 学 校 就 学 前 の 子 ど も た ち の 安 全 で 確 実 な 避 難 の た め 、 災 害 発 生 時 に お け

る 幼 稚 園 ・ 保 育 所 ・ 認 定 こ ど も 園 等 の 施 設 と 市 、 施 設 間 の 連 絡 ・ 連 携 体 制 の 構 築 に

努 め る もの と す る 。  

②  防 災設 備 等 の 整 備  

社 会 福 祉 施 設 等 の 管 理 者 は 、 で き る だ け 土 砂 災 害 等 の 危 険 性 の 少 な い 場 所 に 施 設

を 立 地 する よ う 努 め る も の とす る 。  

ま た 、 施 設 の 災 害 に 対 す る 安 全 性 を 高 め る た め 、 施 設 の 耐 震 診 断 、 耐 震 改 修 、 防

災 設 備 の 整 備 等 に 努 め る と と も に 、 電 気 、 水 道 等 の 供 給 停 止 に 備 え て 、 施 設 種 別 を

考 慮 し て 利 用 者 や 職 員 の 生 活 維 持 に 必 要 な 食 料 、 飲 料 水 、 医 薬 品 等 の 備 蓄 及 び 情 報

通 信 手 段の 確 保 等 を 行 う 。  

ま た 、 発災 後 72 時 間 の 事 業継 続 が 可 能 と な る 非常 用 電 源（ 再 生 可 能エ ネ ル ギ ー に

よ る 発 電や 蓄 電 池 の 活 用 を 含む ） を 確 保 す る よ う努 め 、 そ の 設 置 場 所を 工 夫 す る 。  

③  防 災教 育 、 防 災 訓 練 の 充実  

社 会 福 祉 施 設 等 の 管 理 者 は 、 防 災 に 関 す る 基 礎 的 な 知 識 や 震 災 時 に と る べ き 行 動

等 に つ い て の 理 解 、 関 心 を 高 め る た め 、 施 設 の 職 員 等 に 対 し て 防 災 教 育 を 実 施 す

る 。  

ま た 、 震 災 時 の 切 迫 し た 状 況 下 に お い て も 、 適 切 な 行 動 が と れ る よ う 各 々 の 施 設

の 構 造 や 土 地 条 件 ・ 避 難 場 所 を 考 慮 し て 防 災 訓 練 を 定 期 的 に 実 施 す る 。 特 に 、 自 力

体 制 が 整備 さ れ て い る こ と 。  

ウ  主 と し て 要 配 慮 者 を 滞 在 さ せ る た め に 必 要 な 居 室 が 可 能 な 限 り 確 保 さ れ る こ

と 。  

エ  福 祉 避 難 所 の 備 蓄 と し て 、 テ ン ト や 毛 布 な ど 運 営 用 資 機 材 の ほ か 、 食 料 等 の

配 備 に 努め る 。  

⑧  二 次避 難 支 援 体 制 の 整 備  

市 は 、 県 の 被 災 者 の 生 活 改 善 や 相 談 対 応 、 福 祉 避 難 所 へ の 誘 導 な ど 、 福 祉 サ ー ビ

ス 面 で の 支 援 を 行 う 災 害 派 遣 福 祉 チ ー ム を 派 遣 す る 体 制 を 整 備 し 、 関 係 団 体 や 市 と

の 協 力 体制 の 構 築 を 図 る 。  

市 は 、 国 の 福 祉 避 難 所 の 確 保 ・ 運 営 ガ イ ド ラ イ ン を 踏 ま え 、 福 祉 避 難 所 マ ニ ュ ア

ル を 作 成 し 、 関 係 団 体 と の 連 携 に よ り 、 福 祉 避 難 所 へ の 避 難 、 緊 急 入 所 や 緊 急 入 院

の 必 要 な要 配 慮 者 の 受 入 体 制の 確 保 に 努 め る 。  

⑨  災 害ケ ー ス マ ネ ジ メ ン トの 活 用  

市 は 、災 害 ケー ス マ ネ ジ メ ント な ど の 被 災 者 支 援の 仕 組 み を 整 備 す るよ う 努 め る 。 

（ ２ ） 社会 福 祉 施 設 等 に お ける 整 備  

①  防 災組 織 体 制 の 整 備  

社 会 福 祉 施 設 等 の 管 理 者 は 、 市 や 県 が 示 す 指 針 を 活 用 す る な ど し 、 施 設 の 実 情 に

応 じ た 「 具 体 的 な 防 災 計 画 」 を 定 め 、 施 設 職 員 の 任 務 分 担 、 動 員 計 画 、 緊 急 連 絡 体

制 を 明 確化 す る 。  

ま た 、 社 会 福 祉 施 設 の 管 理 者 は 、 平 常 時 か ら 関 係 機 関 、 地 域 住 民 及 び 自 主 防 災 組

織 等 と の 連 携 を 密 に し 、 利 用 者 の 実 態 に 応 じ た 協 力 が 得 ら れ る よ う な 体 制 づ く り に

努 め る 。  

市 は 、 小 学 校 就 学 前 の 子 ど も た ち の 安 全 で 確 実 な 避 難 の た め 、 災 害 発 生 時 に お け

る 幼 稚 園 ・ 保 育 所 ・ 認 定 こ ど も 園 等 の 施 設 と 市 、 施 設 間 の 連 絡 ・ 連 携 体 制 の 構 築 に

努 め る もの と す る 。  

②  防 災設 備 等 の 整 備  

社 会 福 祉 施 設 等 の 管 理 者 は 、 で き る だ け 土 砂 災 害 等 の 危 険 性 の 少 な い 場 所 に 施 設

を 立 地 する よ う 努 め る も の とす る 。  

ま た 、 施 設 の 災 害 に 対 す る 安 全 性 を 高 め る た め 、 施 設 の 耐 震 診 断 、 耐 震 改 修 、 防

災 設 備 の 整 備 等 に 努 め る と と も に 、 電 気 、 水 道 等 の 供 給 停 止 に 備 え て 、 施 設 種 別 を

考 慮 し て 利 用 者 や 職 員 の 生 活 維 持 に 必 要 な 食 料 、 飲 料 水 、 医 薬 品 等 の 備 蓄 及 び 情 報

通 信 手 段の 確 保 等 を 行 う 。  

ま た 、 発災 後 72 時 間 の 事 業継 続 が 可 能 と な る 非常 用 電 源（ 再 生 可 能エ ネ ル ギ ー に

よ る 発 電や 蓄 電 池 の 活 用 を 含む ） を 確 保 す る よ う努 め 、 そ の 設 置 場 所を 工 夫 す る 。  

③  防 災教 育 、 防 災 訓 練 の 充実  

社 会 福 祉 施 設 等 の 管 理 者 は 、 防 災 に 関 す る 基 礎 的 な 知 識 や 震 災 時 に と る べ き 行 動

等 に つ い て の 理 解 、 関 心 を 高 め る た め 、 施 設 の 職 員 等 に 対 し て 防 災 教 育 を 実 施 す

る 。  

ま た 、 震 災 時 の 切 迫 し た 状 況 下 に お い て も 、 適 切 な 行 動 が と れ る よ う 各 々 の 施 設

の 構 造 や 土 地 条 件 ・ 避 難 場 所 を 考 慮 し て 防 災 訓 練 を 定 期 的 に 実 施 す る 。 特 に 、 自 力
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避 難 が 困 難 な 者 等 が 利 用 し て い る 施 設 に あ っ て は 、 職 員 が 手 薄 に な る 夜 間 に お け る

防 災 訓 練に つ い て も 配 慮 す る。  

（ ３ ） 外国 人 に 対 す る 防 災 対策  

市 は 、 言 語 、 生 活 習 慣 、 防 災 意 識 の 異 な る 外 国 人 や 旅 行 者 が 災 害 時 に 迅 速 か つ 的 確 な

行 動 が とれ る よ う 以 下 の 防 災環 境 づ く り に 努 め る。  

①  避 難 誘 導 標 識 及 び 避 難 場 所 等 の 表 示 標 識 を 簡 明 か つ 効 果 的 な も の に す る と と も

に 、 多 言語 化 を 推 進 す る 。  

②  多 言語 に よ る 防 災 知 識 の普 及 を 推 進 す る 。  

③  外 国人 （ 観 光 客 含 む ） 等の 防 災 訓 練 へ の 参 加を 推 進 す る 。  

④  地 域全 体 で 外 国 人 へ の 支援 シ ス テ ム や 救 助 体制 の 整 備 な ど に 努 める 。  

⑤  国 際交 流 財 団 及 び 多 文 化共 生 ま ち づ く り 事 業と の 連 携 を 図 る 。  

⑥  県 の「 災 害 語 学 サ ポ ー ター 育 成 講 座 」 と の 連携 を 図 る 。  

⑦  多 言語 コ ー ル サ ー ビ ス の利 活 用 を 検 討 す る 。  

⑧  Ｉ Ｃ Ｔ を 活 用 し た 外 国 人 旅 行 者 向 け 情 報 伝 達 手 段 （ タ ブ レ ッ ト 、 デ ジ タ ル サ イ ネ

ー ジ 等 ）を 検 討 す る 。  

⑨  観 光事 業 者 向 け 災 害 時 外国 人 対 応 ガ イ ド ブ ック の 作 成 と 周 知 に 努め る 。  

⑩  語 学 ボ ラ ン テ ィ ア 団 体 や 外 国 人 観 光 客 対 応 に 向 け た 災 害 時 協 力 協 定 締 結 団 体 の 拡

充 等 を 検討 す る 。  

⑪  多 言 語 対 応 の 面 に お い て 、 市 民 と し て 定 住 し て い る 外 国 人 か ら の 協 力 が 得 ら れ る

よ う 努 める 。  

⑫  留 学生 の 通 訳 ボ ラ ン テ ィア 参 加 の 可 能 性 を 検討 す る 。  

７  避難行動要支援者の避難行動支援対策   

避 難 行 動 要 支 援 者 名 簿 を 活 用 し た 実 効 性 の あ る 避 難 支 援 を 行 う た め 、 市 は 、 当 該 地 域 に

お け る 災害 特 性 等 を 踏 ま え つつ 、避 難 行 動 要 支 援者 の 避 難 支 援 に つ いて の 全 体 的 な 考 え 方

（ 全 体 計画 ）を 整 理 し 、本 計 画 に 重 要事 項 を 定 める こ と と し て い る 。以 下 に その 内 容 を 示

す 。  

（ １ ） 避難 支 援 等 関 係 者 の 決定  

全 体 計 画の 策 定 に あ た っ て は、地 域 の 実 情 に 応 じた 実 効 性 の あ る 避 難支 援 を 計 画 す る。

そ の た め 、 避 難 支 援 等 関 係 者 の 決 定 に お い て は 、 消 防 機 関 、 都 道 府 県 警 察 、 民 生 委 員 、

市 町 村 社 会 福 祉 協 議 会 、 自 主 防 災 組 織 、 福 祉 事 業 者 に 限 定 せ ず に 、 地 域 住 民 等 の 日 常 か

ら 避 難 行 動 要 支 援 者 と 関 わ る 者 や 高 齢 者 や 障 害 の あ る 人 等 の 多 様 な 主 体 の 参 画 を 促 し 、

地 域 に 根 差 し た 幅 広 い 団 体 の 中 か ら 、 避 難 支 援 者 を 決 め る こ と が 必 要 で あ る 。 ま た 、 よ

り 多 く の 避 難 支 援 等 関 係 者 を 確 保 す る の に 当 た っ て は 、 年 齢 要 件 等 に と ら わ れ ず 、 地 域

住 民 の 協力 を 幅 広 く 得 る 必 要が あ る 。  

以 下 に 、市 に お け る 避 難 支 援等 関 係 者 を 示 す 。  

・ 自 主 防災 会  

避 難 が 困 難 な 者 等 が 利 用 し て い る 施 設 に あ っ て は 、 職 員 が 手 薄 に な る 夜 間 に お け る

防 災 訓 練に つ い て も 配 慮 す る。  

（ ３ ） 外国 人 に 対 す る 防 災 対策  

市 は 、 言 語 、 生 活 習 慣 、 防 災 意 識 の 異 な る 外 国 人 や 旅 行 者 が 災 害 時 に 迅 速 か つ 的 確な

行 動 が とれ る よ う 以 下 の 防 災環 境 づ く り に 努 め る。  

①  避 難 誘 導 標 識 及 び 避 難 場 所 等 の 表 示 標 識 を 簡 明 か つ 効 果 的 な も の に す る と と も

に 、 多 言語 化 を 推 進 す る 。  

②  多 言語 に よ る 防 災 知 識 の普 及 を 推 進 す る 。  

③  外 国人 （ 観 光 客 含 む ） 等の 防 災 訓 練 へ の 参 加を 推 進 す る 。  

④  地 域全 体 で 外 国 人 へ の 支援 シ ス テ ム や 救 助 体制 の 整 備 な ど に 努 める 。  

⑤  国 際交 流 財 団 及 び 多 文 化共 生 ま ち づ く り 事 業と の 連 携 を 図 る 。  

⑥  県 の「 災 害 語 学 サ ポ ー ター 育 成 講 座 」 と の 連携 を 図 る 。  

⑦  多 言語 コ ー ル サ ー ビ ス の利 活 用 を 検 討 す る 。  

⑧  Ｉ Ｃ Ｔ を 活 用 し た 外 国 人 旅 行 者 向 け 情 報 伝 達 手 段 （ タ ブ レ ッ ト 、 デ ジ タ ル サ イネ

ー ジ 等 ）を 検 討 す る 。  

⑨  観 光事 業 者 向 け 災 害 時 外国 人 対 応 ガ イ ド ブ ック の 作 成 と 周 知 に 努め る 。  

⑩  語 学 ボ ラ ン テ ィ ア 団 体 や 外 国 人 観 光 客 対 応 に 向 け た 災 害 時 協 力 協 定 締 結 団 体 の拡

充 等 を 検討 す る 。  

⑪  多 言 語 対 応 の 面 に お い て 、 市 民 と し て 定 住 し て い る 外 国 人 か ら の 協 力 が 得 ら れる

よ う 努 める 。  

⑫  留 学生 の 通 訳 ボ ラ ン テ ィア 参 加 の 可 能 性 を 検討 す る 。  

７  避難行動要支援者の避難行動支援対策   

避 難 行 動 要 支 援 者 名 簿 を 活 用 し た 実 効 性 の あ る 避 難 支 援 を 行 う た め 、 市 は 、 当 該 地 域 に

お け る 災 害 特 性 等 を 踏 ま え つ つ 、 避 難 行 動 要 支 援 者 の 避 難 支 援 に つ い て の 全 体 的 な 考 え 方

（ 全 体 計 画 ） を 整 理 し 、 本 計 画 に 重 要 事 項 を 定 め る こ と と し て い る 。 以 下 に そ の 内 容 を 示

す 。  

（ １ ） 避難 支 援 等 関 係 者 の 決定  

全 体 計 画の 策 定 に あ た っ て は 、地 域 の 実 情 に 応 じた 実 効 性 の あ る 避 難支 援 を 計 画 す る。

そ の た め 、避 難支 援 等 関 係 者の 決 定 に お い て は 、消 防 機関 、都 道 府 県警 察 、民 生 委 員 、市

町 村 社 会 福 祉 協 議 会 、 自 主 防 災 組 織 、 福 祉 事 業 者 に 限 定 せ ず に 、 地 域 住 民 等 の 日 常 か ら

避 難 行 動 要 支 援 者 と 関 わ る 者 や 高 齢 者 や 障 害 の あ る 人 等 の 多 様 な 主 体 の 参 画 を 促 し 、 地

域 に 根 差 し た 幅 広 い 団 体 の 中 か ら 、 避 難 支 援 者 を 決 め る こ と が 必 要 で あ る 。 ま た 、 よ り

多 く の 避 難 支 援 等 関 係 者 を 確 保 す る の に 当 た っ て は 、 年 齢 要 件 等 に と ら わ れ ず 、 地 域 住

民 の 協 力を 幅 広 く 得 る 必 要 があ る 。  

以 下 に 、市 に お け る 避 難 支 援等 関 係 者 を 示 す 。  

・ 自 主 防災 会  
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・ 民 生 委員 児 童 委 員  

・ 地 区 社会 福 祉 協 議 会  

・ 消 防 分団   

・ 福 祉 専門 職  

 

（ ２ ） 避難 行 動 要 支 援 者 名 簿の 作 成  

市 は 、 避 難 行 動 要 支 援 者 の 把 握 に 努 め る と と も に 、 避 難 の 支 援 を 行 う た め の 基 礎 と な

る 名 簿 「避 難 行 動 要 支 援 者 名簿 」 を 作 成 す る。（ 災 害 対 策 基 本 法第 49 条 の 10 第 1 項 ）  

①  避 難 行 動 要 支 援 者 名 簿 の記 載 事 項  

避 難 行 動 要 支 援 者 名 簿 に は 、 避 難 行 動 要 支 援 者 に 関 す る 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し 、

又 は 記 録す る も の と す る 。  

・  氏 名  

・  生 年 月 日  

・  性 別  

・  住 所 又 は 居 所  

・  電 話 番 号 そ の 他 の 連 絡 先  

・  避 難 支 援 等 を 必 要 と す る事 由  

・  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほか 、 避 難 支 援 等 の 実施 に 関 し 市 長 が 必 要と 認 め る 事 項  

②  要 配 慮 者 の 把 握  

市 は 、 避 難 行 動 要 支 援 者 に 該 当 す る 者 を 把 握 す る た め に 、 関 係 部 局 で 把 握 し て い る

要 介 護 高 齢 者 や 障 害 の あ る 人 等 の 情 報 を 集 約 す る よ う 努 め る 。 そ の 際 、 要 介 護 状 態 区

分 別 や 障害 種 別 、 支 援 区 分 別に 把 握 す る 。  

ま た 、 市 で 把 握 し て い な い 情 報 に つ い て は 、 県 そ の 他 の 関 係 機 関 に 対 し て 、 要 配 慮

者 に 関 する 情 報 の 提 供 を 求 める こ と と す る 。  

③  避 難 行 動 要 支 援 者 の 範 囲  

市 は 、 名簿 作 成 に あ た っ て 、避 難 行 動 要 支 援 者 の範 囲 を 次 の 通 り 設 定す る 。  

但 し 、 避 難 行 動 要 支 援 者 の 要 件 を 満 た さ な い 場 合 で も 、 以 下 の ケ ー ス に よ り 避 難 行

動 要 支 援者 と し て 「 避 難 行 動要 支 援 者 名 簿 」 に 掲載 を 求 め る こ と が でき る 。  

・ 避 難 支 援 等 関 係 者 の 判 断 に よ り 、 避 難 行 動 要 支 援 者 と し て 避 難 行 動 要 支 援 者 名 簿 へ

の 掲 載 を市 に 求 め る こ と が でき る  

・ 形 式 要 件 か ら 漏 れ た 者 が 自 ら の 命 を 主 体 的 に 守 る た め 、 自 ら 避 難 行 動 要 支 援 者 名 簿

へ の 掲 載を 市 に 求 め る こ と がで き る 。  

 

 

・ 民 生 委員 児 童 委 員  

・ 地 区 社会 福 祉 協 議 会  

・ 消 防 分団   

・ 福 祉 専門 職  

 

（ ２ ） 避難 行 動 要 支 援 者 名 簿の 作 成  

市 は 、 避 難 行 動 要 支 援 者 の 把 握 に 努 め る と と も に 、 避 難 の 支 援 を 行 う た め の 基 礎 とな

る 名 簿 「避 難 行 動 要 支 援 者 名簿 」 を 作 成 す る。（ 災 害 対 策 基 本 法第 49 条 の 10 第 1 項 ）  

①  避 難 行 動 要 支 援 者 名 簿 の記 載 事 項  

避 難 行 動 要 支 援 者 名 簿 に は 、 避 難 行 動 要 支 援 者 に 関 す る 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し 、

又 は 記 録す る も の と す る 。  

・  氏 名  

・  生 年 月 日  

・  性 別  

・  住 所 又 は 居 所  

・  電 話 番 号 そ の 他 の 連 絡 先  

・  避 難 支 援 等 を 必 要 と す る事 由  

・  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほか 、 避 難 支 援 等 の 実施 に 関 し 市 長 が 必 要と 認 め る 事 項  

②  要 配 慮 者 の 把 握  

市 は 、 避 難 行 動 要 支 援 者 に 該 当 す る 者 を 把 握 す る た め に 、 関 係 部 局 で 把 握 し て い る

要 介 護 高 齢 者 や 障 害 の あ る 人 等 の 情 報 を 集 約 す る よ う 努 め る 。 そ の 際 、 要 介 護 状 態区

分 別 や 障害 種 別 、 支 援 区 分 別に 把 握 す る 。  

ま た 、 市 で 把 握 し て い な い 情 報 に つ い て は 、 県 そ の 他 の 関 係 機 関 に 対 し て 、 要 配 慮

者 に 関 する 情 報 の 提 供 を 求 める こ と と す る 。  

③  避 難 行 動 要 支 援 者 の 範 囲  

市 は 、 名簿 作 成 に あ た っ て 、避 難 行 動 要 支 援 者 の範 囲 を 次 の 通 り 設 定す る 。  

但 し 、 避 難 行 動 要 支 援 者 の 要 件 を 満 た さ な い 場 合 で も 、 以 下 の ケ ー ス に よ り 避 難 行

動 要 支 援者 と し て 「 避 難 行 動要 支 援 者 名 簿 」 に 掲載 を 求 め る こ と が でき る 。  

・ 避 難 支 援 等 関 係 者 の 判 断 に よ り 、 避 難 行 動 要 支 援 者 と し て 避 難 行 動 要 支 援 者 名 簿へ

の 掲 載 を市 に 求 め る こ と が でき る  

・ 形 式 要 件 か ら 漏 れ た 者 が 自 ら の 命 を 主 体 的 に 守 る た め 、 自 ら 避 難 行 動 要 支 援 者 名簿

へ の 掲 載を 市 に 求 め る こ と がで き る 。  

 

 

 

 

(ア ) 要介 護 認 定 ３ 以 上 を 受け て い る 者  

(イ ) 身体 障 害 者 手 帳 の 上 肢、 体 幹 、 視 覚 、 聴 覚の 障 害 が １ 、 ２ 級 の者  

(ウ ) 身体 障 害 者 手 帳 の 下 肢の 障 害 が １ か ら ３ 級の 者  

(エ ) 療育 手 帳 A を 所 持 す る者  

(オ ) 上記 以 外 で 避 難 支 援 等関 係 者 が 支 援 の 必 要を 認 め た 者  

(ア ) 要介 護 認 定 ３ 以 上 を 受け て い る 者  

(イ ) 身体 障 害 者 手 帳 の 上 肢、 体 幹 、 視 覚 、 聴 覚の 障 害 が １ 、 ２ 級 の者  

(ウ ) 身体 障 害 者 手 帳 の 下 肢の 障 害 が １ か ら ３ 級の 者  

(エ ) 療育 手 帳 A を 所 持 す る者  

(オ ) 上記 以 外 で 避 難 支 援 等関 係 者 が 支 援 の 必 要を 認 め た 者  
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（ ３ ） 名簿 の 管 理  

①  情 報 の 適 正 管 理  

市 は 、 避 難 行 動 要 支 援 者 名 簿 に つ い て 適 正 な 情 報 管 理 が 行 わ れ る よ う 、 情 報 セ キ

ュ リ テ ィ 対 策 に つ い て は 、 総 務 省 の 『 地 方 公 共 団 体 に お け る 情 報 セ キ ュ リ テ ィ ポ リ

シ ー に 関す る ガ イ ド ラ イ ン 』に 基 づ き 遵 守 を 徹 底す る 。  

ま た 、 災 害 規 模 等 に よ っ て は 市 の 機 能 が 著 し く 低 下 す る こ と を 考 え 、 避 難 行 動 要

支 援 者 名 簿 の バ ッ ク ア ッ プ 体 制 を 構 築 す る 。 ま た 、 災 害 に よ る 停 電 等 を 考 慮 し 、 電

子 媒 体 での 管 理 に 加 え 、 紙 媒体 で も 最 新 の 情 報 を保 管 し て お く 。  

②  名 簿 の 更 新 と 情 報 の 共 有  

市 は 、 避 難 行 動 要 支 援 者 の 状 況 は 常 に 変 化 し う る こ と か ら 、 避 難 行 動 要 支 援 者 名

簿 を 更 新 す る 期 間 や 仕 組 み を あ ら か じ め 構 築 し 、 避 難 行 動 要 支 援 者 名 簿 情 報 を 最 新

の 状 態 に 維 持 す る 。 ま た 更 新 さ れ た 情 報 は 、 市 及 び 避 難 支 援 等 関 係 者 間 で 共 有 を 図

る こ と とす る 。  

（ ４ ） 名簿 情 報 の 提 供 及 び 漏え い 防 止  

市 は 、 避 難 行 動 要 支 援 者 の 名 簿 情 報 に つ い て 、 あ ら か じ め 避 難 支 援 等 の 実 施 に 必 要 な

限 度 で 避 難 支 援 等 関 係 者 に 提 供 す る も の と す る 。 但 し 、 名 簿 情 報 の 提 供 に あ た っ て は 、

避 難 行 動 要 支 援 者 に 名 簿 情 報 を 提 供 す る こ と の 趣 旨 や 内 容 を 説 明 し た 上 で 、 意 思 確 認 を

行 う も のと す る 。  

さ ら に 、避 難 支 援 等 関 係 者 が適 正 な 情 報 管 理 を 図る よ う 、以 下 の 適 切な 措 置 を 講 ず る。 

ア  避 難 行 動 要 支 援 者 名 簿 に は 避 難 行 動 要 支 援 者 の 秘 匿 性 の 高 い 個 人 情 報 も 含 ま れ る

た め 、 当 該 避 難 行 動 要 支 援 者 を 担 当 す る 地 域 の 避 難 支 援 等 関 係 者 に 限 り 提 供 す る こ

と  

イ  災 害 対 策 基 本 法 に 基 づ き 避 難 支 援 等 関 係 者 個 人 に 守 秘 義 務 が 課 せ ら れ て い る こ と

を 十 分 に説 明 す る こ と  

ウ  受 け取 っ た 避 難 行 動 要 支援 者 名 簿 を 必 要 以 上に 複 製 し な い よ う 指導 す る こ と  

エ  避 難 行 動 要 支 援 者 名 簿 の 提 供 先 が 個 人 で は な く 団 体 で あ る 場 合 に は 、 そ の 団 体 内

部 で 避 難行 動 要 支 援 者 名 簿 を取 扱 う 者 を 限 定 す るよ う 指 導 す る こ と  

オ  避 難 行 動 要 支 援 者 名 簿 の 提 供 先 に 対 し 、 個 人 情 報 の 取 扱 い に 関 す る 研 修 を 開 催 す

る こ と  

（ ５ ） 避難 の た め の 情 報 伝 達  

①  高 齢 者 等 避 難 の 発 令 ・ 伝達  

市 は 、 自 然 災 害 発 生 時 に 避 難 行 動 要 支 援 者 が 円 滑 か つ 安 全 に 避 難 を 行 う こ と が で

き る よ う 、「 自 主 避 難 の 呼 び 掛 け 」「 避 難 注 意 情 報 」 等 の 高 齢 者 等 避 難 、 避 難 指 示 の

発 令 等 の 判 断 基 準 （ 具 体 的 な 考 え 方 ） を 適 時 適 切 に 発 令 し 、 関 係 機 関 及 び 住 民 そ の

他 関 係 の あ る 公 私 の 団 体 に 伝 達 す る 。 ま た 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 避 難 の た

め の 立 退き の 準 備 等 の 通 知 又は 警 告 を 行 う 。  

特 に 、 要 配 慮 者 が 円 滑 に 避 難 の た め の 立 退 き を 行 う た め に 、 着 実 な 情 報 伝 達 及 び

早 い 段 階 で の 避 難 行 動 を 促 進 で き る よ う 、 そ の 発 令 及 び 伝 達 に 当 た っ て は 、 以 下 の

（ ３ ） 名簿 の 管 理  

①  情 報 の 適 正 管 理  

市 は 、 避 難 行 動 要 支 援 者 名 簿 に つ い て 適 正 な 情 報 管 理 が 行 わ れ る よ う 、 情 報 セ キ

ュ リ テ ィ 対 策 に つ い て は 、 総 務 省 の 『 地 方 公 共 団 体 に お け る 情 報 セ キ ュ リ テ ィ ポ リ

シ ー に 関す る ガ イ ド ラ イ ン 』に 基 づ き 遵 守 を 徹 底す る 。  

ま た 、 災 害 規 模 等 に よ っ て は 市 の 機 能 が 著 し く 低 下 す る こ と を 考 え 、 避 難 行 動 要

支 援 者 名 簿 の バ ッ ク ア ッ プ 体 制 を 構 築 す る 。 ま た 、 災 害 に よ る 停 電 等 を 考 慮 し 、 電

子 媒 体 での 管 理 に 加 え 、 紙 媒体 で も 最 新 の 情 報 を保 管 し て お く 。  

②  名 簿 の 更 新 と 情 報 の 共 有  

市 は 、 避 難 行 動 要 支 援 者 の 状 況 は 常 に 変 化 し う る こ と か ら 、 避 難 行 動 要 支 援 者 名

簿 を 更 新 す る 期 間 や 仕 組 み を あ ら か じ め 構 築 し 、 避 難 行 動 要 支 援 者 名 簿 情 報 を 最 新

の 状 態 に 維 持 す る 。 ま た 更 新 さ れ た 情 報 は 、 市 及 び 避 難 支 援 等 関 係 者 間 で 共 有 を 図

る こ と とす る 。  

（ ４ ） 名簿 情 報 の 提 供 及 び 漏え い 防 止  

市 は 、 避 難 行 動 要 支 援 者 の 名 簿 情 報 に つ い て 、 あ ら か じ め 避 難 支 援 等 の 実 施 に 必 要な

限 度 で 避 難 支 援 等 関 係 者 に 提 供 す る も の と す る 。 但 し 、 名 簿 情 報 の 提 供 に あ た っ て は 、

避 難 行 動 要 支 援 者 に 名 簿 情 報 を 提 供 す る こ と の 趣 旨 や 内 容 を 説 明 し た 上 で 、 意 思 確 認 を

行 う も のと す る 。  

さ ら に、避 難 支 援 等 関 係 者 が適 正 な 情 報 管 理 を 図る よ う 、以 下 の 適 切な 措 置 を 講 ず る。 

ア  避 難 行 動 要 支 援 者 名 簿 に は 避 難 行 動 要 支 援 者 の 秘 匿 性 の 高 い 個 人 情 報 も 含 ま れる

た め 、 当 該 避 難 行 動 要 支 援 者 を 担 当 す る 地 域 の 避 難 支 援 等 関 係 者 に 限 り 提 供 す る こ

と  

イ  災 害 対 策 基 本 法 に 基 づ き 避 難 支 援 等 関 係 者 個 人 に 守 秘 義 務 が 課 せ ら れ て い る こと

を 十 分 に説 明 す る こ と  

ウ  受 け取 っ た 避 難 行 動 要 支援 者 名 簿 を 必 要 以 上に 複 製 し な い よ う 指導 す る こ と  

エ  避 難 行 動 要 支 援 者 名 簿 の 提 供 先 が 個 人 で は な く 団 体 で あ る 場 合 に は 、 そ の 団 体内

部 で 避 難行 動 要 支 援 者 名 簿 を取 扱 う 者 を 限 定 す るよ う 指 導 す る こ と  

オ  避 難 行 動 要 支 援 者 名 簿 の 提 供 先 に 対 し 、 個 人 情 報 の 取 扱 い に 関 す る 研 修 を 開 催す

る こ と  

（ ５ ） 避難 の た め の 情 報 伝 達  

①  高 齢 者 等 避 難 の 発 令 ・ 伝達  

市 は 、 自 然 災 害 発 生 時 に 避 難 行 動 要 支 援 者 が 円 滑 か つ 安 全 に 避 難 を 行 う こ と が で

き る よ う 、「 自 主 避 難 の 呼 び 掛 け 」「 避 難 注 意 情 報 」 等 の 高 齢 者 等 避 難 、 避 難 指 示 の

発 令 等 の 判 断 基 準 （ 具 体 的 な 考 え 方 ） を 適 時 適 切 に 発 令 し 、 関 係 機 関 及 び 住 民 そ の

他 関 係 の あ る 公 私 の 団 体 に 伝 達 す る 。 ま た 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 避 難 の た

め の 立 退き の 準 備 等 の 通 知 又は 警 告 を 行 う 。  

特 に 、 要 配 慮 者 が 円 滑 に 避 難 の た め の 立 退 き を 行 う た め に 、 着 実 な 情 報 伝 達 及 び

早 い 段 階 で の 避 難 行 動 を 促 進 で き る よ う 、 そ の 発 令 及 び 伝 達 に 当 た っ て は 、 以 下 の
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配 慮 を 行う 。  

・ 高 齢 者 や 障 害 の あ る 人 等 に も 分 か り や す い 言 葉 や 表 現 、 説 明 な ど に よ り 、 一 人 一

人 に 的 確に 伝 わ る よ う に す るこ と  

・ 同 じ 障害 で あ っ て も 、 必 要と す る 情 報 伝 達 の 方法 等 は 異 な る こ と に留 意 す る こ と  

・ 高 齢 者や 障 害 の あ る 人 に 合っ た 、 必 要 な 情 報 を選 ん で 流 す こ と  

②  多 様 な 手 段 の 活 用 に よ る情 報 伝 達  

自 然 災 害発 生 時 は 、緊 急 か つ着 実 な 避 難 指 示 が 伝達 さ れ る よ う 、防災 行 政 無 線（ 戸

別 受 信 機 ） や 広 報 車 に よ る 情 報 伝 達 に 加 え 、 携 帯 端 末 等 を 活 用 し た 緊 急 速 報 メ ー ル

な ど 、 複数 の 手 段 を 有 機 的 に組 み 合 わ せ る 。  

さ ら に 、 避 難 行 動 要 支 援 者 自 身 が 情 報 を 取 得 で き る よ う 、 日 常 的 に 生 活 を 支 援 す

る 機 器 等も 活 用 す る な ど 、 多様 な 手 段 を 活 用 し て情 報 伝 達 を 行 う 。  

（ ６ ） 避難 支 援 等 関 係 者 の 安全 確 保  

避 難 支 援等 関 係 者 は 、 名 簿 情報 に 基 づ い て 避 難 行動 要 支 援 者 の 避 難 支援 を 行 う 。  

市 等 は 、 避 難 行 動 要 支 援 者 の 避 難 支 援 に つ い て は 、 避 難 支 援 等 関 係 者 等 が 、 地 域 の 実

情 や 災 害 の 状 況 に 応 じ て 、 可 能 な 範 囲 で 避 難 支 援 等 を 行 え る よ う 、 安 全 確 保 に 十 分 に 配

慮 す る 。 こ の た め 、 避 難 支 援 等 関 係 者 等 の 安 全 確 保 の 措 置 を 決 め る に 当 た っ て は 、 避 難

行 動 要 支援 者 や 避 難 支 援 等 関係 者 等 を 含 め た 地 域住 民 全 体 で 話 し 合 って 、ル ー ル を 決 め、

計 画 を 作り 、 周 知 す る こ と とす る 。  

８  学校防災計画の充実   

地 震 等 の 災 害 の 発 生 に 際 し 、 児 童 ・ 生 徒 及 び 教 職 員 の 安 全 を 確 保 す る と と も に 、 学 校 教

育 の 円 滑 な 実 施 等 を 図 る た め 、「 学 校 に お け る 災 害 対 応 基 本 指 針 」（ 令 和 ７ 年 ３ 月 改 訂 金 沢

市 教 育 委 員 会 ） に 基 づ き 、 児 童 ・ 生 徒 の 発 達 段 階 、 地 域 の 実 情 、 過 去 の 災 害 事 例 等 を 踏 ま

え な が ら、 次 の 事 項 に 留 意 して 、 学 校 防 災 に 関 する 計 画 の 作 成 ・ 充 実を 図 る 。  

ア  学 校 の 施 設 ・ 設 備 等 の 点 検 ・ 整 備 、 児 童 ・ 生 徒 の 学 校 生 活 等 に お け る 危 険 の 発

見 ・ 除 去体 制 の 整 備  

イ  児 童 ・ 生 徒 が 災 害 か ら 自 ら の 生 命 を 守 る べ く 安 全 な 行 動 を 取 る 能 力 や 態 度 を 育

て る 計 画的 な 指 導 体 制 の 整 備  

ウ  災 害が 発 生 し た 場 合 に 適切 な 緊 急 措 置 を 講 じる 体 制 の 整 備  

９  公共土木施設等の復旧用資材の備蓄   

市 は 、 公共 土 木 施 設 等 の 復 旧用 資 材 の 備 蓄 に 努 める 。  

10  災害時の行動マニュアルなどの整備   

東 日 本 大 震 災 で は 、 想 定 外 の 規 模 の 地 震 や 津 波 の 被 害 を 受 け 、 防 災 に お い て も 想 定 外 の

対 応 を 余 儀 な く さ れ た 。 市 は 、 こ う し た 予 期 せ ぬ 状 況 が 起 こ り う る と い う 視 点 に た っ て 、

前 も っ て 、 起 こ り う る リ ス ク を 見 直 し 、 災 害 時 に 各 組 織 が と る べ き 対 応 を 定 め た 行 動 マ ニ

配 慮 を 行う 。  

・ 高 齢 者 や 障 害 の あ る 人 等 に も 分 か り や す い 言 葉 や 表 現 、 説 明 な ど に よ り 、 一 人 一

人 に 的 確に 伝 わ る よ う に す るこ と  

・ 同 じ 障害 で あ っ て も 、 必 要と す る 情 報 伝 達 の 方法 等 は 異 な る こ と に留 意 す る こ と  

・ 高 齢 者や 障 害 の あ る 人 に 合っ た 、 必 要 な 情 報 を選 ん で 流 す こ と  

②  多 様 な 手 段 の 活 用 に よ る情 報 伝 達  

自 然 災 害発 生 時 は 、緊 急 か つ着 実 な 避 難 指 示 が 伝達 さ れ る よ う、防 災 行 政 無 線（ 戸

別 受 信 機 ） や 広 報 車 に よ る 情 報 伝 達 に 加 え 、 携 帯 端 末 等 を 活 用 し た 緊 急 速 報 メ ー ル

な ど 、 複数 の 手 段 を 有 機 的 に組 み 合 わ せ る 。  

さ ら に 、 避 難 行 動 要 支 援 者 自 身 が 情 報 を 取 得 で き る よ う 、 日 常 的 に 生 活 を 支 援 す

る 機 器 等も 活 用 す る な ど 、 多様 な 手 段 を 活 用 し て情 報 伝 達 を 行 う 。  

（ ６ ） 避難 支 援 等 関 係 者 の 安全 確 保  

避 難 支 援等 関 係 者 は 、 名 簿 情報 に 基 づ い て 避 難 行動 要 支 援 者 の 避 難 支援 を 行 う 。  

市 等 は 、 避 難 行 動 要 支 援 者 の 避 難 支 援 に つ い て は 、 避 難 支 援 等 関 係 者 等 が 、 地 域 の実

情 や 災 害 の 状 況 に 応 じ て 、 可 能 な 範 囲 で 避 難 支 援 等 を 行 え る よ う 、 安 全 確 保 に 十 分 に 配

慮 す る 。 こ の た め 、 避 難 支 援 等 関 係 者 等 の 安 全 確 保 の 措 置 を 決 め る に 当 た っ て は 、 避 難

行 動 要 支援 者 や 避 難 支 援 等 関係 者 等 を 含 め た 地 域住 民 全 体 で 話 し 合 って 、ル ー ル を 決 め、

計 画 を 作り 、 周 知 す る こ と とす る 。  

８  学校防災計画の充実   

地 震 等 の 災 害 の 発 生 に 際 し 、 児 童 ・ 生 徒 及 び 教 職 員 の 安 全 を 確 保 す る と と も に 、 学 校 教

育 の 円 滑 な 実 施 等 を 図 る た め 、「 学 校 に お け る 災 害 対 応 基 本 指 針 」（ 令 和 ７ 年 ３ 月 改 訂 金 沢

市 教 育 委員 会 ）に 基 づ き 、児 童・生 徒 の 発 達 段 階 、地 域の 実 情 、過 去 の 災 害事 例 等 を 踏 まえ

な が ら 、次 の 事 項 に 留 意 し て、 学 校 防 災 に 関 す る計 画 の 作 成 ・ 充 実 を図 る 。  

ア  学 校 の 施 設 ・ 設 備 等 の 点 検 ・ 整 備 、 児 童 ・ 生 徒 の 学 校 生 活 等 に お け る 危 険 の 発

見 ・ 除 去体 制 の 整 備  

イ  児 童 ・ 生 徒 が 災 害 か ら 自 ら の 生 命 を 守 る べ く 安 全 な 行 動 を 取 る 能 力 や 態 度 を 育

て る 計 画的 な 指 導 体 制 の 整 備  

ウ  災 害が 発 生 し た 場 合 に 適切 な 緊 急 措 置 を 講 じる 体 制 の 整 備  

９  公共土木施設等の復旧用資材の備蓄   

市 は 、 公共 土 木 施 設 等 の 復 旧用 資 材 の 備 蓄 に 努 める 。  

10  災害時の行動マニュアルなどの整備   

東 日 本 大 震 災 で は 、 想 定 外 の 規 模 の 地 震 や 津 波 の 被 害 を 受 け 、 防 災 に お い て も 想 定 外 の

対 応 を 余 儀 な く さ れ た 。 市 は 、 こ う し た 予 期 せ ぬ 状 況 が 起 こ り う る と い う 視 点 に た っ て 、

前 も っ て 、 起 こ り う る リ ス ク を 見 直 し 、 災 害 時 に 各 組 織 が と る べ き 対 応 を 定 め た 行 動 マ ニ
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ュ ア ル など を 作 成 す る 。 ま た、 自 主 防 災 組 織 等 は、 地 区 防 災 計 画 の 策定 を 推 進 す る 。  

11  連絡体制の構築   

災 害 時 協 力 団 体 ・ 事 業 所 と の 平 常 時 に お け る 定 期 的 な 連 絡 体 制 を 整 備 す る と と も に 、 自

主 防 災 組 織 と も 、 防 災 に 関 す る 情 報 交 換 や 地 域 の 課 題 な ど を 把 握 し 、 改 善 や 情 報 の 共 有 化

を 進 め 、 定 期 的 な 連 絡 体 制 を 確 保 す る 。 ま た 、 避 難 所 と 災 害 対 策 本 部 と の 連 絡 ・ 情 報 共 有

体 制 の 整備 を 図 る 。（ 防 災 情報 シ ス テ ム の 整 備 ）  

 

12  ［追加］  

ュ ア ル など を 作 成 す る 。 ま た、 自 主 防 災 組 織 等 は、 地 区 防 災 計 画 の 策定 を 推 進 す る 。  

11  連絡体制の構築   

災 害 時 協 力 団 体 ・ 事 業 所 と の 平 常 時 に お け る 定 期 的 な 連 絡 体 制 を 整 備 す る と と も に 、 自

主 防 災 組 織 と も 、 防 災 に 関 す る 情 報 交 換 や 地 域 の 課 題 な ど を 把 握 し 、 改 善 や 情 報 の 共 有 化

を 進 め 、 定 期 的 な 連 絡 体 制 を 確 保 す る 。 ま た 、 避 難 所 と 災 害 対 策 本 部 と の 連 絡 ・ 情 報 共 有

体 制 の 整備 を 図 る 。（ 防 災 情報 シ ス テ ム の 整 備 ）  

12  中山間地域の孤立集落への備え   

災 害 発 生 時 に 孤 立 の 可 能 性 が あ る 中 山 間 地 域 の 集 落 を 対 象 に 、 県 と 整 合 を 図 り な が ら 孤

立 集 落 対 策 マ ニ ュ ア ル を 策 定 し 、 避 難 ル ー ト 及 び 迂 回 ル ー ト の 確 認 、 エ リ ア 単 位 で の 自 主

防 災 組 織 の 組 織 化 や 、 連 絡 手 段 の 確 立 、 物 資 供 給 手 段 の 確 立 の ほ か 、 備 蓄 の 対 応 等 に よ り

孤 立 集 落対 策 の 検 討 を 進 め る。  
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第９節  防災施設等の整備 

所  管  
□消 防 局  □ 都 市整 備 局  □土木 局  □ 危機管理監  □ 企 業 局   

□教 育 委 員 会  □関 係 各 局  

１  基本方針   

都 市 行 政 の 基 本 で あ る 「 災 害 に 強 い 安 全 な 都 市 づ く り 」 を 目 指 し て 、 地 震 防 災 対 策 特 別

措 置 法 （平 成 7 年 法 律 第 111 号 ）に 基 づ く 項 目 及び そ の 他 の 震 災 対 策事 業 に よ り 、 都 市 防

災 対 策 上計 画 的 に 整 備 す べ き施 設 等 の 整 備 と 維 持管 理 の 方 針 を 示 す 。  

■ 体 系  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  防災業務施設の整備   

市 は 、 防 災 活 動 を 円 滑 に 実 施 す る た め 、 危 機 管 理 セ ン タ ー を は じ め と す る 防 災 施 設 の 整

備 に 努 め る と と も に 、 消 防 施 設 、 通 信 施 設 そ の 他 の 防 災 活 動 に 必 要 な 施 設 及 び 資 機 材 の 計

画 的 整 備を 進 め る 。ま た 、これ ら の 防 災 業 務 施 設は 、バ ッ ク ア ッ プ 電源（ 発 電 機 ）、通 信 設

備 の 複 数 手 段 の 確 保 な ど 、 防 災 施 設 の 多 重 防 護 を 推 進 す る と と も に 、 拠 点 施 設 が 災 害 時 に

被 害 を 受け な い 対 策 等 の 実 施に つ い て 配 慮 す る 。  

（ １ ） 危機 管 理 セ ン タ ー と 防災 拠 点 施 設 の 整 備  

市 は 、 災 害 時 に お け る 防 災 関 係 機 関 の 防 災 活 動 を 円 滑 に 実 施 す る た め 、 危 機 管 理 セ ン

タ ー と 防 災 拠 点 施 設 を 計 画 的 に 整 備 し 、 食 料 、 生 活 必 需 物 資 及 び 防 災 資 機 材 の 総 合 的 な

備 蓄 を 推進 す る 。  

第９節  防災施設等の整備 

所  管  
□消 防 局  □ 都 市整 備 局  □土木 局  □ 危機管理監  □ 企 業 局   

□教 育 委 員 会  □関 係 各 局  

１  基本方針   

都 市 行 政 の 基 本 で あ る 「 災 害 に 強 い 安 全 な 都 市 づ く り 」 を 目 指 し て 、 地 震 防 災 対 策 特 別

措 置 法 （平 成 7 年 法 律 第 111 号 ）に 基 づ く 項 目 及び そ の 他 の 震 災 対 策事 業 に よ り 、 都 市 防

災 対 策 上計 画 的 に 整 備 す べ き施 設 等 の 整 備 と 維 持管 理 の 方 針 を 示 す 。  

■ 体 系  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  防災業務施設の整備   

市 は 、 防 災 活 動 を 円 滑 に 実 施 す る た め 、 危 機 管 理 セ ン タ ー を は じ め と す る 防 災 施 設 の 整

備 に 努 め る と と も に 、 消 防 施 設 、 通 信 施 設 そ の 他 の 防 災 活 動 に 必 要 な 施 設 及 び 資 機 材 の 計

画 的 整 備を 進 め る 。ま た 、こ れ ら の 防災 業 務 施 設は 、バ ッ ク ア ッ プ 電源（ 発 電 機 ）、通 信 設

備 の 複 数 手 段 の 確 保 な ど 、 防 災 施 設 の 多 重 防 護 を 推 進 す る と と も に 、 拠 点 施 設 が 災 害 時 に

被 害 を 受け な い 対 策 等 の 実 施に つ い て 配 慮 す る 。  

（ １ ） 危機 管 理 セ ン タ ー と 防災 拠 点 施 設 の 整 備  

市 は 、 災 害 時 に お け る 防 災 関 係 機 関 の 防 災 活 動 を 円 滑 に 実 施 す る た め 、 危 機 管 理 セン

タ ー と 防 災 拠 点 施 設 を 計 画 的 に 整 備 し 、 食 料 、 生 活 必 需 物 資 及 び 防 災 資 機 材 の 総 合 的 な

備 蓄 を 推進 す る 。  

防 災 施 設等 の 整 備  防 災 業 務施 設 の 整 備  

防 災 上 重要 な 建 物 の 整 備  

ラ イ フ ライ ン 施 設 の 整 備  

緊 急 輸 送体 制 の 整 備  

避 難 地 確保 と 公 園 緑 地 等 の 整備  

積 雪 ・ 寒冷 対 策  

災 害 防 止事 業  

市 有 施 設の 整 備  

防 災 施 設等 の 整 備  防 災 業 務施 設 の 整 備  

防 災 上 重要 な 建 物 の 整 備  

ラ イ フ ライ ン 施 設 の 整 備  

緊 急 輸 送体 制 の 整 備  

避 難 地 確保 と 公 園 緑 地 等 の 整備  

積 雪 ・ 寒冷 対 策  

災 害 防 止事 業  

市 有 施 設の 整 備  
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①  危 機管 理 セ ン タ ー の 整 備  

ア  基 本 方 針  

市 の 災 害 対 策 活 動 の 中 核 拠 点 と し て 、 災 害 対 策 本 部 の 総 合 指 令 セ ン タ ー 及 び

都 心 部 の 防 災 資 機 材 備 蓄 基 地 等 の 本 部 機 能 を 備 え た 危 機 管 理 セ ン タ ー を 整 備 す

る 。  

イ  施 設 機 能 の 目 標  

災 害 対 策 本 部 室 、 要 員 作 業 室 、 会 議 研 修 室 、 救 護 室 、 備 蓄 倉 庫 等  

②  防 災拠 点 広 場 の 整 備  

ア  基 本 方 針  

災 害 時 に お け る 地 域 住 民 の 避 難 場 所 、ま た 、市 内 の 被 災 地 区 へ の 支 援 拠 点 と し

て 活 用 す る ほ か 、他 の 自 治 体 か ら の 緊 急 支 援 隊・支 援 物 資 の 基 地 と し て の 機 能 を

備 え た 防 災 拠 点 広 場 を 、概 ね 中 央 、東 、西 、南 、北 の 各 地 区 に 計 画 的 に 整 備 す る 。 

イ  施 設 機 能 の 目 標  

避 難 用 広 場 、 防 災 備 蓄 倉 庫 、 屋 内 施 設 、 ヘ リ ポ ー ト 、 駐 車 場 等  

ウ  整 備 状 況 及 び 計 画  

・  平成 8～ 10 年 度  大 和 町 防災 拠 点 広 場  

・  平 成  24〜 26 年 度  大 桑 防 災拠 点 広 場  

・ 平成 26 年 度 ･･･････金 沢南 総 合 運 動 公 園 、安 原 ス ポ ー ツ 広 場（備 蓄 倉 庫 整 備 ） 

・  令 和５ 年 度  · 城 北 市 民運 動 公 園 の 整 備 に あわ せ て 計 画 整 備  

多 目 的 運 動 広 場 を 災 害 時 に お け る 指 定 緊 急 避 難 場 所 と し

て 利 用 す る と と も に 、 屋 外 の オ ー プ ン ス ペ ー ス と し て 災

害 時 の 諸活 動 に 対 す る 支 援 機能 も 持 ち 合 わ せ る 予定 。  

③  防 災拠 点 施 設 の 整 備  

  （ a） 防 災 備 蓄 倉 庫  

   ア  基 本 指 針  

     災 害 時 に お け る 地 域 住 民 へ の 非 常 用 物 資 の 供 給 拠 点 と し て の 防 災 備 蓄 倉 庫 を 市

内 ４ 箇 所に 整 備 す る 。  

   イ  施 設 機 能 の 目 標  

     地 域 住 民 用 の 食 料及 び 生 活 必 需 物 資 の備 蓄  

   ウ  整 備 状 況 及 び 計 画  

    ・ 平 成 10 年 度 ･････大 和 町 防 災 備 蓄 倉庫  

    ・ 平 成 25 年 度 ･････大 桑 防 災 備 蓄 倉 庫  

             泉 本 町 防 災 備 蓄 倉 庫（ 泉 本 町 防 災 拠 点 施設 ）  

    ・ 令 和 ５ 年 度  ･････城 北 市 民 運 動 公 園 防災 備 蓄 倉 庫  

              

  （ b） そ の 他 防 災 拠 点 施設  

   ア  緊 急 消 防 援 助 隊 や 防 災 関 係 団 体 の 活 動 拠 点 と な る よ う 、 資 機 材 備 蓄 施 設 等 の 機

能 を 備 え 、 平 時 に は 訓 練 や 研 修 等 を 行 う こ と が で き る 施 設 を 消 防 署 所 等 に 整 備 す

る 。  

   イ  施 設 機 能 の 目 標  

     資 機 材 備 蓄 施 設 、緊 急 消 防 援 助 隊 受 援施 設 、 防 災 セ ン タ ー等  

①  危 機管 理 セ ン タ ー の 整 備  

ア  基 本 方 針  

市 の 災 害 対 策 活 動 の 中 核 拠 点 と し て 、 災 害 対 策 本 部 の 総 合 指 令 セ ン タ ー 及 び

都 心 部 の 防 災 資 機 材 備 蓄 基 地 等 の 本 部 機 能 を 備 え た 危 機 管 理 セ ン タ ー を 整 備 す

る 。  

イ  施 設 機 能 の 目 標  

災 害 対 策 本 部 室 、 要 員 作 業 室 、 会 議 研 修 室 、 救 護 室 、 備 蓄 倉 庫 等  

②  防 災拠 点 広 場 の 整 備  

ア  基 本 方 針  

災 害 時 に お け る 地 域 住 民 の 避 難 場 所 、ま た 、市 内 の 被 災 地 区 へ の 支 援 拠 点 と し

て 活 用 す る ほ か 、他 の 自 治 体 か ら の 緊 急 支 援 隊・支 援 物 資 の 基 地 と し て の 機 能 を

備 え た 防 災 拠 点 広 場 を 、概 ね 中 央 、東 、西 、南 、北 の 各 地 区 に 計 画 的 に 整 備 す る 。 

イ  施 設 機 能 の 目 標  

避 難 用 広 場 、 防 災 備 蓄 倉 庫 、 屋 内 施 設 、 ヘ リ ポ ー ト 、 駐 車 場 等  

ウ  整 備 状 況 及 び 計 画  

・  平成 8～ 10 年 度  大 和 町 防災 拠 点 広 場  

・  平 成  24〜 26 年 度  大 桑 防 災拠 点 広 場  

・ 平 成 26 年 度 ･･･････金 沢南 総 合 運 動 公 園、安 原 ス ポ ー ツ 広 場（ 備 蓄 倉 庫 整 備 ） 

・  令 和５ 年 度 ･･･････城 北 市 民 運 動 公 園 （ 金 沢ス タ ジ ア ム 防 災 備 蓄倉 庫 整 備 ）  

 

 

 

③  防 災拠 点 施 設 の 整 備  

  （ a） 防 災 備 蓄 倉 庫  

   ア  基 本 指 針  

     災 害 時 に お け る 地 域 住 民 へ の 非 常 用 物 資 の 供 給 拠 点 と し て の 防 災 備 蓄 倉 庫 を 市

内 ４ 箇 所に 整 備 す る 。  

   イ  施 設 機 能 の 目 標  

     地 域 住 民 用 の 食 料及 び 生 活 必 需 物 資 の備 蓄  

   ウ  整 備 状 況 及 び 計 画  

    ・ 平 成 10 年 度 ･････大 和 町 防 災 備 蓄 倉庫  

    ・ 平 成 25 年 度 ･････大 桑 防 災 備 蓄 倉 庫  

             泉 本 町 防 災 備 蓄 倉 庫（ 泉 本 町 防 災 拠 点 施設 ）  

    ・ 令 和 ５ 年 度  ･････金 沢 ス タ ジ ア ム 防 災備 蓄 倉 庫  

              

  （ b） そ の 他 防 災 拠 点 施設  

   ア  緊 急 消 防 援 助 隊 や 防 災 関 係 団 体 の 活 動 拠 点 と な る よ う 、 資 機 材 備 蓄 施 設 等 の 機

能 を 備 え 、 平 時 に は 訓 練 や 研 修 等 を 行 う こ と が で き る 施 設 を 消 防 署 所 等 に 整 備 す

る 。  

   イ  施 設 機 能 の 目 標  

     資 機 材 備 蓄 施 設 、緊 急 消 防 援 助 隊 受 援施 設 、 防 災 セ ン タ ー等  
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   ウ  整 備 状 況 及 び 計 画  

    ・ 平 成 12 年 度 ･････緊 急 消 防 援 助 隊 受援 指 揮 運 用 拠 点 基 地（ 消 防 訓 練 所 内 ）  

              南 部 地 区 防 災 資 機材 備 蓄 施 設 （ 中 央 消防 署 泉 野 出 張 所 併 設） 

    ・ 平 成 14～ 16 年 度 ･･防 災 セ ン タ ー 、資 機 材 備 蓄 施 設 （ 中央 消 防 署 併 設 ）  

    ・ 平 成 23 年 度 ･･････北 部 防 災 資 機 材 備蓄 施 設 （ 駅 西 消 防 署小 坂 出 張 所 併 設 ）  

    ・ 平 成 25～ 26 年 度 ･･緊 急 消 防 援 助 隊受 援 施 設 （ 泉 本 町 防災 拠 点 施 設 ）  

    ・ 平 成 27～ 28 年 度 ･･資 機 材 備 蓄 施 設等 （ 金 石 消 防 署 臨 港出 張 所 併 設 ）  

    ・ 平 成 30～ 31 年 度 ･･資 機 材 備 蓄 施 設等  

（ 中 央 消防 署 小 立 野 出 張 所  再 整 備 に あ わ せ て 併設 ）  

･･緊 急 消防 援 助 隊 受 援 施 設 （消 防 訓 練 所 内 ）  

        ・ 今 後 計 画   ･･････公 共 施 設 整 備 に あわ せ て 計 画 整 備  

（ ２ ） 地域 防 災 施 設 の 整 備  

災 害 時 に お い て 地 域 住 民 の 避 難 場 所 と な り 、 応 急 救 護 活 動 や 情 報 活 動 な ど の 地 域 防 災

活 動 を 支 え る 拠 点 と な る 小 中 学 校 や 公 園 な ど の 施 設 に つ い て 防 災 機 能 を 充 実 強 化 す る と

と も に 、 地 域 に お け る 自 主 防 災 組 織 等 に よ る 積 極 的 な 防 災 活 動 を 展 開 す る た め の 防 災 施

設 と 資 機材 整 備 を 支 援 す る 。  

地 域 の 特 性 や 過 去 の 教 訓 、 想 定 さ れ る 災 害 等 を 踏 ま え 、 学 校 、 公 民 館 等 の 公 共 施 設 を

対 象 に 、 そ の 管 理 者 の 同 意 を 得 た 上 で 、 避 難 者 が 避 難 生 活 を 送 る た め に 必 要 十 分 な 指 定

避 難 所 を あ ら か じ め 指 定 し 、 平 常 時 か ら 、 指 定 避 難 所 の 場 所 、 収 容 人 数 等 に つ い て 、 住

民 へ の 周 知 徹 底 を 図 る も の と す る 。 ま た 、 災 害 時 に 指 定 避 難 所 の 開 設 状 況 や 混 雑 状 況 を

周 知 す る こ と も 想 定 し 、 ホ ー ム ペ ー ジ や ア プ リ ケ ー シ ョ ン 等 の 多 様 な 手 段 の 整 備 に 努 め

る も の とす る 。  

各 種 感 染 症 対 策 の た め 、 平 常 時 か ら 、 指 定 避 難 所 の レ イ ア ウ ト や 動 線 等 を 確 認 し て お

く と と も に 、 感 染 症 患 者 が 発 生 し た 場 合 の 対 応 を 含 め 、 必 要 な 措 置 を 講 じ る よ う に 努 め

る も の と す る 。 ま た 、 必 要 な 場 合 に は 、 近 隣 の 防 災 拠 点 （ 同 じ 中 学 校 区 域 内 等 ） へ の 避

難 や 、ホ テ ル・旅 館 を 含 め た民 間 施 設 の 活 用 等、可能な限り多くの避難所の整備に努める。 

指 定 避 難 所 に お い て 貯 水 槽 、 井 戸 、 仮 設 ト イ レ 、 マ ン ホ ー ル ト イ レ 、 マ ッ ト 、 非 常 用

電 源 、 衛 星 携 帯 電 話 等 の 通 信 機 器 等 の ほ か 、 空 調 、 洋 式 ト イ レ な ど 、 要 配 慮 者 に も 配 慮

し た 施 設・設 備 の 整 備 に 努 める と と も に 、避 難 者 に よ る 災 害 情 報 の 入手 に 資 す る テ レ ビ、

ラ ジ オ 等の 機 器 の 整 備 を 図 るも の と す る 。  

指 定 避 難 所 又 は そ の 近 傍 で 地 域 完 結 型 の 備 蓄 施 設 を 確 保 し 、 食 料 、 飲 料 水 、 携 帯 ト イ

レ 、簡 易 トイ レ 、常 備 薬 、マ スク 、消 毒 液 、間 仕 切り 、炊 き 出 し 道 具 、毛 布 等 避 難 生 活 に

必 要 な 物 資 や 各 種 感 染 症 対 策 に 必 要 な 物 資 の 備 蓄 に 努 め る も の と す る 。 ま た 、 備 蓄 品 の

調 達 に あた っ て は 、 要 配 慮 者、 女 性 、 子 供 に も 配慮 す る も の と す る 。  

①  小 中学 校 の 防 災 拠 点 化  

ア  耐 震補 強 工 事 の 推 進  

イ  余 裕 教 室 利 用 の 備 蓄 倉 庫 の 設 置 （ 震 災 ア セ ス メ ン ト 調 査 結 果 に 基 づ き 想 定 避 難

者 数 の 多い 地 区 を 重 点 整 備）（ 表 ２ － ８ － １ 参 照）  

ウ  ［ 追加 ］  

ウ  防 災井 戸 の 設 置  

   ウ  整 備 状 況 及 び 計 画  

    ・ 平 成 12 年 度 ･････緊 急 消 防 援 助 隊 受援 指 揮 運 用 拠 点 基 地（ 消 防 訓 練 所 内 ）  

              南 部 地 区 防 災 資 機材 備 蓄 施 設 （ 中 央 消防 署 泉 野 出 張 所 併 設） 

    ・ 平 成 14～ 16 年 度 ･･防 災 セ ン タ ー 、資 機 材 備 蓄 施 設 （ 中央 消 防 署 併 設 ）  

    ・ 平 成 23 年 度 ･･････北 部 防 災 資 機 材 備蓄 施 設 （ 駅 西 消 防 署小 坂 出 張 所 併 設 ）  

    ・ 平 成 25～ 26 年 度 ･･緊 急 消 防 援 助 隊受 援 施 設 （ 泉 本 町 防災 拠 点 施 設 ）  

    ・ 平 成 27～ 28 年 度 ･･資 機 材 備 蓄 施 設等 （ 金 石 消 防 署 臨 港出 張 所 併 設 ）  

    ・ 平 成 30～ 31 年 度 ･･資 機 材 備 蓄 施 設等  

（ 中 央 消防 署 小 立 野 出 張 所  再 整 備 に あ わ せ て 併設 ）  

･･緊 急 消防 援 助 隊 受 援 施 設 （消 防 訓 練 所 内 ）  

        ・ 今 後 計 画   ･･････公 共 施 設 整 備 に あわ せ て 計 画 整 備  

（ ２ ） 地域 防 災 施 設 の 整 備  

災 害 時 に お い て 地 域 住 民 の 避 難 場 所 と な り 、 応 急 救 護 活 動 や 情 報 活 動 な ど の 地 域 防災

活 動 を 支 え る 拠 点 と な る 小 中 学 校 や 公 園 な ど の 施 設 に つ い て 防 災 機 能 を 充 実 強 化 す る と

と も に 、 地 域 に お け る 自 主 防 災 組 織 等 に よ る 積 極 的 な 防 災 活 動 を 展 開 す る た め の 防 災 施

設 と 資 機材 整 備 を 支 援 す る 。  

地 域 の 特 性 や 過 去 の 教 訓 、 想 定 さ れ る 災 害 等 を 踏 ま え 、 学 校 、 公 民 館 等 の 公 共 施 設を

対 象 に 、 そ の 管 理 者 の 同 意 を 得 た 上 で 、 避 難 者 が 避 難 生 活 を 送 る た め に 必 要 十 分 な 指 定

避 難 所 を あ ら か じ め 指 定 し 、 平 常 時 か ら 、 指 定 避 難 所 の 場 所 、 収 容 人 数 等 に つ い て 、 住

民 へ の 周 知 徹 底 を 図 る も の と す る 。 ま た 、 災 害 時 に 指 定 避 難 所 の 開 設 状 況 や 混 雑 状 況 を

周 知 す る こ と も 想 定 し 、 ホ ー ム ペ ー ジ や ア プ リ ケ ー シ ョ ン 等 の 多 様 な 手 段 の 整 備 に 努 め

る も の とす る 。  

各 種 感 染 症 対 策 の た め 、 平 常 時 か ら 、 指 定 避 難 所 の レ イ ア ウ ト や 動 線 等 を 確 認 し てお

く と と も に 、 感 染 症 患 者 が 発 生 し た 場 合 の 対 応 を 含 め 、 必 要 な 措 置 を 講 じ る よ う に 努 め

る も の とす る 。ま た 、必 要 な 場 合 には 、近 隣 の 防災 拠 点（ 同 じ 中 学 校区 域 内 等 ）へ の 避 難

や 、ホ テル・旅 館 を 含 め た 民間 施 設 の 活 用 等 、可能 な 限 り 多 く の 避 難所 の 整 備 に 努 め る。 

指 定 避 難所 に お い て 貯 水 槽 、井 戸 、仮 設 ト イ レ 、マ ン ホー ル ト イ レ 、マ ッ ト 、非 常 用 電

源 、 衛 星 携 帯 電 話 等 の 通 信 機 器 等 の ほ か 、 空 調 、 洋 式 ト イ レ な ど 、 要 配 慮 者 に も 配 慮 し

た 施 設 ・ 設 備 の 整 備 に 努 め る と と も に 、 避 難 者 に よ る 災 害 情 報 の 入 手 に 資 す る テ レ ビ 、

ラ ジ オ 等の 機 器 の 整 備 を 図 るも の と す る 。  

指 定 避 難 所 又 は そ の 近 傍 で 地 域 完 結 型 の 備 蓄 施 設 を 確 保 し 、 食 料 、 飲 料 水 、 携 帯 トイ

レ 、簡 易 ト イ レ 、常 備 薬 、マ ス ク 、消 毒 液 、間 仕 切 り 、炊 き 出 し 道 具 、毛 布 等避 難 生 活 に

必 要 な 物 資 や 各 種 感 染 症 対 策 に 必 要 な 物 資 の 備 蓄 に 努 め る も の と す る 。 ま た 、 備 蓄 品 の

調 達 に あた っ て は 、 要 配 慮 者、 女 性 、 子 供 に も 配慮 す る も の と す る 。  

①  小 中学 校 の 防 災 拠 点 化  

ア  耐 震補 強 工 事 の 推 進  

イ  余 裕 教 室 利 用 の 備 蓄 倉 庫 の 設 置 （ 震 災 ア セ ス メ ン ト 調 査 結 果 に 基 づ き 想 定 避 難

者 数 の 多い 地 区 を 重 点 整 備）（ 表 ２ － ８ － １ 参 照）  

ウ  体 育館 等 へ の 空 調 設 備 の整 備  

エ  防 災井 戸 の 設 置  
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エ  衛 星電 話 の 配 備  

オ  同 報防 災 無 線 の 設 置  

カ  屋 上サ イ ン の 表 示 （ 本 節 ６ (５ )で 詳 述 ）  

キ  女 性等 に 配 慮 し た 簡 易 型水 洗 ト イ レ 等 の 整 備  

②  公 園の 防 災 拠 点 化 （ 本 節 ３ 「 避 難 地 確 保 と 公園 緑 地 等 の 整 備 」 で詳 述 ）  

ア  災 害時 に 緩 衝 緑 地 や 避 難場 所 と な る 公 園 緑 地等 の 整 備  

イ  防 火水 槽 の 設 置  

ウ  同 報防 災 無 線 や 備 蓄 倉 庫の 設 置  

エ  女 性等 に 配 慮 し た 簡 易 型水 洗 ト イ レ 等 の 整 備  

オ  バ リア フ リ ー 化 の 推 進  

③  公 民館 、 児 童 館 、 コ ミ ュニ テ ィ セ ン タ ー の 整備 推 進  

近 隣 住 民 や 子 ど も た ち の ふ れ あ い 拠 点 と な る 公 民 館 や 児 童 館 の 建 設 を 進 め 、 コ ミ

ュ ニ テ ィセ ン タ ー の 整 備 に 対し 助 成 を 行 う 。  

 

 

④  自 主防 災 組 織 防 災 資 機 材等 の 整 備  

自 主 防 災 組 織 に よ る 積 極 的 な 防 災 活 動 を 展 開 す る た め 、 防 災 倉 庫 と 防 災 資 機 材 を

整 備 す る 事 業 に 対 し て 補 助 を 行 い 、 地 域 自 ら に よ る 防 災 機 能 を 強 化 す る 。 （ 本 章 第

４ 節 「 自主 防 災 組 織 の 育 成 」で 詳 述 ）  

【 参 照 】資 料 11  食 料 等 の備 蓄 計 画 及 び 状 況  

【 参 照 】資 料 12 金 沢 市 指定 避 難 場 所 一 覧 表  

【 参 照 】資 料 32  校 下 別 屋内 施 設 一 覧 表 （ 指 定避 難 所 ）  

（ ３ ） 消防 用 施 設 等 の 整 備  

①  消 防署 所 の 機 能 強 化  

消 防 ・ 防 災 活 動 の 中 核 拠 点 と し て 、 適 正 配 備 と あ わ せ て 、 消 防 署 所 の 耐 震 性 の 向

上 、 非 常用 電 源 な ど 施 設 装 備の 機 能 強 化 、 消 防 体制 の 充 実 を 計 画 的 に推 進 す る 。  

②  消 防用 施 設 の 整 備 と 消 防団 の 強 化  

消 防 計 画 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 地 震 発 生 時 に 予 想 さ れ る 火 災 か ら 被 災 市 民 の 生

命 と 財 産を 守 る た め 、 消 防 力の 強 化 に あ わ せ て 、消 防 施 設 、 水 利 等 の整 備 を 図 る 。  

③  消 防団 の 施 設 ・ 装 備 の 充実 及 び 活 性 化  

本 市 の 伝 統 あ る 消 防 団 は 、 地 域 防 災 活 動 の 中 核 と し て 重 要 な 役 割 を 果 た し て お

り 、 消 防 団 の 施 設 ・ 装 備 の 充 実 を 図 り 、 知 識 ･技 能 の 向 上 等 育 成 を 強 化 す る 。 ま

た 、 消 防 団 に つ い て は 、 事 業 所 の 消 防 団 活 動 へ の 理 解 促 進 、 将 来 の 消 防 の 担 い 手 と

な る 子 ども に 対 す る 啓 発 等 を推 進 す る な ど 、 引 き続 き 活 性 化 に 努 め る。  

④  市 は 、 平 常 時 か ら 消 防 局 、 消 防 団 及 び 自 主 防 災 組 織 等 の 連 携 強 化 を 図 り 、 消 防 防

災 体 制 の整 備 に 努 め る 。  

（ ４ ） 用水 そ の 他 施 設 の 防 災活 用  

ラ イ フ ラ イ ン が 途 絶 す る 地 震 災 害 時 に は 、 消 火 用 、 生 活 用 の 水 の 確 保 が 至 上 命 題 と な

る 。 こ の た め 、 本 市 の 地 域 特 性 資 産 で あ る 用 水 や 河 川 、 道 路 消 雪 用 井 戸 等 の 防 災 活 用 を

オ  衛 星電 話 の 配 備  

カ  同 報防 災 無 線 の 設 置  

キ  屋 上サ イ ン の 表 示 （ 本 節 ６ (５ )で 詳 述 ）  

ク  女 性等 に 配 慮 し た 簡 易 型水 洗 ト イ レ 等 の 整 備  

②  公 園の 防 災 拠 点 化 （ 本 節 ３ 「 避 難 地 確 保 と 公園 緑 地 等 の 整 備 」 で詳 述 ）  

ア  災 害時 に 緩 衝 緑 地 や 避 難場 所 と な る 公 園 緑 地等 の 整 備  

イ  防 火水 槽 の 設 置  

ウ  同 報防 災 無 線 や 備 蓄 倉 庫の 設 置  

エ  女 性等 に 配 慮 し た 簡 易 型水 洗 ト イ レ 等 の 整 備  

オ  バ リア フ リ ー 化 の 推 進  

③  公 民館 、 児 童 館 、 コ ミ ュニ テ ィ セ ン タ ー の 整備 推 進  

近 隣 住 民 や 子 ど も た ち の ふ れ あ い 拠 点 と な る 公 民 館 や 児 童 館 の 建 設 を 進 め 、 コ ミ

ュ ニ テ ィセ ン タ ー の 整 備 に 対し 助 成 を 行 う 。  

ま た 、 指 定 避 難 所 で あ る 公 民 館 の 防 災 備 蓄 の 充 実 に 努 め 、 防 災 倉 庫 等 の 防 災 機 能

強 化 を 支援 す る 。  

④  自 主防 災 組 織 防 災 資 機 材等 の 整 備  

自 主 防 災 組 織 に よ る 積 極 的 な 防 災 活 動 を 展 開 す る た め 、 防 災 倉 庫 と 防 災 資 機 材 を

整 備 す る 事 業 に 対 し て 補 助 を 行 い 、 地 域 自 ら に よ る 防 災 機 能 を 強 化 す る 。 （ 本 章 第

４ 節 「 自主 防 災 組 織 の 育 成 」で 詳 述 ）  

【 参 照 】資 料 11  食 料 等 の備 蓄 計 画 及 び 状 況  

【 参 照 】資 料 12 金 沢 市 指定 避 難 場 所 一 覧 表  

【 参 照 】資 料 32  校 下 別 屋内 施 設 一 覧 表 （ 指 定避 難 所 ）  

（ ３ ） 消防 用 施 設 等 の 整 備  

①  消 防署 所 の 機 能 強 化  

消 防 ・ 防 災 活 動 の 中 核 拠 点 と し て 、 適 正 配 備 と あ わ せ て 、 消 防 署 所 の 耐 震 性 の 向

上 、 非 常用 電 源 な ど 施 設 装 備の 機 能 強 化 、 消 防 体制 の 充 実 を 計 画 的 に推 進 す る 。  

②  消 防用 施 設 の 整 備 と 消 防団 の 強 化  

消 防 計 画 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 地 震 発 生 時 に 予 想 さ れ る 火 災 か ら 被 災 市 民 の 生

命 と 財 産を 守 る た め 、 消 防 力の 強 化 に あ わ せ て 、消 防 施 設 、 水 利 等 の整 備 を 図 る 。  

③  消 防団 の 施 設 ・ 装 備 の 充実 及 び 活 性 化  

本 市 の 伝 統 あ る 消 防 団 は 、 地 域 防 災 活 動 の 中 核 と し て 重 要 な 役 割 を 果 た し て お

り 、 消 防 団 の 施 設 ・ 装 備 の 充 実 を 図 り 、 知 識 ･技 能 の 向 上 等 育 成 を 強 化 す る 。 ま

た 、 消 防 団 に つ い て は 、 事 業 所 の 消 防 団 活 動 へ の 理 解 促 進 、 将 来 の 消 防 の 担 い 手 と

な る 子 ども に 対 す る 啓 発 等 を推 進 す る な ど 、 引 き続 き 活 性 化 に 努 め る。  

④  市 は 、 平 常 時 か ら 消 防 局 、 消 防 団 及 び 自 主 防 災 組 織 等 の 連 携 強 化 を 図 り 、 消 防防

災 体 制 の整 備 に 努 め る 。  

（ ４ ） 用水 そ の 他 施 設 の 防 災活 用  

ラ イ フ ラ イ ン が 途 絶 す る 地 震 災 害 時 に は 、 消 火 用 、 生 活 用 の 水 の 確 保 が 至 上 命 題 とな

る 。 こ の た め 、 本 市 の 地 域 特 性 資 産 で あ る 用 水 や 河 川 、 道 路 消 雪 用 井 戸 等 の 防 災 活 用 を
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積 極 的 に進 め る 。  

①  用 水、 河 川 等 の 活 用  

ア  用 水の 活 用  

用 水 保 全 条 例 に 基 づ き 、 市 内 を 網 の 目 の よ う に 流 れ る 伝 統 的 な 用 水 を 保 全 す る

と と も に 、 そ の 復 元 整 備 に あ わ せ て 、 階 段 や 堰 、 釜 場 （ 水 路 底 を す り 鉢 状 に 掘 り

下 げ た 深 み ） を 設 置 し 、 災 害 時 に 消 防 ポ ン プ 車 の 取 水 を 可 能 に し 、 生 活 用 水 に も

活 用 す る防 災 機 能 を 付 与 す る。  

・  平成 6～ 16 年 度  辰 巳 、 大野 庄 、 鞍 月 用 水 の 整備 を 実 施 （ 26 箇所 ）。  

・  今 後計 画  ···· 用 水 保 全条 例 に 基 づ き 計 画 整備 を 進 め る 。  

イ  河 川の 整 備  

河 川 護 岸 を ス ロ ー プ 、 階 段 、 緑 地 整 備 な ど に よ り 水 辺 に 近 づ き や す い 構 造 と し

て 防 災 、生 活 機 能を 強 化 す ると と も に 、治 水 安 全性 を 向 上 す る 改 修 整備 を 進 め る 。 

②  道 路消 雪 用 井 戸 の 活 用  

冬 場 に 道 路 の 雪 を 融 か す だ け に 使 っ て い る 消 雪 装 置 に 、 取 水 用 継 ぎ 手 バ ル ブ を 設

置 す る と と も に 、 電 力 遮 断 を 想 定 し て 電 源 車 な ど 外 部 か ら 電 力 供 給 で き る よ う 分 電

盤 を 改 良し て 揚 水 確 保 を 図 る施 設 改 良 を 計 画 的 に実 施 す る 。  

・  平 成  8 年 度  試 験 設 置                    ２ 箇 所  

・  平 成  9 年 度  特 別 消 防対 策 区 域 及 び JR

北 陸 本 線以 西 の 区 域    20 本  

・  平成 10 年 度  JR 北 陸 本 線 以 東 ～ 国 道

157， 159 号 線 以 西 の 区 域  17 本  

・  平成 11 年 度  国 道 157，159 号線 以 東 の

区 域           21 本  

・  平成 12 年 度 以 降  65 本  

（ ５ ） 情報 通 信 施 設 の 整 備  

災 害 関 係 情 報 の 迅 速 か つ 正 確 な 収 集 及 び 伝 達 を 図 る た め 、 多 ル ー ト の 情 報 収 集 ・ 伝 達

体 制 の 整 備 、 転 倒 防 止 対 策 を 含 め た 耐 震 性 の 確 保 を 図 る と と も に 、 緊 急 速 報 メ ー ル （ エ

リ ア メ ール ）、フ ェイ ス ブ ッ クや ツ イ ッ タ ー な ど のソ ー シ ャ ル ネ ッ ト ワー キ ン グ サ ー ビ ス

（ Ｓ Ｎ Ｓ）、ホ ー ム ペ ー ジ 、災 害 情報 共 有 シ ス テム（ Ｌ ア ラ ー ト ）な ど イ ンタ ー ネ ッ ト の

活 用 研 究を 進 め 、市 内 や 避 難所 、災 害 対 策 本 部 との 連 絡・情 報 共 有 体制 の 整 備 を 図 る（ 防

災 情 報 シス テ ム の 整 備）。 ま た 、 消 防 救 急 無 線 のデ ジ タ ル 化 に 伴 う 整備 を 進 め る 。  

な お 、 要 配 慮 者 、 災 害 に よ り 孤 立 化 す る 危 険 の あ る 地 域 の 被 災 者 、 避 難 所 外 避 難 者 、

応 急 仮 設 住 宅 と し て 供 与 さ れ る 賃 貸 住 宅 へ の 避 難 者 、 所 在 が 把 握 で き る 広 域 避 難 者 、 帰

宅 困 難 者 等 情 報 が 入 手 困 難 な 被 災 者 等 に 対 し て も 、 確 実 に 情 報 伝 達 で き る よ う 必 要 な 体

制 の 整 備を 図 る 。  

 

 

 

①  防 災無 線 シ ス テ ム の 整 備  

   ア  同 報 防 災 無 線  

積 極 的 に進 め る 。  

①  用 水、 河 川 等 の 活 用  

ア  用 水の 活 用  

用 水 保 全 条 例 に 基 づ き 、 市 内 を 網 の 目 の よ う に 流 れ る 伝 統 的 な 用 水 を 保 全 す る

と と も に 、 そ の 復 元 整 備 に あ わ せ て 、 階 段 や 堰 、 釜 場 （ 水 路 底 を す り 鉢 状 に 掘 り

下 げ た 深 み ） を 設 置 し 、 災 害 時 に 消 防 ポ ン プ 車 の 取 水 を 可 能 に し 、 生 活 用 水 に も

活 用 す る防 災 機 能 を 付 与 す る。  

・  平成 6～ 16 年 度  辰 巳 、 大野 庄 、 鞍 月 用 水 の 整備 を 実 施 （ 26 箇所 ）。  

・  今 後計 画  ···· 用 水 保 全条 例 に 基 づ き 計 画 整備 を 進 め る 。  

イ  河 川の 整 備  

河 川 護 岸 を ス ロ ー プ 、 階 段 、 緑 地 整 備 な ど に よ り 水 辺 に 近 づ き や す い 構 造 と し

て 防 災 、生 活 機 能を 強 化 す ると と も に 、治 水 安 全性 を 向 上 す る 改 修 整備 を 進 め る 。 

②  道 路消 雪 用 井 戸 の 活 用  

冬 場 に 道 路 の 雪 を 融 か す だ け に 使 っ て い る 消 雪 装 置 に 、 取 水 用 継 ぎ 手 バ ル ブ を 設

置 す る と と も に 、 電 力 遮 断 を 想 定 し て 電 源 車 な ど 外 部 か ら 電 力 供 給 で き る よ う 分 電

盤 を 改 良し て 揚 水 確 保 を 図 る施 設 改 良 を 計 画 的 に実 施 す る 。  

・  平 成  8 年 度  試 験 設 置                    ２ 箇 所  

・  平 成  9 年 度  特 別 消 防対 策 区 域 及 び JR

北 陸 本 線以 西 の 区 域    20 本  

・  平成 10 年 度  JR 北 陸 本 線 以 東 ～ 国 道

157， 159 号 線 以 西 の 区 域  17 本  

・  平成 11 年 度  国 道 157，159 号 線 以 東 の

区 域           21 本  

・  平成 12 年 度 以 降  65 本  

（ ５ ） 情報 通 信 施 設 の 整 備  

災 害 関 係 情 報 の 迅 速 か つ 正 確 な 収 集 及 び 伝 達 を 図 る た め 、 多 ル ー ト の 情 報 収 集 ・ 伝達

体 制 の 整 備 、 転 倒 防 止 対 策 を 含 め た 耐 震 性 の 確 保 を 図 る と と も に 、 緊 急 速 報 メ ー ル （ エ

リ ア メ ール ）、フ ェ イ ス ブ ッ クや ツ イ ッ タ ー な ど のソ ー シ ャ ル ネ ッ ト ワー キ ン グ サ ー ビ ス

（ Ｓ Ｎ Ｓ）、ホー ム ペ ー ジ、災 害 情 報 共 有 シ ス テム（ Ｌ ア ラ ー ト）な ど イ ン タ ー ネ ッ ト の

活 用 研 究を 進 め 、市 内 や 避 難所 、災 害 対 策 本 部 との 連 絡・情 報 共 有 体制 の 整 備 を 図 る（防

災 情 報 シス テ ム の 整 備）。  

ま た 、様々 な 情 報 伝 達 ツ ー ルで の 発 信 を 一 元 化 し、迅 速 な 情 報 発 信 に努 め る 。さ ら に、

災 害 時 の 通 信 手 段 を 確 保 す る た め 、 衛 星 通 信 を 利 用 し た ネ ッ ト ワ ー ク を 導 入 し 、 情 報 収

集 や 連 絡手 段 の 確 保 に 努 め る。  

な お 、 要 配 慮 者 、 災 害 に よ り 孤 立 す る 危 険 の あ る 地 域 の 被 災 者 、 避 難 所 外 避 難 者 、応

急 仮 設 住 宅 と し て 供 与 さ れ る 賃 貸 住 宅 へ の 避 難 者 、 所 在 が 把 握 で き る 広 域 避 難 者 、 帰 宅

困 難 者 等 情 報 が 入 手 困 難 な 被 災 者 等 に 対 し て も 、 確 実 に 情 報 伝 達 で き る よ う 必 要 な 体 制

の 整 備 を図 る 。  

①  防 災無 線 シ ス テ ム の 整 備  

   ア  同 報 防 災 無 線  
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津 波 対 策事 業 と し て 、平 成 6～ 7 年 度 で 海 岸 線 を中 心 に 配 備 を 進 め てき た が 、平

成 8 年 度 から 4 年 計 画 で 防 災・ 避 難 拠 点 と な る 小中 学 校 を 中 心 に 屋 外拡 声 子 局 を

整 備 し た 。 こ れ に よ り 、 広 く 市 民 に 対 し 迅 速 か つ 適 切 な 情 報 提 供 を 行 い 、 災 害 の

未 然 防 止と 被 害 の 拡 大 防 止 を図 る 。  

     ま た 、 全 国 瞬 時 警 報 シ ス テ ム （ Ｊ － Ａ Ｌ Ｅ Ｒ Ｔ ） を 活 用 し 、 津 波 情 報 を 同 報 無

線 で 自 動配 信 す る （ 平 成 21 年 度 か ら 気 象 衛 星 の代 替 シ ス テ ム と し て運 用 開 始 ）。  

     平 成 24 年 度 から 26 年 度 の ３ ヵ 年 かけ て 、 機 能 の 安 定 性を 確 保 す る た め に 、順

次 機 器 等 を デ ジ タ ル 化 に 移 行 さ せ 、 併 せ て 音 達 空 白 域 の 解 消 の た め 拡 声 子 局 を 増

設 し た 。  

表 ２ － ９－ １  同 報 防 災 無 線整 備 状 況  

 令 和 ６ 年 度 末  

基  地  局    1 局  

中  継  局    1 局  

拡 声 子 局  199 局  

戸 別 受 信 機  422 台  

 

イ  消 防無 線  

     消 防 無 線 は、消 防 救 急 活 動 の 高 度 化 及び 電 波 の 有 効 利 用 の観 点 か ら 、平 成 15 年  

10 月に「 電 波 法関 係 審 査 基 準の 一 部 改 正 」が 行 わ れ 、ア ナ ロ グ 無 線 の使 用 期 限 が

平 成 28 年 5 月 31 日 ま で と 規定 さ れ 、 そ れ ま で に消 防 救 急 無 線 を デ ジタ ル 化 す る

こ と が 求め ら れ 、平 成 26 年 度 か ら 整 備 を 開 始 し、平 成 28 年 度 に 運用 を 開 始 し た。 

・ 基 地局 ８ 局（ 受 信 専 用 基地 局 3 局 含 む）、車 載 型 移 動局 169 台（ 消 防 団 104 台

含 む）、 携 帯 型 移 動 局 97 台 、 可 搬 型 移 動 局 ８ 台、 卓 上 型 移 動 局 13 台  

ウ  そ の他  

ア マ チ ュア 無 線 の 導 入 （ 平成 7 年 度 防 災 対 策 室 に１ 台 導 入 ）  

②  情 報通 信 の 整 備  

ア  災 害時 優 先 回 線  

災 害 時 の 情 報 連 絡 に 必 要 な 電 話 回 線 を 確 保 す る た め 、 市 災 害 対 策 本 部 、 市 庁 舎

内 電 話 、 市 施 設 及 び 災 害 対 策 本 部 中 枢 要 員 の 自 宅 電 話 回 線 及 び 防 災 用 携 帯 電 話 を

回 線 規 制の 受 け な い 災 害 時 優先 電 話 に 設 定 す る 。  

イ  携 帯電 話  

情 報 収 集・ 伝 達 に 機 動 性 の 高い 携 帯 電 話 の 整 備 を図 る 。  

ま た 、 災害 現 場 の 状 況 画 像 を本 部 に 送 信 、 記 録 する シ ス テ ム の 充 実 を図 る 。  

ウ  衛 星電 話  

災 害 関 係情 報 の 迅 速 な 収 集 と防 災 関 係 機 関 と の 情報 交 換 を 行 う た め 整備 す る 。  

表 ２ － ９－ ２  衛 星 電 話 整 備状 況  

 令 和 ６ 年 度 末  

災 害 対 策 本 部    5 台  

拠 点 避 難 所 等    102 台  

 

 

津 波 対 策事 業 と し て 、平 成 6～ 7 年 度 で 海 岸 線 を中 心 に 配 備 を 進 め てき た が 、平

成 8 年 度 か ら 4 年 計 画 で 防 災・ 避 難 拠 点 と な る 小中 学 校 を 中 心 に 屋 外拡 声 子 局 を

整 備 し た 。 こ れ に よ り 、 広 く 市 民 に 対 し 迅 速 か つ 適 切 な 情 報 提 供 を 行 い 、 災 害 の

未 然 防 止と 被 害 の 拡 大 防 止 を図 る 。  

     ま た 、 全 国 瞬 時 警 報 シ ス テ ム （ Ｊ － Ａ Ｌ Ｅ Ｒ Ｔ ） を 活 用 し 、 津 波 情 報 を 同 報 無

線 で 自 動配 信 す る （ 平 成 21 年 度 か ら 気 象 衛 星 の代 替 シ ス テ ム と し て運 用 開 始 ）。  

     平 成 24 年 度 か ら 26 年 度 の ３ ヵ 年 かけ て 、 機 能 の 安 定 性を 確 保 す る た め に 、順

次 機 器 等 を デ ジ タ ル 化 に 移 行 さ せ 、 併 せ て 音 達 空 白 域 の 解 消 の た め 拡 声 子 局 を 増

設 し た 。  

表 ２ － ９－ １  同 報 防 災 無 線整 備 状 況  

 令 和 ６ 年 度 末  

基  地  局    1 局  

中  継  局    1 局  

拡 声 子 局  199 局  

戸 別 受 信 機  422 台  

 

イ  消 防無 線  

     消 防 無 線 は、消 防 救 急 活 動 の 高 度 化 及び 電 波 の 有 効 利 用 の観 点 か ら 、平 成 15 年  

10 月に「 電 波 法 関 係 審 査 基準 の 一 部 改 正 」が 行 わ れ 、ア ナ ロ グ 無 線の 使 用 期 限 が

平 成 28 年 5 月 31 日 ま で と 規定 さ れ 、 そ れ ま で に消 防 救 急 無 線 を デ ジタ ル 化 す る

こ と が 求め ら れ 、平 成 26 年 度 か ら 整 備 を 開 始 し、平 成 28 年 度 に 運用 を 開 始 し た。 

・ 基 地 局 ８ 局（ 受 信 専 用 基地 局 3 局 含 む）、車 載 型移 動 局 169 台（ 消 防団 104 台

含 む）、 携 帯 型 移 動 局 97 台 、 可 搬 型 移 動 局 ８ 台、 卓 上 型 移 動 局 13 台  

ウ  そ の他  

ア マ チ ュア 無 線 の 導 入 （ 平成 7 年 度 防 災 対 策 室 に１ 台 導 入 ）  

②  情 報通 信 の 整 備  

ア  災 害時 優 先 回 線  

災 害 時 の 情 報 連 絡 に 必 要 な 電 話 回 線 を 確 保 す る た め 、 市 災 害 対 策 本 部 、 市 庁 舎

内 電 話 、 市 施 設 及 び 災 害 対 策 本 部 中 枢 要 員 の 自 宅 電 話 回 線 及 び 防 災 用 携 帯 電 話 を

回 線 規 制の 受 け な い 災 害 時 優先 電 話 に 設 定 す る 。  

イ  携 帯電 話  

情 報 収 集・ 伝 達 に 機 動 性 の 高い 携 帯 電 話 の 整 備 を図 る 。  

ま た 、 災害 現 場 の 状 況 画 像 を本 部 に 送 信 、 記 録 する シ ス テ ム の 充 実 を図 る 。  

ウ  衛 星電 話  

災 害 関 係情 報 の 迅 速 な 収 集 と防 災 関 係 機 関 と の 情報 交 換 を 行 う た め 整備 す る 。  

表 ２ － ９－ ２  衛 星 電 話 整 備状 況  

 令 和 ６ 年 度 末  

災 害 対 策 本 部    5 台  

拠 点 避 難 所 等    102 台  
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エ  震 度情 報 ネ ッ ト ワ ー ク シス テ ム 表 示 装 置  

独 立 行 政 法 人 防 災 科 学 技 術 研 究 所 が 金 沢 南 総 合 運 動 公 園 陸 上 競 技 場 （ 弥 生 ３ 丁

目 ） に 設 置 し た 強 震 観 測 用 施 設 か ら の 震 度 情 報 を 、 危 機 管 理 課 で 表 示 す る と と も

に 石 川 県庁 へ 転 送 す る 。  

オ  石 川県 総 合 防 災 情 報 シ ステ ム  

県 内の 19 市 町 及び 11 消防 本 部 、 県 関 係 機 関 を結 ぶ ネ ッ ト ワ ー ク シス テ ム に よ

り 気 象 情 報 や 災 害 情 報 の 配 信 を す る ほ か 、 県 へ の 災 害 関 係 報 告 を ネ ッ ト ワ ー ク 上

で 行 う こと に よ り 情 報 共 有 と対 応 の 迅 速 化 を 図 る。  

カ  金 沢ぼ う さ い ド ッ ト コ ム  

災 害 警 戒 時 の 警 報 や 災 害 発 生 時 の 避 難 所 情 報 な ど を 電 子 メ ー ル で 配 信 し 、 市 民

へ の 災 害情 報 伝 達 手 段 の 多 様化 を 図 る （ 平 成 17 年 9 月 1 日 運 用 開 始）。  

キ  同 報防 災 無 線 再 配 信 サ ービ ス  

同 報 防 災無 線 情 報 を ス マ ー トフ ォ ン 等 で 即 時 に 確認 で き る 専 用 Web サ イ トを 開

設 し 、 防 災 無 線 の 放 送 内 容 を 音 声 及 び 文 字 で 確 認 で き る サ ー ビ ス を 実 施 す る （ 令

和 ５ 年 ６月 運 用 開 始 ）。  

ク  災 害時 情 報 収 集 代 表 電 話  

災 害 時 市民 か ら の 情 報 の 総 合窓 口 １ ０ 回 線 （ 平成 21 年 4 月 運 用 開 始）  

ケ  緊 急速 報 メ ー ル （ エ リ アメ ー ル ） の 活 用  

市 域 内 の 市 民 及 び 来 訪 者 の 携 帯 電 話 に 対 し 、 事 前 の 登 録 な く 緊 急 情 報 を 配 信 で

き る 緊 急 速 報 メ ー ル （ エ リ ア メ ー ル ） を 活 用 し 、 災 害 情 報 伝 達 体 制 の 多 重 化 を 図

る 。  

コ  ソ ーシ ャ ル ネ ッ ト ワ ー キン グ サ ー ビ ス （ Ｓ ＮＳ ） の 活 用  

即 時 性 が あ り 、 普 段 か ら 持 ち 歩 く ス マ ー ト フ ォ ン 等 に て 、 情 報 収 集 ・ 情 報 共 有

が で き る フ ェ イ ス ブ ッ ク や ツ イ ッ タ ー を 活 用 し 、 災 害 情 報 伝 達 体 制 の 多 重 化 を 図

る 。  

   サ  災 害 情 報 共 有 シ ステ ム （ Ｌ ア ラ ー ト ）の 活 用  

     金 沢 市 が 発 す る 災 害 情 報 等 を 集 約 し 、 テ レ ビ や ネ ッ ト 等 の 多 様 な メ デ ィ ア を 通

し て 一 括 配 信 す る Ｌ ア ラ ー ト を 活 用 し 、 災 害 情 報 等 の 迅 速 か つ 正 確 な 伝 達 体 制 を

図 る 。  

   シ  町 会 等 の 地 域 活 動発 信 ア プ リ （ 結 ネ ット ） の 活 用  

結 ネ ッ トを 活 用 し 、 避 難 所 開設 情 報 等 を 迅 速 に 配信 す る 。  

上 記 の カ 、 ケ 、 コ 、 サ 、 シ の サ ー ビ ス へ の 発 信 を 一 元 化 す る こ と で 迅 速 な 情 報 発

信 に 努 める 。  

   ス  ［ 追 加 ］  

 

 

③  コ ミュ ニ テ ィ Ｆ Ｍ の 活 用  

金 沢 市 域 を 可 聴 範 囲 と す る ラ ジ オ か な ざ わ の 放 送 へ 緊 急 時 に 割 り 込 み 放 送 を 実 施

で き る シス テ ム を 導 入 し 、 情報 伝 達 体 制 の 多 重 化を 図 る（ 平 成 14 年 度 運 用 開 始 ）。  

④  緊 急地 震 速 報 の 通 信 施 設の 整 備 等  

市 は 、 迅 速 な 緊 急 地 震 速 報 の 伝 達 の た め 、 職 員 を 対 象 に 研 修 を 実 施 す る と と も

エ  震 度情 報 ネ ッ ト ワ ー ク シス テ ム 表 示 装 置  

独 立 行 政 法 人 防 災 科 学 技 術 研 究 所 が 金 沢 南 総 合 運 動 公 園 陸 上 競 技 場 （ 弥 生 ３ 丁

目 ） に 設 置 し た 強 震 観 測 用 施 設 か ら の 震 度 情 報 を 、 危 機 管 理 課 で 表 示 す る と と も

に 石 川 県庁 へ 転 送 す る 。  

オ  石 川県 総 合 防 災 情 報 シ ステ ム  

県 内 の 19 市 町 及 び 11 消 防 本 部 、 県関 係 機 関 を結 ぶ ネ ッ ト ワ ー ク シス テ ム に よ

り 気 象 情 報 や 災 害 情 報 の 配 信 を す る ほ か 、 県 へ の 災 害 関 係 報 告 を ネ ッ ト ワ ー ク 上

で 行 う こと に よ り 情 報 共 有 と対 応 の 迅 速 化 を 図 る。  

カ  金 沢ぼ う さ い ド ッ ト コ ム  

災 害 警 戒 時 の 警 報 や 災 害 発 生 時 の 避 難 所 情 報 な ど を 電 子 メ ー ル で 配 信 し 、 市 民

へ の 災 害情 報 伝 達 手 段 の 多 様化 を 図 る （ 平 成 17 年 9 月 1 日 運 用 開 始）。  

キ  同 報防 災 無 線 再 配 信 サ ービ ス  

同 報 防 災無 線 情 報 を ス マ ー トフ ォ ン 等 で 即 時 に 確認 で き る 専 用 Web サ イ ト を開

設 し 、 防 災 無 線 の 放 送 内 容 を 音 声 及 び 文 字 で 確 認 で き る サ ー ビ ス を 実 施 す る （ 令

和 ５ 年 ６月 運 用 開 始 ）。  

ク  災 害時 情 報 収 集 代 表 電 話  

災 害 時 市民 か ら の 情 報 の 総 合窓 口 １ ０ 回 線 （ 平成 21 年 4 月 運 用 開 始）  

ケ  緊 急速 報 メ ー ル （ エ リ アメ ー ル ） の 活 用  

市 域 内 の 市 民 及 び 来 訪 者 の 携 帯 電 話 に 対 し 、 事 前 の 登 録 な く 緊 急 情 報 を 配 信 で

き る 緊 急 速 報 メ ー ル （ エ リ ア メ ー ル ） を 活 用 し 、 災 害 情 報 伝 達 体 制 の 多 重 化 を 図

る 。  

コ  ソ ーシ ャ ル ネ ッ ト ワ ー キン グ サ ー ビ ス （ Ｓ ＮＳ ） の 活 用  

即 時 性 が あ り 、 普 段 か ら 持 ち 歩 く ス マ ー ト フ ォ ン 等 に て 、 情 報 収 集 ・ 情 報 共 有

が で き る フ ェ イ ス ブ ッ ク や ツ イ ッ タ ー を 活 用 し 、 災 害 情 報 伝 達 体 制 の 多 重 化 を 図

る 。  

   サ  災 害 情 報 共 有 シ ステ ム （ Ｌ ア ラ ー ト ）の 活 用  

     金 沢 市 が 発 す る 災 害 情 報 等 を 集 約 し 、 テ レ ビ や ネ ッ ト 等 の 多 様 な メ デ ィ ア を 通

し て 一 括 配 信 す る Ｌ ア ラ ー ト を 活 用 し 、 災 害 情 報 等 の 迅 速 か つ 正 確 な 伝 達 体 制 を

図 る 。  

   シ  町 会 等 の 地 域 活 動発 信 ア プ リ （ 結 ネ ット ） の 活 用  

結 ネ ッ トを 活 用 し 、 避 難 所 開設 情 報 を 迅 速 に 配 信す る 。  

 

 

   ス  衛 星 通 信 ネ ッ ト ワー ク （ ス タ ー リ ン ク） の 活 用  

     大 規 模 災 害 時 に 地 上 の 通 信 イ ン フ ラ が 途 絶 し た 場 合 で も 、 衛 星 回 線 を

活 用 し 災害 情 報 の 伝 達 体 制 の多 重 化 を 図 る 。  

③  コ ミュ ニ テ ィ Ｆ Ｍ の 活 用  

金 沢 市 域 を 可 聴 範 囲 と す る ラ ジ オ か な ざ わ の 放 送 へ 緊 急 時 に 割 り 込 み 放 送 を 実 施

で き る シス テ ム を 導 入 し 、 情報 伝 達 体 制 の 多 重 化を 図 る（ 平 成 14 年 度 運 用 開 始 ）。  

④  緊 急地 震 速 報 の 通 信 施 設の 整 備 等  

市 は 、 迅 速 な 緊 急 地 震 速 報 の 伝 達 の た め 、 職 員 を 対 象 に 研 修 を 実 施 す る と と も
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に 、 公 共 施 設 に お い て 受 信 装 置 を 試 験 的 に 導 入 し な が ら 検 証 を 行 い 、 そ の 結 果 を 踏

ま え な がら 伝 達 体 制 及 び 通 信施 設 、 設 備 の 充 実 を図 る 。  

 

３  避 難 地 確 保 と公 園 緑 地 等の 整 備   

古 い 住 家 や 人 口 が 密 集 し た 地 域 を 多 く 抱 え る 本 市 に あ っ て は 、 身 近 な 避 難 地 で の 火 災 の

延 焼 等 を 防 止 す る 公 共 空 地 の 確 保 は 緊 急 課 題 で あ り 、 都 市 公 園 事 業 や ス ポ ー ツ 施 設 事 業 等

に よ り 計 画 的 な 整 備 を 推 進 す る と と も に 、 防 災 倉 庫 、 貯 水 槽 、 ヘ リ ポ ー ト の 設 置 な ど 公 園

緑 地 等 の 防 災 機 能 の 充 実 強 化 を 進 め る 。 ま た 、 自 主 防 災 組 織 は 、 各 地 域 に お け る 空 地 の 駐

車 場 把 握と 利 活 用 に 努 め る 。  

【 参 照 】資 料 61 災 害 時 にお け る 公 園 施 設 の 役割 に つ い て  

４  緊急輸送体制の整備   

地 震 発 生 時 に お い て 市 民 が 安 全 に 避 難 し 、 迅 速 、 円 滑 な 消 防 ・ 救 出 救 助 ・ 医 療 ・ 緊 急 物

資 輸 送 活 動 を 図 る た め に は 、 緊 急 輸 送 道 路 （ 避 難 道 路 ） を は じ め と す る 道 路 施 設 の 整 備 は

都 市 防 災対 策 の 基 本 で あ る 。  

こ の た め 、 国 、 県 の 推 進 す る 広 域 交 通 網 の 整 備 の ほ か 、 都 市 計 画 街 路 、 道 路 事 業 等 各 種

の 公 共 事 業 に よ り 、 ラ ン ダ ム ア ク セ ス 道 路 と な る 内 ・ 中 ・ 外 の 環 状 道 路 網 を は じ め 、 主 要

幹 線 道 路の 総 合 的 な 計 画 整 備を 推 進 す る 。  

特 に 、 緊 急 輸 送 道 路 に つ い て は 、 交 通 規 制 と の 整 合 性 を 図 る た め 、 あ ら か じ め 緊 急 輸 送

道 路 の ル ー ト を 設 定 し 、 緊 急 度 の 高 い 箇 所 か ら 、 地 震 へ の 対 応 力 の 高 い 強 靱 な 道 路 交 通 網

を 構 築 する た め 、 順 次 防 災 整備 を 促 進 す る 。  

（ １ ） 代替 輸 送 方 法 の 確 保  

道 路 の 損 傷 に よ り 陸 上 輸 送 に 支 障 を き た す 場 合 に 備 え て 、 ヘ リ コ プ タ ー の 離 着 陸 可 能

な 空 地 を 調 査 し 、 臨 時 離 着 陸 場 を 設 け る 。 市 は 、 ヘ リ コ プ タ ー が 安 全 に 離 着 陸 が で き る

よ う 十 分 な 面 積 を 有 す る 空 地 を 確 保 し 、 周 囲 に 障 害 物 と な る も の が 生 じ な い よ う 維 持 管

理 に 努 める 。  

ま た 、 海 路 に よ る 輸 送 機 能 を 確 保 す る た め 、 岸 壁 ・ 道 路 等 の 強 化 と と も に 、 緊 急 物 資

の 集 積 及び 住 民 の 避 難 等 の ため の 広 場 の 整 備 を 図る 。  

 

（ ２ ） 民間 事 業 者 等 の 活 用  

①  市 は 、 必 要 に 応 じ 、 緊 急 輸 送 に 係 る 調 整 業 務 等 へ の 運 送 事 業 者 等 の 参 加 、 物 資 の

輸 送 拠 点 に お け る 運 送 事 業 者 等 を 主 体 と し た 業 務 の 実 施 、 物 資 の 輸 送 拠 点 と し て 運

送 事 業 者等 の 施 設 を 活 用 す るた め の 体 制 整 備 を 図る 。  

②  市 は 、 物 資 の 調 達 ・ 輸 送 に 必 要 と な る 情 報 項 目 ・ 単 位 の 整 理 に よ る 発 注 方 法 の 標

準 化 、 物 資 の 輸 送 拠 点 と な る 施 設 へ の 非 常 用 電 源 、 燃 料 貯 蔵 設 備 及 び 非 常 用 通 信 設

備 の 設 置の 推 進 、 緊 急 通 行 車両 等 へ の 優 先 的 な 燃料 供 給 等 、 環 境 整 備に 努 め る 。  

③  市 は 、 輸 送 協 定 を 締 結 し た 民 間 事 業 者 等 の 車 両 に つ い て は 、 緊 急 通 行 車 両 標 章 交

付 の た め の 事 前 届 出 制 度 が 適 用 さ れ 、 発 災 後 、 当 該 車 両 に 対 し て 緊 急 通 行 車 両 標 章

に 、 公 共 施 設 に お い て 受 信 装 置 を 試 験 的 に 導 入 し な が ら 検 証 を 行 い 、 そ の 結 果 を 踏

ま え な がら 伝 達 体 制 及 び 通 信施 設 、 設 備 の 充 実 を図 る 。  

 

３  避 難 地 確 保 と公 園 緑 地 等の 整 備   

古 い 住 家 や 人 口 が 密 集 し た 地 域 を 多 く 抱 え る 本 市 に あ っ て は 、 身 近 な 避 難 地 で の 火 災 の

延 焼 等 を 防 止 す る 公 共 空 地 の 確 保 は 緊 急 課 題 で あ り 、 都 市 公 園 事 業 や ス ポ ー ツ 施 設 事 業 等

に よ り 計 画 的 な 整 備 を 推 進 す る と と も に 、 防 災 倉 庫 、 貯 水 槽 、 ヘ リ ポ ー ト の 設 置 な ど 公 園

緑 地 等 の 防 災 機 能 の 充 実 強 化 を 進 め る 。 ま た 、 自 主 防 災 組 織 は 、 各 地 域 に お け る 空 地 の 駐

車 場 把 握と 利 活 用 に 努 め る 。  

【 参 照 】資 料 61 災 害 時 にお け る 公 園 施 設 の 役割 に つ い て  

４  緊急輸送体制の整備   

地 震 発 生時 に お い て 市 民 が 安全 に 避 難 し 、迅 速 、円 滑 な 消 防・救 出 救 助・医 療・緊 急 物 資

輸 送 活 動 を 図 る た め に は 、 緊 急 輸 送 道 路 （ 避 難 道 路 ） を は じ め と す る 道 路 施 設 の 整 備 は 都

市 防 災 対策 の 基 本 で あ る 。  

こ の た め 、 国 、 県 の 推 進 す る 広 域 交 通 網 の 整 備 の ほ か 、 都 市 計 画 街 路 、 道 路 事 業 等 各 種

の 公 共 事 業 に よ り 、 ラ ン ダ ム ア ク セ ス 道 路 と な る 内 ・ 中 ・ 外 の 環 状 道 路 網 を は じ め 、 主 要

幹 線 道 路の 総 合 的 な 計 画 整 備を 推 進 す る 。  

特 に 、 緊 急 輸 送 道 路 に つ い て は 、 交 通 規 制 と の 整 合 性 を 図 る た め 、 あ ら か じ め 緊 急 輸 送

道 路 の ル ー ト を 設 定 し 、 緊 急 度 の 高 い 箇 所 か ら 、 地 震 へ の 対 応 力 の 高 い 強 靱 な 道 路 交 通 網

を 構 築 する た め 、 順 次 防 災 整備 を 促 進 す る 。  

（ １ ） 代替 輸 送 方 法 の 確 保  

道 路 の 損 傷 に よ り 陸 上 輸 送 に 支 障 を き た す 場 合 に 備 え て 、 ヘ リ コ プ タ ー の 離 着 陸 可能

な 空 地 を 調 査 し 、 臨 時 離 着 陸 場 を 設 け る 。 市 は 、 ヘ リ コ プ タ ー が 安 全 に 離 着 陸 が で き る

よ う 十 分 な 面 積 を 有 す る 空 地 を 確 保 し 、 周 囲 に 障 害 物 と な る も の が 生 じ な い よ う 維 持 管

理 に 努 める 。  

ま た 、 海 路 に よ る 輸 送 機 能 を 確 保 す る た め 、 岸 壁 ・ 道 路 等 の 強 化 と と も に 、 緊 急 物資

の 集 積 及び 住 民 の 避 難 等 の ため の 広 場 の 整 備 を 図る 。  

 

（ ２ ） 民間 事 業 者 等 の 活 用  

①  市 は 、 必 要 に 応 じ 、 緊 急 輸 送 に 係 る 調 整 業 務 等 へ の 運 送 事 業 者 等 の 参 加 、 物 資の

輸 送 拠 点 に お け る 運 送 事 業 者 等 を 主 体 と し た 業 務 の 実 施 、 物 資 の 輸 送 拠 点 と し て 運

送 事 業 者等 の 施 設 を 活 用 す るた め の 体 制 整 備 を 図る 。  

②  市 は 、 物 資 の 調 達 ・ 輸 送 に 必 要 と な る 情 報 項 目 ・ 単 位 の 整 理 に よ る 発 注 方 法 の標

準 化 、 物 資 の 輸 送 拠 点 と な る 施 設 へ の 非 常 用 電 源 、 燃 料 貯 蔵 設 備 及 び 非 常 用 通 信 設

備 の 設 置の 推 進 、 緊 急 通 行 車両 等 へ の 優 先 的 な 燃料 供 給 等 、 環 境 整 備に 努 め る 。  

③  市 は 、 輸 送 協 定 を 締 結 し た 民 間 事 業 者 等 の 車 両 に つ い て は 、 緊 急 通 行 車 両 標 章交

付 の た め の 事 前 届 出 制 度 が 適 用 さ れ 、 発 災 後 、 当 該 車 両 に 対 し て 緊 急 通 行 車 両 標 章
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を 円 滑 に 交 付 さ れ る こ と と な る こ と か ら 、 民 間 事 業 者 等 に 対 し て 周 知 を 行 う と と も

に 、 自 らも 事 前 届 出 を 積 極 的に す る な ど 、 そ の 普及 を 図 る 。  

④  ［ 追加 ］  

 

【 参 照 】資 料 14 緊 急 輸 送道 路  

資 料 15 緊 急 輸 送 道 路 ネ ット ワ ー ク 図  

 

５  ライフライン施設の整備   

上 ・ 下 水 道 、 ガ ス 、 電 気 、 通 信 な ど の ラ イ フ ラ イ ン 施 設 は 、 都 市 生 活 の 基 幹 を な す も の

で あ り 、 こ れ ら の 施 設 が 地 震 に よ り 被 害 を 受 け た 場 合 、 都 市 機 能 が 麻 痺 し 、 通 常 の 生 活 を

維 持 す るこ と が 困 難 と な る おそ れ が あ る 。  

ま た 、 東 日 本 大 震 災 で は 液 状 化 に よ る ラ イ フ ラ イ ン の 被 害 が 大 き か っ た こ と か ら 、 液 状

化 の 起 き や す い 地 盤 条 件 の 地 域 で は 、 適 切 な 対 策 工 法 の 実 施 に 努 め 、 災 害 時 の 市 民 生 活 の

安 定 と 都 市 機 能 を 維 持 す る た め 、 災 害 に 強 い ラ イ フ ラ イ ン ネ ッ ト ワ ー ク を 整 備 す る 早 期 に

復 旧 で きる よ う 体 制 等 を 強 化す る 。  

（ １ ） 上水 道 施 設  

震 災 時 の飲 料 水 確 保 を 第 一 義と し て 、貯 水・取 水・浄 水 施 設 、導・送・配 水 幹 線 及 び 配

水 池 な ど 基 幹 施 設 の 耐 震 性 強 化 を 優 先 的 に 図 り 、 基 幹 施 設 の 二 重 化 ・ 相 互 連 絡 等 の バ ッ

ク ア ッ プ 機 能 の 整 備 、 給 水 拠 点 の 確 保 、 給 水 資 機 材 の 装 備 な ど 、 代 替 性 の 確 保 及 び シ ス

テ ム 全 体の 安 定 性 強 化 を 図 る。  

（ ２ ） 下水 道 施 設  

処 理 場 、 ポ ン プ 場 及 び 管 路 施 設 に つ い て 、 施 設 の 耐 震 化 、 ネ ッ ト ワ ー ク 化 な ど の 整 備

を 図 り 、災 害 時 に も 機 能 で きる 下 水 道 処 理 シ ス テム を 確 立 す る 。  

（ ３ ） ガス 施 設  

ガ ス 事 業 者 は 、 ガ ス 施 設 （ ガ ス 導 管 ） の 耐 震 性 の 強 化 を 図 る と と も に 、 平 素 か ら 防 災

シ ス テ ムの 強 化 及 び 防 災 対 策の 充 実 に 努 め る 。  

（ ４ ） 電 力 施 設  

北 陸 電 力 株 式 会 社 及 び 北 陸 電 力 送 配 電 株 式 会 社 は 、 地 震 時 に お け る 電 力 供 給 を 確 保 す

る た め 、 関 係 事 業 者 等 と 協 力 協 定 を 締 結 す る ほ か 、 電 力 施 設 の 耐 震 性 の 強 化 及 び 代 替 性

の 確 保 を図 る と と も に 、 平 素か ら 電 力 設 備 の 防 護対 策 の 充 実 に 努 め る。  

ま た 、 県 ， 電 力 供 給 事 業 者 及 び 電 気 通 信 事 業 者 は ， 倒 木 等 に よ り 電 力 供 給 網 に 支 障 が

生 じ る こ と へ の 対 策 と し て ， 地 域 性 を 踏 ま え つ つ ， 事 前 伐 採 等 に よ る 予 防 保 全 や 災 害 時

の 復 旧 作 業 の 迅 速 化 に 向 け た ， 相 互 の 連 携 の 拡 大 に 努 め る 。 な お ， 事 前 伐 採 等 の 実 施 に

当 た っ ては ， 市 町 と の 協 力 に努 め る 。  

表 ２ － ９－ ３    金 沢 市 災 害時 防 災 活 動 協 力 協 定締 結 団 体  

協 力 活 動  団 体 名  所 在 地  電 話  Ｆ Ａ Ｘ  

電 力 の 供 給 等  
北 陸 電 力 株 式 会 社 石 川 支 店 、 

北 陸 電 力 送 配 電 株 式 会 社  
下 本 多 町 六 番 丁 11 233- 88 77  233- 87 55  

を 円 滑 に 交 付 さ れ る こ と と な る こ と か ら 、 民 間 事 業 者 等 に 対 し て 周 知 を 行 う と と も

に 、 自 らも 事 前 届 出 を 積 極 的に す る な ど 、 そ の 普及 を 図 る 。  

④  市 は 、 災 害 時 に お け る 応 急 対 策 活 動 に 関 す る 協 定 を 締 結 し て い る 建 設 業 協 会 と連

携 し 、 応急 対 応 や 道 路 啓 開 によ り 緊 急 輸 送 道 路 等の 早 期 復 旧 に 努 め る。  

【 参 照 】資 料 14 緊 急 輸 送道 路  

資 料 15 緊 急 輸 送 道 路 ネ ット ワ ー ク 図  

 

５  ライフライン施設の整備   

上・下 水 道 、ガ ス 、電 気 、通 信 な どの ラ イ フ ラ イン 施 設 は 、都 市 生 活の 基 幹 を な す も の で

あ り 、 こ れ ら の 施 設 が 地 震 に よ り 被 害 を 受 け た 場 合 、 都 市 機 能 が 麻 痺 し 、 通 常 の 生 活 を 維

持 す る こと が 困 難 と な る お それ が あ る 。  

ま た 、 東 日 本 大 震 災 で は 液 状 化 に よ る ラ イ フ ラ イ ン の 被 害 が 大 き か っ た こ と か ら 、 液 状 化

の 起 き や す い 地 盤 条 件 の 地 域 で は 、 適 切 な 対 策 工 法 の 実 施 に 努 め 、 災 害 時 の 市 民 生 活 の 安

定 と 都 市 機 能 を 維 持 す る た め 、 災 害 に 強 い ラ イ フ ラ イ ン ネ ッ ト ワ ー ク を 整 備 す る 早 期 に 復

旧 で き るよ う 体 制 等 を 強 化 する 。  

（ １ ） 上水 道 施 設  

震 災 時 の飲 料 水 確 保 を 第 一 義と し て 、貯 水・取 水・浄 水 施 設 、導・送・配 水 幹 線 及 び 配

水 池 な ど 基 幹 施 設 の 耐 震 性 強 化 を 優 先 的 に 図 り 、 基 幹 施 設 の 二 重 化 ・ 相 互 連 絡 等 の バ ッ

ク ア ッ プ 機 能 の 整 備 、 給 水 拠 点 の 確 保 、 給 水 資 機 材 の 装 備 な ど 、 代 替 性 の 確 保 及 び シ ス

テ ム 全 体の 安 定 性 強 化 を 図 る。  

（ ２ ） 下水 道 施 設  

処 理 場 、 ポ ン プ 場 及 び 管 路 施 設 に つ い て 、 施 設 の 耐 震 化 、 ネ ッ ト ワ ー ク 化 な ど の 整備

を 図 り 、災 害 時 に も 機 能 で きる 下 水 道 処 理 シ ス テム を 確 立 す る 。  

（ ３ ） ガス 施 設  

ガ ス 事 業 者 は 、 ガ ス 施 設 （ ガ ス 導 管 ） の 耐 震 性 の 強 化 を 図 る と と も に 、 平 素 か ら 防災

シ ス テ ムの 強 化 及 び 防 災 対 策の 充 実 に 努 め る 。  

（ ４ ） 電 力 施 設  

北 陸 電 力 株 式 会 社 及 び 北 陸 電 力 送 配 電 株 式 会 社 は 、 地 震 時 に お け る 電 力 供 給 を 確 保す

る た め 、 関 係 事 業 者 等 と 協 力 協 定 を 締 結 す る ほ か 、 電 力 施 設 の 耐 震 性 の 強 化 及 び 代 替 性

の 確 保 を図 る と と も に 、 平 素か ら 電 力 設 備 の 防 護対 策 の 充 実 に 努 め る。  

ま た 、 県 ， 電 力 供 給 事 業 者 及 び 電 気 通 信 事 業 者 は ， 倒 木 等 に よ り 電 力 供 給 網 に 支 障が

生 じ る こ と へ の 対 策 と し て ， 地 域 性 を 踏 ま え つ つ ， 事 前 伐 採 等 に よ る 予 防 保 全 や 災 害 時

の 復 旧 作 業 の 迅 速 化 に 向 け た ， 相 互 の 連 携 の 拡 大 に 努 め る 。 な お ， 事 前 伐 採 等 の 実 施 に

当 た っ ては ， 市 町 と の 協 力 に努 め る 。  

表 ２ － ９－ ３    金 沢 市 災 害時 防 災 活 動 協 力 協 定締 結 団 体  

協 力 活 動  団 体 名  所 在 地  電 話  Ｆ Ａ Ｘ  

電 力 の 供 給 等  
北 陸 電 力 株 式 会 社 石 川 支 店 、 

北 陸 電 力 送 配 電 株 式 会 社  
下 本 多 町 六 番 丁 11 233- 88 77  233- 87 55  
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（ ５ ） 通 信 施 設  

災 害 時 に お け る 通 信 機 能 の 確 保 は 、 社 会 的 な 混 乱 の 防 止 、 災 害 対 策 を 迅 速 か つ 的 確 に

実 施 す る 上 か ら も 極 め て 重 要 で あ り 、 非 常 用 電 源 の 整 備 等 に よ る 通 信 設 備 の 防 災 対 策 、

電 信 電 話 、 専 用 通 信 、 放 送 等 の 安 全 な 設 置 場 所 の 確 保 な ど に よ る 施 設 設 備 の 安 全 性 の 確

保 及 び 耐火 並 び に 多 ル ー ト 化に 努 め る 。  

ま た 、 県 ， 電 力 供 給 事 業 者 及 び 電 気 通 信 事 業 者 は ， 倒 木 等 に よ り 電 力 供 給 網 に 支 障 が

生 じ る こ と へ の 対 策 と し て ， 地 域 性 を 踏 ま え つ つ ， 事 前 伐 採 等 に よ る 予 防 保 全 や 災 害 時

の 復 旧 作 業 の 迅 速 化 に 向 け た ， 相 互 の 連 携 の 拡 大 に 努 め る 。 な お ， 事 前 伐 採 等 の 実 施 に

当 た っ ては ， 市 町 と の 協 力 に努 め る 。  

 

６  防災上重要な建物の整備   

地 震 発 生時 に 、応 急 救 護 に 関す る 病 院 を は じ め 、避 難 場 所 と な る 学 校施 設 等 に つ い て は、

災 害 後 の救 命 活 動 や 避 難 活 動等 に 直 接 大 き な 影 響を 与 え る こ と か ら、施 設 の 耐 震 性 の 向 上、

設 備 面 での 拠 点 機 能 の 強 化 を図 る 必 要 が あ る 。  

（ １ ） 病院 施 設 の 整 備  

ア  地 震発 生 後 の 医 療 救 護 機能 を 維 持 す る た め、「 建 築 物 の 耐 震 改 修 の促 進 に 関 す る

法 律 」 に 基 づ き 必 要 に 応 じ 病 院 施 設 の 耐 震 改 修 と 設 備 の 更 新 を 促 進 し 、 地 域 の 医

療 救 護 所と 有 機 的 に 連 携 し た医 療 活 動 の 迅 速 、 的確 化 を 図 る 。  

イ  災 害 拠 点 病 院 に 指 定 さ れ て い る 市 立 病 院 は 、 診 療 設 備 等 の 整 備 と 医 薬 品 の 備 蓄

を 図 る 。  

ウ  発 災 後 に お け る 医 療 救 護 活 動 を 迅 速 か つ 円 滑 に 実 施 す る た め 、 医 療 救 護 所 の 整

備 及 び 応急 救 護 医 薬 品 等 の 備蓄 に 努 め 、 常 に 点 検を 行 っ て お く 。  

（ ２ ） 学校 施 設 の 整 備  

ア  学 校 に お い て は 、第 一 義 に 地 震 災 害 か ら 児 童・生 徒 の 安 全 確 保 を図 る と と も に、

学 校 が 拠 点 避 難 場 所 と な る 役 割 も 考 慮 し 、 計 画 的 に 耐 震 性 の 強 化 及 び 防 災 機 能 の

整 備 を 行う 。  

イ  校 舎 内 外 の 施 設 ・ 設 備 、 防 火 施 設 等 に つ い て 安 全 総 点 検 を 定 期 又 は 随 時 に 実 施

し 、 落 下や 転 倒 防 止 措 置 等 の安 全 対 策 を 講 ず る 。  

ウ  災 害 時 に 備 え て 、Ｆ Ａ Ｘ 通 信 や パ ソ コ ン ネ ッ ト ワ ー ク な ど 、学 校 と 災 害 対 策 本

部 (教 育 委 員 会 )等 と の 間 の 多 チ ャ ン ネ ル の 情 報 連 絡 体 制 と 手 段 の 整 備 を 図 る 。  

エ  生 活環 境 の 向 上 の た め 、学 校 体 育 館 へ の 空 調設 備 の 整 備 に 努 め る。  

 

（ ３ ） 社会 教 育 ・ 体 育 施 設 等公 共 建 築 物 の 整 備  

ア  社 会 教 育 ・ 体 育 施 設 等 の 公 共 建 築 物 を 利 用 す る 市 民 の 生 命 の 安 全 を 守 り 、 ま た

公 民 館 は災 害 時 に は 避 難 場 所と な る こ と か ら、「 建 築 物 の 耐 震 改 修 の 促進 に 関 す る

法 律 」に 基づ き 、昭 和 56 年 以 前 に 建 て ら れ た 建物 に つ い て 、計 画 的 に施 設 の 耐 震

改 修 及 び防 災 機 能 の 整 備 を 進め る 。  

（ ５ ） 通 信 施 設  

災 害 時 に お け る 通 信 機 能 の 確 保 は 、 社 会 的 な 混 乱 の 防 止 、 災 害 対 策 を 迅 速 か つ 的 確に

実 施 す る 上 か ら も 極 め て 重 要 で あ り 、 非 常 用 電 源 の 整 備 等 に よ る 通 信 設 備 の 防 災 対 策 、

電 信 電 話 、 専 用 通 信 、 放 送 等 の 安 全 な 設 置 場 所 の 確 保 な ど に よ る 施 設 設 備 の 安 全 性 の 確

保 及 び 耐火 並 び に 多 ル ー ト 化に 努 め る 。  

ま た 、 県 ， 電 力 供 給 事 業 者 及 び 電 気 通 信 事 業 者 は ， 倒 木 等 に よ り 電 力 供 給 網 に 支 障が

生 じ る こ と へ の 対 策 と し て ， 地 域 性 を 踏 ま え つ つ ， 事 前 伐 採 等 に よ る 予 防 保 全 や 災 害 時

の 復 旧 作 業 の 迅 速 化 に 向 け た ， 相 互 の 連 携 の 拡 大 に 努 め る 。 な お ， 事 前 伐 採 等 の 実 施 に

当 た っ ては ， 市 町 と の 協 力 に努 め る 。  

 

６  防災上重要な建物の整備   

地 震 発 生時 に 、応 急 救 護 に 関す る 病 院 を は じ め 、避 難 場 所 と な る 学 校施 設 等 に つ い て は、

災 害 後 の救 命 活 動 や 避 難 活 動等 に 直 接 大 き な 影 響を 与 え る こ と か ら 、施 設 の 耐 震 性 の 向 上、

設 備 面 での 拠 点 機 能 の 強 化 を図 る 必 要 が あ る 。  

（ １ ） 病院 施 設 の 整 備  

ア  地 震発 生 後 の 医 療 救 護 機能 を 維 持 す る た め、「 建 築 物 の 耐 震 改 修 の促 進 に 関 す る

法 律 」 に 基 づ き 必 要 に 応 じ 病 院 施 設 の 耐 震 改 修 と 設 備 の 更 新 を 促 進 し 、 地 域 の 医

療 救 護 所と 有 機 的 に 連 携 し た医 療 活 動 の 迅 速 、 的確 化 を 図 る 。  

イ  災 害 拠 点 病 院 に 指 定 さ れ て い る 市 立 病 院 は 、 診 療 設 備 等 の 整 備 と 医 薬 品 の 備 蓄

を 図 る 。  

ウ  発 災 後 に お け る 医 療 救 護 活 動 を 迅 速 か つ 円 滑 に 実 施 す る た め 、 医 療 救 護 所 の 整

備 及 び 応急 救 護 医 薬 品 等 の 備蓄 に 努 め 、 常 に 点 検を 行 っ て お く 。  

（ ２ ） 学校 施 設 の 整 備  

ア  学 校 に お い て は 、第一 義 に 地 震 災 害 か ら 児 童・生 徒 の 安 全 確 保 を図 る と と も に、

学 校 が 拠 点 避 難 場 所 と な る 役 割 も 考 慮 し 、 計 画 的 に 耐 震 性 の 強 化 及 び 防 災 機 能 の

整 備 を 行う 。  

イ  校 舎 内 外 の 施 設 ・ 設 備 、 防 火 施 設 等 に つ い て 安 全 総 点 検 を 定 期 又 は 随 時 に 実 施

し 、 落 下や 転 倒 防 止 措 置 等 の安 全 対 策 を 講 ず る 。  

ウ  災 害 時 に 備 え て 、Ｆ Ａ Ｘ 通 信 や パ ソ コ ン ネ ッ ト ワ ー ク な ど 、学 校 と 災 害 対 策 本

部 (教 育 委 員 会 )等 と の 間 の 多 チ ャ ン ネ ル の 情 報 連 絡 体 制 と 手 段 の 整 備 を 図 る 。  

エ  平 時 の 熱 中 症 対 策 と 併 せ 、 災 害 時 の 避 難 所 生 活 環 境 の 向 上 の た め 、 学 校 体 育 館

等 へ の 空調 設 備 の 整 備 を 推 進す る 。  

（ ３ ） 社会 教 育 ・ 体 育 施 設 等公 共 建 築 物 の 整 備  

ア  社 会 教 育 ・ 体 育 施 設 等 の 公 共 建 築 物 を 利 用 す る 市 民 の 生 命 の 安 全 を 守 り 、 ま た

公 民 館 は災 害 時 に は 避 難 場 所と な る こ と か ら、「 建 築 物 の 耐 震 改 修 の 促進 に 関 す る

法 律」に 基 づ き 、昭 和 56 年 以 前 に 建 て ら れ た 建物 に つ い て 、計画 的 に 施 設 の 耐 震

改 修 及 び防 災 機 能 の 整 備 を 進め る 。  
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イ  施 設 、 設 備 の 安 全 総 点 検 を 定 期 的 に 実 施 し 、 落 下 や 転 倒 防 止 等 の 安 全 対 策 を 講

ず る 。  

（ ４ ） 福祉 施 設 の 整 備  

ア  社 会 福 祉 施 設 の 入 所 者 等で 自 力 に よ る 避 難 が困 難 な 者 を 地 震 か ら守 る た め 、「 建

築 物 の 耐 震 改 修 の 促 進 に 関 す る 法 律 」 に 基 づ き 必 要 に 応 じ 福 祉 施 設 の 耐 震 改 修 等

を 進 め る。  

イ  施 設 内 外 の 安 全 点 検 を 定 期 的 に 実 施 し 、 転 倒 防 止 、 ガ ラ ス の 飛 散 防 止 等 の 安 全

措 置 を 講ず る 。  

   ウ  ス プ リ ン ク ラ ー 設備 の 設 置 促 進 等 に よる 防 火 対 策 を 講 ず る。  

（ ５ ） 災害 情 報 収 集 及 び 救 援、 救 護 の た め の 公 共建 物 の 番 号 表 示  

地 震 発 生 後 の ヘ リ コ プ タ ー 等 に よ る 空 か ら の 情 報 収 集 や 救 援 、 救 護 活 動 を 迅 速 か つ 的

確 に 行 う た め 、 市 役 所 及 び 小 ・ 中 学 校 等 の 公 共 建 物 の 屋 上 に 建 物 を 識 別 す る 番 号 を 表 示

す る 。  

①   表 示対 象 建 物  

ア  市 庁舎 １ 箇 所   小 学校 48 校   旧 小 ・ 中 学 校８ 校   中 学 校 21 校   小 中 学 校 ６ 校   

計 81 箇 所  

イ  原 則と し て 、 建 物 の 陸 屋根 部 分 に 表 示 す る 。  

②   表 示内 容  

ア  市 町村 番 号 （ 金 沢 市 は １番 ）、 建 物 番 号 、 方位 を 表 示 す る 。  

イ  数 字及 び 文 字 の 書 体 は、「 航 空 法 施 行 規 則 」に 基 づく「 指 示 標 識 」を 採用 す る も

の と す る。 寸 法 は 、 縦 ７ ｍ を基 本 と し 、 縦 、 横 の比 率 は 3： 1 と す る 。  

ウ  数 字の 方 位 は 、 原 則 と して 北 方 向 と す る 。  

エ  色 は、 原 則 と し て 白 色 とし 、 縁 取 り は し な い。  

オ  方 向標 示 を 付 加 す る 。 寸法 、 色 は 数 字 に 準 ずる 。  

③   番 号の 付 け 方  

ア  市 庁舎 を ０ 番 と す る 。  

イ  小 、中 学 校 は 混 合 と し 、北 部（ 浅 野 川 以 北）、中 部（浅 野 川 以 南 ～犀 川 以 北 ）、南

部 （ 犀 川以 南 ） の 各 区 域 に 、北 か ら 順 に 一 連 番 号を 付 け る （ 空 き 番 号あ り ）。  

【 参 照 】資 料 13 公 共 建 物番 号 表 示 一 覧 表  

 

７  市有施設の整備   

災 害 対 策 本 部 や 防 災 活 動 拠 点 あ る い は 市 民 の 避 難 場 所 と な る 市 庁 舎 そ の 他 の 市 有 施 設 に

つ い て 、 そ れ ぞ れ の 機 能 を 確 保 す る た め 、 耐 震 診 断 を 実 施 し 、 計 画 的 な 改 築 、 耐 震 補 強 整

備 等 を 進め る 。  

（ １ ） 市有 施 設 の 耐 震 診 断 の実 施  

防 災 拠 点 及 び 避 難 施 設 と な る 施 設 並 び に 不 特 定 多 数 の 市 民 が 利 用 す る 施 設 の う ち 、 昭

和 56 年 以 前 に 建 て ら れ た 建物 に つ い て 、 耐 震 診断 を 実 施 し た 。  

イ  施 設 、 設 備 の 安 全 総 点 検 を 定 期 的 に 実 施 し 、 落 下 や 転 倒 防 止 等 の 安 全 対 策 を 講

ず る 。  

（ ４ ） 福祉 施 設 の 整 備  

ア  社 会 福 祉 施 設 の 入 所 者 等で 自 力 に よ る 避 難 が困 難 な 者 を 地 震 か ら守 る た め 、「 建

築 物 の 耐 震 改 修 の 促 進 に 関 す る 法 律 」 に 基 づ き 必 要 に 応 じ 福 祉 施 設 の 耐 震 改 修 等

を 進 め る。  

イ  施 設 内 外 の 安 全 点 検 を 定 期 的 に 実 施 し 、 転 倒 防 止 、 ガ ラ ス の 飛 散 防 止 等 の 安 全

措 置 を 講ず る 。  

   ウ  ス プ リ ン ク ラ ー 設備 の 設 置 促 進 等 に よる 防 火 対 策 を 講 ず る。  

（ ５ ） 災害 情 報 収 集 及 び 救 援、 救 護 の た め の 公 共建 物 の 番 号 表 示  

地 震 発 生 後 の ヘ リ コ プ タ ー 等 に よ る 空 か ら の 情 報 収 集 や 救 援 、 救 護 活 動 を 迅 速 か つ的

確 に 行 う た め 、 市 役 所 及 び 小 ・ 中 学 校 等 の 公 共 建 物 の 屋 上 に 建 物 を 識 別 す る 番 号 を 表 示

す る 。  

①   表 示対 象 建 物  

ア  市 庁舎 １ 箇 所   小 学校 48 校   旧 小 ・ 中 学 校８ 校   中 学 校 21 校   小 中 学 校 ６ 校   

計 81 箇 所  

イ  原 則と し て 、 建 物 の 陸 屋根 部 分 に 表 示 す る 。  

②   表 示内 容  

ア  市 町村 番 号 （ 金 沢 市 は １番 ）、 建 物 番 号 、 方位 を 表 示 す る 。  

イ  数 字及 び 文 字 の 書 体 は、「 航 空 法施 行 規 則」に 基 づ く「 指 示 標 識」を 採 用 す る も

の と す る。 寸 法 は 、 縦 ７ ｍ を基 本 と し 、 縦 、 横 の比 率 は 3： 1 と す る 。  

ウ  数 字の 方 位 は 、 原 則 と して 北 方 向 と す る 。  

エ  色 は、 原 則 と し て 白 色 とし 、 縁 取 り は し な い。  

オ  方 向標 示 を 付 加 す る 。 寸法 、 色 は 数 字 に 準 ずる 。  

③   番 号の 付 け 方  

ア  市 庁舎 を ０ 番 と す る 。  

イ  小 、中 学 校は 混 合 と し 、北 部（ 浅 野 川 以 北）、中 部（ 浅 野 川 以 南～ 犀 川 以 北 ）、南

部 （ 犀 川以 南 ） の 各 区 域 に 、北 か ら 順 に 一 連 番 号を 付 け る （ 空 き 番 号あ り ）。  

【 参 照 】資 料 13 公 共 建 物番 号 表 示 一 覧 表  

 

７  市有施設の整備   

災 害 対 策 本 部 や 防 災 活 動 拠 点 あ る い は 市 民 の 避 難 場 所 と な る 市 庁 舎 そ の 他 の 市 有 施 設 に

つ い て 、 そ れ ぞ れ の 機 能 を 確 保 す る た め 、 耐 震 診 断 を 実 施 し 、 計 画 的 な 改 築 、 耐 震 補 強 整

備 等 を 進め る 。  

（ １ ） 市有 施 設 の 耐 震 診 断 の実 施  

防 災 拠 点 及 び 避 難 施 設 と な る 施 設 並 び に 不 特 定 多 数 の 市 民 が 利 用 す る 施 設 の う ち 、昭

和 56 年 以 前 に 建 て ら れ た 建物 に つ い て 、 耐 震 診断 を 実 施 し た 。  
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表 ２ － ９－ ４   市 有 施 設 耐 震診 断 実 施 状 況 （ 小 中学 校 施 設 を 除 く。）  

 7 年 度  8 年 度  9 年 度  10 年 度  11 年 度  12 年 度  計  

 防 災 拠 点 施 設       2      10       4       2        18  

 避 難 施 設       10       8       5       8       7      38  

 不 特 定 多 数 施 設        2       3       1         6  

合  
計  

 施 設 数       2      22      15       8      8       7      62  

面 積 (㎡ )   9,31 4   49, 68 9   30, 52 4   28, 20 0    5, 17 4    4, 44 0  127, 34 1  

（ ２ ） 市庁 舎 の 防 災 基 盤 整 備事 業  

・  平 成  8 年 度 ･････ 自 家 発 電 ・ 給 水 ・ 災 害 無線 ・ 受 変 電 設 備 、 エレ ベ ー タ ー  

  の 耐 震 化  

・  平 成  9 年 度 ･････ 消 火 設 備 用 配 管 、 ガ ス 配管 の 耐 震 化  

・  平成 10 年 度 ･････ 井 戸 用 電 源 の 非 常 電 源 対応 改 修  

・  平成 17 年 度 ･････ 耐 震 詳 細 診 断  

・  平成 18 年 度 ･････ 市庁舎耐震改修検討チームの立ち上げ、工法調査 

・  平成 19 年 度 ･････ 耐 震 補 強 に 係 る 設 備 更 新調 査  

・  平成 20 年 度 ･････ 耐 震 化 整 備 方 針 の 策 定  

・  平成 21 年 度 ･････ 耐 震 化 基 本 計 画 の 策 定  

・  平成 22 年 度 ･････ 耐 震 補 強 工 事 基 本 設 計  

・  平成 23 年 度 ･････ 耐 震 補 強 工 事 実 施 設 計  

・  平成 24 年 度 ･････ 耐 震 改 修 工 事 着 手  

    ・  平 成 26 年 度 ･････ 耐震 改 修 工 事 完了  

（ ３ ） 消防 施 設 の 耐 震 化  

・  平成 9～ 11 年 度 ･･･耐 震 補 強 工 事 （ 駅 西 消 防署 他 4 署 所 ）  

                  非 常 電 源 設 備 整 備 （ 鳴 和出 張 所 他 5 署 所 ）  

・  平成 14 年 度 ･････ 泉 野 出 張 所 移 転 新 築  

・  平成 16 年 度 ･････ 本 部 ・ 中 央 消 防 署 移 転 新築  

・  平成 19 年 度 ･････ 中 央 消 防 署 味 噌 蔵 出 張 所新 築  

    ・  平 成 23 年 度 ･････ 駅西 消 防 署 小 坂出 張 所 移 転 新 築  

    ・  平 成 28 年 度 ･････ 金石 消 防 署 臨 港出 張 所 移 転 新 築  

・  令 和  元 年 度 ･････ 中 央 消 防 署 小 立 野 出 張 所移 転 新 築  

（ ４ ） その 他 公 共 施 設 の 耐 震化  

市 民 芸 術 村 、 松 ケ 枝 福 祉 館 、 駅 西 福 祉 健 康 セ ン タ ー 、 元 町 福 祉 健 康 セ ン タ ー 、 此 花 会

館 、 総 合体 育 館 、 湯 涌 農 村 環境 改 善 セ ン タ ー な どの 耐 震 補 強 工 事 を 実施 。  

今 後 計 画   耐 震 診 断 に 基 づ き計 画 的 な 施 設 の 耐 震補 強 を 進 め る 。  

こ の ほ か、 ガ ラ ス 飛 散 防 止 、ロ ッ カ ー 等 の 転 倒 防止 対 策 等 を 講 ず る 。  

（ ５ ） その 他 公 共 施 設 の 非 常用 電 源 整 備  

  災 害 時 、 防 災 拠 点 施 設 や 避 難 場 所 に 太 陽 光 発 電 設 備 を 設 置 し 、 照 明 や コ ン セ ン ト 等 に

表 ２ － ９－ ４   市 有 施 設 耐 震診 断 実 施 状 況 （ 小 中学 校 施 設 を 除 く。）  

 7 年 度  8 年 度  9 年 度  10 年 度  11 年 度  12 年 度  計  

 防 災 拠 点 施 設       2      10       4       2        18  

 避 難 施 設       10       8       5       8       7      38  

 不 特 定 多 数 施 設        2       3       1         6  

合  
計  

 施 設 数       2      22      15       8      8       7      62  

面 積 (㎡ )   9,31 4   49, 68 9   30, 52 4   28, 20 0    5, 17 4    4, 44 0  127, 34 1  

（ ２ ） 市庁 舎 の 防 災 基 盤 整 備事 業  

・  平 成  8 年 度 ･････ 自 家 発 電 ・ 給 水 ・ 災 害 無線 ・ 受 変 電 設 備 、 エレ ベ ー タ ー  

  の 耐 震 化  

・  平 成  9 年 度 ･････ 消 火 設 備 用 配 管 、 ガ ス 配管 の 耐 震 化  

・  平成 10 年 度 ･････ 井 戸 用 電 源 の 非 常 電 源 対応 改 修  

・  平成 17 年 度 ･････ 耐 震 詳 細 診 断  

・  平成 18 年 度 ･････ 市庁舎耐震改修検討チームの立ち上げ、工法調査 

・  平成 19 年 度 ･････ 耐 震 補 強 に 係 る 設 備 更 新調 査  

・  平成 20 年 度 ･････ 耐 震 化 整 備 方 針 の 策 定  

・  平成 21 年 度 ･････ 耐 震 化 基 本 計 画 の 策 定  

・  平成 22 年 度 ･････ 耐 震 補 強 工 事 基 本 設 計  

・  平成 23 年 度 ･････ 耐 震 補 強 工 事 実 施 設 計  

・  平成 24 年 度 ･････ 耐 震 改 修 工 事 着 手  

    ・  平 成 26 年 度 ･････ 耐震 改 修 工 事 完了  

（ ３ ） 消防 施 設 の 耐 震 化  

・  平成 9～ 11 年 度 ･･･耐 震 補 強 工 事 （ 駅 西 消 防署 他 4 署 所 ）  

                  非 常 電 源 設 備 整 備 （ 鳴 和出 張 所 他 5 署 所 ）  

・  平成 14 年 度 ･････ 泉 野 出 張 所 移 転 新 築  

・  平成 16 年 度 ･････ 本 部 ・ 中 央 消 防 署 移 転 新築  

・  平成 19 年 度 ･････ 中 央 消 防 署 味 噌 蔵 出 張 所新 築  

    ・  平 成 23 年 度 ･････ 駅西 消 防 署 小 坂出 張 所 移 転 新 築  

    ・  平 成 28 年 度 ･････ 金石 消 防 署 臨 港出 張 所 移 転 新 築  

・  令 和  元 年 度 ･････ 中 央 消 防 署 小 立 野 出 張 所移 転 新 築  

（ ４ ） その 他 公 共 施 設 の 耐 震化  

市 民 芸 術 村 、 松 ケ 枝 福 祉 館 、 駅 西 福 祉 健 康 セ ン タ ー 、 元 町 福 祉 健 康 セ ン タ ー 、 此 花会

館 、 総 合体 育 館 、 湯 涌 農 村 環境 改 善 セ ン タ ー な どの 耐 震 補 強 工 事 を 実施 。  

今 後 計 画   耐 震 診 断 に 基 づ き計 画 的 な 施 設 の 耐 震補 強 を 進 め る 。  

こ の ほ か、 ガ ラ ス 飛 散 防 止 、ロ ッ カ ー 等 の 転 倒 防止 対 策 等 を 講 ず る 。  

（ ５ ） その 他 公 共 施 設 の 非 常用 電 源 整 備  

  災 害 時 、 防 災 拠 点 施 設 や 避 難 場 所 に 太 陽 光 発 電 設 備 を 設 置 し 、 照 明 や コ ン セ ン ト 等 に
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使 用 で きる よ う 整 備 を 実 施 。  

  今 後も 計 画 的 に 非 常 用 電源 と し て 順 次 整 備 を進 め る 。  

表 ２ － ９－ ５   防 災 拠 点 施 設 ・ 避 難 場 所  太 陽 光 発 電 設 備 導 入 状 況  

導 入 場 所  

太 陽 光  蓄 電 池  非 常 時 使用 可 能 負 荷  

発 電 容 量  容 量  照 明  コ ン セ ント  

（ ｋ W）  （ kWh）  昼 間  夜 間  昼 間  夜 間  

額 谷 ふ れあ い 体 育 館  20 10 ○  ○  ○  ○  

大 桑 防 災拠 点 広 場  100 48 ○  ○  －  －  

鞍 月 小 学校  10 －  ○  －  ○  －  

紫 錦 台 中学 校  10 5.5 ○  ○  ○  ○  

米 丸 交 流広 場  11 12.6 ○  ○  －  －  

泉 小 学 校  10 5 ○  ○  ○  ○  

城 東 市 民体 育 館  10 4.2 ○  ○  ○  ○  

金 沢 プ ール  60 －  ○  －  ○  －  

森 山 町 小学 校  ８  10 －  －  〇  〇  

泉 小 学 校  13 10 〇  〇  〇  〇  

（ 追 加 ）        

（ ６ ） 廃棄 物 処 理 施 設 の 整 備  

災 害 の 応 急 対 策 や 復 旧 対 策 に は 、 廃 棄 物 処 理 施 設 の 確 保 は 不 可 欠 な も の で あ り 、 清 掃

工 場 や 埋 立 場 の 耐 震 力 向 上 、 自 立 機 能 の 強 化 、 計 画 的 整 備 更 新 な ど 、 非 常 時 に も 安 定 し

た 機 能 を保 持 す る 施 設 改 良 に努 め る 。  

（ ７ ） 防災 資 機 材 の 整 備  

地 震 発 生 後 に お け る 災 害 の 拡 大 を 防 ぐ た め 、 各 施 設 に お い て 災 害 応 急 復 旧 活 動 に 必 要

な 資 機 材の 整 備 に 努 め る 。  

 

８  災害防止事業   

地 震 発 生時 に お け る 地 す べ り、山 崩 れ 、土 石 流、が け 崩 れ 、急 傾 斜 地崩 壊 、洪 水 、液 状化

等 の 災 害 を 防 止 、 軽 減 す る た め 、 県 及 び 市 は 、 危 険 地 区 の 現 況 把 握 に 基 づ き 、 障 害 物 の 除

去 及 び 防御 擁 壁 等 の 防 止 施 設の 整 備 を 促 進 し 、 防災 機 能 向 上 の た め の啓 発 、 指 導 を 行 う 。  

（ １ ） 地す べ り 、 治 山 、 土 石流 等 災 害 防 止 事 業 （県 事 業 等 ） の 促 進  

地 す べ り 、 山 崩 れ 、 土 石 流 の 発 生 が 予 測 さ れ る 地 域 に お い て は 、 県 と 合 同 で 危 険 箇 所

の 警 戒 パ ト ロ ー ル を 実 施 す る と と も に 、 災 害 を 未 然 に 防 止 す る 地 す べ り 防 止 、 治 山 、 土

石 流 防 止等 の 国 、 県 事 業 の 促進 を 図 る 。  

（ ２ ） 市が 実 施 、 支 援 す る 災害 防 止 事 業  

①   斜 面緑 地 保 全 対 策 の 推 進  

本 市 の 起 伏 あ る 地 形 が つ く る 緑 豊 か な 斜 面 緑 地 を 保 存 ・ 育 成 し 、 防 災 機 能 を 確 保

使 用 で きる よ う 整 備 を 実 施 。  

  今 後も 計 画 的 に 非 常 用 電源 と し て 順 次 整 備 を進 め る 。  

表 ２ － ９－ ５   防 災 拠 点 施 設 ・ 避 難 場 所  太 陽 光 発 電 設 備 導 入 状 況  

導 入 場 所  

太 陽 光  蓄 電 池  非 常 時 使用 可 能 負 荷  

発 電 容 量  容 量  照 明  コ ン セ ント  

（ ｋ W）  （ kWh）  昼 間  夜 間  昼 間  夜 間  

額 谷 ふ れあ い 体 育 館  20 10 ○  ○  ○  ○  

大 桑 防 災拠 点 広 場  100 48 ○  ○  －  －  

鞍 月 小 学校  10 －  ○  －  ○  －  

紫 錦 台 中学 校  10 5.5 ○  ○  ○  ○  

米 丸 交 流広 場  11 12.6 ○  ○  －  －  

泉 小 学 校  10 5 ○  ○  ○  ○  

城 東 市 民体 育 館  10 4.2 ○  ○  ○  ○  

金 沢 プ ール  60 －  ○  －  ○  －  

森 山 町 小学 校  ８  10 －  －  〇  〇  

泉 中 学 校  13 10 〇  〇  〇  〇  

朝 霧 台 小学 校  21 22 ○  ○  ○  ○  

（ ６ ） 廃棄 物 処 理 施 設 の 整 備  

災 害 の 応 急 対 策 や 復 旧 対 策 に は 、 廃 棄 物 処 理 施 設 の 確 保 は 不 可 欠 な も の で あ り 、 清掃

工 場 や 埋 立 場 の 耐 震 力 向 上 、 自 立 機 能 の 強 化 、 計 画 的 整 備 更 新 な ど 、 非 常 時 に も 安 定 し

た 機 能 を保 持 す る 施 設 改 良 に努 め る 。  

（ ７ ） 防災 資 機 材 の 整 備  

地 震 発 生 後 に お け る 災 害 の 拡 大 を 防 ぐ た め 、 各 施 設 に お い て 災 害 応 急 復 旧 活 動 に 必要

な 資 機 材の 整 備 に 努 め る 。  

 

８  災害防止事業   

地 震 発 生時 に お け る 地 す べ り 、山 崩れ 、土 石 流 、が け 崩れ 、急 傾 斜 地崩 壊 、洪 水 、液 状 化

等 の 災 害 を 防 止 、 軽 減 す る た め 、 県 及 び 市 は 、 危 険 地 区 の 現 況 把 握 に 基 づ き 、 障 害 物 の 除

去 及 び 防御 擁 壁 等 の 防 止 施 設の 整 備 を 促 進 し 、 防災 機 能 向 上 の た め の啓 発 、 指 導 を 行 う 。  

（ １ ） 地す べ り 、 治 山 、 土 石流 等 災 害 防 止 事 業 （県 事 業 等 ） の 促 進  

地 す べ り 、 山 崩 れ 、 土 石 流 の 発 生 が 予 測 さ れ る 地 域 に お い て は 、 県 と 合 同 で 危 険 箇所

の 警 戒 パ ト ロ ー ル を 実 施 す る と と も に 、 災 害 を 未 然 に 防 止 す る 地 す べ り 防 止 、 治 山 、 土

石 流 防 止等 の 国 、 県 事 業 の 促進 を 図 る 。  

（ ２ ） 市が 実 施 、 支 援 す る 災害 防 止 事 業  

①   斜 面緑 地 保 全 対 策 の 推 進  

本 市 の 起 伏 あ る 地 形 が つ く る 緑 豊 か な 斜 面 緑 地 を 保 存 ・ 育 成 し 、 防 災 機 能 を 確 保
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す る た め 、 「 金 沢 市 斜 面 緑 地 保 全 条 例 」 に 基 づ き 、 基 本 計 画 を 策 定 し 、 保 全 区 域 を

指 定 し 、 緑 地 保 全 対 策 を 進 め 、 都 市 防 災 事 業 を 実 施 す る と と も に 、 必 要 が あ れ ば 技

術 的 ・ 財政 的 援 助 を し 、 保 全区 域 内 の 土 地 を 買 い取 る 。  

②   急 傾斜 地 等 防 災 対 策 事 業  

急 傾 斜 地 崩 壊 危 険 区 域 の 指 定 を 促 進 し 、 擁 壁 、 土 留 、 排 水 路 施 設 な ど の 防 災 施 設

の 整 備 を図 る 。  

③   が け地 防 災 工 事 事 業  

が け 崩 れ に よ る 災 害 を 防 止 す る た め 、 補 助 制 度 を 充 実 し 、 が け 地 の 防 災 工 事 の 促

進 を 図 る。  

〔 が け 地防 災 工 事 費 等 補 助 〕  

ア  3／ 4 補 助 … 本 市 管 理 の道 路・河 川 等 の 公 共施 設 に 被 害 を 及 ぼ すお そ れ が あ る 場

合  

 補 助 限度 額  工 事 設 計 費 ：  100 万 円  

       本 体 工 事 費 ：限 度 額 な し  

イ  1／ 2 補 助 … 個 人 の 既 存住 宅 に 被 害 を 及 ぼ すお そ れ が あ る 場 合  

 補 助 限度 額  工 事 設 計 費 ：  75 万 円  

       本 体 工 事 費 ：  600 万 円  

  ※ 地盤 調 査 費 は 上 記 条 件に 関 係 な く 3／ 4 補 助  限 度 額 100 万円  

④   が け地 近 接 等 危 険 住 宅 移転 事 業  

昭 和 45 年 6 月 30 日 以 前 に 建築 さ れ た 危 険 な が け地 に 隣 接 す る 個 人 の住 宅 が 、 安

全 な 場 所 （ 本 市 域 内 に 限 る ） へ 移 転 す る た め の 住 宅 の 取 り 壊 し 費 用 の 一 部 を 支 援 す

る 。  

⑤   液 状化 、 軟 弱 地 盤 対 策 の推 進  

地 震 の 液 状 化 が 予 想 さ れ る 地 域 及 び 軟 弱 地 盤 地 域 に お い て は 、 建 築 物 の 被 害 を 未

然 に 防 止 す る た め 、 「 金 沢 市 液 状 化 危 険 度 予 測 図 」 な ど に よ り 地 盤 の 液 状 化 等 に 関

す る 知 識の 普 及 に 努 め 、 必 要な 対 策 を 講 ず る よ う指 導 す る 。  

ま た 、 上・ 下 水 道 の ラ イ フ ライ ン 施 設 に つ い て は、 施 設 の 耐 震 力 強 化を 進 め る 。  

⑥   た め池 等 農 業 用 施 設 に よる 洪 水 危 険 箇 所  

農 業 用 ダ ム 、 た め 池 な ど の 農 業 用 施 設 の 管 理 者 は 、 常 に 管 理 点 検 を 行 い 、 必 要 な

防 災 対 策を 講 ず る 。  

⑦   危 険ブ ロ ッ ク 塀 等 改 善 対策 事 業  

道 路 に 面す る 危 険 な ブ ロ ッ ク塀 、 石 塀 等 の 除 去 に対 し 助 成 を 行 う 。  

９  積雪・寒冷対策   

積 雪 ・ 寒 冷 期 に お い て 地 震 が 発 生 し た 場 合 、 他 の 季 節 に 発 生 す る 地 震 災 害 に 比 べ て 、 積

雪 に よ る 被 害 の 拡 大 や 避 難 場 所 、 避 難 路 の 確 保 等 に 支 障 を 生 じ る こ と が 懸 念 さ れ る 。 こ の

た め 、市 は、県 及 び 防 災 関 係機 関 と 連 携 し て 積 雪・寒 冷 対 策 を 推 進 する こ と に よ り 、積 雪・

寒 冷 期 にお け る 地 震 災 害 の 軽減 に 努 め る 。  

す る た め 、 「 金 沢 市 斜 面 緑 地 保 全 条 例 」 に 基 づ き 、 基 本 計 画 を 策 定 し 、 保 全 区 域 を

指 定 し 、 緑 地 保 全 対 策 を 進 め 、 都 市 防 災 事 業 を 実 施 す る と と も に 、 必 要 が あ れ ば 技

術 的 ・ 財政 的 援 助 を し 、 保 全区 域 内 の 土 地 を 買 い取 る 。  

②   急 傾斜 地 等 防 災 対 策 事 業  

急 傾 斜 地 崩 壊 危 険 区 域 の 指 定 を 促 進 し 、 擁 壁 、 土 留 、 排 水 路 施 設 な ど の 防 災 施 設

の 整 備 を図 る 。  

③   が け地 防 災 工 事 事 業  

が け 崩 れ に よ る 災 害 を 防 止 す る た め 、 補 助 制 度 を 充 実 し 、 が け 地 の 防 災 工 事 の 促

進 を 図 る。  

〔 が け 地防 災 工 事 費 等 補 助 〕  

ア  3／ 4 補 助 … 本 市 管 理 の道 路・河 川 等 の 公 共施 設 に 被 害 を 及 ぼ すお そ れ が あ る 場

合  

 補 助 限度 額  工 事 設 計 費 ：  100 万 円  

       本 体 工 事 費 ：限 度 額 な し  

イ  1／ 2 補 助 … 個 人 の 既 存住 宅 に 被 害 を 及 ぼ すお そ れ が あ る 場 合  

 補 助 限度 額  工 事 設 計 費 ：  75 万 円  

       本 体 工 事 費 ：  600 万 円  

  ※ 地盤 調 査 費 は 上 記 条 件に 関 係 な く 3／ 4 補 助  限 度 額 100 万円  

④   が け地 近 接 等 危 険 住 宅 移転 事 業  

昭 和 45 年 6 月 30 日 以 前 に 建築 さ れ た 危 険 な が け地 に 隣 接 す る 個 人 の住 宅 が 、 安

全 な 場 所 （ 本 市 域 内 に 限 る ） へ 移 転 す る た め の 住 宅 の 取 り 壊 し 費 用 の 一 部 を 支 援 す

る 。  

⑤   液 状化 、 軟 弱 地 盤 対 策 の推 進  

地 震 の 液 状 化 が 予 想 さ れ る 地 域 及 び 軟 弱 地 盤 地 域 に お い て は 、 建 築 物 の 被 害 を 未

然 に 防 止 す る た め 、 「 金 沢 市 液 状 化 危 険 度 予 測 図 」 な ど に よ り 地 盤 の 液 状 化 等 に 関

す る 知 識の 普 及 に 努 め 、 必 要な 対 策 を 講 ず る よ う指 導 す る 。  

ま た 、 上・ 下 水 道 の ラ イ フ ライ ン 施 設 に つ い て は、 施 設 の 耐 震 力 強 化を 進 め る 。  

⑥   た め池 等 農 業 用 施 設 に よる 洪 水 危 険 箇 所  

農 業 用 ダ ム 、 た め 池 な ど の 農 業 用 施 設 の 管 理 者 は 、 常 に 管 理 点 検 を 行 い 、 必 要 な

防 災 対 策を 講 ず る 。  

⑦   危 険ブ ロ ッ ク 塀 等 改 善 対策 事 業  

道 路 に 面す る 危 険 な ブ ロ ッ ク塀 、 石 塀 等 の 除 去 に対 し 助 成 を 行 う 。  

９  積雪・寒冷対策   

積 雪 ・ 寒 冷 期 に お い て 地 震 が 発 生 し た 場 合 、 他 の 季 節 に 発 生 す る 地 震 災 害 に 比 べ て 、 積

雪 に よ る 被 害 の 拡 大 や 避 難 場 所 、 避 難 路 の 確 保 等 に 支 障 を 生 じ る こ と が 懸 念 さ れ る 。 こ の

た め 、市 は 、県 及 び 防 災 関 係機 関 と 連 携 し て 積 雪・寒 冷 対 策 を 推 進 する こ と に よ り 、積 雪・

寒 冷 期 にお け る 地 震 災 害 の 軽減 に 努 め る 。  
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（ １ ） 積雪 対 策 の 推 進  

積 雪 期 に お け る 地 震 対 策 は 、 除 排 雪 体 制 の 整 備 、 雪 に 強 い ま ち づ く り な ど 、 総 合 的 ・

長 期 的 な雪 対 策 の 推 進 に よ り確 立 さ れ る 。  

こ の た め 、 市 は 、 県 及 び 防 災 関 係 機 関 と 相 互 に 協 力 し て 実 効 あ る 雪 対 策 の 確 立 と 雪 害

の 防 止 に努 め る 。  

（ ２ ） 交通 の 確 保  

①  道 路交 通 の 確 保  

地 震 発 生 時 に は 、 防 災 関 係 機 関 の 行 う 緊 急 輸 送 等 の 災 害 応 急 対 策 の 円 滑 な 実 施 を

図 る た め、 道 路 交 通 の 緊 急 確保 を 図 る こ と が 重 要で あ る 。  

こ の た め 、 市 を は じ め と す る 道 路 管 理 者 は 、 除 雪 対 策 を 強 化 し 、 日 常 生 活 道 路 の

確 保 を 含め た 面 的 な 道 路 交 通確 保 対 策 を 推 進 す る。  

ア  除 雪体 制 の 強 化  

・  道 路 管 理 者 は 、 一 般 国 道 、 県 道 、 市 町 道 及 び 高 速 自 動 車 道 の 整 合 の と れ た 除

雪 体 制 を強 化 す る た め 、 相 互の 緊 密 な 連 携 の 下 に除 雪 計 画 を 策 定 す る。  

・  道 路 管 理 者 は 、 効 率 的 な 除 雪 を 行 う た め 、 地 形 や 積 雪 の 状 況 な ど 自 然 条 件 に

適 合 し た除 雪 機 械 等 の 配 備 に努 め る 。  

イ  積 雪寒 冷 地 に 適 し た 道 路整 備 の 促 進  

・  道 路管 理 者 は 、 冬 期 交 通の 確 保 を 図 る た め の道 路 整 備 を 促 進 す る。  

・  道 路 管 理 者 は 、 雪 崩 等 に よ る 交 通 障 害 を 予 防 す る た め 、 ス ノ ー シ ェ ッ ド 、 雪

崩 防 止 柵等 雪 施 設 の 整 備 を 促進 す る 。  

②  航 空輸 送 の 確 保  

地 震 に よ る 道 路 交 通 の 一 時 的 な 麻 痺 に よ り 、 豪 雪 山 間 地 で は 孤 立 す る 集 落 が 発 生

す る こ と が 予 想 さ れ る 。 市 は 、 県 及 び 防 災 関 係 機 関 に 協 力 を 求 め 、 孤 立 集 落 に 対 す

る ヘ リ コプ タ ー 等 に よ る 航 空輸 送 の 確 保 を 図 る 。  

ま た 、 市 は 、 孤 立 が 予 想 さ れ る 集 落 の 臨 時 離 着 陸 場 の 確 保 を 促 進 す る と と も に 、

除 雪 体 制の 強 化 を 図 る 。  

（ ３ ） 雪に 強 い ま ち づ く り の推 進  

①  家 屋倒 壊 の 防 止  

市 は 、 住 宅 の 耐 震 性 を 確 保 し 、 屋 根 雪 荷 重 の 増 大 に よ る 地 震 時 の 家 屋 倒 壊 等 を 防

止 す る ため 、 基 準 の 順 守 の 指導 等 に 努 め る 。  

ま た 、 自 力 で の 屋 根 雪 処 理 が 不 可 能 な 世 帯 に 対 し て 、 ボ ラ ン テ ィ ア の 協 力 体 制 な

ど 、 地 域の 相 互 扶 助 体 制 の 確立 を 図 る 。  

②  積 雪期 に お け る 避 難 場 所、 避 難 路 の 確 保  

市 は 、 流 雪 溝 等 融 雪 施 設 の 整 備 を 進 め る と と も に 、 避 難 所 、 避 難 路 の 確 保 に 努 め

る 。  

（ ４ ） 寒冷 対 策 の 推 進  

①  避 難所 対 策  

（ １ ） 積雪 対 策 の 推 進  

積 雪 期 に お け る 地 震 対 策 は 、 除 排 雪 体 制 の 整 備 、 雪 に 強 い ま ち づ く り な ど 、 総 合 的・

長 期 的 な雪 対 策 の 推 進 に よ り確 立 さ れ る 。  

こ の た め 、 市 は 、 県 及 び 防 災 関 係 機 関 と 相 互 に 協 力 し て 実 効 あ る 雪 対 策 の 確 立 と 雪害

の 防 止 に努 め る 。  

（ ２ ） 交通 の 確 保  

①  道 路交 通 の 確 保  

地 震 発 生 時 に は 、 防 災 関 係 機 関 の 行 う 緊 急 輸 送 等 の 災 害 応 急 対 策 の 円 滑 な 実 施 を

図 る た め、 道 路 交 通 の 緊 急 確保 を 図 る こ と が 重 要で あ る 。  

こ の た め 、 市 を は じ め と す る 道 路 管 理 者 は 、 除 雪 対 策 を 強 化 し 、 日 常 生 活 道 路 の

確 保 を 含め た 面 的 な 道 路 交 通確 保 対 策 を 推 進 す る。  

ア  除 雪体 制 の 強 化  

・  道 路 管 理 者 は 、 一 般 国 道 、 県 道 、 市 町 道 及 び 高 速 自 動 車 道 の 整 合 の と れ た 除

雪 体 制 を強 化 す る た め 、 相 互の 緊 密 な 連 携 の 下 に除 雪 計 画 を 策 定 す る。  

・  道 路 管 理 者 は 、 効 率 的 な 除 雪 を 行 う た め 、 地 形 や 積 雪 の 状 況 な ど 自 然 条 件 に

適 合 し た除 雪 機 械 等 の 配 備 に努 め る 。  

イ  積 雪寒 冷 地 に 適 し た 道 路整 備 の 促 進  

・  道 路管 理 者 は 、 冬 期 交 通の 確 保 を 図 る た め の道 路 整 備 を 促 進 す る。  

・  道 路 管 理 者 は 、 雪 崩 等 に よ る 交 通 障 害 を 予 防 す る た め 、 ス ノ ー シ ェ ッ ド 、 雪

崩 防 止 柵等 雪 施 設 の 整 備 を 促進 す る 。  

②  航 空輸 送 の 確 保  

地 震 に よ る 道 路 交 通 の 一 時 的 な 麻 痺 に よ り 、 豪 雪 山 間 地 で は 孤 立 す る 集 落 が 発 生

す る こ と が 予 想 さ れ る 。 市 は 、 県 及 び 防 災 関 係 機 関 に 協 力 を 求 め 、 孤 立 集 落 に 対 す

る ヘ リ コプ タ ー 等 に よ る 航 空輸 送 の 確 保 を 図 る 。  

ま た 、 市 は 、 孤 立 が 予 想 さ れ る 集 落 の 臨 時 離 着 陸 場 の 確 保 を 促 進 す る と と も に 、

除 雪 体 制の 強 化 を 図 る 。  

（ ３ ） 雪に 強 い ま ち づ く り の推 進  

①  家 屋倒 壊 の 防 止  

市 は 、 住 宅 の 耐 震 性 を 確 保 し 、 屋 根 雪 荷 重 の 増 大 に よ る 地 震 時 の 家 屋 倒 壊 等 を 防

止 す る ため 、 基 準 の 順 守 の 指導 等 に 努 め る 。  

ま た 、 自 力 で の 屋 根 雪 処 理 が 不 可 能 な 世 帯 に 対 し て 、 ボ ラ ン テ ィ ア の 協 力 体 制 な

ど 、 地 域の 相 互 扶 助 体 制 の 確立 を 図 る 。  

②  積 雪期 に お け る 避 難 場 所、 避 難 路 の 確 保  

市 は 、 流 雪 溝 等 融 雪 施 設 の 整 備 を 進 め る と と も に 、 避 難 所 、 避 難 路 の 確 保 に 努 め

る 。  

（ ４ ） 寒冷 対 策 の 推 進  

①  避 難所 対 策  
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市 は 、 避 難 施 設 に お け る 暖 房 等 の 需 要 の 増 大 が 予 想 さ れ る た め 、 電 源 を 要 し な い

暖 房 器 具、 燃 料 の ほ か 、 積 雪期 を 想 定 し た 資 機 材の 備 蓄 に 努 め る 。  

②  被 災者 及 び 避 難 者 対 策  

市 は 、 被災 者 及 び 避 難 者 に 対す る 防 寒 用 品 の 整 備、 備 蓄 に 努 め る 。  

ま た 、 応 急 仮 設 住 宅 は 、 積 雪 の た め 早 期 着 工 が 困 難 と な る こ と や 避 難 生 活 が 長 期

化 す る こ と が 予 想 さ れ る こ と か ら 、 被 災 者 、 避 難 者 の 生 活 確 保 の た め の 長 期 対 策 を

検 討 す る。  

（ ５ ） スキ ー 客 に 対 す る 対 策  

医 王 山 ス キ ー 場 で 大 規 模 な 地 震 が 発 生 し た 場 合 、 リ フ ト 、 ロ ッ ジ 等 の 損 壊 や 雪 崩 の 発

生 等 に よ り 、 多 数 の ス キ ー 客 の 被 災 が 懸 念 さ れ る た め 、 ス キ ー 場 利 用 客 の 安 全 確 保 対 策

を 整 備 する 。  

 

 

市 は 、 避 難 施 設 に お け る 暖 房 等 の 需 要 の 増 大 が 予 想 さ れ る た め 、 電 源 を 要 し な い

暖 房 器 具、 燃 料 の ほ か 、 積 雪期 を 想 定 し た 資 機 材の 備 蓄 に 努 め る 。  

②  被 災者 及 び 避 難 者 対 策  

市 は 、 被災 者 及 び 避 難 者 に 対す る 防 寒 用 品 の 整 備、 備 蓄 に 努 め る 。  

ま た 、 応 急 仮 設 住 宅 は 、 積 雪 の た め 早 期 着 工 が 困 難 と な る こ と や 避 難 生 活 が 長 期

化 す る こ と が 予 想 さ れ る こ と か ら 、 被 災 者 、 避 難 者 の 生 活 確 保 の た め の 長 期 対 策 を

検 討 す る。  

（ ５ ） スキ ー 客 に 対 す る 対 策  

医 王 山 ス キ ー 場 で 大 規 模 な 地 震 が 発 生 し た 場 合 、 リ フ ト 、 ロ ッ ジ 等 の 損 壊 や 雪 崩 の発

生 等 に よ り 、 多 数 の ス キ ー 客 の 被 災 が 懸 念 さ れ る た め 、 ス キ ー 場 利 用 客 の 安 全 確 保 対 策

を 整 備 する 。  

 

 

 

 


